
元水漁第１０８７号

令和元年１２月４日

水産政策審議会

会長 山川 卓 殿

農林水産大臣 江藤 拓

漁業法施行規則及び指定漁業の許可及び取締り等に関する

省令の一部を改正する省令等について（諮問第３２４号）

別紙のとおり、漁業法施行規則（昭和２５年農林省令第１６号）

の全部を改正する省令、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令

（昭和３８年農林省令第５号）の一部を改正する省令並びに漁業法

等の一部を改正する等の法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整

備に関する省令を定めたいので、漁業法（昭和２４年法律第２６７

号）第３６条第３項、第５７条第３項及び第１１９条第６項の規定

に基づき、貴審議会の意見を求める。

資料５－１

mio_fukuda810
ノート注釈
mio_fukuda810 : Unmarked

mio_fukuda810
長方形
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○
農
林
水
産
省
令
第

号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
及
び
漁
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
十
号
）
の
規
定
に
基

づ
き
、
並
び
に
同
法
及
び
同
令
を
実
施
す
る
た
め
、
漁
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
十
六
号
）
の
全
部
を
改

正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和

年

月

日

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓

漁
業
法
施
行
規
則

目
次第

一
章

水
産
資
源
の
保
存
及
び
管
理
（
第
一
条

第
二
十
条
）

―

第
二
章

漁
業
権
及
び
沿
岸
漁
場
管
理
（
第
二
十
一
条

第
三
十
三
条
）

―

第
三
章

漁
業
調
整
に
関
す
る
そ
の
他
の
措
置
（
第
三
十
四
条

第
四
十
二
条
）

―

第
四
章

漁
業
調
整
委
員
会
等
（
第
四
十
三
条

第
四
十
八
条
）

―

第
五
章

土
地
及
び
土
地
の
定
着
物
の
使
用
（
第
四
十
九
条

第
五
十
六
条
）

―

資料５-２
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第
六
章

内
水
面
漁
業
（
第
五
十
七
条

第
五
十
九
条
）

―

第
七
章

雑
則
（
第
六
十
条

第
六
十
三
条
）

―

附
則

第
一
章

水
産
資
源
の
保
存
及
び
管
理

（
漁
獲
努
力
量
の
指
標
）

第
一
条

漁
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
三
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
指
標
は
、
操
業
日
数
、
操
業
時
間

、
船
舶
の
隻
数
、
漁
具
の
数
、
漁
具
の
大
き
さ
又
は
漁
具
の
使
用
回
数
と
す
る
。

（
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
要
し
な
い
軽
微
な
変
更
）

第
二
条

法
第
十
六
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、

他
の
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
増
減
を
伴
う
変
更
以
外
の
変
更
と
す
る
。

（
漁
獲
割
当
割
合
の
設
定
の
申
請
）

第
三
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
当
該
特
定
水
産
資
源
の
採
捕
に
使
用
し
よ
う
と
す
る
船
舶
等
ご
と
に

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

特
定
水
産
資
源
及
び
そ
の
漁
獲
割
当
管
理
区
分

三

希
望
す
る
漁
獲
割
当
割
合

四

使
用
す
る
船
舶
等
の
概
要

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

個
人
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
氏
名
及
び
生
年
月
日
を
証
す
る
書
類

ロ

最
近
の
財
産
状
態
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

二

法
人
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

定
款

ロ

登
記
事
項
証
明
書

ハ

最
近
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
財
産
目
録

三

漁
船
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
よ
る
漁
船
の
登
録
の
謄
本
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四

申
請
者
が
法
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

五

申
請
者
が
法
第
三
十
六
条
第
一
項
、
第
五
十
七
条
第
一
項
又
は
第
百
十
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
許
可
に
係
る
許
可
証
の
写
し

六

法
第
三
十
八
条
（
法
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
認
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
認
可
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

七

法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
免
許
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
免
許
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

３

農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
漁
獲
割
当
割
合
の
設
定
に
関
し
必
要
と
認
め
る

書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
期
間
そ
の
他
申
請
手
続
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
公

示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
漁
獲
割
当
割
合
の
有
効
期
間
）

第
四
条

法
第
十
七
条
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府

県
知
事
は
、
特
定
水
産
資
源
の
特
性
及
び
そ
の
採
捕
の
実
態
を
勘
案
し
、
こ
れ
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
る
漁
獲
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割
当
割
合
に
つ
い
て
は
、
そ
の
有
効
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
漁
獲
割
当
割
合
の
設
定
の
基
準
を
定
め
る
際
の
勘
案
事
項
）

第
五
条

法
第
十
七
条
第
三
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

船
舶
の
総
数
又
は
総
ト
ン
数

二

採
捕
す
る
者
の
数
、
そ
の
採
捕
の
実
態
又
は
将
来
の
見
通
し

三

漁
業
に
関
す
る
法
令
に
違
反
す
る
行
為
の
違
反
の
程
度
及
び
違
反
の
回
数

（
年
次
漁
獲
割
当
量
の
設
定
）

第
六
条

農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
資
源
管
理
基
本
方
針
又
は
都
道
府
県
資
源
管
理
方
針
に
定
め
る
日
ま
で
に

、
年
次
漁
獲
割
当
量
を
設
定
す
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
九
条
第
四
項
の
年
次
漁
獲
割
当
量
設
定
者
の
同
意
を
得
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
当
該
年
次
漁
獲
割
当
量
設
定
者
に
対
し
、
書
面
を
提
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る

電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
に
つ
い
て
示
す
も
の
と
す
る
。

（
漁
獲
割
当
管
理
原
簿
の
記
録
事
項
）
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第
七
条

漁
業
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
と
す
る
。

一

管
理
区
分

二

管
理
年
度

三

漁
獲
割
当
割
合
設
定
者
又
は
年
次
漁
獲
割
当
量
設
定
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
）

四

法
第
三
十
六
条
第
一
項
、
第
五
十
七
条
第
一
項
又
は
第
百
十
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

こ
れ
ら
の
許
可
に
係
る
許
可
番
号
、
漁
船
登
録
番
号
及
び
船
舶
の
名
称

五

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
定
し
た
漁
獲
割
当
割
合
及
び
そ
の
有
効
期
間

六

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
定
し
た
年
次
漁
獲
割
当
量

七

法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
漁
獲
割
当
割
合
又
は
年
次
漁
獲
割
当
量
の
移
転
の
状

況
八

法
第
二
十
一
条
第
三
項
又
は
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
漁
獲
割
当
割
合
又
は
年
次
漁
獲
割
当
量
の
承
継
の
状

況
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九

法
第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
漁
獲
割
当
割
合
及
び
年
次
漁
獲
割
当
量
の
取
消
し
の
状
況

十

法
第
二
十
八
条
又
は
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
年
次
漁
獲
割
当
量
の
控
除
又
は
漁
獲
割
当
割
合
の
削
減
の
状

況

２

令
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
）

第
八
条

法
第
二
十
条
第
四
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
記
録
は
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一

定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
と
す
る
。

（
漁
獲
割
当
割
合
の
移
転
が
で
き
る
場
合
）

第
九
条

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

複
数
の
船
舶
等
に
つ
い
て
漁
獲
割
当
割
合
の
設
定
を
受
け
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
船
舶
等
の
間
で
漁
獲
割
当
割

合
の
移
転
を
す
る
場
合

二

漁
獲
割
当
割
合
の
設
定
を
受
け
た
船
舶
等
を
使
用
す
る
こ
と
を
廃
止
し
、
当
該
漁
獲
割
当
割
合
設
定
者
の
使
用
す
る
他

の
船
舶
等
に
当
該
漁
獲
割
当
割
合
の
移
転
を
す
る
場
合
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三

漁
獲
割
当
割
合
の
設
定
を
受
け
た
船
舶
等
が
滅
失
し
、
又
は
沈
没
し
た
た
め
、
当
該
漁
獲
割
当
割
合
設
定
者
の
使
用
す

る
他
の
船
舶
等
に
当
該
漁
獲
割
当
割
合
の
移
転
を
す
る
場
合

四

漁
獲
割
当
割
合
の
設
定
を
受
け
た
船
舶
等
を
借
り
受
け
、
又
は
そ
の
返
還
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
当
該
船
舶
等
を
使
用

す
る
権
利
を
取
得
す
る
者
に
当
該
漁
獲
割
当
割
合
を
譲
り
渡
す
場
合

（
漁
獲
割
当
割
合
の
移
転
の
認
可
の
申
請
）

第
十
条

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
漁
獲
割
当
割
合
の
移
転
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
漁
獲
割
当
割
合
の
設
定

を
受
け
る
船
舶
等
ご
と
に
、
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
は
、
漁
獲
割
当
割
合
の
移
転
を
し
よ
う
と
す
る
者
と
共
同
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

第
三
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
認
可
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
第
二
号
中
「
特

定
水
産
資
源
」
と
あ
る
の
は
、
「
移
転
に
係
る
特
定
水
産
資
源
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
漁
獲
割
当
割
合
の
移
転
の
認
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
）

第
十
一
条

法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
法
第
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
漁
獲
割
当
割

合
の
設
定
を
有
資
格
者
に
限
る
場
合
に
お
い
て
、
有
資
格
者
で
な
い
者
に
移
転
を
す
る
場
合
と
す
る
。
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（
漁
獲
割
当
割
合
設
定
者
の
地
位
の
承
継
の
届
出
）

第
十
二
条

法
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
漁
獲
割
当
割
合
設
定
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
は
、
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
そ
の
旨
を
届
け
出
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
年
次
漁
獲
割
当
量
の
移
転
の
認
可
の
申
請
）

第
十
三
条

第
十
条
の
規
定
は
、
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
年
次
漁
獲
割
当
量
の
移
転
の
認
可
の
申
請
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

（
年
次
漁
獲
割
当
量
の
移
転
の
認
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
）

第
十
四
条

法
第
二
十
二
条
第
二
項
第
三
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
管
理
年
度
に
お
い
て
法
第
二
十
五
条

第
二
項
に
違
反
し
て
特
定
水
産
資
源
の
採
捕
を
し
た
者
に
対
し
て
移
転
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
と
す
る
。

（
年
次
漁
獲
割
当
量
設
定
者
の
地
位
の
承
継
の
届
出
）

第
十
五
条

第
十
二
条
の
規
定
は
、
法
第
二
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
年
次
漁
獲
割
当
量
設
定
者
の
地
位
の
承
継
の
届
出

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
漁
獲
割
当
管
理
区
分
に
係
る
漁
獲
量
等
の
報
告
）
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第
十
六
条

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
採
捕
し
た
特
定
水
産
資
源
ご
と
に
陸
揚
げ
し
た
日

か
ら
三
日
以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
定
水
産
資
源
の
特
性
及
び
そ
の
採
捕
の
実
態
を
勘
案
し
、
こ
れ
に
よ
る
こ
と
が
適
当

で
な
い
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
資
源
管
理
基
本
方
針
又
は
都
道
府
県
資
源
管
理
方
針
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

２

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

年
次
漁
獲
割
当
量
設
定
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
）

二

採
捕
し
た
特
定
水
産
資
源

三

漁
獲
割
当
管
理
区
分

四

設
定
を
受
け
た
年
次
漁
獲
割
当
量

五

特
定
水
産
資
源
ご
と
の
漁
獲
量

六

採
捕
に
係
る
特
定
水
産
資
源
を
陸
揚
げ
し
た
日

七

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

３

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
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算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
、
当
該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て

情
報
が
送
信
さ
れ
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
子
情
報
処
理
組
織
の
異
常
若
し
く
は
保
守
点
検
又
は
報
告
す
べ
き
事
項
が
著
し
く
急
激

に
増
加
し
た
こ
と
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
書
面
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４

法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
第
二
項
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
る
も
の
に

つ
い
て
前
項
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
年
次
漁
獲
割
当
量
の
控
除
の
方
法
）

第
十
七
条

法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
年
次
漁
獲
割
当
量
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
数
量
は
、
当
該
年
次
漁
獲
割
当

量
設
定
者
が
設
定
を
受
け
た
年
次
漁
獲
割
当
量
を
超
え
て
採
捕
し
た
部
分
の
数
量
に
、
管
理
区
分
ご
と
に
資
源
管
理
基
本
方

針
又
は
都
道
府
県
資
源
管
理
方
針
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
年
次
漁
獲
割
当
量
の
控
除
を
し
た
と
き
は
、
遅

滞
な
く
、
そ
の
内
容
を
当
該
漁
獲
割
当
割
合
設
定
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
漁
獲
割
当
割
合
の
削
減
）
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第
十
八
条

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
漁
獲
割
当
割
合
を
減
ず
る
処
分
は
、
特
定
水
産
資
源
の
特
性
及
び
そ
の
採

捕
の
実
態
を
勘
案
し
て
資
源
管
理
基
本
方
針
又
は
都
道
府
県
資
源
管
理
方
針
に
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
行
う
も
の
と
す
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
漁
獲
割
当
割
合
を
減
ず
る
処
分
を
し
た

と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
内
容
を
当
該
漁
獲
割
当
割
合
設
定
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
非
漁
獲
割
当
管
理
区
分
に
係
る
漁
獲
量
等
の
報
告
）

第
十
九
条

法
第
三
十
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
採
捕
し
た
特
定
水
産
資
源
ご
と
に
陸
揚
げ
し
た
日
か

ら
そ
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
十
日
ま
で
の
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
定
水
産
資
源
の
特
性
及
び
そ
の
採
捕
の
実
態
を
勘
案
し

、
こ
れ
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
資
源
管
理
基
本
方
針
又
は
都
道
府
県
資
源
管
理
方

針
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

２

法
第
三
十
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

報
告
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

管
理
区
分

三

採
捕
に
係
る
特
定
水
産
資
源
を
陸
揚
げ
し
た
日
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四

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

３

第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
は
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
、
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
は
法
第
三

十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

（
漁
獲
量
等
の
公
表
）

第
二
十
条

法
第
三
十
一
条
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
大
臣
管
理
区
分
又
は
知
事
管
理
区
分
に
係
る
大
臣
管
理
漁

獲
可
能
量
又
は
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
に
対
す
る
当
該
管
理
区
分
に
お
け
る
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
量
の
総
量
の
割
合
と
す

る
。

２

法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
章

漁
業
権
及
び
沿
岸
漁
場
管
理

（
保
全
活
動
の
内
容
）

第
二
十
一
条

法
第
六
十
条
第
八
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
活
動
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
活
動
で
あ
っ
て

、
漁
業
生
産
力
の
発
展
に
資
す
る
も
の
と
す
る
。

一

赤
潮
の
発
生
状
況
の
監
視
、
水
底
の
底
質
の
調
査
そ
の
他
の
漁
場
の
状
況
に
関
す
る
調
査
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二

漂
流
物
の
除
去
、
有
害
動
植
物
の
駆
除
そ
の
他
の
漁
業
の
対
象
と
な
る
水
産
動
植
物
の
生
育
に
資
す
る
活
動

三

種
苗
の
放
流
そ
の
他
の
漁
業
の
対
象
と
な
る
水
産
動
植
物
の
増
殖

四

漁
業
関
係
法
令
に
違
反
す
る
行
為
を
抑
止
す
る
た
め
に
必
要
な
活
動

（
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
意
見
の
聴
取
）

第
二
十
二
条

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
六
十
四
条
第
一
項
（
法
第
六
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
こ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
意
見
の
提
出
方
法
、
提
出
期
限
、

提
出
先
そ
の
他
意
見
の
提
出
に
関
し
必
要
な
事
項
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
す
る

も
の
と
す
る
。

２

法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
利
害
関
係
人
と
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
事
案
に
つ
い
て
利
害
関
係
の
あ
る

こ
と
を
疎
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
よ
る
意
見
の
聴
取
）

第
二
十
三
条

法
第
六
十
四
条
第
五
項
（
法
第
六
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
公
聴
会
に
出
席
し

て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
事
案
に
関
し
て
利
害
関
係
を
有
す
る
理
由
及
び
述
べ
よ
う
と
す
る
意
見
の
概
要
を
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海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
会
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
者
が
多
数
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
公
聴
会
の
期
日
に

お
い
て
、
こ
れ
ら
の
者
の
全
て
に
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き

る
者
の
数
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
会
長
は
、
多
様
な
趣
旨
の
意
見

を
聴
取
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
会
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
制
限
に
よ
っ
て
公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
と
な
る
者
に
対
し
て
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
海
区
漁
場
計
画
等
を
作
成
し
た
と
き
の
公
表
事
項
）

第
二
十
四
条

法
第
六
十
四
条
第
六
項
（
法
第
六
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
農
林
水
産
省
令
で

定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
六
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
聴
い
た
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
意
見
の
概
要
及
び
当
該
意
見
の
処
理
の
結
果

二

漁
場
図

三

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
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（
漁
業
の
免
許
の
申
請
）

第
二
十
五
条

法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
漁
業
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を

都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

申
請
に
係
る
漁
業
権
の
内
容

三

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
氏
名
及
び
生
年
月
日
を
証
す

る
書
類

二

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

三

事
業
計
画
書

四

法
第
七
十
二
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

五

法
第
七
十
二
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
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六

申
請
者
が
漁
業
協
同
組
合
又
は
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
で
あ
る
場
合
に
は
、
漁
業
権
の
得
喪
又
は
変
更
を
議
決
し
た
総

会
（
総
会
の
部
会
及
び
総
代
会
を
含
む
。
）
の
議
事
録
の
抄
本

七

そ
の
他
都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（
漁
業
生
産
力
を
発
展
さ
せ
る
た
め
の
計
画
）

第
二
十
六
条

団
体
漁
業
権
を
有
す
る
漁
業
協
同
組
合
又
は
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
（
第
三
項
に
お
い
て
「
漁
業
協
同
組
合
等

」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
七
十
四
条
第
二
項
の
計
画
（
以
下
単
に
「
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
都
道
府
県
知
事
に
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

計
画
の
名
称

二

計
画
の
目
標

三

漁
業
生
産
力
を
発
展
さ
せ
る
た
め
の
方
法

四

計
画
の
実
施
予
定
期
間

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
漁
業
生
産
力
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
事
項
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３

漁
業
協
同
組
合
等
は
、
一
年
に
一
回
以
上
、
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
点
検
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
記
載
し
た

報
告
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
存
続
期
間
を
十
年
と
す
る
区
画
漁
業
権
）

第
二
十
七
条

法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
区
画
漁
業
権
は
、
次
に
掲
げ
る
養
殖
業
（
第
二
号
及
び
第

三
号
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
法
第
六
十
条
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
海
面
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
を
内
容
と

す
る
も
の
と
す
る
。

一

真
珠
養
殖
業

二

築
堤
式
養
殖
業

三

網
仕
切
り
式
養
殖
業

（
資
源
管
理
の
状
況
等
の
報
告
）

第
二
十
八
条

法
第
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
当
該
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
一
年
に
一
回
以

上
、
当
該
都
道
府
県
知
事
の
定
め
る
日
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
九
十
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
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一

漁
業
権
の
種
類
及
び
免
許
番
号

二

報
告
の
対
象
と
な
る
期
間

三

資
源
管
理
に
関
す
る
取
組
の
実
施
状
況

四

操
業
日
数
、
漁
獲
量
そ
の
他
の
漁
場
の
活
用
の
状
況

五

団
体
漁
業
権
に
あ
っ
て
は
、
組
合
員
行
使
権
者
の
数
及
び
組
合
員
行
使
権
の
行
使
の
状
況

六

そ
の
他
必
要
な
事
項

３

法
第
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
へ
の
報
告
は
、
前
項
の
報
告
に
係
る
事
項
に
関
す
る
意
見
を

付
し
て
、
一
年
に
一
回
以
上
行
う
も
の
と
す
る
。

（
裁
定
の
申
請
の
公
示
）

第
二
十
九
条

法
第
百
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

裁
定
の
申
請
人
及
び
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二

漁
業
権
の
種
類
及
び
免
許
番
号

三

入
漁
権
の
変
更
又
は
消
滅
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
入
漁
登
録
番
号
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四

申
請
の
内
容

五

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
裁
定
の
公
示
）

第
三
十
条

法
第
百
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
同
条
第
六
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
前
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
沿
岸
漁
場
管
理
規
程
の
規
定
事
項
）

第
三
十
一
条

法
第
百
十
一
条
第
二
項
第
九
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

保
全
活
動
に
要
す
る
費
用
の
収
納
及
び
管
理
に
関
す
る
事
項

二

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
沿
岸
漁
場
管
理
規
程
の
認
可
に
係
る
公
示
事
項
）

第
三
十
二
条

法
第
百
十
一
条
第
六
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

沿
岸
漁
場
管
理
団
体
の
名
称
、
住
所
及
び
連
絡
先

二

法
第
百
十
一
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
し
た
沿
岸
漁
場
管
理
規
程
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三

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
保
全
活
動
の
実
施
状
況
の
報
告
等
）

第
三
十
三
条

法
第
百
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

報
告
の
対
象
と
な
る
期
間

二

保
全
活
動
の
内
容

三

活
動
を
行
っ
た
日
数
及
び
人
数
そ
の
他
の
保
全
活
動
の
実
施
状
況

四

保
全
活
動
の
収
支
状
況

五

そ
の
他
必
要
な
事
項

２

法
第
百
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
へ
の
報
告
は
、
当
該
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
一

年
に
一
回
以
上
、
当
該
都
道
府
県
知
事
の
定
め
る
日
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
章

漁
業
調
整
に
関
す
る
そ
の
他
の
措
置

（
試
験
研
究
等
の
場
合
の
適
用
除
外
）

第
三
十
四
条

法
に
基
づ
く
農
林
水
産
省
令
の
規
定
で
あ
っ
て
法
第
百
十
九
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
も
の
は
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、
試
験
研
究
、
教
育
実
習
そ
の
他
特
別
の
事
由
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
者
が
行
う
当
該
試
験
研
究
等
に
つ

い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
協
定
の
認
定
申
請
手
続
等
）

第
三
十
五
条

法
第
百
二
十
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
農
林

水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

協
定
の
概
要

三

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

協
定

二

協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
）
を
記
載
し
た
書
類

三

そ
の
他
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
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３

前
二
項
の
規
定
は
、
令
第
九
条
第
一
項
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
第
二
号
中
「
協
定

の
概
要
」
と
あ
る
の
は
、
「
変
更
の
内
容
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

令
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
協
定
の
変
更
の
認
定
の
申
請
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
協
定
の
廃
止

の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
申
請
又
は
届
出
に
係
る
認
定
協
定
の
変
更
又
は
廃
止
が
当
該
認
定
協
定
に
定
め
ら

れ
た
次
条
第
二
号
に
掲
げ
る
手
続
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

令
第
九
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
の
変
更

二

協
定
の
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
体
制
の
変
更

６

令
第
九
条
第
二
項
の
軽
微
な
変
更
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

一

届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

変
更
の
内
容
及
び
理
由

三

変
更
の
年
月
日

（
協
定
に
お
い
て
定
め
る
事
項
）
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第
三
十
六
条

法
第
百
二
十
四
条
第
二
項
第
五
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

協
定
成
立
後
に
協
定
に
参
加
し
、
又
は
協
定
か
ら
脱
退
す
る
者
に
関
す
る
事
項

二

協
定
を
変
更
し
、
又
は
廃
止
す
る
場
合
の
手
続

三

法
第
百
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
あ
っ
せ
ん
を
す
べ
き
こ
と
を
求
め
る
場
合
の
手
続

（
協
定
の
認
定
の
基
準
）

第
三
十
七
条

法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
第
六
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
法
第
百
二
十
四
条
第
二
項
第
四
号
及

び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
内
容
が
、
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
に
過
重
な
負
担
を
課
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
協
定
へ
の
参
加
の
あ
っ
せ
ん
の
求
め
）

第
三
十
八
条

法
第
百
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
の
求
め
は
、
認
定
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
が
、
次
に
掲

げ
る
書
面
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

認
定
協
定
へ
の
参
加
を
求
め
る
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
並
び
に
採
捕
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面

二

当
該
相
手
方
と
の
交
渉
の
経
緯
及
び
あ
っ
せ
ん
を
求
め
る
理
由
を
記
載
し
た
書
面
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三

当
該
求
め
が
認
定
協
定
に
定
め
ら
れ
た
第
三
十
六
条
第
三
号
に
掲
げ
る
手
続
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

（
必
要
な
措
置
の
求
め
）

第
三
十
九
条

法
第
百
二
十
六
条
第
三
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
三
分
の
二
と
す
る
。

２

法
第
百
二
十
六
条
第
三
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

認
定
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
の
数
が
、
当
該
認
定
協
定
に
係
る
漁
業
を
営
む
者
の
全
て
の
数
の
三
分
の
二
を
超
え
て

い
る
こ
と
。

二

認
定
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
に
よ
る
当
該
認
定
協
定
に
係
る
水
産
資
源
の
漁
獲
量
又
は
漁
獲
努
力
量
が
、
当
該
認
定

協
定
に
係
る
漁
業
を
営
む
者
の
全
て
の
当
該
認
定
協
定
に
係
る
漁
獲
量
又
は
漁
獲
努
力
量
の
三
分
の
二
を
超
え
て
い
る
こ

と
。

三

認
定
協
定
が
相
当
期
間
継
続
し
て
い
る
こ
と
。

四

認
定
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
が
認
定
協
定
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
自
主
的
な
努
力
を
十
分
行
っ
て
い
る
こ
と
。

３

法
第
百
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
必
要
な
措
置
の
求
め
は
、
認
定
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
が
、
次
に
掲
げ
る
書

面
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

講
ず
べ
き
こ
と
を
求
め
る
措
置
の
内
容
及
び
当
該
措
置
を
求
め
る
理
由
を
記
載
し
た
書
面

二

法
第
百
二
十
六
条
第
三
項
の
基
準
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

三

当
該
求
め
に
つ
い
て
認
定
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
の
全
て
の
合
意
の
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

（
漁
業
監
督
公
務
員
の
証
票
の
様
式
）

第
四
十
条

法
第
百
二
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
証
票
の
様
式
は
、
別
記
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

（
特
定
水
産
動
植
物
）

第
四
十
一
条

法
第
百
三
十
二
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
水
産
動
植
物
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

う
な
ぎ
の
稚
魚
（
全
長
十
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
う
な
ぎ
を
い
う
。
）

二

あ
わ
び

三

な
ま
こ

（
特
定
水
産
動
植
物
の
採
捕
の
禁
止
に
関
す
る
適
用
除
外
）

第
四
十
二
条

法
第
百
三
十
二
条
第
二
項
第
四
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
試
験
研
究
又
は
教
育
実
習
の
た
め
特

定
水
産
動
植
物
を
採
捕
す
る
こ
と
に
つ
い
て
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
た
者
が
、
当
該
特
定
水
産
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動
植
物
を
採
捕
す
る
場
合
と
す
る
。

２

前
項
の
許
可
は
、
都
道
府
県
知
事
が
管
轄
す
る
水
面
に
お
い
て
採
捕
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
都
道
府
県
知
事
、
そ
れ
以
外

の
場
合
に
あ
っ
て
は
農
林
水
産
大
臣
が
す
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
許
可
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４

農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
許
可
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
許
可
の
有
効
期
間
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

５

農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
許
可
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
特
定
水
産
動
植
物
の
生
育
及
び
漁
業

活
動
へ
の
影
響
を
軽
減
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
許
可
に
条
件
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
許
可
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
前
項
の
許
可
証
（
以
下
単
に
「
許
可
証
」
と
い
う
。
）
を
亡
失
し
、
又
は
許
可
証
が
滅

失
し
た
と
き
は
、
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
申
請
を
し
て
、
許
可
証
の
再
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
特
定
水
産
動
植
物
の
採
捕
を
す
る
と
き
は
、
許
可
証
を
携
帯
し
、
国
又
は
地
方
公
共
団



- 28 -

体
の
職
員
、
警
察
官
そ
の
他
関
係
者
か
ら
提
示
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
許
可
証
（
第
二
号
の
場

合
に
あ
っ
て
は
、
発
見
し
、
又
は
回
復
し
た
許
可
証
）
を
、
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
有
効
期
間
が
満
了
し
た
と
き
。

二

第
七
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
証
の
再
交
付
を
受
け
た
後
に
お
い
て
亡
失
し
た
許
可
証
を
発
見
し
、
又
は
回
復
し
た
と
き
。

三

第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
。

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
許
可
の
有
効
期
間
が
満
了
し
た
と
き
は
、
そ
の
日

10
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
そ
の
許
可
に
係
る
採
捕
の
結
果
を
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
漁
業
関
係
法
令
又
は
漁
業
関
係
法
令
に
基
づ
く

11
処
分
に
違
反
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
水
産
動
植
物
の
生
育
又
は
漁
業
活
動
へ
の
影
響
を
軽
減
す
る
た
め
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
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前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
許
可
の
手
続
そ
の
他
こ
の
条
の
規
定
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
農
林

12
水
産
大
臣
が
定
め
る
。

第
四
章

漁
業
調
整
委
員
会
等

（
委
員
の
任
命
）

第
四
十
三
条

法
第
百
三
十
八
条
第
五
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

漁
業
の
種
類

二

操
業
区
域

三

住
所
又
は
事
業
場
を
有
す
る
地
区

（
委
員
の
推
薦
の
求
め
及
び
募
集
の
方
法
等
）

第
四
十
四
条

法
第
百
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
推
薦
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
募
集
に
応
募
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
の
規
定
に
よ
る
募
集
に
応
募
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に

掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
を
記
載
し
た
書
類
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

推
薦
を
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
氏
名
、
住
所
、
職
業
、
年
齢
及
び
性
別
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二

推
薦
を
す
る
者
が
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
目
的
、
代
表
者
又
は
管
理
人
の
氏
名
、
構

成
員
の
数
、
構
成
員
た
る
資
格
そ
の
他
の
当
該
推
薦
を
す
る
者
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
事
項

三

推
薦
を
受
け
る
者
又
は
応
募
す
る
者
の
氏
名
、
住
所
、
職
業
、
年
齢
、
性
別
、
経
歴
及
び
漁
業
経
営
の
状
況

四

推
薦
を
受
け
る
者
又
は
応
募
す
る
者
が
、
法
第
百
三
十
八
条
第
五
項
の
漁
業
者
又
は
漁
業
従
事
者
で
あ
る
か
否
か
の
別

五

推
薦
又
は
応
募
の
理
由

六

そ
の
他
都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

第
四
十
五
条

法
第
百
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
百
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
推
薦
の
求
め
及
び
募
集
の
期
間
中

前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
条
第
一

号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
住
所
を
除
く
。
）
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の

適
切
な
方
法
に
よ
り
、
当
該
推
薦
の
求
め
及
び
募
集
の
期
間
の
中
間
に
お
い
て
公
表
す
る
こ
と
。

イ

推
薦
を
受
け
た
者
の
数
並
び
に
そ
の
う
ち
の
漁
業
者
及
び
漁
業
従
事
者
の
数

ロ

応
募
し
た
者
の
数
並
び
に
そ
の
う
ち
の
漁
業
者
及
び
漁
業
従
事
者
の
数
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二

法
第
百
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
推
薦
の
求
め
及
び
募
集
の
期
間
の
終
了
後

前
号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い

て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
当
該
期
間
の
終
了
後
遅
滞
な
く
公
表
す
る
こ
と
。

第
四
十
六
条

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
推
薦
の
求
め
及
び
募
集
の
期
間
、
第
四
十
四
条
の
書
類
の
提
出
方
法
そ
の
他

法
第
百
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
推
薦
の
求
め
及
び
募
集
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
も
の

と
す
る
。

２

前
項
の
推
薦
の
求
め
及
び
募
集
の
期
間
は
、
お
お
む
ね
一
月
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の

他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
議
事
録
）

第
四
十
七
条

法
第
百
四
十
五
条
第
四
項
（
法
第
百
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
規
定
に
よ
る
議
事
録
の
公
表
は
、
会
議
の
終
了
後
、
遅
滞
な
く
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
百
四
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
議
事
録
の
公
表
の
期
間
は
、
当
該
公
表
の
日
か
ら
三
年
間
と
す
る
。

（
交
付
金
の
交
付
決
定
の
基
礎
と
な
る
海
区
の
数
等
）
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第
四
十
八
条

法
第
百
五
十
九
条
第
二
項
の
海
区
の
数
は
、
当
該
交
付
金
を
交
付
す
る
年
度
の
前
年
度
の
三
月
一
日
現
在
に
お

け
る
法
第
百
三
十
六
条
第
一
項
の
海
区
の
数
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
百
五
十
九
条
第
二
項
の
海
面
に
お
い
て
漁
業
を
営
む
者
の
数
は
、
直
近
に
公
表
さ
れ
た
漁
業
セ
ン
サ
ス
規
則
（
昭
和

三
十
八
年
農
林
省
令
第
三
十
九
号
）
第
一
条
の
調
査
に
よ
る
漁
業
経
営
体
中
の
経
営
体
階
層
別
経
営
体
数
の
沿
岸
漁
業
層
の

計
及
び
湖
沼
漁
業
の
部
の
湖
沼
漁
業
の
基
本
構
成
中
の
経
営
体
数
（
法
第
六
十
条
第
五
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
海
面
に
準

ず
る
湖
沼
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
た
水
面
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
合
計
し
た
も
の
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３

法
第
百
五
十
九
条
第
二
項
の
海
岸
線
の
長
さ
は
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
作
成
す
る
海
岸
統
計
に
お
け
る
全
国
海
岸
概
況

調
中
の
海
岸
線
延
長
の
合
計
で
あ
っ
て
直
近
に
公
表
さ
れ
た
も
の
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
五
章

土
地
及
び
土
地
の
定
着
物
の
使
用

（
土
地
の
使
用
等
の
許
可
手
続
）

第
四
十
九
条

法
第
百
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に

、
当
該
土
地
の
図
面
を
添
付
し
て
、
都
道
府
県
知
事
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
申
請
に
係
る
土
地
、
立
木
竹
又
は
土
石
に
つ
き
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
を
有
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
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並
び
に
使
用
の
目
的
及
び
期
間

二

土
地
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積
、
立
木
竹
又
は
土
石
の
除
去
を
制
限
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
そ
の
種
類
及
び
所
在
地

三

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

第
五
十
条

法
第
百
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
、
面
積
及
び
現

況
、
当
該
土
地
に
つ
き
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
を
有
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
使
用
の
目
的
及
び
期
間
を

記
載
し
た
申
請
書
に
、
当
該
土
地
の
図
面
を
添
付
し
て
、
都
道
府
県
知
事
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
一
条

法
第
百
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に

、
当
該
土
地
の
図
面
を
添
付
し
て
、
都
道
府
県
知
事
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
申
請
に
係
る
土
地
、
木
竹
又
は
そ
の
他
の
障
害
物
に
つ
き
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
を
有
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
住
所
並
び
に
立
入
り
、
伐
採
又
は
除
去
の
目
的
及
び
期
間

二

土
地
の
立
入
り
に
あ
っ
て
は
そ
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積
、
木
竹
の
伐
採
又
は
そ
の
他
の
障
害
物
の
除
去
に
あ

っ
て
は
そ
の
種
類
及
び
所
在
地
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三

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
使
用
権
の
設
定
等
に
関
す
る
手
続
）

第
五
十
二
条

法
第
百
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

請
書
に
、
当
該
土
地
の
図
面
を
添
付
し
て
、
都
道
府
県
知
事
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
申
請
に
係
る
土
地
又
は
土
地
の
定
着
物
に
つ
き
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
を
有
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二

当
該
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積
又
は
土
地
の
定
着
物
の
所
在
、
種
類
及
び
数
量
並
び
に
土
地
又
は
土
地
の

定
着
物
の
利
用
状
況

三

使
用
権
の
対
価
並
び
に
そ
の
支
払
の
方
法
及
び
時
期

四

当
該
土
地
又
は
土
地
の
定
着
物
の
引
渡
の
時
期

五

使
用
開
始
の
時
期

六

使
用
権
の
存
続
期
間

七

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

第
五
十
三
条

法
第
百
六
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
土
地
の
形
質
を
変
更
し
、
又
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は
当
該
定
着
物
を
損
壊
し
、
若
し
く
は
収
去
す
る
こ
と
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
当
該
土
地
又
は
土
地
の
定
着
物
の
使
用
の
目
的

た
る
漁
業
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
事
由
を
明
ら
か
に
し
て
、
都
道
府
県
知
事
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
四
条

前
五
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
書
類
は
、
当
該
申
請
に
係
る
土
地
若
し
く
は
土
地
の
定
着
物
又
は
木
竹
、
土

石
そ
の
他
の
障
害
物
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
五
条

法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
百
六
十
五
条
第
一
項
の
協

議
が
調
わ
ず
、
又
は
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
第
五
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
書
面
及
び
当
該
土
地
に
関
す
る
図
面
を
添
付
し
、
当
該
土
地
又
は
土
地
の
定
着
物
の
所
在
す
る
市
町
村
に
沿
う
海
区

に
設
置
さ
れ
た
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
六
条

法
第
百
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
請
書
を
当
該
土
地
又
は
土
地
の
定
着
物
の
所
在
す
る
市
町
村
に
沿
う
海
区
に
設
置
さ
れ
た
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
土
地
又
は
土
地
の
定
着
物
に
つ
き
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
を
有
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二

当
該
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積
又
は
土
地
の
定
着
物
の
所
在
、
種
類
及
び
数
量
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三

変
更
又
は
解
除
の
事
由

四

変
更
の
内
容
及
び
時
期
又
は
解
除
の
時
期
及
び
条
件

五

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

第
六
章

内
水
面
漁
業

（
遊
漁
規
則
に
規
定
す
べ
き
事
項
）

第
五
十
七
条

法
第
百
七
十
条
第
二
項
第
五
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

漁
場
監
視
員
に
関
す
る
事
項

二

違
反
者
に
対
す
る
措
置
に
関
す
る
事
項

（
遊
漁
規
則
の
認
可
に
係
る
公
示
事
項
）

第
五
十
八
条

法
第
百
七
十
条
第
七
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所

二

漁
業
権
の
免
許
番
号

三

法
第
百
七
十
条
第
一
項
の
認
可
に
係
る
公
示
の
場
合
に
あ
っ
て
は
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
、
同
条
第
三
項
の
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認
可
に
係
る
公
示
の
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
認
可
に
係
る
変
更
の
内
容

四

遊
漁
規
則
（
法
第
百
七
十
条
第
三
項
の
認
可
に
係
る
公
示
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
変
更
後
の
遊
漁
規
則
）
の
施
行
の
日

（
交
付
金
の
交
付
決
定
の
基
礎
と
な
る
内
水
面
組
合
の
組
合
員
の
数
等
）

第
五
十
九
条

法
第
百
七
十
三
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
九
条
第
二
項
の
内
水
面
組
合
の
組
合
員
の
数

は
、
第
四
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
調
査
に
よ
る
内
水
面
漁
業
地
域
の
部
の
組
合
員
中
の
正
・
准
別
組
合
員
数
の
計
に
よ

る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
百
七
十
三
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
九
条
第
二
項
の
河
川
の
延
長
は
、
河
川
法
（
昭
和
三
十

九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
が
適
用
さ
れ
、
又
は
準
用
さ
れ
る
河
川
の
延
長
を
合
計
し
た
も
の
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
七
章

雑
則

（
漁
業
取
締
り
に
係
る
体
制
の
整
備
）

第
六
十
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
漁
業
監
督
官
が
法
第
百
二
十
八
条
第
一
項
の
事
務
を
円
滑
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

、
漁
業
取
締
本
部
そ
の
他
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
い
、
水
産
庁
長
官
に
当
該
事
務
等
に
従
事
す
る
職
員
を
指
揮
さ
せ
る
こ

と
に
よ
り
、
漁
業
取
締
り
の
効
果
を
最
大
限
に
発
揮
さ
せ
る
と
と
も
に
、
漁
業
取
締
り
に
関
す
る
国
民
の
理
解
の
増
進
を
図
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る
も
の
と
す
る
。

（
身
分
証
票
の
様
式
）

第
六
十
一
条

法
第
百
七
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
証
票
の
様
式
は
、
別
記
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

（
提
出
書
類
の
経
由
機
関
）

第
六
十
二
条

法
第
百
八
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

申
請
書
そ
の
他
の
書
類
は
、
別
に
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
書
類
の
提
出
者
の
住
所
地
（
共
同
し

て
す
る
申
請
又
は
届
出
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
代
表
者
の
住
所
地
）
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
漁
業
根
拠
地
（
漁
業
を
営
む
者
が
そ
の
営
む
漁
業
に
使
用
す
る
船
舶
に
よ
り

行
う
当
該
漁
業
の
操
業
を
管
理
す
る
事
務
所
の
所
在
地
を
い
い
、
二
以
上
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
漁
業
根
拠
地
を

い
う
。
）
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
当
該
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
当
該
提
出
者
の
利
便
に
資
す
る
と
き
は

、
当
該
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
当
該
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

法
第
百
八
十
六
条
た
だ
し
書
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
別
に
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
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一

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
年
次
漁
獲
割
当
量
の
移
転
の
認
可
の
申
請
に
係
る
書
類

二

法
第
二
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
年
次
漁
獲
割
当
量
設
定
者
の
地
位
の
承
継
の
届
出
に
係
る
書
類

三

法
第
二
十
六
条
第
一
項
又
は
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
漁
獲
量
等
の
報
告
に
係
る
書
類

四

法
第
百
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
定
の
認
定
又
は
令
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
協
定
の
変
更
の
認

定
の
申
請
に
係
る
書
類

五

令
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
協
定
の
軽
微
な
変
更
の
届
出
に
係
る
書
類

六

令
第
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
協
定
の
廃
止
の
届
出
に
係
る
書
類

七

法
第
百
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
の
求
め
に
係
る
書
類

八

法
第
百
二
十
六
条
第
三
項
の
求
め
に
係
る
書
類

（
添
付
書
類
の
省
略
）

第
六
十
三
条

法
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
同
時
に
二
以
上
の
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
お

い
て
、
各
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
に
添
付
す
べ
き
書
類
の
内
容
が
同
一
で
あ
る
と
き
は
、
一
の
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
に
こ

れ
を
添
付
し
、
他
の
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
に
は
そ
の
旨
を
記
載
し
て
、
一
の
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
に
添
付
し
た
書
類
の
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添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
特
に
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
法
又

は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
に
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
の
添
付
を
省
略
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和

二
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
定
水
産
動
植
物
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

第
四
十
一
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過

す
る
日
ま
で
の
間
は
、
適
用
し
な
い
。

（
漁
業
監
督
官
等
の
証
票
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
漁
業
法
施
行
規
則
別
記
第
一
及
び
別
記
第
二
に
よ
り
交
付
さ
れ

mio_fukuda810
長方形

mio_fukuda810
長方形
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た
証
票
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
漁
業
法
施
行
規
則
別
記
第
一
及
び
別
記
第
二
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
証
票
と
み
な
す
。
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別
記
第
一
（
第
四
十
条
関
係
）

（
表
面
）

漁
業
監
督
官
（
漁
業
監
督
吏
員
）
の
証
票

第

号

年

月

日
交
付

農
林
水
産
大
臣
印
又
は

都
道
府
県
知
事
印

官

職

氏

名

生

年

月

日

写

真
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（
裏
面
）漁

業
法
（
抄
）

第
百
二
十
八
条

農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
所
部
の
職
員
の
中
か
ら
漁
業
監
督
官
又
は
漁
業
監
督
吏
員

を
命
じ
、
漁
業
に
関
す
る
法
令
の
励
行
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
ら
せ
る
。

２

漁
業
監
督
官
の
資
格
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

３

漁
業
監
督
官
又
は
漁
業
監
督
吏
員
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
漁
場
、
船
舶
、
事
業
場
、
事
務
所
、
倉

庫
そ
の
他
の
場
所
に
臨
ん
で
そ
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
し
、
又
は
関
係
者
に
対
し
質
問

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

漁
業
監
督
官
又
は
漁
業
監
督
吏
員
が
そ
の
職
務
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
身
分
を
証
明
す
る
証
票
を
携
帯
し
、
要

求
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

漁
業
監
督
官
及
び
漁
業
監
督
吏
員
で
あ
つ
て
そ
の
所
属
す
る
官
公
署
の
長
が
そ
の
者
の
主
た
る
勤
務
地
を
管
轄
す

る
地
方
裁
判
所
に
対
応
す
る
検
察
庁
の
検
事
正
と
協
議
を
し
て
指
名
し
た
も
の
は
、
漁
業
に
関
す
る
罪
に
関
し
、
刑

事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
る
司
法
警
察
員
と
し
て
職
務
を
行
う
。

第
百
九
十
三
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。

一
～
三

（
略
）

四

第
百
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
漁
業
監
督
官
又
は
漁
業
監
督
吏
員
の
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は

忌
避
し
、
又
は
そ
の
質
問
に
対
し
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者

五
～
七

（
略
）

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は
、
縦
八
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
横
六
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。
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別
記
第
二
（
第
六
十
一
条
関
係
）

（
表
面
）

漁
業
法
第
百
七
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
検
査
等
を
す
る
職
員
の
証
票

第

号

年

月

日
交
付

農
林
水
産
大
臣
印
又
は

都
道
府
県
知
事
印

官

職

氏

名

生

年

月

日

写

真
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（
裏
面
）漁

業
法
（
抄
）

第
百
七
十
六
条

農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
に
規
定
す
る
事

項
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
漁
業
に
関
し
て
必
要
な
報
告
を
徴
し
、
又
は
当
該
職
員
を

し
て
漁
場
、
船
舶
、
事
業
場
若
し
く
は
事
務
所
に
臨
ん
で
そ
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
に
規
定
す
る
事
項
を
処
理
す

る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
職
員
を
し
て
他
人
の
土
地
に
立
ち
入
つ
て
、
測
量
し
、
検
査
し
、

又
は
測
量
若
し
く
は
検
査
の
障
害
と
な
る
物
を
移
転
し
、
若
し
く
は
除
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
そ
の
職
務
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
身
分
を
証
明
す
る
証
票
を
携
帯
し
、
要

求
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
九
十
三
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。

一
～
五

（
略
）

六

第
百
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
怠
り
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
当
該
職
員
の
検
査

を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者

七

第
百
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
測
量
、
検
査
、
移
転
又
は
除
去
を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌

避
し
た
者

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は
、
縦
八
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
横
六
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。



○
農
林
水
産
省
令
第

号

漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省

令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和

年

月

日

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓

指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
八
年
農
林
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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改

正

後

改

正

前

漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令

指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
）

第
二
章

大
臣
許
可
漁
業

第
二
章

指
定
漁
業
の
許
可
及
び
起
業
の
認
可
（
第
四
条
―
第
十
四
条
）

第
一
節

通
則
（
第
二
条
―
第
二
十
六
条
）

第
三
章

指
定
漁
業
の
制
限
及
び
取
締
り
等

第
二
節

沖
合
底
び
き
網
漁
業
（
第
二
十
七
条
）

第
一
節

通
則
（
第
十
五
条
―
第
二
十
八
条
の
二
）

第
三
節

以
西
底
び
き
網
漁
業
（
第
二
十
八
条
）

第
二
節

沖
合
底
び
き
網
漁
業
（
第
二
十
九
条
）

第
四
節

遠
洋
底
び
き
網
漁
業
（
第
二
十
九
条
・
第
三
十
条
）

第
三
節

以
西
底
び
き
網
漁
業
（
第
三
十
条
）

第
五
節

東
シ
ナ
海
は
え
縄
漁
業
（
第
三
十
一
条
）

第
四
節

遠
洋
底
び
き
網
漁
業
（
第
三
十
条
の
二
・
第
三
十
一
条
）

第
六
節

大
西
洋
等
は
え
縄
等
漁
業
（
第
三
十
二
条
）

第
五
節

大
中
型
ま
き
網
漁
業
（
第
三
十
一
条
の
二
―
第
三
十
三
条
の
二

第
七
節

太
平
洋
底
刺
し
網
等
漁
業
（
第
三
十
三
条
）

）

第
八
節

大
中
型
ま
き
網
漁
業
（
第
三
十
四
条
―
第
四
十
三
条
）

第
六
節

大
型
捕
鯨
業
（
第
三
十
四
条
―
第
四
十
条
）

第
九
節

基
地
式
捕
鯨
業
（
第
四
十
四
条
―
第
四
十
六
条
）

第
七
節

小
型
捕
鯨
業
（
第
四
十
一
条
―
第
四
十
五
条
）

第
十
節

母
船
式
捕
鯨
業
（
第
四
十
七
条
―
第
五
十
条
）

第
八
節

母
船
式
捕
鯨
業
（
第
四
十
六
条
―
第
五
十
五
条
）

第
十
一
節

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
（
第
五
十
一
条
―
第
五
十
四
条
）

第
九
節

遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
（
第
五
十
六
条
―
第
六
十
条
の
三

第
十
二
節

東
シ
ナ
海
等
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
（
第
五
十
五
条
）

）

第
十
三
節

か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
（
第
五
十
六
条
―
第
六
十
三
条
）

第
十
節

近
海
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
（
第
六
十
一
条
・
第
六
十
二
条
）

第
十
四
節

中
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
（
第
六
十
四
条
―
第
六
十
六

第
十
一
節

中
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
（
第
六
十
三
条
―
第
六
十
六

条
）

条
）

第
十
五
節

日
本
海
べ
に
ず
わ
い
が
に
漁
業
（
第
六
十
七
条
―
第
六
十
九

第
十
二
節

日
本
海
べ
に
ず
わ
い
が
に
漁
業
（
第
六
十
七
条
―
第
七
十
一

条
）

条
）

第
三
章

知
事
許
可
漁
業

第
十
三
節

い
か
釣
り
漁
業
（
第
七
十
二
条
）

第
一
節

総
則
（
第
七
十
条
・
第
七
十
一
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
七
十
三
条
―
第
百
五
条
）

第
二
節

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
（
第
七
十
二
条
―
第
七
十
五
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
百
六
条
―
第
百
九
条
）

第
三
節

小
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
（
第
七
十
六
条
）

附
則

第
四
章

届
出
漁
業
（
第
七
十
七
条
―
第
八
十
二
条
）

第
五
章

漁
業
調
整
に
関
す
る
そ
の
他
の
措
置
（
第
八
十
三
条
―
第
百
二
条
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）

第
六
章

雑
則
（
第
百
三
条
―
第
百
十
六
条
）

第
七
章

罰
則
（
第
百
十
七
条
―
第
百
二
十
条
）

附
則

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

（
削
る
。
）

（
定
義
）

第
一
条

（
削
る
。
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
「
沖
合
底
び
き
網
漁
業
」
、
「
以
西
底
び
き
網

漁
業
」
、
「
遠
洋
底
び
き
網
漁
業
」
、
「
大
中
型
ま
き
網
漁
業
」
、
「
大
型

捕
鯨
業
」
、
「
小
型
捕
鯨
業
」
、
「
母
船
式
捕
鯨
業
」
、
「
遠
洋
か
つ
お
・

ま
ぐ
ろ
漁
業
」
、
「
近
海
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
」
、
「
中
型
さ
け
・
ま
す

流
し
網
漁
業
」
、
「
北
太
平
洋
さ
ん
ま
漁
業
」
、
「
日
本
海
べ
に
ず
わ
い
が

に
漁
業
」
又
は
「
い
か
釣
り
漁
業
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
漁
業
法
第
五
十
二
条

第
一
項
の
指
定
漁
業
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
八
年
政
令
第
六
号
。
以
下

「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
漁
業
を

い
う
。

（
削
る
。
）

２

こ
の
省
令
に
お
い
て
「
母
船
式
漁
業
」
、
「
母
船
」
又
は
「
独
航
船
等
」

と
は
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
母
船
式
漁
業
、
母
船
又
は
独
航

船
等
を
い
う
。

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号

３

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

２

こ
の
省
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
海
域
は
、
そ
れ
ぞ

４

こ
の
省
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
ベ
ー
リ
ン
グ
海
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
、
日

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
海
域
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

本
海
、
黄
海
、
東
支
那
海
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
海
、
南
支
那
海
、
タ
イ
湾
、
東
イ

ン
ド
諸
島
諸
海
、
ビ
ス
マ
ル
ク
海
、
ソ
ロ
モ
ン
海
、
コ
ラ
ル
海
、
タ
ス
マ
ン

海
、
バ
ス
海
峡
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
湾
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ア
ラ
ス
カ
州
南

東
部
及
び
カ
ナ
ダ
ブ
リ
テ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
の
沿
岸
海
域
並
び
に
ア

ラ
ス
カ
湾
の
海
域
は
、
太
平
洋
の
海
域
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

一

ベ
ー
リ
ン
グ
海
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
、
日
本
海
、
黄
海
、
東
シ
ナ
海
、
フ

（
新
設
）
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ィ
リ
ピ
ン
海
、
南
シ
ナ
海
、
タ
イ
湾
、
東
イ
ン
ド
諸
島
諸
海
、
ビ
ス
マ
ル

ク
海
、
ソ
ロ
モ
ン
海
、
コ
ラ
ル
海
、
タ
ス
マ
ン
海
、
バ
ス
海
峡
、
カ
リ
フ

ォ
ル
ニ
ア
湾
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ア
ラ
ス
カ
州
南
東
部
及
び
カ
ナ
ダ
ブ
リ

テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
の
沿
岸
海
域
並
び
に
ア
ラ
ス
カ
湾
の
海
域

太
平
洋
の
海
域

二

マ
ラ
ッ
カ
海
峡
、
ア
ン
ダ
マ
ン
海
、
ベ
ン
ガ
ル
湾
、
ラ
ッ
カ
デ
ィ
ブ
海

（
新
設
）

、
ア
ラ
ビ
ア
海
、
オ
マ
ー
ン
湾
、
ペ
ル
シ
ャ
湾
、
ス
エ
ズ
湾
、
ア
カ
バ
湾

、
紅
海
、
ア
デ
ン
湾
、
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
海
峡
及
び
グ
レ
ー
ト
・
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
湾
の
海
域

イ
ン
ド
洋
の
海
域

三

ア
ゾ
フ
海
、
黒
海
、
マ
ル
マ
ラ
海
、
地
中
海
、
ビ
ス
ケ
ー
湾
、
イ
ギ
リ

（
新
設
）

ス
海
峡
、
ブ
リ
ス
ト
ル
湾
、
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
海
及
び
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ー
ジ

海
峡
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
西
部
諸
海
、
北
海
、
ス
カ
ゲ
ラ
ク
海
峡
、
カ
テ

ガ
ッ
ト
海
峡
、
バ
ル
ト
海
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
海
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
海
、
ラ

ブ
ラ
ド
ル
海
、
デ
ー
ビ
ス
海
峡
、
バ
フ
ィ
ン
湾
、
ハ
ド
ソ
ン
海
峡
、
ハ
ド

ソ
ン
湾
、
セ
ン
ト
・
ロ
ー
レ
ン
ス
湾
、
フ
ァ
ン
デ
ィ
湾
、
メ
キ
シ
コ
湾
、

カ
リ
ブ
海
、
ラ
・
プ
ラ
タ
川
河
口
部
並
び
に
ギ
ニ
ア
湾
の
海
域

大
西
洋

の
海
域

（
母
船
式
漁
業
に
お
け
る
独
航
船
等
）

（
削
る
。
）

第
二
条

法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
船
舶
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

独
航
船

二

と
う
載
漁
船
（
母
船
と
一
体
と
な
つ
て
漁
ろ
う
に
従
事
す
る
動
力
漁
船

で
あ
つ
て
、
当
該
漁
ろ
う
中
を
除
き
、
通
常
、
母
船
に
と
う
載
さ
れ
て
い

る
も
の
を
い
う
。
）

（
提
出
書
類
の
経
由
機
関
）

（
削
る
。
）

第
三
条

こ
の
省
令
の
規
定
（
第
二
十
四
条
第
二
項
及
び
第
二
十
八
条
の
規
定

を
除
く
。
）
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
す
る
書
類
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ

る
も
の
は
、
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
住
所
地

（
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
主
た
る
住
所
地
）
を
、
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
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で
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
漁
業
根
拠
地
（
当
該
漁
業
を
営
む
者
が
当
該

漁
業
に
使
用
す
る
船
舶
に
よ
り
行
う
当
該
漁
業
の
操
業
を
管
理
す
る
事
務
所

の
所
在
地
を
い
う
。
）
（
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
主
た
る
漁
業
根
拠
地
）

を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

遠
洋
底
び
き
網
漁
業
に
関
す
る
も
の

二

遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
関
す
る
も
の

三

近
海
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
関
す
る
も
の

四

中
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
に
関
す
る
も
の

五

北
太
平
洋
さ
ん
ま
漁
業
に
関
す
る
も
の

六

日
本
海
べ
に
ず
わ
い
が
に
漁
業
に
関
す
る
も
の

七

い
か
釣
り
漁
業
に
関
す
る
も
の

八

沖
合
底
び
き
網
漁
業
に
関
す
る
も
の

九

以
西
底
び
き
網
漁
業
に
関
す
る
も
の

十

大
中
型
ま
き
網
漁
業
に
関
す
る
も
の

２

第
三
章
及
び
第
四
章
の
規
定
に
よ
り
鯨
体
処
理
場
に
関
し
農
林
水
産
大
臣

に
提
出
す
る
書
類
は
、
当
該
鯨
体
処
理
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県

知
事
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章

大
臣
許
可
漁
業

第
二
章

指
定
漁
業
の
許
可
及
び
起
業
の
認
可

第
一
節

通
則

（
新
設
）

（
大
臣
許
可
漁
業
の
種
類
）

第
二
条

漁
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
農
林
水

（
新
設
）

産
省
令
で
定
め
る
漁
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

沖
合
底
び
き
網
漁
業

別
表
第
一
の
当
該
漁
業
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る

海
域
に
お
い
て
総
ト
ン
数
十
五
ト
ン
（
別
表
第
二
の
当
該
漁
業
の
項
の
下

欄
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
ほ
た
て
が
い
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
）
以
上
の
動
力
漁
船
（
法
第
六
十

条
第
六
項
に
規
定
す
る
動
力
漁
船
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
底
び

き
網
を
使
用
し
て
行
う
漁
業
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二

以
西
底
び
き
網
漁
業

別
表
第
一
の
当
該
漁
業
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る

海
域
に
お
い
て
総
ト
ン
数
十
五
ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網

を
使
用
し
て
行
う
漁
業

三

遠
洋
底
び
き
網
漁
業

別
表
第
一
の
当
該
漁
業
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る

海
域
に
お
い
て
総
ト
ン
数
十
五
ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網

を
使
用
し
て
行
う
漁
業

四

東
シ
ナ
海
は
え
縄
漁
業

別
表
第
一
の
当
該
漁
業
の
項
の
中
欄
に
掲
げ

る
海
域
に
お
い
て
総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
に
よ
り
は
え
縄
を

使
用
し
て
行
う
漁
業
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

イ

第
十
二
号
に
掲
げ
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業

ロ

第
七
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
沿
岸
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業

五

大
西
洋
等
は
え
縄
等
漁
業

別
表
第
一
の
当
該
漁
業
の
項
の
中
欄
に
掲

げ
る
海
域
に
お
い
て
動
力
漁
船
に
よ
り
は
え
縄
、
底
刺
し
網
又
は
か
ご
を

使
用
し
て
行
う
漁
業
（
第
十
二
号
に
掲
げ
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
を
除

く
。
）

六

太
平
洋
底
刺
し
網
等
漁
業

別
表
第
一
の
当
該
漁
業
の
項
の
中
欄
に
掲

げ
る
海
域
に
お
い
て
動
力
漁
船
に
よ
り
は
え
縄
又
は
底
刺
し
網
を
使
用
し

て
行
う
漁
業
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

イ

第
十
二
号
に
掲
げ
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業

ロ

第
十
五
号
に
掲
げ
る
ず
わ
い
が
に
漁
業

ハ

第
七
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
沿
岸
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業

七

大
中
型
ま
き
網
漁
業

総
ト
ン
数
四
十
ト
ン
（
別
表
第
二
の
当
該
漁
業

の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
海
域
に
あ
っ
て
は
総
ト
ン
数
十
五
ト
ン
）
以
上
の

動
力
漁
船
に
よ
り
ま
き
網
を
使
用
し
て
行
う
漁
業

八

基
地
式
捕
鯨
業

動
力
漁
船
に
よ
り
も
り
づ
つ
を
使
用
し
て
鯨
を
と
る

漁
業
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

九

母
船
式
捕
鯨
業

製
造
設
備
、
冷
蔵
設
備
そ
の
他
の
処
理
設
備
を
有
す

る
母
船
及
び
独
航
船
が
一
体
と
な
っ
て
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
、
も
り
づ
つ

を
使
用
し
て
鯨
を
と
る
も
の

十

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業

別
表
第
一
の
当
該
漁
業
の
項
の
中
欄
に
掲
げ

る
海
域
に
お
い
て
総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
に
よ
り
流
し
網
を
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使
用
し
て
か
じ
き
、
か
つ
お
、
ま
ぐ
ろ
又
は
さ
め
を
と
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
漁
業

十
一

東
シ
ナ
海
等
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業

別
表
第
一
の
当
該
漁
業
の
項

の
中
欄
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
に

よ
り
流
し
網
を
使
用
し
て
か
じ
き
、
か
つ
お
又
は
ま
ぐ
ろ
を
と
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
漁
業

十
二

か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業

総
ト
ン
数
十
ト
ン
（
別
表
第
二
の
当
該
漁

業
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
海
域
に
あ
っ
て
は
総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
）
以
上

の
動
力
漁
船
に
よ
り
、
浮
き
は
え
縄
を
使
用
し
て
又
は
釣
り
に
よ
っ
て
か

つ
お
、
ま
ぐ
ろ
、
か
じ
き
又
は
さ
め
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

十
三

中
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業

総
ト
ン
数
三
十
ト
ン
以
上
の
動
力

漁
船
に
よ
り
流
し
網
を
使
用
し
て
さ
け
又
は
ま
す
を
と
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
漁
業

十
四

北
太
平
洋
さ
ん
ま
漁
業

別
表
第
一
の
当
該
漁
業
の
項
の
中
欄
に
掲

げ
る
海
域
に
お
い
て
総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
に
よ
り
棒
受
網

を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

十
五

ず
わ
い
が
に
漁
業

別
表
第
一
の
当
該
漁
業
の
項
の
中
欄
各
号
に
掲

げ
る
海
域
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
総
ト
ン
数

十
ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
に
よ
り
ず
わ
い
が
に
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
漁
業
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

イ

第
一
号
に
掲
げ
る
沖
合
底
び
き
網
漁
業

ロ

総
ト
ン
数
十
五
ト
ン
未
満
の
動
力
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用
し

て
行
う
漁
業

ハ

別
表
第
一
の
当
該
漁
業
の
項
の
中
欄
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る

海
域
に
お
い
て
動
力
漁
船
に
よ
り
固
定
式
刺
し
網
又
は
か
ご
を
使
用
し

て
行
う
漁
業

十
六

日
本
海
べ
に
ず
わ
い
が
に
漁
業

別
表
第
一
の
当
該
漁
業
の
項
の
中

欄
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
か
ご
を
使
用
し
て
べ
に
ず
わ
い
が
に
を
と
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

十
七

い
か
釣
り
漁
業

総
ト
ン
数
三
十
ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
に
よ
り
釣

り
に
よ
っ
て
い
か
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
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（
許
可
の
申
請
）

（
許
可
の
申
請
）

第
三
条

法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
大
臣
許

第
四
条

法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
指
定
漁
業
（
以
下
単
に
「
指
定
漁
業
」
と

可
漁
業
ご
と
及
び
船
舶
ご
と
に
、
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
申
請
書
に
次
に

い
う
。
）
に
つ
き
同
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
指
定
漁
業
ご
と

掲
げ
る
書
類
を
添
え
、
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

及
び
船
舶
（
母
船
式
漁
業
に
あ
つ
て
は
、
母
船
又
は
独
航
船
等
。
以
下
同

じ
。
）
ご
と
に
、
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を

添
え
、
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
定
款
、
登
記
事
項
証
明
書
（
目
的
、

四

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
定
款
、
登
記
事
項
証
明
書
（
目
的
、

名
称
、
事
務
所
（
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
主
た
る
事
務
所
）
及
び
当
該

名
称
、
事
務
所
（
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
主
た
る
事
務
所
）
及
び
当
該

法
人
を
代
表
す
べ
き
者
の
氏
名
に
係
る
事
項
を
証
明
し
た
登
記
事
項
証
明

法
人
を
代
表
す
べ
き
者
の
氏
名
に
係
る
事
項
を
証
明
し
た
登
記
事
項
証
明

書
と
す
る
。
）
並
び
に
最
近
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
財
産
目

書
と
す
る
。
）
並
び
に
最
近
の
貸
借
対
照
表
及
び
財
産
目
録
、
法
人
以
外

録
、
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
に
は
最
近
の
財
産
状
態
を
明
ら
か
に
す

の
者
で
あ
る
場
合
に
は
最
近
の
財
産
状
態
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

る
書
類

五

（
略
）

五

（
略
）

六

法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
い
ず

（
新
設
）

れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

七

申
請
に
係
る
船
舶
が
、
法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
五
号
の
農
林
水
産
大

六

申
請
に
係
る
船
舶
が
、
第
六
条
の
漁
船
の
設
備
基
準
に
適
合
す
る
船
舶

臣
の
定
め
る
基
準
を
満
た
す
船
舶
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

（
削
る
。
）

七

申
請
に
係
る
船
舶
が
母
船
で
あ
る
場
合
に
は
、
別
記
様
式
第
二
号
に
よ

る
母
船
設
備
明
細
書

（
削
る
。
）

八

母
船
式
漁
業
に
係
る
申
請
（
起
業
の
認
可
に
基
づ
く
許
可
の
申
請
を
除

く
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
母
船
に
係
る
許
可
の
申
請
者
と
当
該
母
船
と

同
一
の
船
団
に
属
す
る
独
航
船
等
に
係
る
許
可
若
し
く
は
起
業
の
認
可
の

申
請
者
と
が
異
な
る
と
き
、
又
は
独
航
船
等
に
係
る
許
可
の
申
請
者
と
当

該
独
航
船
等
と
同
一
の
船
団
に
属
す
る
母
船
に
係
る
許
可
の
申
請
者
若
し

く
は
許
可
を
受
け
て
い
る
者
と
が
異
な
る
と
き
は
、
当
該
申
請
に
つ
き
当

該
異
な
る
者
の
同
意
を
証
す
る
書
面

（
削
る
。
）

九

申
請
が
法
第
五
十
八
条
の
二
第
三
項
第
二
号
の
申
請
に
基
づ
く
許
可
又

は
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
る
者
に
よ
る
同
項
第
一
号
の
許
可
に
係
る
も

の
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
五
条
の
五
第
三
項
の
認
定
を
受
け
て
い
る
新
技
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術
の
企
業
化
に
関
す
る
実
績
を
記
載
し
た
書
類

八

申
請
が
法
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
っ
て
す
る
許
可
に
係
る
も
の
で
あ

十

申
請
が
法
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
つ
て
す
る
許
可
に
係
る
も
の
で
あ

る
場
合
に
は
、
同
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

る
場
合
に
は
、
同
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
許
可
を
す
る
か

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
許
可
を
す
る
か

ど
う
か
の
判
断
に
関
し
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

ど
う
か
の
判
断
に
関
し
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る

る
。

。

３

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
四
十
五
条
第
一
号
に
該
当
す
る
場

（
新
設
）

合
は
、
従
前
の
許
可
の
有
効
期
間
の
満
了
日
の
三
月
前
か
ら
一
月
前
ま
で
の

間
に
、
第
一
項
の
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
起
業
の
認
可
の
申
請
）

（
起
業
の
認
可
の
申
請
）

第
四
条

法
第
三
十
八
条
の
認
可
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
起
業
の
認
可
」

第
五
条

指
定
漁
業
に
つ
き
法
第
五
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
三
項
の

と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
大
臣
許
可
漁
業
ご
と
及
び
船
舶
ご

起
業
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
指
定
漁
業
ご
と
及
び
船
舶
ご
と
に

と
に
、
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
、
農

、
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
、
農
林
水

林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
船
舶
件
名
書

一

別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
船
舶
件
名
書

二

前
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

二

前
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類

（
削
る
。
）

三

母
船
式
漁
業
に
係
る
申
請
の
場
合
に
お
い
て
、
母
船
に
係
る
起
業
の
認

可
の
申
請
者
と
当
該
母
船
と
同
一
の
船
団
に
属
す
る
独
航
船
等
に
係
る
起

業
の
認
可
の
申
請
者
と
が
異
な
る
と
き
、
又
は
独
航
船
等
に
係
る
起
業
の

認
可
の
申
請
者
と
当
該
独
航
船
等
と
同
一
の
船
団
に
属
す
る
母
船
に
係
る

許
可
若
し
く
は
起
業
の
認
可
の
申
請
者
若
し
く
は
許
可
を
受
け
て
い
る
者

と
が
異
な
る
と
き
は
、
当
該
申
請
に
つ
き
当
該
異
な
る
者
の
同
意
を
証
す

る
書
面

（
削
る
。
）

四

申
請
が
法
第
五
十
八
条
の
二
第
三
項
第
二
号
の
申
請
に
基
づ
く
許
可
又

は
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
る
者
に
よ
る
同
項
第
一
号
の
認
可
に
係
る
も

の
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
書
類

三

申
請
が
法
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
っ
て
す
る
起
業
の
認
可
に
係
る
も

五

申
請
が
法
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
つ
て
す
る
起
業
の
認
可
に
係
る
も

の
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す

の
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す

る
書
面

る
書
面

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
起
業
の
認
可
を

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
起
業
の
認
可
を
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す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
関
し
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と

す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
関
し
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

が
あ
る
。

（
許
可
又
は
起
業
の
認
可
に
つ
い
て
の
適
格
性
の
基
準
）

（
削
る
。
）

第
五
条
の
二

法
第
五
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
の
基
準
は
、
漁

業
に
関
す
る
法
令
の
違
反
に
係
る
累
積
点
数
（
違
反
行
為
及
び
当
該
違
反
行

為
を
し
た
日
を
起
算
日
と
す
る
過
去
五
年
以
内
に
お
け
る
そ
の
他
の
違
反
行

為
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
付
し
た
点
数

の
合
計
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
四
点
以
上
と
な
つ
た

日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

一

漁
業
に
関
す
る
法
令
に
違
反
す
る
行
為
に
よ
り
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ

こ

ら
れ
た
と
き
（
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用

人
そ
の
他
の
従
業
員
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
又
は
財
産
に
関
し
て

漁
業
に
関
す
る
法
令
に
違
反
す
る
行
為
に
よ
り
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら

れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
法
人
又
は
人
が
罰
金
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き

を
含
む
。
）

二
点

二

前
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
漁
業
に
関
す
る
法
令
に
違
反
す
る
行

為
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き

一
点

三

漁
業
に
関
す
る
法
令
に
違
反
す
る
行
為
（
当
該
行
為
に
つ
き
罰
則
が
設

け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
に
よ
り
指
定
漁
業
の
許
可
の
取
消
し
そ

の
他
の
農
林
水
産
大
臣
の
処
分
を
受
け
た
と
き
（
前
各
号
に
該
当
す
る
こ

と
と
な
つ
た
場
合
を
除
く
。
）

一
点

四

指
定
漁
業
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
の
申
請
に
関
し
虚
偽
の
申
請
を
し

た
と
き

一
点

２

前
項
の
規
定
に
お
い
て
「
漁
業
に
関
す
る
法
令
」
と
は
、
法
、
水
産
資
源

保
護
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
百
十
三
号
）
、
臘
虎
膃
肭
獣
猟
獲
取
締

法
（
明
治
四
十
五
年
法
律
第
二
十
一
号
）
、
外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
六
十
号
）
、
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
漁

業
等
に
関
す
る
主
権
的
権
利
の
行
使
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第

七
十
六
号
）
、
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八

年
法
律
第
七
十
七
号
）
、
持
続
的
養
殖
生
産
確
保
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
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五
十
一
号
）
及
び
内
水
面
漁
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法

律
第
百
三
号
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
を
い
う
。

（
削
る
。
）

第
五
条
の
三

法
第
五
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
の
基
準
は
、
労

働
に
関
す
る
法
令
の
違
反
に
係
る
累
積
点
数
が
四
点
以
上
と
な
つ
た
日
か
ら

五
年
を
経
過
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

一

労
働
に
関
す
る
法
令
に
違
反
す
る
行
為
に
よ
り
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ

ら
れ
た
と
き
（
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用

人
そ
の
他
の
従
業
員
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
又
は
財
産
に
関
し
て

労
働
に
関
す
る
法
令
に
違
反
す
る
行
為
に
よ
り
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら

れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
法
人
又
は
人
が
罰
金
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き

を
含
む
。
）

二
点

二

前
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
労
働
に
関
す
る
法
令
に
違
反
す
る
行

為
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き

一
点

２

前
項
の
規
定
に
お
い
て
「
労
働
に
関
す
る
法
令
」
と
は
、
健
康
保
険
法
（

大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
、
船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号

）
、
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
、
労
働
関
係
調
整
法

（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
、
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
四
十
九
号
）
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五

十
号
）
、
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
、
船
員
職
業
安
定
法
（

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
号
）
、
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
七
十
四
号
）
、
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
（
昭
和
二
十
六
年

法
律
第
百
四
十
九
号
）
、
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十

五
号
）
、
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
及
び
外
国
人

の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
八
年
法
律
第
八
十
九
号
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
を

い
う
。

（
同
程
度
の
漁
業
生
産
の
基
準
）

（
削
る
。
）

第
五
条
の
四

法
第
五
十
八
条
の
二
第
三
項
第
一
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め

る
基
準
は
、
同
項
第
二
号
の
申
請
に
基
づ
く
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
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て
い
る
船
舶
一
隻
当
た
り
の
操
業
日
数
当
た
り
の
漁
獲
量
が
、
現
に
同
項
第

一
号
の
申
請
に
基
づ
く
許
可
を
受
け
て
い
る
同
一
の
指
定
漁
業
に
お
け
る
船

舶
一
隻
当
た
り
の
操
業
日
数
当
た
り
の
漁
獲
量
に
、
そ
の
漁
業
の
実
情
に
応

じ
た
補
正
値
を
乗
じ
た
値
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
漁
業
生
産
力
の
発
展
に
特
に
寄
与
す
る
試
験
研
究
又
は
新
技
術
の
企
業
化

の
認
定
）

（
削
る
。
）

第
五
条
の
五

法
第
五
十
八
条
の
二
第
三
項
第
二
号
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示
す
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
に

試
験
研
究
又
は
新
技
術
の
企
業
化
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
、
当
該

認
定
の
申
請
に
係
る
指
定
漁
業
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
の
申
請
期
間
が
終

了
す
る
一
月
前
ま
で
に
、
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
認
定
を
す
る
か
ど
う

か
の
判
断
に
関
し
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、

前
二
項
の
申
請
書
及
び
書
類
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
当
該
申

請
に
係
る
船
舶
が
行
う
試
験
研
究
又
は
新
技
術
の
企
業
化
が
漁
業
生
産
力
の

発
展
に
特
に
寄
与
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す

る
。

（
船
舶
適
格
条
件
）

（
削
る
。
）

第
六
条

船
舶
に
つ
い
て
法
第
五
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
農
林
水
産
大
臣
の

定
め
る
条
件
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示
す
る
漁
船
の
設
備
基

準
に
適
合
す
る
船
舶
で
あ
る
こ
と
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
指
定
漁
業
ご
と

に
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

沖
合
底
び
き
網
漁
業

船
舶
の
推
進
機
関
の
出
力
が
別
表
第
一
の
上
欄

に
掲
げ
る
船
舶
の
総
ト
ン
数
の
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
最
高
限
度
を
超
え
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
の
基
準
に

も
適
合
す
る
推
進
機
関
を
有
す
る
船
舶
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

イ

発
電
機
関
を
兼
ね
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

- 12 -



ロ

別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
船
舶
の
総
ト
ン
数
の
区
分
ご
と
に
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
最
高
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
推
進
出
力

を
制
限
す
る
機
器
を
備
え
付
け
て
い
る
こ
と
。

ハ

ロ
の
機
器
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置

を
採
つ
て
い
る
こ
と
。

二

以
西
底
び
き
網
漁
業

船
舶
の
推
進
機
関
の
出
力
が
一
千
三
十
キ
ロ
ワ

ッ
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

三

母
船
式
捕
鯨
業

母
船
が
総
ト
ン
数
五
千
ト
ン
以
上
の
船
舶
で
あ
つ
て

鯨
体
処
理
設
備
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

中
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業

方
向
探
知
機
及
び
無
線
電
信
又
は
無

線
電
話
の
装
置
を
有
す
る
船
舶
で
あ
る
こ
と
。

（
許
可
証
の
様
式
）

（
削
る
。
）

第
七
条

法
第
五
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
許
可
証
の
様
式
は

、
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
る
。

（
変
更
の
許
可
を
要
す
る
事
項
）

（
削
る
。
）

第
八
条

法
第
六
十
一
条
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
操
業
区
域
、

操
業
期
間
、
漁
業
の
方
法
（
沖
合
底
び
き
網
漁
業
、
以
西
底
び
き
網
漁
業
、

大
中
型
ま
き
網
漁
業
、
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
又
は
近
海
か
つ
お
・
ま

ぐ
ろ
漁
業
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
母
船
式

漁
業
の
場
合
に
お
け
る
法
第
五
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
母
船
又
は
独

航
船
等
の
指
定
と
す
る
。

（
許
可
等
の
申
請
後
船
舶
が
滅
失
し
、
又
は
沈
没
し
た
場
合
）

第
五
条

許
可
の
申
請
を
し
た
後
に
、
当
該
申
請
に
係
る
船
舶
が
滅
失
し
、
又

（
新
設
）

は
沈
没
し
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
が
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
申
請
す

べ
き
期
間
内
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
は
、
同
項
の
規
定
に

よ
る
起
業
の
認
可
の
申
請
と
み
な
す
。
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３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
が
法
第
四
十
五
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
は
、
同
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る

起
業
の
認
可
の
申
請
と
み
な
す
。

４

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
申
請
が
法
第
四
十
五
条
第
一
号
の
規

定
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
申
請
を
し
た
者
が
、
当
該
申
請
を
し
た
後

に
同
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
他
の
船
舶
に
つ
い
て
許
可
の
申
請
を
し
た
と

き
は
、
当
該
申
請
は
、
当
該
他
の
船
舶
に
つ
い
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

５

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
は
、
法
第
四
十
五
条
第
一
号
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
許
可
を
受
け
た
船
舶
と
同
一
の
船
舶
に
つ
い
て
し
た

申
請
と
み
な
す
。

（
許
可
等
の
申
請
後
申
請
者
が
死
亡
し
、
解
散
し
、
又
は
分
割
を
し
た
場
合

）
第
六
条

許
可
又
は
起
業
の
認
可
の
申
請
を
し
た
者
が
当
該
申
請
を
し
た
後
に

（
新
設
）

死
亡
し
、
又
は
合
併
に
よ
り
解
散
し
、
若
し
く
は
分
割
（
当
該
申
請
に
係
る

船
舶
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
相
続
人
（
相

続
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
協
議
に
よ
り
当
該
申
請
を
し

た
者
の
地
位
を
承
継
す
べ
き
者
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
者
）
又
は
当
該
合

併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
当
該
合
併
に
よ
っ
て
成
立
し
た
法
人
若
し
く

は
当
該
分
割
に
よ
っ
て
当
該
船
舶
を
承
継
し
た
法
人
は
、
当
該
許
可
又
は
起

業
の
認
可
の
申
請
を
し
た
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
の
申
請
を
し
た
者
の
地
位
を

承
継
し
た
者
は
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
面
を
添
え
、
承
継
の
日
か
ら
二
月

以
内
に
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
制
限
措
置
）

第
七
条

法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に

（
新
設
）

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
数
及
び
船
舶
の
総
ト
ン
数

二

操
業
区
域

三

漁
業
時
期
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四

漁
具
の
種
類
そ
の
他
の
漁
業
の
方
法

（
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間
に
係
る
特
別
の
事
情
）

第
八
条

法
第
四
十
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
緊
急

（
新
設
）

を
要
す
る
特
別
の
事
情
は
、
国
際
交
渉
と
の
関
係
上
船
舶
の
隻
数
が
定
め
ら

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
大
臣
許
可
漁
業
に
つ
い
て
、
三
月
以
上
の
申
請
期
間
を

定
め
て
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
す
る
と
す
れ
ば
当
該
大
臣
許
可

漁
業
の
操
業
の
時
機
を
失
し
、
当
該
大
臣
許
可
漁
業
を
営
む
者
の
経
営
に
著

し
い
支
障
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
事
情
と
す
る
。

（
許
可
の
有
効
期
間
）

第
九
条

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年

（
新
設
）

と
す
る
。

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
十
条

法
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

第
九
条

指
定
漁
業
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
た
船
舶
に
つ
き
法
第
六

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な

十
一
条
の
変
更
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
理
由
を
附
し
て
農
林
水

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

産
大
臣
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者

（
新
設
）

の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

大
臣
許
可
漁
業
の
種
類

（
新
設
）

三

法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
船
舶
の
名
称

（
新
設
）

四

法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
年
月
日
及
び
許
可
番
号

（
新
設
）

五

変
更
の
内
容

（
新
設
）

六

変
更
の
理
由

（
新
設
）

（
削
る
。
）

２

操
業
区
域
又
は
操
業
期
間
の
変
更
の
う
ち
母
船
式
漁
業
に
係
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
同
一
の
船
団
に
属
す
る
母
船
及
び

独
航
船
等
の
全
部
に
つ
い
て
と
も
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
。
）

３

法
第
五
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
母
船
又
は
独
航
船
等
の
指
定
の
変

更
に
つ
い
て
の
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
当
該
指
定
の
変
更
に
係
る

母
船
又
は
独
航
船
等
に
つ
い
て
と
も
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

- 15 -



２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て

４

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い

必
要
が
あ
る
と
き
は
、
変
更
の
許
可
を
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
関
し
必
要

て
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
変
更
の
許
可
を
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
関
し
必

と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

（
起
業
の
認
可
の
変
更
の
許
可
）

第
十
一
条

起
業
の
認
可
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
起
業
の
認
可
を
受
け
た
船
舶

（
新
設
）

の
総
ト
ン
数
、
操
業
区
域
、
漁
業
時
期
又
は
漁
具
の
種
類
そ
の
他
の
漁
業
の

方
法
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
の
規
定
は
、
前
項
の
許
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
相
続
又
は
法
人
の
合
併
若
し
く
は
分
割
の
届
出
）

（
相
続
又
は
法
人
の
合
併
若
し
く
は
分
割
の
届
出
）

第
十
二
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を

第
十
条

法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
漁
業
の
許
可
又
は
起
業

受
け
た
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
旨

の
認
可
を
受
け
た
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
る
と
き
は
、
相
続
又
は
法
人
の
合
併
若
し
く
は

り
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
る
と
き
は
、
相
続
又
は
法
人
の
合
併

分
割
の
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

若
し
く
は
分
割
の
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

（
休
業
期
間
の
制
限
）

第
十
三
条

法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
許

（
新
設
）

可
を
受
け
た
日
か
ら
一
年
間
又
は
引
き
続
き
二
年
間
と
す
る
。

（
資
源
管
理
の
状
況
等
の
報
告
）

第
十
四
条

法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
次
項
各
号
に
掲

（
新
設
）

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
と
す
る
。

一

許
可
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称

、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

許
可
に
係
る
船
舶
の
名
称
、
総
ト
ン
数
そ
の
他
当
該
船
舶
に
関
す
る
情

- 16 -



報
三

許
可
番
号

四

報
告
の
対
象
と
な
る
期
間

五

漁
獲
量
そ
の
他
の
漁
業
生
産
の
実
績

六

漁
業
の
方
法
、
操
業
日
数
、
操
業
区
域
そ
の
他
の
操
業
の
状
況

七

資
源
管
理
に
関
す
る
取
組
の
実
施
状
況
そ
の
他
の
資
源
管
理
の
状
況

八

財
務
の
状
況

九

そ
の
他
必
要
な
事
項

３

第
一
項
の
報
告
書
の
提
出
期
限
及
び
様
式
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定

め
て
告
示
す
る
。

（
電
子
機
器
の
備
付
け
命
令
等
）

第
十
五
条

法
第
五
十
二
条
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
電
子
機
器
は

（
新
設
）

、
衛
星
船
位
測
定
送
信
機
（
人
工
衛
星
を
利
用
し
て
船
舶
の
位
置
の
測
定
及

び
送
信
を
行
う
機
器
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も

の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。

一

許
可
を
受
け
た
船
舶
の
位
置
を
自
動
的
に
測
定
及
び
記
録
で
き
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

二

次
に
掲
げ
る
情
報
を
自
動
的
に
送
信
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

当
該
船
舶
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報

ロ

当
該
船
舶
の
位
置
を
示
す
情
報
並
び
に
当
該
位
置
に
お
け
る
日
付
及

び
時
刻

三

前
号
に
掲
げ
る
情
報
の
改
変
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

法
第
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
衛
星
船
位
測
定
送
信
機
を
備
え
付

け
た
船
舶
の
船
長
は
、
衛
星
船
位
測
定
送
信
機
が
故
障
し
た
場
合
に
は
、
速

や
か
に
農
林
水
産
大
臣
に
そ
の
旨
を
報
告
し
、
そ
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
許
可
証
の
様
式
）

第
十
六
条

法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
許
可
証
の
様
式

（
新
設
）

- 17 -



は
、
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
。

（
許
可
証
の
書
換
え
交
付
の
申
請
）

（
許
可
証
の
書
換
交
付
の
申
請
）

第
十
七
条

許
可
を
受
け
た
者
は
、
許
可
証
の
記
載
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と

第
十
一
条

指
定
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
指
定
漁
業
者
」
と
い
う

き
（
第
十
九
条
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、

。
）
は
、
許
可
証
の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
（
第
十
三
条
第
二
号

速
や
か
に
、
農
林
水
産
大
臣
に
許
可
証
の
書
換
え
交
付
を
申
請
し
な
け
れ
ば

か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
速
や
か
に
、
農
林
水
産

な
ら
な
い
。

大
臣
に
許
可
証
の
書
換
交
付
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
許
可
証
の
再
交
付
の
申
請
）

（
許
可
証
の
再
交
付
の
申
請
）

第
十
八
条

許
可
を
受
け
た
者
は
、
許
可
証
を
亡
失
し
、
又
は
毀
損
し
た
と
き

第
十
二
条

指
定
漁
業
者
は
、
許
可
証
を
亡
失
し
、
又
は
毀
損
し
た
場
合
に
は

は
、
速
や
か
に
、
理
由
を
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
に
許
可
証
の
再
交
付
を
申

、
速
や
か
に
、
理
由
を
付
し
て
農
林
水
産
大
臣
に
許
可
証
の
再
交
付
を
申
請

請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
許
可
証
の
書
換
え
交
付
及
び
再
交
付
）

（
許
可
証
の
書
換
交
付
及
び
再
交
付
）

第
十
九
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
許
可

第
十
三
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
許
可

証
を
書
き
換
え
て
交
付
し
、
又
は
再
交
付
す
る
。

証
を
書
き
換
え
て
交
付
し
、
又
は
再
交
付
す
る
。

一

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
換
え
交
付
又
は
前
条
の
規
定
に
よ

一

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
換
交
付
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る

る
再
交
付
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
。

再
交
付
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
。

二

法
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
若
し
く
は
起
業
の
認
可
に

（
新
設
）

条
件
を
付
け
、
又
は
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
付
け

た
条
件
を
変
更
し
、
若
し
く
は
取
り
消
し
た
と
き
。

三

法
第
四
十
七
条
の
許
可
（
船
舶
の
総
ト
ン
数
の
変
更
に
係
る
許
可
を
除

二

法
第
六
十
一
条
の
許
可
（
船
舶
の
総
ト
ン
数
の
増
加
に
係
る
許
可
を
除

く
。
）
を
し
た
と
き
。

く
。
）
を
し
た
と
き
。

四

法
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
。

三

法
第
六
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
。

五

法
第
五
十
四
条
第
二
項
又
は
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可

四

法
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

を
変
更
し
た
と
き
。

よ
り
許
可
に
制
限
若
し
く
は
条
件
を
付
け
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
付

け
た
制
限
若
し
く
は
条
件
を
変
更
し
、
若
し
く
は
取
り
消
し
た
と
き
。

（
削
る
。
）

五

法
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
変
更
し
た
と
き
。

六

（
略
）

六

（
略
）
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（
許
可
証
の
返
納
）

（
許
可
証
の
返
納
）

第
二
十
条

許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
が
そ
の
効
力
を
失
い
、
又
は
取

第
十
四
条

指
定
漁
業
者
は
、
当
該
許
可
が
そ
の
効
力
を
失
い
、
又
は
取
り
消

り
消
さ
れ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
許
可
証
を
農
林
水
産
大
臣
に
返

さ
れ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
許
可
証
を
農
林
水
産
大
臣
に
返
納
し

納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
証
の
書
換
え
交
付
又

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
証
の
書
換
交
付
又
は
再
交

は
再
交
付
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
従
前
の
許
可
証
に
つ
い
て
も
、
同
様
と

付
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
従
前
の
許
可
証
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
削
る
。
）

第
三
章

指
定
漁
業
の
制
限
及
び
取
締
り
等

（
削
る
。
）

第
一
節

通
則

（
許
可
証
の
備
付
け
義
務
）

（
許
可
証
の
備
え
付
け
義
務
）

第
二
十
一
条

許
可
を
受
け
た
者
は
、
許
可
証
を
当
該
許
可
に
係
る
船
舶
内
に

第
十
五
条

指
定
漁
業
者
は
、
許
可
証
を
当
該
許
可
に
係
る
船
舶
内
に
備
え
付

備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
許
可
番
号
を
表
示
し
な
い
船
舶
の
使
用
禁
止
）

（
許
可
番
号
を
表
示
し
な
い
船
舶
の
使
用
禁
止
）

第
二
十
二
条

許
可
を
受
け
た
者
（
母
船
式
捕
鯨
業
、
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業

第
十
六
条

指
定
漁
業
者
（
母
船
式
捕
鯨
業
、
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
、

及
び
北
太
平
洋
さ
ん
ま
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て

近
海
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
及
び
北
太
平
洋
さ
ん
ま
漁
業
の
許
可
を
受
け
た

同
じ
。
）
は
、
当
該
許
可
に
係
る
船
舶
の
外
部
に
別
表
第
三
に
定
め
る
と
こ

者
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該
許
可
に
係
る
船
舶
の
外
部

ろ
に
よ
り
当
該
許
可
に
係
る
許
可
番
号
を
表
示
し
な
け
れ
ば
、
当
該
船
舶
を

に
別
表
第
一
の
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
許
可
に
係
る
許
可
番
号
を

当
該
漁
業
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

表
示
し
な
け
れ
ば
、
当
該
船
舶
を
当
該
漁
業
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
が
そ
の
効
力
を
失
い
、
又
は
取
り
消
さ

２

指
定
漁
業
者
は
、
当
該
許
可
が
そ
の
効
力
を
失
い
、
又
は
取
り
消
さ
れ
た

れ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
し
た
表
示
を
消
さ
な
け

場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
し
た
表
示
を
消
さ
な
け
れ
ば

れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
外
国
の
法
令
の
遵
守
）

（
削
る
。
）

第
十
六
条
の
二

指
定
漁
業
者
は
、
外
国
の
領
海
又
は
排
他
的
経
済
水
域
（
ロ

シ
ア
連
邦
に
あ
つ
て
は
別
表
第
五
の
九
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
域
、
大
韓

民
国
に
あ
つ
て
は
同
表
の
十
一
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
域
、
中
華
人
民
共
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和
国
に
あ
つ
て
は
同
表
の
十
二
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
域
。
第
三
十
一
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
操
業
す
る
場
合
に
は
、
第
五
条
の
二
第
二
項

に
規
定
す
る
漁
業
に
関
す
る
法
令
に
相
当
す
る
当
該
外
国
の
法
令
を
遵
守
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
操
業
制
限
）

（
操
業
制
限
）

第
二
十
三
条

許
可
を
受
け
た
者
は
、
別
に
こ
の
省
令
で
定
め
る
場
合
の
ほ
か

第
十
七
条

指
定
漁
業
者
は
、
別
に
こ
の
省
令
で
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
別
表

、
別
表
第
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
大
臣
許
可
漁
業
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
漁
業
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

下
欄
に
掲
げ
る
制
限
又
は
禁
止
に
違
反
し
て
当
該
大
臣
許
可
漁
業
を
営
ん
で

る
操
業
の
区
域
若
し
く
は
期
間
又
は
特
定
の
区
域
若
し
く
は
期
間
に
お
け
る

は
な
ら
な
い
。

特
定
の
漁
具
若
し
く
は
船
舶
を
使
用
し
若
し
く
は
特
定
の
漁
法
に
よ
つ
て
す

る
操
業
若
し
く
は
特
定
の
種
類
の
水
産
動
物
の
採
捕
に
関
す
る
制
限
又
は
禁

止
の
措
置
に
違
反
し
て
当
該
指
定
漁
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

（
漁
獲
物
等
の
陸
揚
港
の
制
限
）

（
漁
獲
物
等
の
陸
揚
港
の
制
限
）

第
二
十
四
条

許
可
を
受
け
た
者
は
、
漁
業
調
整
の
た
め
農
林
水
産
大
臣
が
告

第
十
八
条

指
定
漁
業
者
（
大
中
型
ま
き
網
漁
業
、
大
型
捕
鯨
業
、
小
型
捕
鯨

示
し
て
当
該
大
臣
許
可
漁
業
の
漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品
（
第
四
十
七
条
の
規

業
、
北
太
平
洋
さ
ん
ま
漁
業
又
は
い
か
釣
り
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
を
除

定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
輸
送
さ
れ
る
漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品
を
含
む
。
以

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該
指
定
漁
業
の
漁
業
取
締
り

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
漁
獲
物
等
」
と
い
う
。
）
の
陸
揚
港
を
指
定
し
、
又

そ
の
他
漁
業
調
整
の
た
め
農
林
水
産
大
臣
が
告
示
し
て
当
該
指
定
漁
業
の
漁

は
当
該
告
示
に
お
い
て
定
め
る
漁
獲
物
等
の
陸
揚
港
の
う
ち
の
一
若
し
く
は

獲
物
又
は
そ
の
製
品
（
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
輸
送
さ

二
以
上
を
選
定
す
べ
き
こ
と
を
定
め
た
場
合
に
は
、
当
該
指
定
又
は
選
定
に

れ
る
漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
漁
獲
物
等

係
る
陸
揚
港
以
外
の
地
に
当
該
大
臣
許
可
漁
業
の
漁
獲
物
等
の
陸
揚
げ
を
し

」
と
い
う
。
）
の
陸
揚
港
を
指
定
し
、
又
は
当
該
告
示
に
お
い
て
定
め
る
漁

て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
あ
ら
か
じ
め
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
た

獲
物
等
の
陸
揚
港
の
う
ち
の
一
若
し
く
は
二
以
上
を
選
定
す
べ
き
こ
と
を
定

と
き
、
又
は
暴
風
雨
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限

め
た
場
合
に
は
、
当
該
指
定
又
は
選
定
に
係
る
陸
揚
港
以
外
の
地
に
当
該
指

り
で
な
い
。

定
漁
業
の
漁
獲
物
等
の
陸
揚
げ
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
あ
ら
か
じ

め
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
当
該
指
定
若
し
く
は
選
定
に
係
る
陸
揚

港
内
に
お
い
て
当
該
漁
獲
物
等
の
数
量
の
検
認
を
受
け
た
と
き
、
又
は
暴
風

雨
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

許
可
を
受
け
た
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
陸
揚
港
の
選
定
を
し
た
と
き

２

指
定
漁
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
陸
揚
港
の
選
定
を
し
た
と
き
は
、

は
、
速
や
か
に
、
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を

速
や
か
に
、
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更

変
更
し
た
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

し
た
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。
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（
許
可
船
舶
に
対
す
る
停
泊
命
令
及
び
検
査
）

（
削
る
。
）

第
十
九
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
指
定
漁
業
者
に
つ
き
、
合
理
的
に
判
断
し
て

漁
業
に
関
す
る
法
令
の
規
定
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
す

る
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
漁
業
取
締
り
上
必
要
が
あ
る
と

き
は
、
当
該
指
定
漁
業
者
に
対
し
、
停
泊
港
及
び
停
泊
期
間
を
指
定
し
て
当

該
指
定
漁
業
者
の
使
用
に
係
る
船
舶
の
停
泊
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。
法
第

百
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
行
わ
せ
る
と
き
も
、
同
様
と
す

る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
は

、
公
開
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
停
泊
期
間
は
、
十
日
間
を
超
え
な
い
も
の
と

す
る
。

（
船
長
等
の
乗
組
み
禁
止
命
令
）

（
削
る
。
）

第
二
十
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
指
定
漁
業
者
に
つ
き
、
合
理
的
に
判
断
し
て

漁
業
に
関
す
る
法
令
の
規
定
又
は
こ
れ
ら
の
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
に

違
反
す
る
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
漁
業
取
締
り
上
必
要
が

あ
る
と
き
は
、
当
該
指
定
漁
業
者
の
使
用
に
係
る
船
舶
の
船
長
、
船
長
の
職

務
を
行
う
者
、
操
業
を
指
揮
す
る
者
又
は
大
型
捕
鯨
業
、
小
型
捕
鯨
業
若
し

く
は
母
船
式
捕
鯨
業
に
お
け
る
砲
手
若
し
く
は
砲
手
の
職
務
を
行
う
者
に
対

し
、
当
該
指
定
漁
業
に
従
事
す
る
船
舶
へ
の
乗
組
み
を
制
限
し
、
又
は
禁
止

す
る
こ
と
が
あ
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続

の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る
聴
聞
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
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（
衛
星
船
位
測
定
送
信
機
の
備
付
け
命
令
）

（
削
る
。
）

第
二
十
条
の
二

農
林
水
産
大
臣
は
、
指
定
漁
業
者
に
つ
き
、
合
理
的
に
判
断

し
て
漁
業
に
関
す
る
法
令
の
規
定
又
は
こ
れ
ら
の
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
処

分
に
違
反
す
る
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
漁
業
取
締
り
上
必

要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
指
定
漁
業
者
に
対
し
、
期
間
を
定
め
て
衛
星
船
位

測
定
送
信
機
（
人
工
衛
星
を
利
用
し
て
船
舶
の
位
置
の
測
定
及
び
送
信
を
行

う
機
器
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
四
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
当
該
指
定
漁
業

者
の
使
用
に
係
る
船
舶
内
へ
備
え
付
け
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
船
舶
の
位
置
を
自
動
的
に
測
定
及
び
記
録
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

二

次
に
掲
げ
る
情
報
を
自
動
的
に
送
信
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

当
該
船
舶
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報

ロ

当
該
船
舶
の
位
置
を
示
す
情
報
並
び
に
当
該
位
置
に
お
け
る
日
付
及

び
時
刻

三

前
号
に
掲
げ
る
情
報
の
改
変
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
衛
星
船
位
測
定
送
信
機
を
備
え
付
け
た
船
舶
の
船
長

は
、
操
業
し
又
は
航
行
す
る
期
間
中
は
、
衛
星
船
位
測
定
送
信
機
を
常
時
作

動
さ
せ
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
情
報
を
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
方
法

に
よ
り
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手

続
の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る
聴
聞

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
無
許
可
船
舶
に
対
す
る
停
泊
命
令
）

（
削
る
。
）

第
二
十
一
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
合
理
的
に
判
断
し
て
漁
業
者
が
指
定
漁
業

の
許
可
を
受
け
な
い
で
当
該
指
定
漁
業
を
営
ん
だ
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
場
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合
に
お
い
て
、
漁
業
取
締
り
上
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
漁
業
者
又
は
当

該
漁
業
者
の
使
用
に
係
る
船
舶
の
船
長
、
船
長
の
職
務
を
行
う
者
若
し
く
は

操
業
を
指
揮
す
る
者
に
対
し
、
停
泊
港
及
び
停
泊
期
間
を
指
定
し
て
当
該
船

舶
の
停
泊
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続

の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る
聴
聞

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
無
許
可
船
に
対
す
る
漁
具
、
漁
ろ
う
装
置
等
の
陸
揚
げ
命
令
等
）

（
削
る
。
）

第
二
十
二
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
漁
業
取
締
り
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
指
定
漁
業
の
許
可
を
受
け
な
い
で
当
該
指
定
漁
業
に
使
用
し
若
し
く

は
使
用
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
船
舶
に
よ
り
漁
業
を
営
む
者
又
は
当

該
船
舶
の
船
長
、
船
長
の
職
務
を
行
う
者
若
し
く
は
操
業
を
指
揮
す
る
者
に

対
し
、
期
間
を
指
定
し
て
、
専
ら
当
該
指
定
漁
業
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
漁
具
若
し
く
は
漁
ろ
う
装
置
そ
の
他
の
設
備
の
陸
揚
げ
を
命
じ

、
又
は
自
ら
こ
れ
ら
の
設
備
の
封
印
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続

の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る
聴
聞

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
漁
業
監
督
官
の
乗
船
）

（
削
る
。
）

第
二
十
三
条

漁
業
監
督
官
は
、
そ
の
職
務
を
行
な
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
指
定
漁
業
の
許
可
に
係
る
船
舶
に
乗
船
す
る
こ
と
が
あ
る
。

（
位
置
等
の
報
告
義
務
）

（
位
置
等
の
報
告
義
務
）

第
二
十
五
条

許
可
に
係
る
船
舶
の
船
長
は
、
汎
地
球
測
位
シ
ス
テ
ム
に
係
る

第
二
十
四
条

指
定
漁
業
の
許
可
に
係
る
船
舶
の
船
長
は
、
方
向
探
知
機
の
使

端
末
の
使
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
常
に
そ
の
位
置
を
明
ら
か
に
し
て
お
か

用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
常
に
そ
の
位
置
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

２

許
可
に
係
る
船
舶
の
船
長
は
、
こ
の
省
令
に
定
め
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
、

２

指
定
漁
業
の
許
可
に
係
る
船
舶
の
船
長
は
、
こ
の
省
令
に
定
め
が
あ
る
場

農
林
水
産
大
臣
が
大
臣
許
可
漁
業
に
つ
き
漁
業
調
整
の
た
め
必
要
と
認
め
て

合
の
ほ
か
、
農
林
水
産
大
臣
が
当
該
指
定
漁
業
に
つ
き
水
産
動
植
物
の
繁
殖

報
告
す
べ
き
事
項
及
び
方
法
を
告
示
し
て
定
め
、
又
は
農
林
水
産
大
臣
若
し

保
護
若
し
く
は
漁
業
取
締
り
そ
の
他
漁
業
調
整
の
た
め
必
要
と
認
め
て
報
告

く
は
漁
業
監
督
官
が
、
漁
業
調
整
上
必
要
と
認
め
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利

す
べ
き
事
項
及
び
方
法
を
告
示
し
て
定
め
、
又
は
農
林
水
産
大
臣
若
し
く
は

用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
る
報
告
を
要
求
し
た
場
合
に
は
、
当
該
定
め

漁
業
監
督
官
が
、
水
産
動
植
物
の
繁
殖
保
護
若
し
く
は
漁
業
取
締
り
そ
の
他

又
は
要
求
に
従
っ
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

漁
業
調
整
上
必
要
と
認
め
て
無
線
電
信
若
し
く
は
無
線
電
話
に
よ
る
報
告
を

要
求
し
た
場
合
に
は
、
当
該
定
め
又
は
要
求
に
従
つ
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
衛
星
船
位
測
定
送
信
機
に
よ
る
位
置
の
報
告
義
務
等
）

（
削
る
。
）

第
二
十
四
条
の
二

指
定
漁
業
者
は
、
指
定
漁
業
ご
と
に
農
林
水
産
大
臣
が
別

に
定
め
て
告
示
す
る
海
域
に
立
ち
入
る
と
き
は
、
衛
星
船
位
測
定
送
信
機
を

当
該
許
可
に
係
る
船
舶
内
に
備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
指
定
漁
業
者
の
使
用
に
係
る
船
舶
で
あ
つ
て
同
項
の
規
定
に
よ
り

衛
星
船
位
測
定
送
信
機
を
備
え
付
け
た
も
の
の
船
長
（
次
項
に
お
い
て
「
船

長
」
と
い
う
。
）
は
、
前
項
の
海
域
に
お
い
て
操
業
し
又
は
航
行
す
る
と
き

は
、
衛
星
船
位
測
定
送
信
機
を
常
時
作
動
さ
せ
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
第

二
号
に
掲
げ
る
情
報
に
つ
い
て
、
海
域
ご
と
に
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め

て
告
示
す
る
方
法
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

船
長
は
、
衛
星
船
位
測
定
送
信
機
の
故
障
に
よ
り
前
項
の
報
告
が
で
き
な

く
な
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
報
告
し
、
そ

の
指
示
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
母
船
式
漁
業
の
管
理
人
）

（
削
る
。
）

第
二
十
五
条

母
船
式
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
母
船
式
漁
業
者
」

と
い
う
。
）
は
、
船
団
ご
と
に
管
理
人
一
人
を
選
任
し
、
操
業
中
そ
の
者
を

母
船
に
乗
船
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
管
理
人
は
、
そ
の
船
団
の
行
な
う
漁
業
に
つ
き
、
操
業
の
指
揮
及

び
漁
業
に
関
す
る
法
令
の
遵
守
に
つ
い
て
の
監
督
を
行
な
う
も
の
と
す
る
。

３

母
船
式
漁
業
者
は
、
第
一
項
の
管
理
人
を
選
任
し
、
又
は
変
更
し
た
場
合
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に
は
、
す
み
や
か
に
、
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
製
造
設
備
等
の
改
造
等
の
制
限
）

（
削
る
。
）

第
二
十
六
条

母
船
式
漁
業
者
は
、
母
船
の
製
造
設
備
（
母
船
式
捕
鯨
業
に
あ

つ
て
は
、
鯨
体
処
理
設
備
を
含
む
。
）
又
は
冷
蔵
設
備
を
改
造
し
、
又
は
撤

去
す
る
場
合
に
は
、
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
母
船
式
漁
業
の
漁
獲
物
等
の
輸
送
制
限
）

（
削
る
。
）

第
二
十
七
条

母
船
式
漁
業
者
は
、
当
該
母
船
式
漁
業
の
許
可
に
係
る
母
船
及

び
独
航
船
等
以
外
の
船
舶
に
よ
つ
て
当
該
母
船
式
漁
業
の
漁
獲
物
又
は
そ
の

製
品
を
輸
送
す
る
場
合
に
は
、
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
漁
獲
成
績
報
告
書
等
の
提
出
）

（
削
る
。
）

第
二
十
八
条

指
定
漁
業
者
は
、
指
定
漁
業
ご
と
に
、
次
の
表
に
掲
げ
る
漁
獲

成
績
報
告
書
又
は
事
業
成
績
報
告
書
を
同
表
に
定
め
る
提
出
期
限
ま
で
に
農

林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

指
定
漁
業
の
名

報
告
書
の
種
類

提
出
期
限

称沖
合
底
び
き
網

毎
月
の
漁
獲
成
績
報
告
書

翌
月
の
十
日
ま

漁
業

で

以
西
底
び
き
網

毎
航
海
の
漁
獲
成
績
報
告
書

当
該
航
海
終
了

漁
業

後
す
み
や
か
に

大
中
型
ま
き
網

東
経
百
七
十
九
度
五
十
九
分
四
十
三

当
該
各
週
の
翌

漁
業

秒
以
西
の
北
緯
二
十
度
二
十
一
秒
の

週
の
月
曜
日
ま

線
、
北
緯
二
十
度
二
十
一
秒
以
北
、

で

北
緯
四
十
度
十
六
秒
以
南
の
東
経
百

七
十
九
度
五
十
九
分
四
十
三
秒
の
線

、
東
経
百
七
十
九
度
五
十
九
分
四
十

三
秒
以
東
の
北
緯
四
十
度
十
六
秒
の
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線
か
ら
成
る
線
以
南
の
太
平
洋
の
海

域
（
南
シ
ナ
海
の
海
域
を
除
く
。
）

に
お
い
て
操
業
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
各
週
（
日
曜
日
か
ら
土
曜
日
ま

で
の
七
日
を
い
う
。
）
ご
と
の
漁
獲

成
績
報
告
書

そ
の
他
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
毎
月

翌
月
の
十
日
ま

の
漁
獲
成
績
報
告
書

で

遠
洋
底
び
き
網

毎
航
海
の
漁
獲
成
績
報
告
書

当
該
航
海
終
了

漁
業

後
五
十
日
以
内

遠
洋
か
つ
お
・

毎
航
海
の
漁
獲
成
績
報
告
書

当
該
航
海
終
了

ま
ぐ
ろ
漁
業
（

後
三
十
日
以
内

釣
り
に
よ
る
も

の
に
限
る
。
）

近
海
か
つ
お
・

ま
ぐ
ろ
漁
業

遠
洋
か
つ
お
・

毎
旬
の
漁
獲
成
績
報
告
書

当
該
旬
の
次
の

ま
ぐ
ろ
漁
業
（

旬
の
末
日
ま
で

浮
き
は
え
縄
を

使
用
す
る
も
の

に
限
る
。
）

母
船
式
捕
鯨
業

毎
航
海
の
事
業
成
績
報
告
書

当
該
航
海
終
了

後
五
十
日
以
内

大
型
捕
鯨
業

毎
月
の
漁
獲
成
績
報
告
書

翌
月
の
十
日
ま

小
型
捕
鯨
業

で

毎
事
業
年
度
の
事
業
成
績
報
告
書

当
該
事
業
年
度

の
終
了
後
三
十

日
以
内

中
型
さ
け
・
ま

毎
航
海
の
漁
獲
成
績
報
告
書

当
該
航
海
終
了

す
流
し
網
漁
業

後
三
十
日
以
内

北
太
平
洋
さ
ん

毎
航
海
の
漁
獲
成
績
報
告
書

当
該
航
海
終
了
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ま
漁
業

後
三
十
日
以
内

日
本
海
べ
に
ず

毎
航
海
の
漁
獲
成
績
報
告
書

当
該
航
海
終
了

わ
い
が
に
漁
業

後
三
十
日
以
内

い
か
釣
り
漁
業

毎
航
海
の
漁
獲
成
績
報
告
書

当
該
航
海
終
了

後
三
十
日
以
内

２

前
項
の
漁
獲
成
績
報
告
書
及
び
事
業
成
績
報
告
書
の
様
式
は
、
農
林
水
産

大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示
す
る
。

（
操
業
日
誌
）

（
操
業
日
誌
）

第
二
十
六
条

許
可
に
係
る
船
舶
の
船
長
は
、
大
臣
許
可
漁
業
ご
と
に
農
林
水

第
二
十
八
条
の
二

指
定
漁
業
の
許
可
に
係
る
船
舶
の
船
長
は
、
指
定
漁
業
ご

産
大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示
す
る
海
域
に
お
い
て
操
業
す
る
と
き
は
、
当
該

と
に
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示
す
る
海
域
に
お
い
て
操
業
す
る
と

船
舶
内
に
操
業
日
誌
を
備
え
付
け
、
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示
す

き
は
、
当
該
船
舶
内
に
操
業
日
誌
を
備
え
付
け
、
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定

る
事
項
を
、
当
該
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

め
て
告
示
す
る
事
項
を
、
当
該
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
記
載
し
な
け

い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

大
臣
許
可
漁
業
（
大
中
型
ま
き
網
漁
業
及
び
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
を
除

２

指
定
漁
業
（
大
中
型
ま
き
網
漁
業
、
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
及
び
近

く
。
）
の
許
可
に
係
る
船
舶
の
船
長
は
、
前
項
の
操
業
日
誌
を
そ
の
最
後
の

海
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
を
除
く
。
）
の
許
可
に
係
る
船
舶
の
船
長
は
、
前

記
載
を
し
た
日
か
ら
三
年
間
当
該
船
舶
内
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
の
操
業
日
誌
を
そ
の
最
後
の
記
載
を
し
た
日
か
ら
三
年
間
当
該
船
舶
内
に

保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
操
業
日
誌
に
第
十
四
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲

３

第
一
項
の
操
業
日
誌
に
前
条
第
一
項
の
漁
獲
成
績
報
告
書
に
記
載
す
べ
き

げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
は

事
項
の
全
て
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
操
業
日
誌
又
は

、
当
該
操
業
日
誌
又
は
そ
の
写
し
の
提
出
を
も
っ
て
同
条
第
一
項
の
報
告
書

そ
の
写
し
を
漁
獲
成
績
報
告
書
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
を

を
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
節

沖
合
底
び
き
網
漁
業

第
二
節

沖
合
底
び
き
網
漁
業

（
削
る
。
）

（
漁
獲
物
等
の
転
載
制
限
）

第
二
十
七
条

沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場

第
二
十
九
条

沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場

合
を
除
き
、
当
該
漁
業
の
漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品
を
、
当
該
漁
獲
物
を
採
捕

合
を
除
き
、
当
該
漁
業
の
漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品
を
、
当
該
漁
獲
物
を
採
捕

し
、
又
は
当
該
製
品
を
製
造
し
た
船
舶
か
ら
他
の
船
舶
に
転
載
し
て
は
な
ら

し
又
は
当
該
製
品
を
製
造
し
た
船
舶
か
ら
他
の
船
舶
に
転
載
し
て
は
な
ら
な

な
い
。

い
。

一

日
本
国
内
の
港
（
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
陸
揚
港
が
指
定

一

日
本
国
内
の
港
（
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
陸
揚
港
が
指
定
さ
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さ
れ
、
又
は
陸
揚
港
の
選
定
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
指
定

れ
、
又
は
陸
揚
港
の
選
定
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
指
定
さ

さ
れ
又
は
選
定
し
た
陸
揚
港
に
限
る
。
）
内
に
お
い
て
転
載
す
る
場
合

れ
又
は
選
定
し
た
陸
揚
港
に
限
る
。
）
内
に
お
い
て
転
載
す
る
場
合

二

当
該
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
他
の
船
舶
に
転
載
す
る
場
合
（
第
二
十
四

二

当
該
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
他
の
船
舶
に
転
載
す
る
場
合
。
た
だ
し
、

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
陸
揚
港
が
指
定
さ
れ
、
又
は
陸
揚
港
の
選
定
が

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
陸
揚
港
が
指
定
さ
れ
、
又
は
陸
揚
港
の

定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

選
定
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

第
三
節

以
西
底
び
き
網
漁
業

第
三
節

以
西
底
び
き
網
漁
業

（
削
る
。
）

（
漁
獲
物
等
の
転
載
制
限
）

第
二
十
八
条

前
条
（
第
二
号
括
弧
書
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
以
西
底
び
き

第
三
十
条

前
条
（
第
二
号
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
以
西
底
び
き

網
漁
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

網
漁
業
に
準
用
す
る
。

第
四
節

遠
洋
底
び
き
網
漁
業

第
四
節

遠
洋
底
び
き
網
漁
業

（
信
号
符
字
を
表
示
し
な
い
船
舶
の
使
用
禁
止
）

（
信
号
符
字
を
表
示
し
な
い
船
舶
の
使
用
禁
止
）

第
二
十
九
条

（
略
）

第
三
十
条
の
二

（
略
）

（
漁
具
又
は
漁
ろ
う
装
置
の
格
納
等
）

（
漁
具
又
は
漁
ろ
う
装
置
の
格
納
等
）

第
三
十
条

遠
底
船
舶
の
船
長
は
、
外
国
の
領
海
又
は
排
他
的
経
済
水
域
（
ロ

第
三
十
一
条

遠
底
船
舶
の
船
長
は
、
外
国
の
領
海
又
は
排
他
的
経
済
水
域
を

シ
ア
連
邦
に
あ
っ
て
は
別
表
第
五
の
九
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
域
、
大
韓

当
該
遠
底
船
舶
に
よ
り
航
行
す
る
場
合
に
は
、
遠
洋
底
び
き
網
漁
業
の
用
に

民
国
に
あ
っ
て
は
同
表
の
十
一
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
域
、
中
華
人
民
共

供
さ
れ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
漁
具
又
は
漁
ろ
う
装
置
を
漁
獲
に
容
易
に
使

和
国
に
あ
っ
て
は
同
表
の
十
二
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
域
。
以
下
こ
の
条

用
で
き
な
い
よ
う
格
納
し
、
又
は
収
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

、
第
三
十
二
条
（
第
三
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び

い
ず
れ
か
の
外
国
か
ら
漁
獲
の
た
め
の
許
可
を
受
け
て
い
る
遠
底
船
舶
に
よ

第
百
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
当
該
遠
底
船
舶
に
よ
り
航
行
す
る
場
合
に

り
、
当
該
許
可
に
係
る
当
該
外
国
の
領
海
又
は
排
他
的
経
済
水
域
を
航
行
す

は
、
遠
洋
底
び
き
網
漁
業
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
漁
具
又
は

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

漁
ろ
う
装
置
を
漁
獲
に
容
易
に
使
用
で
き
な
い
よ
う
格
納
し
、
又
は
収
納
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
か
の
外
国
か
ら
漁
獲
の
た
め
の
許

可
を
受
け
て
い
る
遠
底
船
舶
に
よ
り
、
当
該
許
可
に
係
る
当
該
外
国
の
領
海

又
は
排
他
的
経
済
水
域
を
航
行
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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第
五
節

東
シ
ナ
海
は
え
縄
漁
業

（
新
設
）

第
三
十
一
条

東
シ
ナ
海
は
え
縄
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に

（
新
設
）

係
る
船
舶
に
表
示
さ
れ
た
漁
船
法
に
よ
る
登
録
番
号
の
下
に
二
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
の
幅
で
黒
色
の
横
線
を
表
示
し
な
け
れ
ば
、
当
該
船
舶
を
当
該
漁
業
に

使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
六
節

大
西
洋
等
は
え
縄
等
漁
業

（
新
設
）

第
三
十
二
条

大
西
洋
等
は
え
縄
等
漁
業
の
許
可
に
係
る
船
舶
（
以
下
こ
の
条

（
新
設
）

に
お
い
て
「
許
可
船
舶
」
と
い
う
。
）
の
船
長
は
、
外
国
の
領
海
又
は
排
他

的
経
済
水
域
を
当
該
許
可
船
舶
に
よ
り
航
行
す
る
場
合
に
は
、
当
該
漁
業
の

用
に
供
さ
れ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
漁
具
又
は
漁
ろ
う
装
置
を
漁
獲
に
容
易

に
使
用
で
き
な
い
よ
う
格
納
し
、
又
は
収
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
い
ず
れ
か
の
外
国
か
ら
漁
獲
の
た
め
の
許
可
を
受
け
て
い
る
許
可
船
舶

に
よ
り
、
当
該
許
可
に
係
る
当
該
外
国
の
領
海
又
は
排
他
的
経
済
水
域
を
航

行
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
七
節

太
平
洋
底
刺
し
網
等
漁
業

（
新
設
）

第
三
十
三
条

前
条
の
規
定
は
、
太
平
洋
底
刺
し
網
等
漁
業
に
つ
い
て
準
用
す

（
新
設
）

る
。

第
八
節

大
中
型
ま
き
網
漁
業

第
五
節

大
中
型
ま
き
網
漁
業

（
国
際
信
号
書
の
備
付
け
義
務
）

（
国
際
信
号
書
の
備
付
義
務
）

第
三
十
四
条

大
中
型
ま
き
網
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
大
中
型
ま

第
三
十
一
条
の
二

大
中
型
ま
き
網
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
大
中

き
網
漁
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
の
う
ち
公
海
（

型
ま
き
網
漁
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
の
う
ち
公

我
が
国
及
び
外
国
の
排
他
的
経
済
水
域
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て

海
（
我
が
国
及
び
外
国
の
排
他
的
経
済
水
域
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
お

は
、
国
際
海
事
機
関
が
採
択
し
た
国
際
信
号
書
の
最
新
の
も
の
の
写
し
を
当

い
て
は
、
国
際
海
事
機
関
が
採
択
し
た
国
際
信
号
書
の
最
新
の
も
の
の
写
し

該
許
可
に
係
る
船
舶
、
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
運
搬
船

を
当
該
許
可
に
係
る
船
舶
、
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
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並
び
に
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
火
船
及
び
魚
探
船
（

運
搬
船
並
び
に
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
火
船
及
び
魚

以
下
「
許
可
船
舶
等
」
と
い
う
。
）
内
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

探
船
（
以
下
「
許
可
船
舶
等
」
と
い
う
。
）
内
に
備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
信
号
符
字
等
を
表
示
し
な
い
船
舶
の
使
用
禁
止
）

（
信
号
符
字
等
を
表
示
し
な
い
船
舶
の
使
用
禁
止
）

第
三
十
五
条

大
中
型
ま
き
網
漁
業
者
は
、
中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
の
う
ち

第
三
十
一
条
の
三

大
中
型
ま
き
網
漁
業
者
は
、
中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
の

公
海
に
お
い
て
は
、
許
可
船
舶
等
の
外
部
に
別
表
第
六
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

う
ち
公
海
に
お
い
て
は
、
許
可
船
舶
等
の
外
部
に
別
表
第
三
に
定
め
る
と
こ

よ
り
信
号
符
字
又
は
漁
船
登
録
番
号
の
前
に
「Ｊ

Ｐ

―
」
を
付
し
た
も
の
（

ろ
に
よ
り
信
号
符
字
又
は
漁
船
登
録
番
号
の
前
に
「Ｊ

Ｐ

―
」
を
付
し
た
も

以
下
「
信
号
符
字
等
」
と
い
う
。
）
を
表
示
し
な
け
れ
ば
、
当
該
許
可
船
舶

の
（
以
下
「
信
号
符
字
等
」
と
い
う
。
）
を
表
示
し
な
け
れ
ば
、
当
該
許
可

等
を
当
該
漁
業
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

船
舶
等
を
当
該
漁
業
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
聴
守
義
務
）

（
聴
守
義
務
）

第
三
十
六
条

（
略
）

第
三
十
一
条
の
四

（
略
）

（
漁
具
又
は
漁
ろ
う
装
置
の
格
納
等
）

（
漁
具
又
は
漁
ろ
う
装
置
の
格
納
等
）

第
三
十
七
条

（
略
）

第
三
十
一
条
の
五

（
略
）

（
中
西
部
太
平
洋
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
の
乗
船
）

（
中
西
部
太
平
洋
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
の
乗
船
）

第
三
十
八
条

（
略
）

第
三
十
一
条
の
六

（
略
）

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定

、
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続

に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な

の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
は
、
公

３

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る
聴
聞

開
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
大
中
型
ま
き
網
漁
業
に
係
る
漁
具
の
制
限
）

（
大
中
型
ま
き
網
漁
業
に
係
る
漁
具
の
制
限
）

第
三
十
九
条

（
略
）

第
三
十
一
条
の
七

（
略
）

（
運
搬
船
の
届
出
）

（
運
搬
船
の
届
出
）
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第
四
十
条

大
中
型
ま
き
網
漁
業
者
は
、
当
該
漁
業
の
漁
獲
物
を
、
当
該
漁
獲

第
三
十
二
条

大
中
型
ま
き
網
漁
業
者
は
、
当
該
漁
業
の
漁
獲
物
を
、
当
該
漁

物
を
採
捕
し
た
船
舶
以
外
の
船
舶
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
運
搬
船
」
と

獲
物
を
採
捕
し
た
船
舶
以
外
の
船
舶
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
運
搬
船
」

い
う
。
）
に
よ
り
輸
送
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
許
可
に
係
る

と
い
う
。
）
に
よ
り
輸
送
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
許
可
に
係

船
舶
ご
と
に
、
別
記
様
式
第
四
号
の
運
搬
船
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を

る
船
舶
ご
と
に
、
別
記
様
式
第
五
号
の
運
搬
船
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類

添
え
、
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
添
え
、
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
火
船
等
の
届
出
）

（
火
船
等
の
届
出
）

第
四
十
一
条

大
中
型
ま
き
網
漁
業
者
は
、
当
該
漁
業
に
火
船
又
は
魚
探
船
を

第
三
十
三
条

大
中
型
ま
き
網
漁
業
者
は
、
当
該
漁
業
に
火
船
又
は
魚
探
船
を

使
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該
許
可
に
係
る
船
舶
ご
と
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
別

使
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該
許
可
に
係
る
船
舶
ご
と
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
別

記
様
式
第
五
号
の
火
船
等
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
、
農
林
水
産

記
様
式
第
六
号
の
火
船
等
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
、
農
林
水
産

大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
陸
揚
げ
又
は
転
載
の
届
出
）

（
陸
揚
げ
又
は
転
載
の
届
出
）

第
四
十
二
条

大
中
型
ま
き
網
漁
業
者
は
、
漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品
を
日
本
国

第
三
十
三
条
の
二

大
中
型
ま
き
網
漁
業
者
は
、
漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品
を
日

外
の
地
に
陸
揚
げ
し
、
又
は
当
該
漁
獲
物
を
採
捕
し
若
し
く
は
当
該
製
品
を

本
国
外
の
地
に
陸
揚
げ
し
又
は
当
該
漁
獲
物
を
採
捕
し
若
し
く
は
当
該
製
品

製
造
し
た
船
舶
か
ら
他
の
船
舶
に
転
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
第
二
十
七
条

を
製
造
し
た
船
舶
か
ら
他
の
船
舶
に
転
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
第
二
十
九

第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、

条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は

当
該
陸
揚
げ
又
は
転
載
を
行
う
十
日
前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
農
林

、
当
該
陸
揚
げ
又
は
転
載
を
行
う
十
日
前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
農

水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
い
と
ま
き
え
い
科
の
販
売
の
禁
止
）

（
い
と
ま
き
え
い
科
の
販
売
の
禁
止
）

第
四
十
三
条

（
略
）

第
三
十
三
条
の
三

（
略
）

（
削
る
。
）

第
六
節

大
型
捕
鯨
業
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（
捕
獲
頭
数
の
制
限
）

（
削
る
。
）

第
三
十
四
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
毎
年
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
勘
案
し
て
、

鯨
種
別
及
び
水
域
別
に
、
大
型
捕
鯨
業
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
大
型

捕
鯨
業
者
」
と
い
う
。
）
が
捕
獲
す
る
こ
と
が
で
き
る
ひ
げ
鯨
（
ミ
ン
ク
鯨

を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
ま
つ
こ
う
鯨
の
年
間
の
捕

獲
頭
数
の
上
限
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

ひ
げ
鯨
及
び
ま
つ
こ
う
鯨
の
資
源
の
状
況

二

全
て
の
大
型
捕
鯨
業
者
の
操
業
状
況

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
当
該
年
に
お
い
て
全
て
の
大
型
捕
鯨
業
者
が
捕
獲
し

た
鯨
種
別
及
び
水
域
別
の
ひ
げ
鯨
及
び
ま
つ
こ
う
鯨
の
頭
数
が
前
項
の
規
定

に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
た
捕
獲
頭
数
の
上
限
に
達
し
た
と
き
は
、
直

ち
に
、
全
て
の
大
型
捕
鯨
業
者
に
対
し
、
そ
の
旨
並
び
に
当
該
鯨
種
別
及
び

水
域
別
の
ひ
げ
鯨
及
び
ま
つ
こ
う
鯨
の
捕
獲
を
禁
止
す
る
期
間
を
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。

３

大
型
捕
鯨
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
同
項

の
期
間
内
は
、
当
該
鯨
種
別
及
び
水
域
別
の
ひ
げ
鯨
及
び
ま
つ
こ
う
鯨
を
捕

獲
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
捕
獲
の
制
限
）

（
削
る
。
）

第
三
十
五
条

大
型
捕
鯨
業
者
は
、
乳
飲
み
稚
鯨
及
び
稚
鯨
（
乳
飲
み
稚
鯨
を

含
む
。
）
を
伴
う
雌
鯨
を
捕
獲
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
削
る
。
）

第
三
十
六
条

削
除

（
鯨
体
処
理
場
の
使
用
の
許
可
等
）

（
削
る
。
）

第
三
十
七
条

大
型
捕
鯨
業
者
は
、
当
該
大
型
捕
鯨
業
の
許
可
に
係
る
船
舶
ご

と
に
、
そ
の
使
用
す
る
鯨
体
処
理
場
に
つ
い
て
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

２

大
型
捕
鯨
業
者
は
、
鯨
を
捕
獲
し
た
船
舶
に
係
る
鯨
体
処
理
場
で
前
項
の

許
可
を
受
け
た
も
の
以
外
の
場
所
に
、
当
該
鯨
を
陸
揚
げ
し
て
は
な
ら
な
い

。
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３

大
型
捕
鯨
業
者
は
、
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
鯨
体
処
理
場
以
外
の
場
所

に
お
い
て
、
捕
獲
し
た
鯨
を
処
理
し
て
は
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
許
可
は
、
当
該
許
可
に
係
る
船
舶
に
つ
い
て
の
大
型
捕
鯨
業
の

許
可
が
効
力
を
失
つ
た
と
き
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

（
捕
獲
鯨
の
表
示
及
び
報
告
）

（
削
る
。
）

第
三
十
八
条

大
型
捕
鯨
業
に
従
事
す
る
船
舶
の
船
長
は
、
鯨
を
捕
獲
し
た
と

き
は
、
そ
の
つ
ど
当
該
鯨
の
尾
羽
に
あ
ら
か
じ
め
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出

た
船
名
表
示
記
号
及
び
捕
獲
の
順
序
を
示
す
番
号
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

大
型
捕
鯨
業
に
従
事
す
る
船
舶
の
船
長
は
、
鯨
を
捕
獲
し
た
と
き
は
、
三

時
間
以
内
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
鯨
を
処
理
し
よ
う
と
す
る
鯨

体
処
理
場
の
設
置
の
許
可
を
受
け
た
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

捕
獲
の
日
時
及
び
位
置

二

鯨
の
種
類

三

尾
羽
に
表
示
し
た
番
号

（
削
る
。
）

第
三
十
九
条
及
び
第
四
十
条

削
除

第
九
節

基
地
式
捕
鯨
業

第
七
節

小
型
捕
鯨
業

（
削
る
。
）

第
四
十
一
条

削
除

（
捕
獲
頭
数
の
制
限
）

（
削
る
。
）

第
四
十
二
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
毎
年
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
勘
案
し
て
、

鯨
種
別
及
び
水
域
別
に
、
小
型
捕
鯨
業
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
小
型

捕
鯨
業
者
」
と
い
う
。
）
が
捕
獲
す
る
こ
と
が
で
き
る
歯
鯨
（
ま
つ
こ
う
鯨

を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
ミ
ン
ク
鯨
の
年
間
の
捕
獲

頭
数
の
上
限
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

歯
鯨
及
び
ミ
ン
ク
鯨
の
資
源
の
状
況

二

全
て
の
小
型
捕
鯨
業
者
の
操
業
状
況
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２

農
林
水
産
大
臣
は
、
当
該
年
に
お
い
て
全
て
の
小
型
捕
鯨
業
者
が
捕
獲
し

た
鯨
種
別
及
び
水
域
別
の
歯
鯨
及
び
ミ
ン
ク
鯨
の
頭
数
が
前
項
の
規
定
に
よ

り
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
た
捕
獲
頭
数
の
上
限
に
達
し
た
と
き
は
、
直
ち
に

、
全
て
の
小
型
捕
鯨
業
者
に
対
し
、
そ
の
旨
並
び
に
当
該
鯨
種
別
及
び
水
域

別
の
歯
鯨
及
び
ミ
ン
ク
鯨
の
捕
獲
を
禁
止
す
る
期
間
を
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。

３

小
型
捕
鯨
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
同
項

の
期
間
内
は
、
当
該
鯨
種
別
及
び
水
域
別
の
歯
鯨
及
び
ミ
ン
ク
鯨
を
捕
獲
し

て
は
な
ら
な
い
。

（
捕
獲
の
制
限
）

（
捕
獲
の
制
限
）

第
四
十
四
条

基
地
式
捕
鯨
業
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
基
地
式
捕
鯨
業

第
四
十
三
条

小
型
捕
鯨
業
者
は
、
乳
飲
み
稚
鯨
及
び
稚
鯨
（
乳
飲
み
稚
鯨
を

者
」
と
い
う
。
）
は
、
乳
飲
み
稚
鯨
又
は
稚
鯨
（
乳
飲
み
稚
鯨
を
含
む
。
）

含
む
。
）
を
伴
う
雌
鯨
を
捕
獲
し
て
は
な
ら
な
い
。

を
伴
う
雌
鯨
を
捕
獲
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
鯨
体
処
理
場
の
使
用
の
許
可
等
）

（
鯨
体
処
理
場
の
使
用
の
許
可
等
）

第
四
十
五
条

基
地
式
捕
鯨
業
者
は
、
当
該
基
地
式
捕
鯨
業
の
許
可
に
係
る
船

第
四
十
四
条

小
型
捕
鯨
業
者
は
、
当
該
小
型
捕
鯨
業
の
許
可
に
係
る
船
舶
ご

舶
ご
と
に
、
そ
の
使
用
す
る
鯨
体
処
理
場
に
つ
い
て
農
林
水
産
大
臣
の
許
可

と
に
、
そ
の
使
用
す
る
鯨
体
処
理
場
に
つ
い
て
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

２

基
地
式
捕
鯨
業
者
は
、
鯨
を
捕
獲
し
た
船
舶
に
係
る
鯨
体
処
理
場
で
前
項

２

小
型
捕
鯨
業
者
は
、
鯨
を
捕
獲
し
た
船
舶
に
係
る
鯨
体
処
理
場
で
前
項
の

の
許
可
を
受
け
た
も
の
以
外
の
場
所
に
、
当
該
鯨
を
陸
揚
げ
し
て
は
な
ら
な

許
可
を
受
け
た
も
の
以
外
の
場
所
に
、
当
該
鯨
を
陸
揚
げ
し
て
は
な
ら
な

い
。

い
。

３

基
地
式
捕
鯨
業
者
は
、
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
鯨
体
処
理
場
以
外
の
場

３

小
型
捕
鯨
業
者
は
、
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
鯨
体
処
理
場
以
外
の
場
所

所
に
お
い
て
、
捕
獲
し
た
鯨
を
処
理
し
て
は
な
ら
な
い
。

に
お
い
て
、
捕
獲
し
た
鯨
を
処
理
し
て
は
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
許
可
は
、
当
該
許
可
に
係
る
船
舶
に
つ
い
て
の
基
地
式
捕
鯨
業

４

第
一
項
の
許
可
は
、
当
該
許
可
に
係
る
船
舶
に
つ
い
て
の
小
型
捕
鯨
業
の

の
許
可
が
効
力
を
失
っ
た
と
き
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

許
可
が
効
力
を
失
つ
た
と
き
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

（
捕
獲
鯨
の
表
示
及
び
報
告
）

（
捕
獲
鯨
の
表
示
及
び
報
告
）

第
四
十
六
条

基
地
式
捕
鯨
業
に
従
事
す
る
船
舶
の
船
長
は
、
鯨
を
捕
獲
し
た

第
四
十
五
条

小
型
捕
鯨
業
に
従
事
す
る
船
舶
の
船
長
は
、
鯨
を
捕
獲
し
た
と

と
き
は
、
そ
の
都
度
、
当
該
鯨
の
尾
羽
に
あ
ら
か
じ
め
農
林
水
産
大
臣
に
届

き
は
、
そ
の
つ
ど
当
該
鯨
の
尾
羽
に
あ
ら
か
じ
め
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出

け
出
た
船
名
表
示
記
号
及
び
捕
獲
の
順
序
を
示
す
番
号
を
表
示
し
な
け
れ
ば

た
船
名
表
示
記
号
及
び
捕
獲
の
順
序
を
示
す
番
号
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
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な
ら
な
い
。

な
い
。

２

基
地
式
捕
鯨
業
に
従
事
す
る
船
舶
の
船
長
は
、
鯨
を
捕
獲
し
た
と
き
は
、

２

小
型
捕
鯨
業
に
従
事
す
る
船
舶
の
船
長
は
、
鯨
を
捕
獲
し
た
と
き
は
、
三

三
時
間
以
内
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
鯨
を
処
理
し
よ
う
と
す
る

時
間
以
内
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
鯨
を
処
理
し
よ
う
と
す
る
鯨

鯨
体
処
理
場
の
設
置
の
許
可
を
受
け
た
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

体
処
理
場
の
設
置
の
許
可
を
受
け
た
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

第
十
節

母
船
式
捕
鯨
業

第
八
節

母
船
式
捕
鯨
業

（
母
船
式
捕
鯨
業
の
漁
獲
物
等
の
輸
送
制
限
）

第
四
十
七
条

母
船
式
捕
鯨
業
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
母
船
式
捕
鯨
業

（
新
設
）

者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
母
船
式
捕
鯨
業
の
許
可
に
係
る
母
船
及
び
独
航

船
以
外
の
船
舶
に
よ
っ
て
当
該
母
船
式
捕
鯨
業
の
漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品
を

輸
送
す
る
場
合
に
は
、
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

（
捕
獲
頭
数
の
制
限
）

（
削
る
。
）

第
四
十
六
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
毎
年
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
勘
案
し
て
、

鯨
種
別
及
び
水
域
別
に
、
母
船
式
捕
鯨
業
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
母

船
式
捕
鯨
業
者
」
と
い
う
。
）
が
捕
獲
す
る
こ
と
が
で
き
る
鯨
の
年
間
の
捕

獲
頭
数
の
上
限
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

鯨
の
資
源
の
状
況

二

全
て
の
母
船
式
捕
鯨
業
者
の
操
業
状
況

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
当
該
年
に
お
い
て
全
て
の
母
船
式
捕
鯨
業
者
が
捕
獲

し
た
鯨
種
別
及
び
水
域
別
の
鯨
の
頭
数
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大

臣
が
定
め
た
捕
獲
頭
数
の
上
限
に
達
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
全
て
の
母
船

式
捕
鯨
業
者
に
対
し
、
そ
の
旨
並
び
に
当
該
鯨
種
別
及
び
水
域
別
の
鯨
の
捕

獲
を
禁
止
す
る
期
間
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

母
船
式
捕
鯨
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
同

項
の
期
間
内
は
、
当
該
鯨
種
別
及
び
水
域
別
の
鯨
を
捕
獲
し
て
は
な
ら
な

い
。
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（
捕
獲
の
制
限
）

（
捕
獲
の
制
限
）

第
四
十
八
条

（
略
）

第
四
十
七
条

（
略
）

（
削
る
。
）

第
四
十
八
条
及
び
第
四
十
九
条

削
除

（
捕
獲
鯨
の
表
示
及
び
報
告
）

（
捕
獲
鯨
の
表
示
及
び
報
告
）

第
四
十
九
条

母
船
式
捕
鯨
業
に
従
事
す
る
独
航
船
の
船
長
は
、
鯨
を
捕
獲
し

第
五
十
条

母
船
式
捕
鯨
業
に
従
事
す
る
独
航
船
の
船
長
は
、
鯨
を
捕
獲
し
た

た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
当
該
鯨
の
尾
羽
に
あ
ら
か
じ
め
農
林
水
産
大
臣
に

と
き
は
、
そ
の
つ
ど
当
該
鯨
の
尾
羽
に
あ
ら
か
じ
め
農
林
水
産
大
臣
に
届
け

届
け
出
た
船
名
表
示
記
号
及
び
捕
獲
の
順
序
を
示
す
番
号
を
表
示
し
な
け
れ

出
た
船
名
表
示
記
号
及
び
捕
獲
の
順
序
を
示
す
番
号
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な

ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

２

母
船
式
捕
鯨
業
に
従
事
す
る
独
航
船
の
船
長
は
、
鯨
を
捕
獲
し
た
と
き
は

２

母
船
式
捕
鯨
業
に
従
事
す
る
独
航
船
の
船
長
は
、
鯨
を
捕
獲
し
た
と
き
は

、
三
時
間
以
内
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
独
航
船
の
属
す
る
船
団

、
三
時
間
以
内
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
独
航
船
の
属
す
る
船
団

の
母
船
の
船
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
管
理
人
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

第
五
十
条

母
船
式
捕
鯨
業
に
従
事
す
る
母
船
の
船
長
は
、
前
条
第
二
項
の
規

第
五
十
一
条

母
船
式
捕
鯨
業
の
管
理
人
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報

定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
報
告
に
係
る
事
項
を

告
を
受
け
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
、
当
該
報
告
に
係
る
事
項
を
帳
簿
に
記

帳
簿
に
記
載
し
、
か
つ
、
当
該
鯨
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
判
明
の

載
し
、
か
つ
、
当
該
鯨
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
判
明
の
つ
ど
こ
れ

都
度
、
こ
れ
に
併
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
併
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

２

前
項
第
二
号
及
び
第
五
号
の
規
定
に
お
い
て
「
体
長
」
と
は
、
鯨
の
甲
板

２

前
項
第
二
号
及
び
第
五
号
の
規
定
に
お
い
て
「
体
長
」
と
は
、
鯨
の
甲
板

及
び
鯨
体
（
例
外
的
な
場
合
を
除
く
ほ
か
、
鯨
体
背
部
に
沿
う
も
の
と
す

及
び
鯨
体
（
例
外
的
な
場
合
を
除
く
ほ
か
、
鯨
体
背
部
に
沿
う
も
の
と
す

る
。
）
に
平
行
な
上
あ
ご
の
先
端
（
ま
っ
こ
う
鯨
に
あ
っ
て
は
、
頭
の
最
先

る
。
）
に
平
行
な
上
あ
ご
の
先
端
（
ま
つ
こ
う
鯨
に
あ
つ
て
は
、
頭
の
最
先

端
）
か
ら
尾
ひ
れ
の
岐
点
ま
で
の
直
線
の
長
さ
を
い
う
。

端
）
か
ら
尾
ひ
れ
の
岐
点
ま
で
の
直
線
の
長
さ
を
い
う
。

（
削
る
。
）

第
五
十
二
条
か
ら
第
五
十
五
条
ま
で

削
除

第
十
一
節

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業

（
新
設
）

（
船
舶
の
塗
装
）

第
五
十
一
条

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
節
に

（
新
設
）
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お
い
て
「
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
許
可
に
係
る

船
舶
の
船
橋
の
周
囲
を
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
幅
で
帯
状
に
黒
色
で
塗
装

し
な
け
れ
ば
、
当
該
船
舶
を
当
該
漁
業
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
浮
標
の
標
識
等
）

第
五
十
二
条

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
者
は
、
敷
設
し
た
流
し
網
の
次
の
各
号

（
新
設
）

に
掲
げ
る
浮
標
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
標
識
等
を
水
面
上
一
・

五
メ
ー
ト
ル
（
別
記
様
式
第
六
号
に
よ
る
標
識
に
つ
い
て
は
、
浮
標
の
表
面

か
ら
二
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
高
さ
に
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

両
端
部
の
浮
標

昼
間
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第
六
号
に
よ
る
標
識
及

び
レ
ー
ダ
ー
反
射
板
（
金
属
製
の
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
夜
間

に
あ
っ
て
は
白
色
の
灯
火
及
び
レ
ー
ダ
ー
反
射
板

二

中
間
部
の
お
お
む
ね
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ご
と
の
浮
標

昼
間
に
あ
っ
て

は
別
記
様
式
第
六
号
に
よ
る
標
識
、
夜
間
に
あ
っ
て
は
白
色
の
灯
火

２

前
項
各
号
の
灯
火
は
、
夜
間
に
お
い
て
視
界
が
良
好
な
場
合
に
少
な
く
と

も
二
海
里
離
れ
た
所
か
ら
視
認
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
さ
め
の
魚
体
の
所
持
等
の
制
限
）

第
五
十
三
条

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
者
は
、
採
捕
し
た
さ
め
を
所
持
し
た
と

（
新
設
）

き
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
か
じ

き
等
流
し
網
漁
業
者
が
日
本
国
外
で
当
該
さ
め
の
一
部
を
陸
揚
げ
し
た
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

当
該
さ
め
の
全
て
の
部
分
（
頭
部
、
内
臓
及
び
皮
を
除
く
。
）
を
陸
揚

げ
ま
で
の
間
、
船
上
に
お
い
て
所
持
す
る
こ
と
。

二

当
該
さ
め
を
陸
揚
げ
す
る
と
き
に
、
前
号
の
規
定
に
よ
り
所
持
し
た
も

の
を
陸
揚
げ
す
る
こ
と
。

（
漁
具
の
制
限
）

第
五
十
四
条

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
者
は
、
網
目
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

（
新
設
）

下
の
流
し
網
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
者
は
、
当
該
漁
業
に
使
用
す
る
た
め
に
当
該
漁
業
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に
係
る
船
舶
に
流
し
網
を
積
み
込
む
場
合
に
は
、
そ
の
長
さ
（
仕
立
上
が
り

の
状
態
に
お
け
る
浮
子
綱
の
長
さ
を
い
う
。
）
の
合
計
が
当
該
船
舶
ご
と
に

三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

３

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
者
は
、
二
枚
以
上
の
網
地
を
重
ね
合
わ
せ
た
流
し

網
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
二
節

東
シ
ナ
海
等
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業

（
新
設
）

第
五
十
五
条

第
三
十
一
条
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
及
び
前
条
の
規
定

（
新
設
）

は
、
東
シ
ナ
海
等
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
三
節

か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業

第
九
節

遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業

（
塗
装
し
な
い
船
舶
の
使
用
禁
止
）

（
塗
装
し
な
い
船
舶
の
使
用
禁
止
）

第
五
十
六
条

か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
か
つ
お

第
五
十
六
条

遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
遠

・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
許
可
に
係
る
船
舶
の
船
橋
を
、

洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
許
可
に
係
る
船
舶
の

別
表
第
七
の
上
欄
に
掲
げ
る
船
舶
の
総
ト
ン
数
ご
と
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲

船
橋
の
周
囲
を
一
メ
ー
ト
ル
の
幅
で
帯
状
に
朱
色
で
塗
装
し
な
け
れ
ば
、
当

げ
る
海
域
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
色
（
当
該
色
の
表
示

該
船
舶
を
当
該
漁
業
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

の
方
法
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
色
及
び
そ
の
方
法
）

で
塗
装
し
な
け
れ
ば
、
当
該
船
舶
を
当
該
漁
業
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
は
、
当
該
許
可
が
効
力
を
失
い
、
又
は
取
り
消

２

遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
は
、
当
該
許
可
が
効
力
を
失
い
、
又
は
取

さ
れ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
し
た
塗
装
を
消
さ
な

り
消
さ
れ
た
場
合
に
は
、
す
み
や
か
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
し
た
塗
装
を

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
漁
具
の
制
限
）

（
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
係
る
漁
具
の
制
限
）

第
五
十
七
条

か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
（
浮
き
は
え
縄
を
使
用
す
る
者
に
限

第
五
十
六
条
の
二

遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
（
浮
き
は
え
縄
を
使
用
す

る
。
）
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示
す
る
海
域
に
お
い
て
、
我

る
者
に
限
る
。
）
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示
す
る
海
域
に
お

が
国
が
締
結
し
た
漁
業
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
を
実
施
す
る
た

い
て
、
我
が
国
が
締
結
し
た
漁
業
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
を
実

め
に
必
要
な
漁
具
に
関
す
る
制
限
と
し
て
当
該
海
域
ご
と
に
農
林
水
産
大
臣

施
す
る
た
め
に
必
要
な
漁
具
に
関
す
る
制
限
と
し
て
当
該
海
域
ご
と
に
農
林

が
別
に
定
め
て
告
示
す
る
も
の
に
違
反
し
て
操
業
し
て
は
な
ら
な
い
。

水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示
す
る
も
の
に
違
反
し
て
操
業
し
て
は
な
ら
な

い
。
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（
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
又
は
み
な
み
ま
ぐ
ろ
の
漁
獲
量
の
割
当
て
）

（
削
る
。
）

第
五
十
七
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
別
及
び
く

ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
西
洋
条
約
海
域
に
お
い
て
採
捕
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下

本
則
に
お
い
て
「
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
」
と
い
う
。
）
又
は
み
な
み
ま
ぐ
ろ

の
採
捕
に
従
事
す
る
船
舶
別
に
、
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
又
は
み
な
み
ま
ぐ
ろ

の
年
間
の
漁
獲
量
の
限
度
の
割
当
て
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
割
当
て
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
少
な
く

と
も
次
に
掲
げ
る
事
項
を
勘
案
し
て
割
当
て
の
基
準
を
定
め
、
こ
れ
に
従
つ

て
割
当
て
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

大
西
洋
の
ま
ぐ
ろ
類
の
保
存
の
た
め
の
国
際
条
約
又
は
み
な
み
ま
ぐ
ろ

の
保
存
の
た
め
の
条
約
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
我
が
国
に
対
す
る
大
西
洋
く

ろ
ま
ぐ
ろ
又
は
み
な
み
ま
ぐ
ろ
の
割
当
量

二

大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
又
は
み
な
み
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
を
行
う
漁
業
者
及
び

当
該
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
又
は
み
な
み
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
に
従
事
す
る
船
舶

の
操
業
状
況

３

第
一
項
の
割
当
て
を
受
け
よ
う
と
す
る
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
は

、
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
割
当
て
に
あ
つ
て
は
毎
年
七
月
一
日
ま
で
に
、
み

な
み
ま
ぐ
ろ
の
割
当
て
に
あ
つ
て
は
毎
年
三
月
一
日
ま
で
に
、
農
林
水
産
大

臣
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
割
当
て
を
受
け
た
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ

漁
業
者
か
ら
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者

に
つ
い
て
、
同
項
で
割
り
当
て
ら
れ
た
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
別
の

年
間
の
漁
獲
量
の
限
度
の
範
囲
内
で
、
同
項
で
割
り
当
て
ら
れ
た
船
舶
別
の

年
間
の
漁
獲
量
の
限
度
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

第
一
項
の
割
当
て
を
受
け
た
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
は
、
同
項
で

割
り
当
て
ら
れ
た
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
別
及
び
船
舶
別
の
年
間
の

漁
獲
量
の
限
度
（
船
舶
別
の
年
間
の
漁
獲
量
の
限
度
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合

に
あ
つ
て
は
、
変
更
後
の
船
舶
別
の
年
間
の
漁
獲
量
の
限
度
）
の
い
ず
れ
に

つ
い
て
も
こ
れ
を
超
え
て
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
西
洋
の
ま
ぐ
ろ
類
の
保

存
の
た
め
の
国
際
条
約
の
締
約
国
た
る
外
国
等
に
対
す
る
割
当
て
に
係
る
大
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西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
以
下
「
外
国
等
割
当
て
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
」
と
い

う
。
）
を
除
く
。
）
又
は
み
な
み
ま
ぐ
ろ
（
み
な
み
ま
ぐ
ろ
の
保
存
の
た
め

の
条
約
の
締
約
国
た
る
外
国
等
に
対
す
る
割
当
て
に
係
る
み
な
み
ま
ぐ
ろ
（

以
下
「
外
国
等
割
当
て
み
な
み
ま
ぐ
ろ
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
を
採
捕

し
て
は
な
ら
な
い
。

（
採
捕
し
た
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
又
は
み
な
み
ま
ぐ
ろ
の
表
示
）

（
採
捕
し
た
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
又
は
み
な
み
ま
ぐ
ろ
の
表
示
）

第
五
十
八
条

か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
は
、
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
西
洋

第
五
十
八
条

遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
は
、
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
又
は

条
約
海
域
に
お
い
て
採
捕
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
み
な

み
な
み
ま
ぐ
ろ
を
採
捕
し
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
当
該
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ

み
ま
ぐ
ろ
を
採
捕
し
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
当
該
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
又

ろ
又
は
み
な
み
ま
ぐ
ろ
に
当
該
採
捕
に
係
る
船
舶
の
信
号
符
字
及
び
採
捕
の

は
み
な
み
ま
ぐ
ろ
に
当
該
採
捕
に
係
る
船
舶
の
信
号
符
字
及
び
採
捕
の
順
序

順
序
を
示
す
番
号
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
示
す
番
号
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
は
、
採
捕
し
た
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
又
は
み
な

２

遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
は
、
採
捕
し
た
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
又
は

み
ま
ぐ
ろ
を
陸
揚
げ
す
る
ま
で
の
間
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
大
西
洋

み
な
み
ま
ぐ
ろ
を
陸
揚
げ
す
る
ま
で
の
間
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
大

く
ろ
ま
ぐ
ろ
又
は
み
な
み
ま
ぐ
ろ
に
表
示
さ
れ
た
信
号
符
字
若
し
く
は
番
号

西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
又
は
み
な
み
ま
ぐ
ろ
に
表
示
さ
れ
た
信
号
符
字
及
び
番
号

を
抹
消
し
、
又
は
除
去
し
、
そ
の
他
当
該
信
号
符
字
若
し
く
は
番
号
の
識
別

を
抹
消
し
、
又
は
除
去
し
、
そ
の
他
当
該
信
号
符
字
及
び
番
号
の
識
別
を
困

を
困
難
に
す
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

難
に
す
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
漁
獲
物
等
の
転
載
制
限
）

（
漁
獲
物
等
の
転
載
制
限
）

第
五
十
九
条

か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
は
、
第
二
十
七
条
各
号
（
総
ト
ン
数

第
五
十
九
条

遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
は
、
第
二
十
九
条
各
号
の
い
ず

百
二
十
ト
ン
未
満
の
動
力
漁
船
を
使
用
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
を
除

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
漁
業
の
漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品
を
、

く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
漁
業
の
漁
獲
物
又
は

当
該
漁
獲
物
を
採
捕
し
又
は
当
該
製
品
を
製
造
し
た
船
舶
か
ら
他
の
船
舶
に

そ
の
製
品
を
、
当
該
漁
獲
物
を
採
捕
し
、
又
は
当
該
製
品
を
製
造
し
た
船
舶

転
載
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
別
表
第
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
港
内
又
は

か
ら
他
の
船
舶
に
転
載
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
別
表
第
八
の
上
欄
に

海
域
に
お
い
て
転
載
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め

掲
げ
る
港
内
又
は
海
域
に
お
い
て
転
載
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同

る
と
こ
ろ
に
よ
り
転
載
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

表
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
転
載
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。（
漁
獲
物
等
の
国
外
陸
揚
げ
の
制
限
）

（
漁
獲
物
等
の
国
外
陸
揚
げ
の
制
限
）

第
六
十
条

か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
は
、
当
該
漁
業
の
漁
獲
物
又
は
そ
の
製

第
六
十
条

遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
は
、
当
該
漁
業
の
漁
獲
物
又
は
そ

品
を
日
本
国
外
の
地
に
陸
揚
げ
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
漁
業
監
督

の
製
品
を
日
本
国
外
の
地
に
陸
揚
げ
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
漁
業
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官
か
ら
漁
業
取
締
り
上
必
要
な
指
示
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
に
従
わ
な
け

監
督
官
か
ら
漁
業
取
締
り
上
必
要
な
指
示
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
に
従
わ

れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
陸
揚
げ
又
は
転
載
の
届
出
）

（
陸
揚
げ
又
は
転
載
の
届
出
）

第
六
十
一
条

か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
（
総
ト
ン
数
百
二
十
ト
ン
以
上
の
動

第
六
十
条
の
二

遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
（
浮
き
は
え
縄
を
使
用
す
る

力
漁
船
に
よ
り
、
浮
き
は
え
縄
を
使
用
す
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お

者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品

い
て
同
じ
。
）
は
、
漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品
を
日
本
国
内
若
し
く
は
日
本
国

を
日
本
国
内
若
し
く
は
日
本
国
外
の
地
に
陸
揚
げ
し
又
は
当
該
漁
獲
物
を
採

外
の
地
に
陸
揚
げ
し
、
又
は
当
該
漁
獲
物
を
採
捕
し
、
若
し
く
は
当
該
製
品

捕
し
若
し
く
は
当
該
製
品
を
製
造
し
た
船
舶
か
ら
他
の
船
舶
に
転
載
し
よ
う

を
製
造
し
た
船
舶
か
ら
他
の
船
舶
に
転
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
第
二
十
七

と
す
る
と
き
（
第
二
十
九
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。

条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
陸
揚
げ
又
は

）
は
、
当
該
陸
揚
げ
又
は
転
載
を
行
う
十
日
前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項

転
載
を
行
う
十
日
前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け

を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

当
該
陸
揚
げ
又
は
転
載
を
行
う
漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品
が
大
西
洋
く
ろ

三

当
該
陸
揚
げ
又
は
転
載
を
行
う
漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品
の
量
（
当
該
陸

ま
ぐ
ろ
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

揚
げ
又
は
転
載
を
行
う
漁
獲
物
が
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
又
は
み
な
み
ま
ぐ

ろ
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
量
（
当
該
大
西
洋
く

ろ
ま
ぐ
ろ
に
外
国
等
割
当
て
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
が
含
ま
れ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
外
国
等
別
の
当
該
外
国
等
割
当
て
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の

量
を
含
む
。
）
又
は
み
な
み
ま
ぐ
ろ
の
量
（
当
該
み
な
み
ま
ぐ
ろ
に
外
国

等
割
当
て
み
な
み
ま
ぐ
ろ
が
含
ま
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
外
国
等

別
の
当
該
外
国
等
割
当
て
み
な
み
ま
ぐ
ろ
の
量
を
含
む
。
）
並
び
に
当
該

大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
又
は
み
な
み
ま
ぐ
ろ
に
表
示
さ
れ
た
信
号
符
字
及
び

採
捕
の
順
序
を
示
す
番
号
）

イ

漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品
の
量
（
大
西
洋
の
ま
ぐ
ろ
類
の
保
存
の
た
め

（
新
設
）

の
国
際
条
約
の
締
結
国
た
る
外
国
等
に
対
す
る
割
当
て
に
係
る
当
該
外

国
等
別
の
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
量
を
含
む
。
）

ロ

当
該
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
に
表
示
さ
れ
た
信
号
符
字
及
び
採
捕
の
順

（
新
設
）

序
を
示
す
番
号

四

当
該
陸
揚
げ
又
は
転
載
を
行
う
漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品
が
み
な
み
ま
ぐ

（
新
設
）

ろ
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品
の
量
（
み
な
み
ま
ぐ
ろ
の
保
存
の
た
め
の
国
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際
条
約
の
締
結
国
た
る
外
国
等
に
対
す
る
割
当
て
に
係
る
当
該
外
国
等

別
の
み
な
み
ま
ぐ
ろ
の
量
を
含
む
。
）

ロ

当
該
み
な
み
ま
ぐ
ろ
に
表
示
さ
れ
た
信
号
符
字
及
び
採
捕
の
順
序
を

示
す
番
号

五

当
該
陸
揚
げ
又
は
転
載
を
行
う
漁
獲
物
が
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
又
は
み

（
新
設
）

な
み
ま
ぐ
ろ
以
外
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
陸
揚
げ
又
は
転
載
を

行
う
漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品
の
量

六
・
七

（
略
）

四
・
五

（
略
）

２

か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
届
出
事
項
に
変
更
を

２

遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
は
、
前
項
の
届
出
事
項
に
変
更
を
生
じ
た

生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば

と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

な
ら
な
い
。

い
。

（
さ
め
の
魚
体
の
所
持
等
の
制
限
）

（
さ
め
の
魚
体
の
所
持
等
の
制
限
）

第
六
十
二
条

か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
は
、
採
捕
し
た
さ
め
を
所
持
し
た
と

第
六
十
条
の
二
の
二

遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
は
、
採
捕
し
た
さ
め
を

き
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
か
つ

所
持
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
が
日
本
国
外
で
当
該
さ
め
の
一
部
を
陸
揚
げ
し
た
場
合

、
当
該
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
が
日
本
国
外
で
当
該
さ
め
の
一
部
を

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

陸
揚
げ
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
さ
め
（
イ
ン
ド
洋
協
定
海
域
に
お
い
て
採
捕
し
た
も
の
に
限
る
。

二

当
該
さ
め
（
イ
ン
ド
洋
協
定
海
域
に
お
い
て
採
捕
し
た
も
の
に
限
り
、

た
だ
し
、
船
上
に
お
い
て
冷
凍
保
存
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
陸
揚
げ
ま

船
上
に
お
い
て
冷
凍
保
存
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
陸
揚
げ
ま
で
の
間
、

で
の
間
、
船
上
に
お
い
て
ひ
れ
を
切
り
離
さ
ず
に
所
持
す
る
こ
と
。

船
上
に
お
い
て
ひ
れ
を
切
り
離
さ
ず
に
所
持
す
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

（
準
用
規
定
）

（
準
用
規
定
）

第
六
十
三
条

第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
か
つ
お
・
ま

第
六
十
条
の
三

第
三
十
一
条
の
二
か
ら
第
三
十
一
条
の
六
ま
で
の
規
定
は
、

ぐ
ろ
漁
業
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
四
条
中
「
当
該
許

遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十

可
に
係
る
船
舶
、
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
運
搬
船
並
び

一
条
の
二
中
「
当
該
許
可
に
係
る
船
舶
、
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

に
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
火
船
及
び
魚
探
船
（
以
下

り
届
け
出
た
運
搬
船
並
び
に
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た

「
許
可
船
舶
等
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
り
、
及
び
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十

火
船
及
び
魚
探
船
（
以
下
「
許
可
船
舶
等
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
り
、
及
び

七
条
ま
で
の
規
定
中
「
許
可
船
舶
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ

第
三
十
一
条
の
三
か
ら
第
三
十
一
条
の
五
ま
で
の
規
定
中
「
許
可
船
舶
等
」

漁
業
の
許
可
に
係
る
船
舶
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
あ
る
の
は
、
「
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
の
許
可
に
係
る
船
舶
」
と
読
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み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
削
る
。
）

第
十
節

近
海
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業

（
塗
装
し
な
い
船
舶
の
使
用
禁
止
）

（
削
る
。
）

第
六
十
一
条

近
海
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許

可
に
係
る
船
舶
の
船
橋
を
、
次
の
表
上
欄
に
掲
げ
る
海
域
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
相
当
下
欄
に
掲
げ
る
色
で
塗
装
し
な
け
れ
ば
、
当
該
船
舶
を
当
該

漁
業
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

海

域

色

北
緯
五
十
度
の
線
、
次
に
掲
げ
る
一
か
ら
九
ま
で
の
各

白

色

(一)
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ぶ
線
及
び
東
経
百
度
の
線
に
よ
り

囲
ま
れ
た
海
域
（
漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
政
府
と
の
間
の
協
定
第
二
条
１
に
規
定
す
る
海

域
を
除
く
。
）

一

北
緯
五
十
度
西
経
百
五
十
度
の
点

二

南
緯
四
度
西
経
百
五
十
度
の
点

三

南
緯
四
度
西
経
百
三
十
度
の
点

四

南
緯
二
十
五
度
西
経
百
三
十
度
の
点

五

南
緯
二
十
五
度
東
経
百
五
十
五
度
の
点

六

南
緯
十
一
度
三
十
分
東
経
百
二
十
九
度
の
点

七

南
緯
十
一
度
三
十
分
東
経
百
十
三
度
二
十
八
分
の
点

八

南
緯
十
度
東
経
百
十
三
度
二
十
八
分
の
点

九

南
緯
十
度
東
経
百
度
の
点

に
掲
げ
る
海
域
の
う
ち
、
北
緯
五
十
度
の
線
、
北
緯

黄
緑
色

(二)

(一)
二
十
度
の
線
、
西
経
百
五
十
度
の
線
及
び
東
経
百
七
十
度

の
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
並
び
に
我
が
国
の
排
他
的
経

済
水
域
、
領
海
及
び
内
水
並
び
に
我
が
国
の
排
他
的
経
済

水
域
に
よ
つ
て
囲
ま
れ
た
海
域
か
ら
成
る
海
域
（
東
京
都

小
笠
原
村
南
鳥
島
に
係
る
排
他
的
経
済
水
域
及
び
領
海
を
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除
く
。
）
を
除
く
海
域

２

第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
近
海
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
準
用
す

る
。

（
準
用
規
定
）

（
削
る
。
）

第
六
十
二
条

第
三
十
一
条
の
二
か
ら
第
三
十
一
条
の
六
ま
で
、
第
五
十
六
条

の
二
、
第
五
十
九
条
、
第
六
十
条
及
び
第
六
十
条
の
二
の
二
の
規
定
は
、
近

海
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
一

条
の
二
中
「
当
該
許
可
に
係
る
船
舶
、
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

届
け
出
た
運
搬
船
並
び
に
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
火

船
及
び
魚
探
船
（
以
下
「
許
可
船
舶
等
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
り
、
及
び
第

三
十
一
条
の
三
か
ら
第
三
十
一
条
の
五
ま
で
の
規
定
中
「
許
可
船
舶
等
」
と

あ
る
の
は
「
近
海
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
の
許
可
に
係
る
船
舶
」
と
、
第
五

十
九
条
中
「
第
二
十
九
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
九
条
各
号
（
第
二

号
を
除
く
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
四
節

中
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業

第
十
一
節

中
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業

第
六
十
四
条
～
第
六
十
六
条

（
略
）

第
六
十
三
条
～
第
六
十
五
条

（
略
）

（
削
る
。
）

第
六
十
六
条

削
除

第
十
五
節

日
本
海
べ
に
ず
わ
い
が
に
漁
業

第
十
二
節

日
本
海
べ
に
ず
わ
い
が
に
漁
業

第
六
十
七
条
～
第
六
十
九
条

（
略
）

第
六
十
七
条
～
第
六
十
九
条

（
略
）

（
操
業
期
間
の
制
限
）

（
削
る
。
）

第
七
十
条

日
本
海
べ
に
ず
わ
い
が
に
漁
業
者
は
、
毎
年
九
月
一
日
か
ら
翌
年

六
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
内
で
な
け
れ
ば
、
当
該
漁
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な

い
。
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（
べ
に
ず
わ
い
が
に
の
漁
獲
量
の
制
限
）

（
削
る
。
）

第
七
十
一
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
日
本
海
べ
に
ず
わ
い
が
に
漁
業
者
別
及
び

べ
に
ず
わ
い
が
に
の
採
捕
に
従
事
す
る
船
舶
別
に
、
べ
に
ず
わ
い
が
に
の
年

間
の
漁
獲
量
の
上
限
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
漁
獲
量
の
上
限
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
事
項
を
勘
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

日
本
海
の
海
域
に
お
け
る
べ
に
ず
わ
い
が
に
の
資
源
の
状
況

二

べ
に
ず
わ
い
が
に
の
採
捕
を
行
う
漁
業
者
及
び
当
該
べ
に
ず
わ
い
が
に

の
採
捕
に
従
事
す
る
船
舶
の
操
業
状
況

３

第
一
項
の
漁
獲
量
の
上
限
を
定
め
ら
れ
た
日
本
海
べ
に
ず
わ
い
が
に
漁
業

者
は
、
同
項
で
定
め
ら
れ
た
日
本
海
べ
に
ず
わ
い
が
に
漁
業
者
別
及
び
船
舶

別
の
年
間
の
漁
獲
量
の
上
限
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
超
え
て
べ
に
ず

わ
い
が
に
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
削
る
。
）

第
十
三
節

い
か
釣
り
漁
業

（
操
業
期
間
の
制
限
）

（
削
る
。
）

第
七
十
二
条

い
か
釣
り
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
い
か
釣
り
漁
業

者
」
と
い
う
。
）
は
、
南
緯
三
十
度
の
線
以
南
、
西
経
百
六
十
五
度
の
線
以

西
、
南
緯
五
十
五
度
の
線
以
北
、
東
経
百
六
十
度
の
線
以
東
の
海
域
に
お
い

て
は
、
毎
年
十
一
月
一
日
か
ら
翌
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
内
で
な
け
れ

ば
、
当
該
漁
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

第
三
章

知
事
許
可
漁
業

（
新
設
）

第
一
節

総
則

（
新
設
）

（
知
事
許
可
漁
業
の
種
類
）

第
七
十
条

法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
漁
業
は
、
次

（
新
設
）

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

中
型
ま
き
網
漁
業

総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
四
十
ト
ン
未
満
の
船
舶
に
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よ
り
ま
き
網
を
使
用
し
て
行
う
漁
業

二

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業

総
ト
ン
数
十
五
ト
ン
（
別
表
第
二
の
沖
合

底
び
き
網
漁
業
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
ほ
た
て
が
い
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
）
未
満
の

動
力
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用
し
て
行
う
漁
業

三

瀬
戸
内
海
機
船
船
び
き
網
漁
業

瀬
戸
内
海
（
法
第
百
五
十
二
条
第
二

項
に
規
定
す
る
瀬
戸
内
海
を
い
う
。
）
に
お
い
て
総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上

の
動
力
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
を
使
用
し
て
行
う
漁
業
を
い
う
。

四

小
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業

総
ト
ン
数
三
十
ト
ン
未
満
の
動
力
漁

船
に
よ
り
流
し
網
を
使
用
し
て
さ
け
又
は
ま
す
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
漁
業

（
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
そ
の
他
の
事
項
）

第
七
十
一
条

法
第
五
十
七
条
第
七
項
第
三
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事

（
新
設
）

項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
漁
業
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
が
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
船

舶
の
合
計
総
ト
ン
数

二

当
該
漁
業
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
が
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
船

舶
の
合
計
馬
力
数
の
最
高
限
度

三

農
林
水
産
大
臣
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
水
域
に
お
い
て
都
道
府
県
知

事
が
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
船
舶
の
総
ト
ン
数

四

農
林
水
産
大
臣
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
水
域
に
お
い
て
都
道
府
県
知

事
が
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
船
舶
の
馬
力
数
の
最
高
限
度

第
二
節

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業

（
新
設
）

（
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
の
種
類
）

第
七
十
二
条

第
七
十
条
第
二
号
に
掲
げ
る
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
は
、
次

（
新
設
）

の
と
お
り
区
分
す
る
。

一

手
繰
第
一
種
漁
業

網
口
開
口
装
置
を
有
し
な
い
網
具
を
使
用
し
て
行

う
手
繰
漁
業
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二

手
繰
第
二
種
漁
業

ビ
ー
ム
を
有
す
る
網
具
を
使
用
し
て
行
う
手
繰
漁

業
三

手
繰
第
三
種
漁
業

桁
を
有
す
る
網
具
を
使
用
し
て
行
う
手
繰
漁
業

四

打
瀬
漁
業

五

そ
の
他
の
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
の
地
方
名
称
を
付
す
る
必

要
が
あ
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
名
称
に
よ
る
。

（
禁
止
海
域
又
は
禁
止
期
間
）

第
七
十
三
条

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
海
域
又
は
期

（
新
設
）

間
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
海
域
又
は
期
間
内
に
お
い
て
は
、
営
ん
で
は
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
種
共
同
漁
業
権
又
は
第
三
種
区
画
漁
業
権
の
目
的

と
な
っ
て
い
る
水
産
動
植
物
を
当
該
共
同
漁
業
権
若
し
く
は
区
画
漁
業
権
又

は
こ
れ
ら
を
目
的
と
す
る
入
漁
権
に
基
づ
い
て
採
捕
す
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
禁
止
海
域
又
は
禁
止
期
間
を
定

め
た
と
き
は
こ
れ
を
告
示
す
る
。

第
七
十
四
条

農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
海
域
に
お
い
て
は
、
農
林
水
産
大

（
新
設
）

臣
が
指
定
す
る
種
類
の
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
は
、
営
ん
で
は
な
ら
な

い
。

２

前
項
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
禁
止
漁
法
又
は
禁
止
漁
具
）

第
七
十
五
条

二
そ
う
び
き
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
は
、
営
ん
で
は
な
ら
な

（
新
設
）

い
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

２

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
は
、
滑
走
装
置
を
備
え
た
桁
又
は
網
口
開
口
板

を
使
用
し
て
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
で
あ
っ
て
そ
の
指
定
す
る
海
域
及
び
期
間
内
に
お
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い
て
営
む
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
第
七
十

三
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
三
節

小
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業

（
新
設
）

第
七
十
六
条

第
七
十
条
第
四
号
に
掲
げ
る
小
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
の

（
新
設
）

う
ち
そ
の
操
業
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
日
本
海
の
海
域
（
北
海
道
檜
山
郡

と
松
前
郡
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
か
ら
松
前
郡
小
島
灯

台
中
心
点
を
経
て
青
森
県
竜
飛
崎
灯
台
中
心
点
に
至
る
線
以
東
の
津
軽
海
峡

の
海
域
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
の
許
可
を

受
け
た
者
（
次
項
に
お
い
て
「
日
本
海
小
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
者
」

と
い
う
。
）
は
、
毎
年
三
月
十
日
か
ら
六
月
二
十
五
日
ま
で
（
政
府
間
の
取

決
め
を
実
施
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
そ
の
他
特
別
の
事
由
が
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
農
林
水
産
大
臣
が
操
業
の
最
終
日
を
定
め
て
告
示
し
た
と
き
は

、
そ
の
日
ま
で
）
の
期
間
内
で
な
け
れ
ば
、
日
本
海
の
海
域
に
お
い
て
、
当

該
漁
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

２

日
本
海
小
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
者
は
、
日
本
海
の
海
域
に
お
い
て

当
該
漁
業
を
営
む
た
め
に
流
し
網
を
敷
設
す
る
場
合
に
は
、
海
中
に
お
け
る

そ
の
長
さ
の
合
計
が
当
該
許
可
に
係
る
船
舶
ご
と
に
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を

超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章

届
出
漁
業

（
新
設
）

（
漁
業
の
届
出
）

第
七
十
七
条

次
に
掲
げ
る
漁
業
（
以
下
「
届
出
漁
業
」
と
い
う
。
）
を
営
も

（
新
設
）

う
と
す
る
者
は
、
当
該
届
出
漁
業
の
操
業
期
間
ご
と
及
び
船
舶
ご
と
に
、
当

該
操
業
期
間
の
最
初
の
日
の
一
月
前
ま
で
に
、
農
林
水
産
大
臣
が
告
示
で
定

め
る
様
式
に
よ
る
届
出
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。一

沿
岸
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業

別
表
第
九
の
当
該
漁
業
の
項
に
掲
げ
る
海
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域
に
お
い
て
総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
二
十
ト
ン
未
満
の
動
力
漁
船
に
よ
り

浮
き
は
え
縄
を
使
用
し
て
ま
ぐ
ろ
、
か
じ
き
又
は
さ
め
を
と
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
漁
業

二

小
型
す
る
め
い
か
釣
り
漁
業

別
表
第
九
の
当
該
漁
業
の
項
に
掲
げ
る

海
域
に
お
い
て
総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
三
十
ト
ン
未
満
の
動
力
漁
船
に
よ

り
釣
り
に
よ
っ
て
す
る
め
い
か
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

三

暫
定
措
置
水
域
沿
岸
漁
業
等

別
表
第
九
の
当
該
漁
業
の
項
に
掲
げ
る

海
域
に
お
い
て
動
力
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

。
）

イ

第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
大
臣
許
可
漁
業

ロ

前
二
号
に
掲
げ
る
漁
業

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

船
舶
安
全
法
に
基
づ
く
船
舶
検
査
証
書
の
写
し

二

届
出
に
係
る
船
舶
を
使
用
す
る
権
利
が
所
有
権
以
外
の
場
合
に
は
、
当

該
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
届
出
書
の
記
載
事
項
に
変
更

が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
農
林
水
産
大
臣
に
変
更
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
変
更
の
届
出
が
相
続
又
は
法

の
合
併
若
し
く
は
分
割
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
証
す
る

面
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
に

対
し
、
必
要
な
事
項
に
関
し
、
書
面
又
は
口
頭
に
よ
る
報
告
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
漁
獲
成
績
報
告
書
等
）

第
七
十
八
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
当
該
届
出
に

（
新
設
）

係
る
漁
業
の
漁
獲
成
績
報
告
書
を
、
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

前
項
の
漁
獲
成
績
報
告
書
の
提
出
期
限
及
び
様
式
は
、
農
林
水
産
大
臣
が

別
に
定
め
て
告
示
す
る
。
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（
船
舶
の
塗
装
）

第
七
十
九
条

別
表
第
九
の
暫
定
措
置
水
域
沿
岸
漁
業
等
の
項
の
第
三
号
に
掲

（
新
設
）

げ
る
海
域
に
お
い
て
届
出
漁
業
を
営
む
者
は
、
当
該
漁
業
に
係
る
船
舶
に
表

示
さ
れ
た
漁
船
法
に
よ
る
登
録
番
号
の
下
に
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
幅
で
黒

色
の
横
線
を
表
示
し
な
け
れ
ば
、
当
該
船
舶
を
当
該
漁
業
に
使
用
し
て
は
な

ら
な
い
。

（
沿
岸
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業
に
係
る
漁
具
の
制
限
）

第
八
十
条

沿
岸
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業
を
営
む
者
は
、
我
が
国
が
締
結
し
た
漁

（
新
設
）

業
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
漁
具
に

関
す
る
制
限
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示
す
る
も
の
に
違
反

し
て
操
業
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
さ
め
の
魚
体
の
所
持
等
の
制
限
）

第
八
十
一
条

沿
岸
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業
を
営
む
者
は
、
採
捕
し
た
さ
め
を
所

（
新
設
）

持
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

当
該
沿
岸
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業
を
営
む
者
が
日
本
国
外
で
当
該
さ
め
の
一
部

を
陸
揚
げ
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

当
該
さ
め
の
全
て
の
部
分
（
頭
部
、
内
臓
及
び
皮
を
除
く
。
）
を
陸
揚

げ
ま
で
の
間
、
船
上
に
お
い
て
所
持
す
る
こ
と
。

二

当
該
さ
め
を
陸
揚
げ
す
る
と
き
に
、
前
号
の
規
定
に
よ
り
所
持
し
た
も

の
を
陸
揚
げ
す
る
こ
と
。

（
操
業
制
限
）

第
八
十
二
条

届
出
漁
業
を
営
む
者
は
、
別
に
こ
の
省
令
で
定
め
る
場
合
の
ほ

（
新
設
）

か
、
別
表
第
十
の
上
欄
に
掲
げ
る
届
出
漁
業
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
制
限
又
は
禁
止
に
違
反
し
て
当
該
届
出
漁
業
を
営
ん
で
は
な
ら

な
い
。第

五
章

漁
業
調
整
に
関
す
る
そ
の
他
の
措
置

第
四
章

雑
則
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（
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
の
禁
止
）

第
八
十
三
条

何
人
も
、
別
表
第
十
一
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
は
、
総
ト
ン

（
新
設
）

数
十
ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
に
よ
り
流
し
網
を
使
用
し
て
か
じ
き
、
か
つ
お

、
ま
ぐ
ろ
又
は
さ
め
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な

い
。

（
さ
け
・
ま
す
漁
業
の
禁
止
）

第
八
十
四
条

何
人
も
、
赤
道
以
北
の
太
平
洋
の
海
域
に
お
い
て
は
、
総
ト
ン

（
新
設
）

数
十
ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
に
よ
り
さ
け
又
は
ま
す
を
と
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
漁
業
（
中
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
及
び
小
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網

漁
業
を
除
く
。
）
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
漁
業
権
若
し
く
は
入

漁
権
に
基
づ
い
て
営
む
場
合
又
は
さ
け
若
し
く
は
ま
す
を
と
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
に
つ
い
て
の
法
第
五
十
七
条
第
一
項
又
は
第
百
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
て
営
む
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

（
さ
ん
ま
漁
業
の
禁
止
）

第
八
十
五
条

何
人
も
、
北
緯
三
十
四
度
五
十
四
分
六
秒
の
線
以
北
、
東
経
百

（
新
設
）

三
十
九
度
五
十
三
分
十
八
秒
の
線
以
東
の
太
平
洋
の
海
域
（
オ
ホ
ー
ツ
ク
海

及
び
日
本
海
の
海
域
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
の

動
力
漁
船
に
よ
り
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
（
北
太
平
洋
さ

ん
ま
漁
業
を
除
く
。
）
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

（
い
か
流
し
網
漁
業
の
禁
止
）

第
八
十
六
条

何
人
も
、
動
力
漁
船
に
よ
り
流
し
網
を
使
用
し
て
い
か
を
と
る

（
新
設
）

こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

（
べ
に
ず
わ
い
が
に
漁
業
の
禁
止
）

第
八
十
七
条

何
人
も
、
別
表
第
一
の
日
本
海
べ
に
ず
わ
い
が
に
漁
業
の
項
の

（
新
設
）

中
欄
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
は
、
動
力
漁
船
に
よ
り
べ
に
ず
わ
い
が
に
を
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と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
（
日
本
海
べ
に
ず
わ
い
が
に
漁
業
を
除
く
。

）
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

（
水
産
動
植
物
の
採
捕
の
禁
止
）

第
八
十
八
条

何
人
も
、
別
表
第
十
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
水
産
動
植
物
を
、
そ

（
新
設
）

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
禁
止
区
域
に
お
い
て
は
、
採
捕
し
て
は
な
ら

な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
採
捕
さ
れ
た
水
産
動
植
物
は
、
所
持
し
、
又
は

販
売
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
経
営
の
共
同
化
等
の
勧
告
）

（
削
る
。
）

第
七
十
三
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
漁
業
に
関
す
る
国
際
規
制
の
強
化
に
対
応

す
る
た
め
、
指
定
漁
業
ご
と
に
指
定
漁
業
者
の
数
を
制
限
す
る
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
指
定
漁
業
者
に
対
し
、
経
営
の
共
同
化
、
営
業
の

譲
渡
、
合
併
等
の
措
置
を
採
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
停
船
命
令
）

（
削
る
。
）

第
七
十
四
条

漁
業
監
督
官
は
、
法
第
七
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
査

又
は
質
問
を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
漁
業
に
従
事
す
る
船
舶
の
船

長
、
船
長
の
職
務
を
行
な
う
者
又
は
操
業
を
指
揮
す
る
者
に
対
し
、
停
船
を

命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

２

前
項
の
停
船
命
令
は
、
同
項
の
検
査
又
は
質
問
を
す
る
旨
を
告
げ
又
は
表

示
し
、
か
つ
、
国
際
海
事
機
関
が
採
択
し
た
国
際
信
号
書
に
規
定
す
る
次
に

掲
げ
る
信
号
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

別
記
様
式
第
七
号
に
よ
る
信
号
旗
Ｌ
を
掲
げ
る
。

二

サ
イ
レ
ン
、
汽
笛
そ
の
他
の
音
響
信
号
に
よ
り
Ｌ
の
信
号
（
短
音
一
回

、
長
音
一
回
、
短
音
二
回
）
を
約
七
秒
の
間
隔
を
置
い
て
連
続
し
て
行
う

。
三

投
光
器
に
よ
り
Ｌ
の
信
号
（
短
光
一
回
、
長
光
一
回
、
短
光
二
回
）
を

約
七
秒
の
間
隔
を
置
い
て
連
続
し
て
行
う
。

３

前
項
に
お
い
て
、
「
長
音
」
又
は
「
長
光
」
と
は
、
約
三
秒
間
継
続
す
る
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吹
鳴
又
は
投
光
を
い
い
、
「
短
音
」
又
は
「
短
光
」
と
は
、
約
一
秒
間
継
続

す
る
吹
鳴
又
は
投
光
を
い
う
。

（
外
国
周
辺
の
海
域
に
お
け
る
船
舶
の
立
入
禁
止
）

（
削
る
。
）

第
七
十
五
条

外
国
周
辺
の
海
域
の
う
ち
別
表
第
五
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
域
に

お
い
て
は
、
漁
業
を
営
む
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
を
除

き
、
漁
業
を
営
む
た
め
に
船
舶
に
よ
り
当
該
区
域
内
に
立
ち
入
つ
て
は
な
ら

な
い
。

（
外
国
の
法
令
の
遵
守
）

（
削
る
。
）

第
七
十
五
条
の
二

別
表
第
五
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
（
指
定
漁
業
者
を
除
く
。

）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
操
業
す
る
場
合
に

は
、
第
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
漁
業
に
関
す
る
法
令
に
相
当
す
る
当

該
区
域
を
管
轄
す
る
外
国
の
法
令
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
外
国
周
辺
の
海
域
に
お
け
る
立
入
禁
止
違
反
等
に
係
る
船
舶
に
対
す
る
停

泊
命
令
）

（
削
る
。
）

第
七
十
六
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
合
理
的
に
判
断
し
て
漁
業
者
（
指
定
漁
業

者
を
除
く
。
）
が
前
二
条
の
規
定
に
違
反
し
て
漁
業
を
営
ん
だ
事
実
が
あ
る

と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
漁
業
取
締
り
上
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
漁

業
者
又
は
当
該
漁
業
者
の
使
用
に
係
る
船
舶
の
船
長
、
船
長
の
職
務
を
行
う

者
若
し
く
は
操
業
を
指
揮
す
る
者
に
対
し
、
停
泊
港
及
び
停
泊
期
間
を
指
定

し
て
当
該
船
舶
の
停
泊
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続

の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る
聴
聞

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
外
国
周
辺
の
海
域
に
お
け
る
操
業
等
の
禁
止
命
令
）

（
削
る
。
）

第
七
十
七
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
合
理
的
に
判
断
し
て
漁
業
者
が
第
七
十
五
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条
の
規
定
に
違
反
し
て
漁
業
を
営
ん
だ
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
漁

業
取
締
り
の
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
漁
業
者
又
は
当
該
漁
業
者

の
使
用
に
係
る
船
舶
の
船
長
、
船
長
の
職
務
を
行
う
者
若
し
く
は
操
業
を
指

揮
す
る
者
に
対
し
、
当
該
違
反
に
係
る
同
条
の
区
域
の
周
辺
の
海
域
に
つ
き

漁
業
を
営
み
、
又
は
漁
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
区
域
及
び
期
間
を

指
定
し
て
、
漁
業
を
営
み
、
又
は
漁
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と

が
あ
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続

の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る
聴
聞

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
中
央
北
極
海
公
海
に
お
け
る
魚
類
の
採
捕
の
禁
止
）

（
中
央
北
極
海
公
海
に
お
け
る
魚
類
の
採
捕
の
禁
止
）

第
八
十
九
条

（
略
）

第
七
十
八
条

（
略
）

（
あ
ざ
ら
し
及
び
お
つ
と
せ
い
の
猟
獲
の
禁
止
）

（
あ
ざ
ら
し
及
び
お
つ
と
せ
い
の
猟
獲
の
禁
止
）

第
九
十
条

（
略
）

第
七
十
九
条

（
略
）

（
南
極
海
域
に
お
け
る
鯨
の
捕
獲
の
禁
止
）

（
削
る
。
）

第
八
十
条

南
緯
六
十
度
の
線
以
南
の
海
域
に
お
い
て
は
、
ひ
げ
鯨
、
ま
つ
こ

う
鯨
、
と
つ
く
り
鯨
及
び
み
な
み
と
つ
く
り
鯨
（
次
条
及
び
第
九
十
条
に
お

い
て
「
ひ
げ
鯨
等
」
と
総
称
す
る
。
）
以
外
の
鯨
で
あ
つ
て
農
林
水
産
大
臣

が
別
に
定
め
て
告
示
す
る
も
の
を
捕
獲
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
農
林

水
産
大
臣
が
南
極
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
に
関
す
る
条
約
の
実
施
上
支
障

が
な
い
と
認
め
て
許
可
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
ひ
げ
鯨
等
の
捕
獲
等
の
禁
止
）

（
ひ
げ
鯨
等
の
捕
獲
等
の
禁
止
）

第
九
十
一
条

基
地
式
捕
鯨
業
者
及
び
母
船
式
捕
鯨
業
者
以
外
の
者
は
、
ひ
げ

第
八
十
一
条

大
型
捕
鯨
業
者
、
小
型
捕
鯨
業
者
及
び
母
船
式
捕
鯨
業
者
以
外

鯨
及
び
ま
っ
こ
う
鯨
（
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
ひ
げ
鯨
等
」
と
い
う

の
者
は
、
ひ
げ
鯨
等
を
捕
獲
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
大
型
捕
鯨
業
、

。
）
を
捕
獲
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
基
地
式
捕
鯨
業
及
び
母
船
式
捕

小
型
捕
鯨
業
及
び
母
船
式
捕
鯨
業
以
外
の
漁
業
で
あ
つ
て
農
林
水
産
大
臣
が
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鯨
業
以
外
の
漁
業
で
あ
っ
て
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示
す
る
も
の

別
に
定
め
て
告
示
す
る
も
の
の
操
業
中
に
混
獲
し
た
場
合
並
び
に
座
礁
し
、

の
操
業
中
に
混
獲
し
た
場
合
並
び
に
座
礁
し
、
又
は
漂
着
し
た
ひ
げ
鯨
等
で

又
は
漂
着
し
た
ひ
げ
鯨
等
で
あ
つ
て
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示
す

あ
っ
て
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示
す
る
も
の
を
捕
獲
し
た
場
合
は

る
も
の
を
捕
獲
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
ひ
げ
鯨
等
を
捕
獲
（
混
獲
を
含
む
。
以
下

２

前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
ひ
げ
鯨
等
を
捕
獲
（
混
獲
を
含
む
。
以
下

こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
し
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ

こ
の
項
及
び
第
九
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
し
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に

る
事
項
を
農
林
水
産
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

掲
げ
る
事
項
を
農
林
水
産
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
歯
鯨
を
と
る
漁
業
の
禁
止
）

（
削
る
。
）

第
八
十
二
条

法
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
水
産
資
源
保
護
法
第
四
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
南
緯
六
十
度
の
線
以
北
の
海
域
に
お
い
て
は
、
歯
鯨
（

ま
つ
こ
う
鯨
、
と
つ
く
り
鯨
及
び
み
な
み
と
つ
く
り
鯨
を
除
く
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
（
小
型
捕
鯨
業
及
び
母
船

式
捕
鯨
業
を
除
く
。
）
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
歯

鯨
（
い
し
い
る
か
（
り
く
ぜ
ん
い
る
か
型
い
し
い
る
か
を
含
む
。
）
、
か
ま

い
る
か
、
す
じ
い
る
か
、
は
ん
ど
う
い
る
か
（
ば
ん
ど
う
い
る
か
）
、
ま
だ

ら
い
る
か
（
あ
ら
り
い
る
か
）
、
は
な
ご
ん
ど
う
、
こ
び
れ
ご
ん
ど
う
（
ま

ご
ん
ど
う
）
、
お
き
ご
ん
ど
う
、
し
わ
は
い
る
か
又
は
か
ず
は
ご
ん
ど
う
に

限
る
。
）
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
に
つ
い
て
の
法
第
六
十
五
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
水
産
資
源
保
護
法
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
く
都
道
府
県
規
則
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
許

可
を
受
け
て
営
む
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
合
理
的
に
判
断
し
て
漁
業
者
（
指
定
漁
業
者
を
除

く
。
）
が
前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
歯
鯨
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

を
営
ん
だ
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
漁
業
取
締
り
上
必
要
が

あ
る
と
き
は
、
当
該
漁
業
者
又
は
当
該
漁
業
者
の
使
用
に
係
る
船
舶
の
船
長

、
船
長
の
職
務
を
行
う
者
若
し
く
は
操
業
を
指
揮
す
る
者
に
対
し
、
停
泊
港

及
び
停
泊
期
間
を
指
定
し
て
当
該
船
舶
の
停
泊
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
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、
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続

の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る
聴
聞

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
鯨
体
処
理
場
）

（
削
る
。
）

第
八
十
三
条

鯨
体
処
理
場
を
設
置
し
、
又
は
そ
の
設
備
を
変
更
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
鯨
体
処
理
場
ご
と
に
、
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
請
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
て
、
同
項
の
許
可
を
申
請
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

二

鯨
体
処
理
場
の
名
称

三

鯨
体
処
理
場
の
設
置
場
所

四

第
三
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を

受
け
る
連
絡
先

３

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合

次
に
掲

げ
る
書
類

イ

住
民
票
の
写
し

ロ

略
歴

ハ

鯨
体
処
理
場
の
建
物
図
面

ニ

鯨
体
処
理
場
の
仕
様
書

ホ

設
置
場
所
及
び
そ
の
付
近
の
図
面

二

第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合

次
に
掲

げ
る
書
類

イ

定
款

ロ

登
記
事
項
証
明
書
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ハ

役
員
の
氏
名
、
住
所
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
面

ニ

前
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
書
類

（
鯨
体
処
理
場
の
条
件
）

（
削
る
。
）

第
八
十
四
条

鯨
体
処
理
場
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
み
た
す
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

水
産
動
植
物
に
有
害
な
物
が
遺
棄
さ
れ
、
又
は
漏
せ
つ
す
る
お
そ
れ
が

な
い
こ
と
。

二

第
三
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を

受
け
る
た
め
に
必
要
な
体
制
を
有
す
る
こ
と
。

（
変
更
命
令
等
）

（
削
る
。
）

第
八
十
五
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
鯨
体
処
理
場
が
前
条
の
条
件
を
み
た
さ
な

く
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
鯨
体
処
理
場
の
設
置
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下

「
鯨
体
処
理
場
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
鯨
体
処
理
場
の
設
備

の
変
更
を
命
じ
、
又
は
そ
の
使
用
を
制
限
す
る
こ
と
が
あ
る
。

（
許
可
の
取
消
し
等
）

（
削
る
。
）

第
八
十
六
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

は
、
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
鯨
体
処

理
場
の
使
用
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

一

当
該
許
可
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
鯨
体
処
理
場
の
設
置
又
は
そ
の
設
備

の
変
更
が
な
い
と
き
。

二

鯨
体
処
理
場
が
引
き
続
き
二
年
間
使
用
さ
れ
て
い
な
い
と
き
。

三

鯨
体
処
理
場
設
置
者
が
こ
の
省
令
の
規
定
又
は
こ
の
省
令
の
規
定
に
基

づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続

の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
聴
聞

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
鯨
体
処
理
状
況
の
記
載
）

（
削
る
。
）

第
八
十
七
条

鯨
体
処
理
場
設
置
者
は
、
第
三
十
八
条
第
二
項
又
は
第
四
十
五

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
報
告

に
係
る
事
項
を
帳
簿
に
記
載
し
、
か
つ
、
当
該
鯨
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
事
項

を
そ
の
判
明
の
つ
ど
こ
れ
に
併
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

処
理
開
始
の
日
時

二

体
長

三

性
別

四

乳
分
泌
の
有
無

五

胎
児
の
性
別
及
び
体
長

六

こ
の
省
令
に
違
反
す
る
事
実
の
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
詳
細

２

第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
第
二
号
及
び
第
五
号
の
体
長
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

（
鯨
体
処
理
状
況
報
告
書
の
提
出
）

（
削
る
。
）

第
八
十
八
条

鯨
体
処
理
場
設
置
者
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示

す
る
様
式
に
よ
る
毎
年
の
鯨
体
処
理
状
況
報
告
書
を
、
翌
年
の
一
月
三
十
一

日
ま
で
に
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
鯨
体
処
理
場
の
廃
止
の
届
出
）

（
削
る
。
）

第
八
十
九
条

鯨
体
処
理
場
設
置
者
は
、
鯨
体
処
理
場
を
廃
止
し
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
届
出
に
係
る
鯨
体
処

理
場
の
設
置
の
許
可
は
効
力
を
失
う
。

（
捕
鯨
業
者
以
外
の
者
が
捕
獲
し
た
ひ
げ
鯨
等
の
処
理
の
制
限
）

（
捕
鯨
業
者
以
外
の
者
が
捕
獲
し
た
ひ
げ
鯨
等
の
処
理
の
制
限
）

第
九
十
二
条

前
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
ひ
げ
鯨
等
を
捕
獲
し
た

第
九
十
条

第
八
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
ひ
げ
鯨
等
を
捕
獲

者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ひ
げ
鯨
等
を
捕
獲
し
た
者
」
と
い
う
。
）
は

し
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ひ
げ
鯨
等
を
捕
獲
し
た
者
」
と
い
う
。

、
鯨
体
処
理
場
、
卸
売
市
場
そ
の
他
の
水
産
動
植
物
に
有
害
な
物
が
遺
棄
さ

）
は
、
鯨
体
処
理
場
、
卸
売
市
場
そ
の
他
の
水
産
動
植
物
に
有
害
な
物
が
遺

れ
、
又
は
漏
せ
つ
す
る
お
そ
れ
が
な
い
場
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
、
当
該

棄
さ
れ
、
又
は
漏
せ
つ
す
る
お
そ
れ
が
な
い
場
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
、
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ひ
げ
鯨
等
を
処
理
し
て
は
な
ら
な
い
。

当
該
ひ
げ
鯨
等
を
処
理
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

ひ
げ
鯨
等
を
捕
獲
し
た
者
は
、
当
該
ひ
げ
鯨
等
の
個
体
の
識
別
に
必
要
な

２

ひ
げ
鯨
等
を
捕
獲
し
た
者
は
、
当
該
ひ
げ
鯨
等
の
個
体
の
識
別
に
必
要
な

Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
（
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
塩
基
配
列
の
解
析
で
あ
っ
て
、
当
該
ひ
げ
鯨
等
の

Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
（
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
塩
基
配
列
の
解
析
で
あ
つ
て
、
当
該
ひ
げ
鯨
等
の

個
体
を
特
定
さ
せ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
塩
基
配
列
の
情
報
が
取
得
で
き
る
も
の
に
限

個
体
を
特
定
さ
せ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
塩
基
配
列
の
情
報
が
取
得
で
き
る
も
の
に
限

る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
当
該
ひ
げ
鯨
等
（
生
き
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
海
に
戻
す
場
合
及

し
、
当
該
ひ
げ
鯨
等
（
生
き
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
海
に
戻
す
場
合
及

び
当
該
ひ
げ
鯨
等
の
全
て
の
部
分
を
埋
却
又
は
焼
却
に
よ
り
処
分
す
る
場
合

び
当
該
ひ
げ
鯨
等
の
す
べ
て
の
部
分
を
埋
却
又
は
焼
却
に
よ
り
処
分
す
る
場

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
を
行

４

第
八
十
一
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
Ｄ
Ｎ
Ａ
分

わ
な
か
っ
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
当

析
を
行
わ
な
か
つ
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項

該
ひ
げ
鯨
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
九
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
Ｄ
Ｎ

中
「
当
該
ひ
げ
鯨
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

Ａ
分
析
を
行
っ
て
い
な
い
当
該
ひ
げ
鯨
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
を
行
つ
て
い
な
い
当
該
ひ
げ
鯨
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
ひ
げ
鯨
又
は
ま
つ
こ
う
鯨
の
捕
獲
及
び
処
理
の
制
限
）

（
削
る
。
）

第
九
十
一
条

次
に
掲
げ
る
線
か
ら
成
る
線
以
西
、
赤
道
以
北
の
太
平
洋
の
海

域
に
お
い
て
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
許
可
し
た
場
合
を
除
き
、
日
本
船
舶
以

外
の
船
舶
に
お
い
て
ひ
げ
鯨
又
は
ま
つ
こ
う
鯨
の
捕
獲
及
び
処
理
に
従
事
し

て
は
な
ら
な
い
。

一

北
緯
四
十
度
以
北
の
西
経
百
六
十
度
の
線

二

北
緯
四
十
度
西
経
百
六
十
度
の
点
か
ら
北
緯
四
十
度
西
経
百
五
十
度
の

点
に
至
る
直
線

三

北
緯
四
十
度
西
経
百
五
十
度
の
点
か
ら
赤
道
と
西
経
百
五
十
度
の
線
と

の
交
点
に
至
る
直
線

（
歯
鯨
の
捕
獲
の
禁
止
）

第
九
十
三
条

基
地
式
捕
鯨
業
者
以
外
の
者
は
、
歯
鯨
（
ま
っ
こ
う
鯨
を
除

（
新
設
）

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
捕
獲
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し

、
歯
鯨
（
い
し
い
る
か
（
り
く
ぜ
ん
い
る
か
型
い
し
い
る
か
を
含
む
。
）
、

か
ま
い
る
か
、
す
じ
い
る
か
、
は
ん
ど
う
い
る
か
（
ば
ん
ど
う
い
る
か
）
、
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ま
だ
ら
い
る
か
（
あ
ら
り
い
る
か
）
、
は
な
ご
ん
ど
う
、
こ
び
れ
ご
ん
ど
う

（
ま
ご
ん
ど
う
）
、
お
き
ご
ん
ど
う
、
し
わ
は
い
る
か
又
は
か
ず
は
ご
ん
ど

う
に
限
る
。
）
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
に
つ
い
て
の
法
第
五
十
七

条
第
一
項
又
は
第
百
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
許
可

を
受
け
て
捕
獲
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
特
定
の
鯨
の
捕
獲
の
禁
止
）

第
九
十
四
条

何
人
も
、
第
九
十
一
条
第
一
項
及
び
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

（
新
設
）

ず
、
別
表
第
十
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
鯨
を
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
禁
止
区
域
に
お
い
て
は
、
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
採
捕
さ
れ
た
鯨
は
、
所
持
し
、
又
は
販
売
し
て

は
な
ら
な
い
。

（
高
度
回
遊
性
魚
類
資
源
の
採
捕
の
禁
止
）

（
高
度
回
遊
性
魚
類
資
源
の
採
捕
の
禁
止
）

第
九
十
五
条

中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
の
う
ち
公
海
に
お
い
て
は
、
船
舶
に

第
九
十
一
条
の
二

中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
の
う
ち
公
海
に
お
い
て
は
、
船

よ
り
、
中
西
部
太
平
洋
条
約
第
三
条
３
の
規
定
に
よ
り
同
条
約
を
適
用
す
る

舶
に
よ
り
、
中
西
部
太
平
洋
条
約
第
三
条
３
の
規
定
に
よ
り
同
条
約
を
適
用

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
魚
種
で
あ
っ
て
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示
す

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
魚
種
で
あ
つ
て
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て
告

る
も
の
（
以
下
「
高
度
回
遊
性
魚
類
資
源
」
と
い
う
。
）
を
採
捕
し
て
は
な

示
す
る
も
の
（
以
下
「
高
度
回
遊
性
魚
類
資
源
」
と
い
う
。
）
を
採
捕
し
て

ら
な
い
。
た
だ
し
、
大
中
型
ま
き
網
漁
業
又
は
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
を
営

は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
大
中
型
ま
き
網
漁
業
、
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁

む
者
が
採
捕
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

業
若
し
く
は
近
海
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
を
営
む
者
が
採
捕
す
る
場
合
又
は

こ
れ
ら
の
者
以
外
の
者
が
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
採
捕
す
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
又
は
み
な
み
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
の
禁
止
）

（
削
る
。
）

第
九
十
一
条
の
三

第
五
十
七
条
第
一
項
の
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
割
当
て
を

受
け
た
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
及
び
外
国
等
割
当
て
大
西
洋
く
ろ
ま

ぐ
ろ
の
採
捕
を
行
う
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
以
外
の
者
は
、
大
西
洋

く
ろ
ま
ぐ
ろ
を
、
同
条
第
一
項
の
み
な
み
ま
ぐ
ろ
の
割
当
て
を
受
け
た
遠
洋

か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
及
び
外
国
等
割
当
て
み
な
み
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
を
行

う
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
以
外
の
者
は
、
み
な
み
ま
ぐ
ろ
を
、
そ
れ
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ぞ
れ
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
又
は
み
な
み
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
等
の
禁
止
）

（
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
又
は
み
な
み
ま
ぐ
ろ
の
所
持
等
の
禁
止
）

第
九
十
六
条

何
人
も
、
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
又
は
み
な
み
ま
ぐ
ろ
を
採
捕
し

第
九
十
一
条
の
四

（
新
設
）

て
は
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
新
設
）

一

漁
獲
割
当
管
理
区
分
に
お
い
て
年
次
漁
獲
割
当
量
設
定
者
が
そ
の
設
定

を
受
け
た
年
次
漁
獲
割
当
量
の
範
囲
内
に
お
い
て
採
捕
す
る
場
合

二

大
西
洋
の
ま
ぐ
ろ
類
の
保
存
の
た
め
の
国
際
条
約
の
締
結
国
た
る
外
国

等
に
対
す
る
割
当
て
又
は
み
な
み
ま
ぐ
ろ
の
保
存
の
た
め
の
条
約
の
締
結

国
た
る
外
国
等
に
対
す
る
割
当
て
を
受
け
て
当
該
割
当
て
の
範
囲
内
に
お

い
て
採
捕
す
る
場
合

３

第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
陸
揚
げ
を
行
い
、
又
は
第
一
項

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
陸
揚
げ
を
行
い
、
又
は
第
五
十
七

の
規
定
に
違
反
し
て
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
又
は
み
な
み
ま
ぐ
ろ
を
採
捕
し
た

条
第
五
項
若
し
く
は
前
条
の
規
定
に
違
反
し
て
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
又
は
み

者
は
、
当
該
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
又
は
み
な
み
ま
ぐ
ろ
を
販
売
し
、
又
は
販

な
み
ま
ぐ
ろ
を
採
捕
し
た
者
は
、
当
該
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
又
は
み
な
み
ま

売
の
目
的
を
も
っ
て
所
持
し
、
若
し
く
は
加
工
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
情

ぐ
ろ
を
販
売
し
、
又
は
販
売
の
目
的
を
も
つ
て
所
持
し
、
若
し
く
は
加
工
し

を
知
っ
て
こ
れ
を
譲
り
受
け
た
者
も
、
同
様
と
す
る
。

て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
情
を
知
つ
て
こ
れ
を
譲
り
受
け
た
者
も
、
同
様
と
す

る
。

（
採
捕
違
反
に
係
る
船
舶
に
対
す
る
停
泊
命
令
）

（
削
る
。
）

第
九
十
一
条
の
五

農
林
水
産
大
臣
は
、
漁
業
者
（
指
定
漁
業
を
営
む
者
を
除

く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
き
、
合
理
的
に
判
断
し
て
前
三

条
の
規
定
に
違
反
し
た
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
漁
業
取
締

り
上
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
漁
業
者
又
は
当
該
漁
業
者
の
使
用
に
係
る

船
舶
の
船
長
、
船
長
の
職
務
を
行
う
者
若
し
く
は
操
業
を
指
揮
す
る
者
に
対

し
、
停
泊
港
及
び
停
泊
期
間
を
指
定
し
て
、
当
該
漁
業
者
の
使
用
に
係
る
船

舶
の
停
泊
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続

の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る
聴
聞
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に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
船
長
等
の
乗
組
み
禁
止
命
令
）

（
削
る
。
）

第
九
十
一
条
の
六

農
林
水
産
大
臣
は
、
合
理
的
に
判
断
し
て
漁
業
者
（
指
定

漁
業
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
第
九
十
一
条
の
二
か

ら
第
九
十
一
条
の
四
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
た
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

に
お
い
て
、
漁
業
取
締
り
上
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
漁
業
者
の
使
用
に

係
る
船
舶
の
船
長
、
船
長
の
職
務
を
行
う
者
又
は
操
業
を
指
揮
す
る
者
に
対

し
、
高
度
回
遊
性
魚
類
資
源
及
び
み
な
み
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
に
係
る
船
舶
へ
の

乗
組
み
を
制
限
し
、
又
は
禁
止
す
る
こ
と
が
あ
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続

の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る
聴
聞

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
運
搬
船
の
届
出
）

（
運
搬
船
の
届
出
）

第
九
十
七
条

別
表
第
八
の
上
欄
に
掲
げ
る
港
内
又
は
海
域
に
お
い
て
か
つ
お

第
九
十
一
条
の
七

別
表
第
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
港
内
又
は
海
域
に
お
い
て
遠

・
ま
ぐ
ろ
漁
業
（
総
ト
ン
数
百
二
十
ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
に
よ
り
、
浮
き

洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
（
浮
き
は
え
縄
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の

は
え
縄
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品
の
転
載
を

漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品
の
転
載
を
当
該
漁
獲
物
を
採
捕
し
又
は
当
該
製
品
を

当
該
漁
獲
物
を
採
捕
し
、
又
は
当
該
製
品
を
製
造
し
た
船
舶
か
ら
受
け
る
日

製
造
し
た
船
舶
か
ら
受
け
る
日
本
船
舶
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
運
搬
船

本
船
舶
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
運
搬
船
」
と
い
う
。
）
を
運
航
す
る
者

」
と
い
う
。
）
を
運
航
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
運
搬
船
ご
と
に
、

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
運
搬
船
ご
と
に
、
別
記
様
式
第
七
号
の
運
搬
船
届

別
記
様
式
第
八
号
の
運
搬
船
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
、
農
林
水

出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
、
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
ま
ぐ
ろ
又
は
か
じ
き
の
採
捕
の
制
限
）

（
ま
ぐ
ろ
又
は
か
じ
き
の
採
捕
の
制
限
）

第
九
十
八
条

（
略
）

第
九
十
二
条

（
略
）
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（
さ
け
・
ま
す
漁
業
の
禁
止
）

（
削
る
。
）

第
九
十
三
条

法
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
水
産
資
源
保
護
法
第
四
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
赤
道
以
北
の
太
平
洋
の
海
域
に
お
い
て
は
、
総
ト
ン
数

十
ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
に
よ
り
さ
け
又
は
ま
す
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
漁
業
（
中
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
及
び
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
小
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
を
除
く
。
）
を
営
ん
で
は
な
ら
な

い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
漁
業
権
若
し
く
は
入
漁
権
に
基
づ
い
て
営
む
場

合
又
は
さ
け
若
し
く
は
ま
す
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
に
つ
い
て
の

法
第
六
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
水
産
資
源
保
護
法
第
四
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
都
道
府
県
規
則
の
規
定
に
よ
る
都

道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
て
営
む
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
合
理
的
に
判
断
し
て
漁
業
者
（
指
定
漁
業
者
を
除

く
。
）
が
前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
け
又
は
ま
す
を
と
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
漁
業
を
営
ん
だ
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
漁
業
取
締
り

上
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
漁
業
者
又
は
当
該
漁
業
者
の
使
用
に
係
る
船

舶
の
船
長
、
船
長
の
職
務
を
行
う
者
若
し
く
は
操
業
を
指
揮
す
る
者
に
対
し

、
停
泊
港
及
び
停
泊
期
間
を
指
定
し
て
当
該
船
舶
の
停
泊
を
命
ず
る
こ
と
が

あ
る
。

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続

の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る
聴
聞

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
許
可
を
仮
装
し
た
船
舶
の
立
入
禁
止
）

（
削
る
。
）

第
九
十
四
条

漁
業
を
営
む
者
は
、
漁
業
取
締
り
の
た
め
農
林
水
産
大
臣
が
中

型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
の
許
可
に
係
る
船
舶
以
外
の
船
舶
に
第
六
十
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
塗
装
と
同
一
又
は
紛
ら
わ
し
い
塗
装
を
し
て
さ
け
又

は
ま
す
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
を
営
む
た
め
に
立
ち
入
る
こ
と
を

禁
止
す
る
区
域
及
び
期
間
を
定
め
て
告
示
し
た
と
き
は
、
当
該
期
間
内
に
お

い
て
は
、
当
該
許
可
を
仮
装
し
て
当
該
漁
業
を
営
む
た
め
に
当
該
同
一
又
は
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紛
ら
わ
し
い
塗
装
を
し
た
船
舶
に
よ
り
当
該
区
域
内
に
立
ち
入
つ
て
は
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
小
型
さ
け
・
ま
す

流
し
網
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
が
当
該
許
可
に
係
る
船
舶
に
よ
り
立
ち
入

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
は
、
そ
の
施
行
期
日
を
定
め
、
そ
の
期
日
の
二

週
間
前
ま
で
に
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
政
府
間
の

取
決
め
の
実
施
の
た
め
緊
急
を
要
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
無
許
可
船
舶
に
お
け
る
さ
け
又
は
ま
す
を
と
る
漁
具
の
所
持
の
禁
止
）

（
無
許
可
船
舶
に
お
け
る
さ
け
又
は
ま
す
を
と
る
漁
具
の
所
持
の
禁
止
）

第
九
十
九
条

漁
業
を
営
む
者
は
、
政
府
間
の
取
決
め
の
実
施
の
た
め
農
林
水

第
九
十
五
条

漁
業
を
営
む
者
は
、
政
府
間
の
取
決
め
の
実
施
の
た
め
農
林
水

産
大
臣
が
中
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
の
許
可
又
は
さ
け
若
し
く
は
ま
す

産
大
臣
が
中
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
の
許
可
又
は
さ
け
若
し
く
は
ま
す

を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
に
つ
い
て
の
法
第
五
十
七
条
第
一
項
若
し

を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
に
つ
い
て
の
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規

く
は
第
百
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
許
可
に
係
る
船

定
若
し
く
は
法
第
六
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
水
産
資
源
保
護

舶
以
外
の
船
舶
（
以
下
「
さ
け
・
ま
す
漁
業
に
係
る
無
許
可
船
舶
」
と
い

法
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
都
道
府
県
規
則
の
規

う
。
）
に
お
い
て
専
ら
さ
け
又
は
ま
す
を
と
る
流
し
網
又
は
は
え
縄
を
所
持

定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
許
可
に
係
る
船
舶
以
外
の
船
舶
（
以
下
「
さ
け

す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
区
域
及
び
期
間
を
定
め
て
告
示
し
た
と
き
は
、
当
該

・
ま
す
漁
業
に
係
る
無
許
可
船
舶
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
も
つ
ぱ
ら
さ
け

区
域
に
お
い
て
は
、
当
該
期
間
中
さ
け
・
ま
す
漁
業
に
係
る
無
許
可
船
舶
に

又
は
ま
す
を
と
る
流
し
網
又
は
は
え
縄
を
所
持
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
区
域

お
い
て
、
当
該
漁
具
を
所
持
し
て
は
な
ら
な
い
。

及
び
期
間
を
定
め
て
告
示
し
た
と
き
は
、
当
該
区
域
に
お
い
て
は
、
当
該
期

間
中
さ
け
・
ま
す
漁
業
に
係
る
無
許
可
船
舶
に
お
い
て
、
当
該
漁
具
を
所
持

し
て
は
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
区
域
及
び
期
間
は
、
そ
の
施
行
期
日
を
定
め
、
そ
の
期
日
の
二
週

２

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

間
前
ま
で
に
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
政
府
間
の
取

決
め
の
実
施
の
た
め
緊
急
を
要
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
さ
け
又
は
ま
す
の
所
持
等
の
禁
止
）

（
削
る
。
）

第
九
十
六
条

漁
業
を
営
む
者
又
は
水
産
動
植
物
の
販
売
若
し
く
は
加
工
を
業

と
す
る
者
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
漁
業
取
締
り
の
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い

て
地
域
及
び
期
間
を
指
定
し
て
漁
業
に
関
す
る
法
令
の
違
反
に
係
る
さ
け
又

は
ま
す
の
所
持
、
販
売
又
は
加
工
の
禁
止
の
措
置
を
定
め
て
告
示
し
た
と
き

は
、
当
該
区
域
に
お
い
て
は
、
当
該
期
間
中
当
該
さ
け
又
は
ま
す
を
所
持
し

、
販
売
し
、
又
は
加
工
し
て
は
な
ら
な
い
。
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２

第
九
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

（
日
本
海
小
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
に
関
す
る
制
限
）

（
削
る
。
）

第
九
十
七
条

法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
小
型
さ
け
・
ま
す
流
し

網
漁
業
の
う
ち
そ
の
操
業
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
日
本
海
の
海
域
（
北
海

道
檜
山
郡
と
松
前
郡
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
か
ら
松
前

郡
小
島
灯
台
中
心
点
を
経
て
青
森
県
竜
飛
崎
灯
台
中
心
点
に
至
る
線
以
東
の

津
軽
海
峡
の
海
域
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の

（
以
下
「
日
本
海
小
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
」
と
い
う
。
）
の
許
可
を

受
け
た
者
（
以
下
「
日
本
海
小
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
者
」
と
い
う
。

）
は
、
毎
年
三
月
十
日
か
ら
六
月
二
十
五
日
ま
で
（
政
府
間
の
取
決
め
を
実

施
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
そ
の
他
特
別
の
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て

、
農
林
水
産
大
臣
が
操
業
の
最
終
日
を
定
め
て
告
示
し
た
と
き
は
、
そ
の
日

ま
で
）
の
期
間
内
で
な
け
れ
ば
、
日
本
海
の
海
域
に
お
い
て
、
当
該
漁
業
を

営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

２

日
本
海
小
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
者
は
、
日
本
海
の
海
域
に
お
い
て

当
該
漁
業
を
営
む
た
め
に
流
し
網
を
敷
設
す
る
場
合
に
は
、
海
中
に
お
け
る

そ
の
長
さ
の
合
計
が
当
該
許
可
に
係
る
船
舶
ご
と
に
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を

こ
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
日
本
海
小
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
の
許
可
船
舶
に
対
す
る
停
泊
命
令

）

（
削
る
。
）

第
九
十
八
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
日
本
海
小
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
者

に
つ
き
、
合
理
的
に
判
断
し
て
前
条
の
規
定
に
違
反
す
る
事
実
が
あ
る
と
認

め
る
場
合
に
お
い
て
、
漁
業
取
締
り
上
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
日
本
海

小
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
者
に
対
し
、
停
泊
港
及
び
停
泊
期
間
を
指
定

し
て
当
該
日
本
海
小
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
者
の
使
用
に
係
る
船
舶
の

停
泊
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続

の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る
聴
聞

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
さ
け
又
は
ま
す
の
採
捕
の
制
限
）

（
さ
け
又
は
ま
す
の
採
捕
の
制
限
）

第
百
条

（
略
）

第
九
十
九
条

（
略
）

（
さ
ん
ま
漁
業
の
禁
止
）

（
削
る
。
）

第
百
条

法
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
水
産
資
源
保
護
法
第
四
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
北
緯
三
十
四
度
五
十
四
分
六
秒
の
線
以
北
、
東
経
百
三
十
九

度
五
十
三
分
十
八
秒
の
線
以
東
の
太
平
洋
の
海
域
（
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
及
び
日

本
海
の
海
域
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
の
動
力
漁

船
に
よ
り
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
（
北
太
平
洋
さ
ん
ま
漁

業
を
除
く
。
）
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
合
理
的
に
判
断
し
て
漁
業
者
（
指
定
漁
業
者
を
除
く

。
）
が
前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

を
営
ん
だ
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
漁
業
取
締
り
上
必
要
が

あ
る
と
き
は
、
当
該
漁
業
者
又
は
当
該
漁
業
者
の
使
用
に
係
る
船
舶
の
船
長

、
船
長
の
職
務
を
行
う
者
若
し
く
は
操
業
を
指
揮
す
る
者
に
対
し
、
停
泊
港

及
び
停
泊
期
間
を
指
定
し
て
当
該
船
舶
の
停
泊
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続

の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る
聴
聞

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
ず
わ
い
が
に
の
採
捕
の
制
限
等
）

第
百
一
条

別
表
第
一
の
ず
わ
い
が
に
漁
業
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
海
域
に
お

第
百
一
条

削
除

い
て
は
、
ず
わ
い
が
に
の
未
成
熟
が
に
（
腹
節
の
内
側
に
卵
を
有
し
な
い
雌

が
に
及
び
甲
幅
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
別
表
第
十
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
Ｅ
海

域
に
あ
っ
て
は
、
甲
幅
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
未
満
の
雄
が
に
を
い
う
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。
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２

別
表
第
十
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
は
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

る
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
内
は
、
ず
わ
い
が

に
の
成
熟
が
に
（
未
成
熟
が
に
以
外
の
か
に
を
い
う
。
）
は
、
採
捕
し
て
は

な
ら
な
い
。

３

漁
業
を
営
む
者
又
は
水
産
動
植
物
の
販
売
若
し
く
は
加
工
を
業
と
す
る
者

は
、
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
採
捕
さ
れ
た
ず
わ
い
が
に
又
は
そ
の
製
品

を
所
持
し
、
販
売
し
、
又
は
加
工
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
べ
に
ず
わ
い
が
に
漁
業
の
禁
止
）

（
削
る
。
）

第
百
二
条

法
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
水
産
資
源
保
護
法
第
四
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
令
第
一
項
第
十
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
海
域
以
外
の
日

本
海
の
海
域
に
お
い
て
は
、
動
力
漁
船
に
よ
り
べ
に
ず
わ
い
が
に
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
漁
業
（
日
本
海
べ
に
ず
わ
い
が
に
漁
業
を
除
く
。
）
を
営

ん
で
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
合
理
的
に
判
断
し
て
漁
業
者
（
指
定
漁
業
者
を
除
く

。
）
が
前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
べ
に
ず
わ
い
が
に
を
と
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
漁
業
を
営
ん
だ
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
漁
業
取
締
り

上
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
漁
業
者
又
は
当
該
漁
業
者
の
使
用
に
係
る
船

舶
の
船
長
、
船
長
の
職
務
を
行
う
者
若
し
く
は
操
業
を
指
揮
す
る
者
に
対
し

、
停
泊
港
及
び
停
泊
期
間
を
指
定
し
て
当
該
船
舶
の
停
泊
を
命
ず
る
こ
と
が

あ
る
。

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続

の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る
聴
聞

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
べ
に
ず
わ
い
が
に
の
採
捕
等
の
禁
止
）

（
べ
に
ず
わ
い
が
に
の
採
捕
等
の
禁
止
）

第
百
二
条

（
略
）

第
百
三
条

（
略
）

（
い
か
流
し
網
漁
業
の
禁
止
）
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（
削
る
。
）

第
百
四
条

法
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
水
産
資
源
保
護
法
第
四
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
動
力
漁
船
に
よ
り
流
し
網
を
使
用
し
て
い
か
を
と
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
漁
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
合
理
的
に
判
断
し
て
漁
業
者
（
指
定
漁
業
者
を
除
く

。
）
が
前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
か
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
を

営
ん
だ
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
漁
業
取
締
り
上
必
要
が
あ

る
と
き
は
、
当
該
漁
業
者
又
は
当
該
漁
業
者
の
使
用
に
係
る
船
舶
の
船
長
、

船
長
の
職
務
を
行
う
者
若
し
く
は
操
業
を
指
揮
す
る
者
に
対
し
、
停
泊
港
及

び
停
泊
期
間
を
指
定
し
て
当
該
船
舶
の
停
泊
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続

の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る
聴
聞

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
削
る
。
）

第
百
五
条

削
除

第
六
章

雑
則

（
新
設
）

（
停
船
命
令
）

第
百
三
条

漁
業
監
督
官
は
、
法
第
百
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
査

（
新
設
）

又
は
質
問
を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
操
船
又
は
漁
ろ
う
を
指
揮
監

督
す
る
者
に
対
し
、
停
船
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
停
船
命
令
は
、
法
第
百
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
検
査
又
は
質
問
を
す
る
旨
を
告
げ
、
又
は
表
示
し
、
か
つ
、
国
際
海
事

機
関
が
採
択
し
た
国
際
信
号
書
に
規
定
す
る
次
に
掲
げ
る
信
号
そ
の
他
の
適

切
な
手
段
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

別
記
様
式
第
八
号
に
よ
る
信
号
旗
Ｌ
を
掲
げ
る
こ
と
。

二

サ
イ
レ
ン
、
汽
笛
そ
の
他
の
音
響
信
号
に
よ
り
Ｌ
の
信
号
（
短
音
一
回

、
長
音
一
回
、
短
音
二
回
）
を
約
七
秒
の
間
隔
を
置
い
て
連
続
し
て
行
う

こ
と
。
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三

投
光
器
に
よ
り
Ｌ
の
信
号
（
短
光
一
回
、
長
光
一
回
、
短
光
二
回
）
を

約
七
秒
の
間
隔
を
置
い
て
連
続
し
て
行
う
こ
と
。

３

前
項
に
お
い
て
、
「
長
音
」
又
は
「
長
光
」
と
は
、
約
三
秒
間
継
続
す
る

吹
鳴
又
は
投
光
を
い
い
、
「
短
音
」
又
は
「
短
光
」
と
は
、
約
一
秒
間
継
続

す
る
吹
鳴
又
は
投
光
を
い
う
。

（
船
長
等
の
乗
組
み
禁
止
命
令
）

第
百
四
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
漁
業
者
そ
の
他
水
産
動
植
物
を
採
捕
す
る
者

（
新
設
）

が
漁
業
に
関
す
る
法
令
の
規
定
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
に
違
反

す
る
行
為
を
し
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
行
為
を
し
た
者
が
使
用
す
る
船

舶
の
船
長
、
船
長
の
職
務
を
行
う
者
、
又
は
操
業
を
指
揮
す
る
者
（
基
地
式

捕
鯨
業
又
は
母
船
式
捕
鯨
業
に
お
け
る
砲
手
を
含
む
。
）
に
対
し
、
当
該
違

反
に
係
る
漁
業
又
は
水
産
資
源
の
採
捕
に
係
る
船
舶
へ
の
乗
組
み
を
制
限
し

、
又
は
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続

の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る
聴

聞
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
漁
業
監
督
官
の
乗
船
）

第
百
五
条

漁
業
監
督
官
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

（
新
設
）

と
き
は
、
大
臣
許
可
漁
業
の
許
可
に
係
る
船
舶
に
乗
船
す
る
こ
と
が
で
き
る

。（
外
国
の
法
令
の
遵
守
）

第
百
六
条

大
臣
許
可
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
外
国
の
領
海
又
は
排
他

（
新
設
）

的
経
済
水
域
に
お
い
て
操
業
す
る
場
合
に
は
、
漁
業
に
関
す
る
法
令
に
相
当

す
る
当
該
外
国
の
法
令
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

別
表
第
五
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
（
大
臣
許
可
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
を

除
く
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
操
業
す
る
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場
合
に
は
、
漁
業
に
関
す
る
法
令
に
相
当
す
る
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
外
国

の
法
令
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
外
国
周
辺
の
海
域
に
お
け
る
船
舶
の
立
入
禁
止
）

第
百
七
条

外
国
周
辺
の
海
域
の
う
ち
別
表
第
五
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
域
に
お

（
新
設
）

い
て
は
、
漁
業
を
営
む
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
を
除
き

、
漁
業
を
営
む
た
め
に
船
舶
に
よ
り
当
該
区
域
内
に
立
ち
入
っ
て
は
な
ら
な

い
。

（
外
国
周
辺
の
海
域
に
お
け
る
操
業
等
の
禁
止
命
令
）

第
百
八
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
漁
業
者
が
前
条
の
規
定
に
違
反
し
て
漁
業
を

（
新
設
）

営
ん
だ
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
漁
業
取
締
り
の
た
め
必
要
な
限
度

に
お
い
て
、
当
該
漁
業
者
又
は
当
該
漁
業
者
の
使
用
に
係
る
船
舶
の
船
長
、

船
長
の
職
務
を
行
う
者
若
し
く
は
操
業
を
指
揮
す
る
者
に
対
し
、
当
該
違
反

に
係
る
同
条
の
区
域
の
周
辺
の
海
域
に
つ
き
漁
業
を
営
み
、
又
は
漁
業
に
従

事
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
区
域
及
び
期
間
を
指
定
し
て
、
漁
業
を
営
み
、
又

は
漁
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続

の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る
聴

聞
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
鯨
体
処
理
場
）

第
百
九
条

鯨
体
処
理
場
を
設
置
し
、
又
は
そ
の
設
備
を
変
更
し
よ
う
と
す
る

（
新
設
）

者
は
、
鯨
体
処
理
場
ご
と
に
、
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
請
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
て
、
同
項
の
許
可
を
申
請
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
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る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

二

鯨
体
処
理
場
の
名
称

三

鯨
体
処
理
場
の
設
置
場
所

四

第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
る
連
絡
先

３

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合

次
に
掲

げ
る
書
類

イ

住
民
票
の
写
し

ロ

略
歴

ハ

鯨
体
処
理
場
の
建
物
図
面

ニ

鯨
体
処
理
場
の
仕
様
書

ホ

設
置
場
所
及
び
そ
の
付
近
の
図
面

二

第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合

次
に
掲

げ
る
書
類

イ

定
款

ロ

登
記
事
項
証
明
書

ハ

役
員
の
氏
名
、
住
所
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
面

ニ

前
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
書
類

（
鯨
体
処
理
場
の
条
件
）

第
百
十
条

鯨
体
処
理
場
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば

（
新
設
）

な
ら
な
い
。

一

水
産
動
植
物
に
有
害
な
物
が
遺
棄
さ
れ
、
又
は
漏
せ
つ
す
る
お
そ
れ
が

な
い
こ
と
。

二

第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
体

制
を
有
す
る
こ
と
。

（
変
更
命
令
等
）

第
百
十
一
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
鯨
体
処
理
場
が
前
条
の
条
件
を
満
た
さ
な

（
新
設
）

く
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
鯨
体
処
理
場
の
設
置
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
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「
鯨
体
処
理
場
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
鯨
体
処
理
場
の
設
備

の
変
更
を
命
じ
、
又
は
そ
の
使
用
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
許
可
の
取
消
し
等
）

第
百
十
二
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

（
新
設
）

は
、
第
百
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
鯨
体
処
理

場
の
使
用
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
許
可
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
鯨
体
処
理
場
の
設
置
又
は
そ
の
設
備

の
変
更
が
な
い
と
き
。

二

鯨
体
処
理
場
が
引
き
続
き
二
年
間
使
用
さ
れ
て
い
な
い
と
き
。

三

鯨
体
処
理
場
設
置
者
が
こ
の
省
令
の
規
定
又
は
こ
の
省
令
の
規
定
に
基

づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続

の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
聴

聞
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
鯨
体
処
理
状
況
の
記
載
）

第
百
十
三
条

鯨
体
処
理
場
設
置
者
は
、
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

（
新
設
）

報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
報
告
に
係
る
事
項
を
帳
簿
に
記

載
し
、
か
つ
、
当
該
鯨
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
判
明
の
都
度
こ
れ

に
併
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

処
理
開
始
の
日
時

二

体
長

三

性
別

四

乳
分
泌
の
有
無

五

胎
児
の
性
別
及
び
体
長

六

こ
の
省
令
に
違
反
す
る
事
実
の
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
詳
細

２

第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
第
二
号
及
び
第
五
号
の
体
長
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
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（
鯨
体
処
理
状
況
報
告
書
の
提
出
）

第
百
十
四
条

鯨
体
処
理
場
設
置
者
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示

（
新
設
）

す
る
様
式
に
よ
る
毎
年
の
鯨
体
処
理
状
況
報
告
書
を
、
翌
年
の
一
月
三
十
一

日
ま
で
に
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
鯨
体
処
理
場
の
廃
止
の
届
出
）

第
百
十
五
条

鯨
体
処
理
場
設
置
者
は
、
鯨
体
処
理
場
を
廃
止
し
た
と
き
は
、

（
新
設
）

遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
届
出
に
係
る
鯨
体
処

理
場
の
設
置
の
許
可
は
効
力
を
失
う
。

（
提
出
書
類
の
経
由
機
関
）

第
百
十
六
条

こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
す
る
書
類
で

（
新
設
）

あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
第
一
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

に
あ
っ
て
は
住
所
地
（
二
以
上
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
住
所
地
）

を
、
第
十
六
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
漁
業
根
拠

地
（
漁
業
を
営
む
者
が
そ
の
営
む
漁
業
に
使
用
す
る
船
舶
に
よ
り
行
う
当
該

漁
業
の
操
業
を
管
理
す
る
事
務
所
の
所
在
地
を
い
い
、
二
以
上
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
主
た
る
漁
業
根
拠
地
を
い
う
。
）
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
を

経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

遠
洋
底
び
き
網
漁
業
に
関
す
る
も
の

二

東
シ
ナ
海
は
え
縄
漁
業
に
関
す
る
も
の

三

大
西
洋
等
は
え
縄
等
漁
業
に
関
す
る
も
の

四

太
平
洋
底
刺
し
網
等
漁
業
に
関
す
る
も
の

五

基
地
式
捕
鯨
業
に
関
す
る
も
の

六

母
船
式
捕
鯨
業
に
関
す
る
も
の

七

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
に
関
す
る
も
の

八

東
シ
ナ
海
等
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
に
関
す
る
も
の

九

か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
関
す
る
も
の

十

中
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
に
関
す
る
も
の
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十
一

北
太
平
洋
さ
ん
ま
漁
業
に
関
す
る
も
の

十
二

ず
わ
い
が
に
漁
業
に
関
す
る
も
の

十
三

日
本
海
べ
に
ず
わ
い
が
に
漁
業
に
関
す
る
も
の

十
四

い
か
釣
り
漁
業
に
関
す
る
も
の

十
五

届
出
漁
業
に
関
す
る
も
の

十
六

沖
合
底
び
き
網
漁
業
に
関
す
る
も
の

十
七

以
西
底
び
き
網
漁
業
に
関
す
る
も
の

十
八

大
中
型
ま
き
網
漁
業
に
関
す
る
も
の

２

第
六
章
の
規
定
に
よ
り
鯨
体
処
理
場
に
関
し
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
す
る

書
類
は
、
当
該
鯨
体
処
理
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
を
経
由

し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
書
類
は
、
都
道
府
県
知
事

を
経
由
せ
ず
に
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
資
源
管
理
の
状
況
等
の
報
告
に
関
す

る
も
の

二

第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
位
置
等
の
報
告
に
関
す
る
も
の

三

第
四
十
二
条
又
は
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
陸
揚
げ
又
は
転
載
の
届

出
に
関
す
る
も
の

四

第
九
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
運
搬
船
の
届
出
に
関
す
る
も
の

第
七
章

罰
則

第
五
章

罰
則

（
罰
則
）

（
罰
則
）

第
百
十
七
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役

第
百
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
若

若
し
く
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

し
く
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

一

第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
（
第
二
十
八
条
に

一

第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
、
第
二
十
九
条
（
第
三

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
、
第

十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
三
条
の
三
、
第
三

四
十
五
条
第
二
項
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
、
第
五
十
九
条
、
第
六

十
四
条
第
三
項
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
七
条
第
二
項
、
第
四
十
二
条
第

十
条
、
第
六
十
六
条
、
第
七
十
三
条
第
一
項
、
第
七
十
四
条
第
一
項
、
第

三
項
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
第
二
項
、
第
四
十
六
条
第
三
項
、
第

七
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
七
十
六
条
、
第
八
十
二
条
、
第

四
十
七
条
、
第
五
十
七
条
第
五
項
、
第
五
十
九
条
、
第
六
十
条
、
第
六
十

八
十
八
条
か
ら
第
九
十
条
ま
で
、
第
九
十
一
条
第
一
項
、
第
九
十
三
条
か

五
条
、
第
七
十
条
、
第
七
十
一
条
第
三
項
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
五
条
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ら
第
九
十
五
条
ま
で
、
第
九
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
九
十

、
第
七
十
八
条
か
ら
第
八
十
条
ま
で
、
第
八
十
一
条
第
一
項
、
第
八
十
三

八
条
、
第
百
条
か
ら
第
百
二
条
ま
で
、
第
百
七
条
又
は
第
百
九
条
第
一
項

条
第
一
項
、
第
九
十
一
条
、
第
九
十
一
条
の
二
か
ら
第
九
十
一
条
の
四
ま

の
規
定
に
違
反
し
た
者

で
、
第
九
十
二
条
、
第
九
十
七
条
、
第
九
十
九
条
又
は
第
百
三
条
の
規
定

に
違
反
し
た
者

二

第
百
四
条
第
一
項
又
は
第
百
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反

二

第
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第

し
た
者

七
十
六
条
、
第
七
十
七
条
、
第
八
十
二
条
第
二
項
、
第
九
十
一
条
の
五
第

一
項
、
第
九
十
一
条
の
六
第
一
項
、
第
九
十
三
条
第
二
項
、
第
百
条
第
二

項
、
第
百
二
条
第
二
項
又
は
第
百
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違

反
し
た
者

２

（
略
）

２

（
略
）

第
百
十
八
条

第
三
十
九
条
、
第
四
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
五

第
百
七
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又

十
三
条
、
第
五
十
四
条
（
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

）
、
第
五
十
七
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
九
条
、
第
八
十
条
、
第
八
十
一

条
、
第
九
十
一
条
第
三
項
（
第
九
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
又
は
第
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
六
月
以

下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

（
削
る
。
）

一

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
一
条
の
七
、
第
三
十
七
条
第
一
項

若
し
く
は
第
三
項
、
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
五
十
六

条
の
二
（
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十

条
の
二
の
二
（
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

六
十
九
条
、
第
八
十
一
条
第
三
項
（
第
九
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
十
四
条
第
一
項
、
第
九
十
五
条
第
一
項
又
は

第
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

（
削
る
。
）

二

第
二
十
条
第
一
項
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
又
は
第
九
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

第
百
十
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
十
万
円
以
下
の
罰

第
百
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金

金
に
処
す
る
。

に
処
す
る
。

一

第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
一
条
（
第
五
十

一

第
十
五
条
、
第
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
六
条
、
第

五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
五
条
（
第
六
十
三

三
十
条
の
二
、
第
三
十
一
条
の
三
（
第
六
十
条
の
三
及
び
第
六
十
二
条
に
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条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
四

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
八
条
第
一
項
、
第
四
十
五

十
九
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
（
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

条
第
一
項
、
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
六
条
第
一
項
、
第
五
十
八
条
、

を
含
む
。
）
、
第
五
十
二
条
第
一
項
（
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る

第
六
十
一
条
第
一
項
、
第
六
十
三
条
第
一
項
、
第
六
十
四
条
、
第
六
十
七

場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
六
条
第
一
項
、
第
五
十
八
条
、
第
六
十
四
条

条
第
一
項
又
は
第
六
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

第
一
項
、
第
六
十
五
条
、
第
六
十
七
条
第
一
項
、
第
六
十
八
条
又
は
第
七

十
九
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二

第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
操
業
日
誌
を
備
え
付
け
ず
、
又
は

二

第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
操
業
日
誌
を
備
え
付
け
ず
、

こ
れ
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
事
項
を
記
載

又
は
こ
れ
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
事
項
を

し
た
者

記
載
し
た
者

三

第
七
十
七
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は

（
新
設
）

虚
偽
の
届
出
を
し
た
者

第
百
二
十
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ

第
百
九
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の

の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
又
は
財
産
に
関
し
て
、
第
百

他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
又
は
財
産
に
関
し
て
、
第
百
六

十
七
条
第
一
項
、
第
百
十
八
条
又
は
前
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行

条
第
一
項
、
第
百
七
条
又
は
前
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を

為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
、
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科

罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
、
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

す
る
。
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別
記
様
式
第
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
八
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別記 

様式第１号（第３条、第４条関係） 

〇〇〇〇〇の許可（起業の認可）申請書 

年 月 日 

農林水産大臣     殿 

 

        住 所 

        氏 名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） ㊞ 

 

 下記により〇〇〇〇〇の許可（起業の認可）を受けたいので、関係書類を添え

て申請します。 

 

記 

 

１ 使用する船舶 

 (1) 漁船登録番号 

 (2) 船  名 

 (3) 船舶総トン数 

 (4) 冷凍設備の有無及びその能力 

 (5) 通信機器等の有無及びその種類 

２ 操業区域 

３ 漁業時期 

４ 漁業根拠地 

５ 漁獲物等陸揚港 

備考 

１ 〇〇〇〇〇は、大臣許可漁業の種類を記載すること。 

２ 冷凍設備の能力は、冷凍トンを記載すること。 

３ 通信機器等の有無及びその種類は、通信機器及びＧＰＳ受信機その他の

自船の位置を測定できる装置について記載すること。 

４ 漁業根拠地とは、当該船舶により行う当該大臣許可漁業の操業を管理す

る事務所の所在地をいい、２以上ある場合には主たるものに「（主）」を冠す

ること。 

５ 漁獲物等陸揚港とは、漁獲物又はその製品の陸揚港をいう。 

 ６ 次の表の左欄に掲げる大臣許可漁業にあっては、同表の右欄に掲げる事

項についても記載すること。  
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大臣許可漁業の種類 記載事項 

沖合底びき網漁業 １ 漁業の方法（１そうびき又は２そうびきの別） 

２ 階層名 

３ 推進機関の種類及び馬力数 

以西底びき網漁業 １ 漁業の方法（１そうびき又は２そうびきの別） 

２ 推進機関の種類及び馬力数 

遠洋底びき網漁業 同 上 

大西洋等はえ縄等漁業 使用漁具の種類及び規模 

太平洋底刺し網等漁業 同 上 

大中型まき網漁業 １ 漁業の方法（１そうまき又は２そうまきの別） 

２ 階層名 

３ 魚そうの容積 

基 地 式 捕 鯨 業 １ 使用しようとする鯨体処理場の所在地及び名称

（２以上ある場合には、主たるものに「（主）」を冠

すること。） 

２ もりづつの口径 

母 船 式 捕 鯨 業 申請に係る船舶と同一の船団に属する母船又は独

航船の名称及び総トン数 

かじき等流し網漁業 船舶にとう載する漁具の規模 

東シナ海等かじき等流し網漁業 同 上 

かつお・まぐろ漁業 １ 漁業の方法（釣り漁業又は浮きはえ縄漁業の

別） 

２ 階層名 

北太平洋さんま漁業 集魚灯の種類及び消費電力の総和 

ず わ い が に 漁 業 使用漁具の種類及び数量 

日本海べにずわいがに漁業 同 上 

備考 

 推進機関の馬力数は、漁船法施行規則（昭和 25 年農林省令第 95 号）第１条

第７項に規定するものを記載すること。 
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様式第２号（第４条関係） 

 

○○○○○船舶件名書（計画又は現在） 

 

１ 船名 

２ 船質 

３ 船舶番号 

４ 船体の長さ、幅及び深さ 

５ 船舶総トン数 

６ 推進機関の種類及び馬力数 

７ 最大速力 

８ 魚そうの容積 

９ 冷凍設備の有無及びその能力 

10 通信機器等の有無及びその種類 

11 造船所の所在地及び名称 

12 機関製作所の所在地及び名称 

13 起工、進水及びしゅん工の予定年月日（現在のものは、進水年月日） 

14 所有者の住所及び氏名又は名称 

15 建造（購入）価格 

16 資金調達方法（自己資金及び借入金に区分し、借入金は借入先別に記載する

こと。） 

 

備考 

 １ ○○○○○は、大臣許可漁業の種類を記載すること。 

 ２ 冷凍設備の能力は、冷凍トンを記載すること。 

３ 通信機器等の有無及びその種類は、通信機器及びＧＰＳ受信機その他の

自船の位置を測定できる装置について記載すること。 
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様式第３号（第 16 条関係） 

⑴ 沖合底びき網漁業、大中型まき網漁業、基地式捕鯨業、母船式捕鯨業及び

かつお・まぐろ漁業以外の大臣許可漁業の場合 

 

許 可 番 号  ○○○○○許可証 

住     所  

氏 名 又 は 名 称  

船      舶 

船    名  総 ト ン 数  

漁船登録番号  
使用権の種類 

及 び 期 限 
年 月 日まで 

操 業 区 域  

漁 業 時 期  

漁具の種類その他 

の 漁 業 の 方 法 
 

漁 業 根 拠 地  

漁獲物等陸揚港  

許可の有効期間 年  月  日から   年  月  日まで 

条      件  

 

   年  月  日 

 

                            農林水産大臣 印 
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⑵ 沖合底びき網漁業、大中型まき網漁業及びかつお・まぐろ漁業の場合 

 

許 可 番 号  ○○○○○許可証 

住     所  

氏 名 又 は 名 称  

船      舶 

船    名  総 ト ン 数 
 

（階層： ） 

漁船登録番号  
使用権の種類 

及 び 期 限 
年 月 日まで 

操 業 区 域  

漁 業 時 期  

漁具の種類その他 

の 漁 業 の 方 法 
 

漁 業 根 拠 地  

漁獲物等陸揚港  

許可の有効期間 年  月  日から   年  月  日まで 

条      件  

 

   年  月  日 

 

                            農林水産大臣 印 
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⑶ 基地式捕鯨業の場合 

 

許 可 番 号  基地式捕鯨業許可証 

住     所  

氏 名 又 は 名 称  

船      舶 

船    名  総 ト ン 数  

漁船登録番号  
使用権の種類 

及 び 期 限 
年 月 日まで 

操 業 区 域  

漁 業 時 期  

使 用 す る 鯨 体 

処 理 場 
名   称  所  在  地  

漁具の種類その他 

の 漁 業 の 方 法 
 

許可の有効期間 年  月  日から   年  月  日まで 

条      件  

 

   年  月  日 

 

                            農林水産大臣 印 
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⑷ 母船式捕鯨業に係る母船の場合 

 

許 可 番 号  母船式捕鯨業許可証（母船） 

住     所  

氏 名 又 は 名 称  

船      舶 

船    名  総 ト ン 数  

漁船登録番号  
使用権の種類 

及 び 期 限 
年 月 日まで 

操 業 区 域  

漁 業 時 期  

同一の船団に属 

する独航船の船名 

及 び 総 ト ン 数 

船  名 総トン数 船  名 総トン数 船  名 総トン数 

      

漁 業 根 拠 地  

漁獲物等陸揚港  

許可の有効期間 年  月  日から   年  月  日まで 

条      件  

 

   年  月  日 

 

                            農林水産大臣 印 
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⑸ 母船式捕鯨業に係る独航船の場合 

 

許 可 番 号  母船式捕鯨業許可証（独航船） 

住     所  

氏 名 又 は 名 称  

船      舶 

船    名  総 ト ン 数  

漁船登録番号  
使用権の種類 

及 び 期 限 
年 月 日まで 

操 業 区 域  

漁 業 時 期  

漁具の種類その他 

の 漁 業 の 方 法 
 

同一の船団に属 

する母船の船名 

及 び 総 ト ン 数 

 

許可の有効期間 年  月  日から   年  月  日まで 

条      件  

 

   年  月  日 

 

                            農林水産大臣 印 
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様式第４号（第 40 条関係） 

 

大中型まき網漁業に係る運搬船届出書 

 

年  月  日 

農林水産大臣 殿 

 

           住 所  

           氏 名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）印  

 

下記により大中型まき網漁業に運搬船を使用しますので、関係書類を添えて

届け出ます。 

 

記 

 

１ 大中型まき網漁業許可船舶 

⑴ 漁船登録番号   

⑵ 許可番号   

⑶ 船  名    

 

２ 使用する運搬船  合計  隻 

 

 運    搬    船 

⑴ 漁 船 登 録 番 号     

⑵ 船  名     

⑶ 船 舶 総 ト ン 数     

⑷ 機関の種類及び馬力数     

⑸ 魚 そ う 容 積     
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様式第５号（第 41 条関係） 

 

大中型まき網漁業に係る火船等届出書 

 

年  月  日 

農林水産大臣 殿 

 

           住 所  

           氏 名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）印  

 

下記により大中型まき網漁業に火船又は魚探船を使用しますので、関係書類

を添えて届け出ます。 

 

記 

 

１ 大中型まき網漁業許可船舶 

⑴ 漁船登録番号   

⑵ 許可番号   

⑶ 船  名    

 

２ 使用する火船又は魚探船  合計  隻 

 

 火     船 魚 探 船 

⑴ 漁 船 登 録 番 号      

⑵ 船  名      

⑶ 船 舶 総 ト ン 数      

⑷ 機関の種類及び馬力数      

⑸ 発 電 機 の 容 量      

⑹ 集魚灯の消費電力の 

総 和      
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様式第６号（第 52 条、第 55 条関係） 

 

80 

 

 

船  名 

80 

根拠地名 

 

 

 

備考 

１ 標識は、黄色の布地である。 

２ 寸法の単位は、センチメートルとする。 
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様式第７号（第 97 条関係） 

 
かつお・まぐろ漁業（総トン数 120 トン以上の動力漁船により、 

浮きはえ縄を使用するものに限る。）に係る運搬船届出書 

 

  年  月  日 

 

農林水産大臣殿 

 

住 所 

 

氏 名            ㊞ 

 

 

下記により、漁業の許可及び取締り等に関する省令別表第８の上欄に掲げる港内又は海

域においてかつお・まぐろ漁業（総トン数 120 トン以上の動力漁船により、浮きはえ縄を

使用するものに限る。）の漁獲物又はその製品の転載を当該漁獲物を採捕し、又は当該製品

を製造した船舶から受けたいので、関係書類を添えて届け出ます。 

 
記 

 

１ 運搬船名（Carrier Vessel Name） 

２ 漁船登録番号（National Registry Number） 

３ 信号符字（International Radio Call Sign） 

４ IMO 番号（IMO Number） 

５ 建造年（Year Built） 

６ 建造所（Name of Builder） 

７ 船籍港（Home Port） 

８ 船体材質（Material） 

９ 前運搬船名（Vessel Name Previous） 

10 前船籍（Flag Previous） 

11 船の長さ（Length Overall）（m） 

12 船舶総トン数（Gross Registered Tonnage）（T） 

13 機関の種類及び馬力数（Type of Engines and Propeller Power）（KW） 

14 魚そう容積（Fish Hold Capacity）（m3） 

15 使用者名（Operator Name） 

16 使用者住所（Operator Address） 

17 所有者名（Owner Name） 

18 所有者住所（Owner Address） 

19 運航期間（Operation Period） 

20 運航海域等（Operation Area） 

21 衛星船位測定送信機の情報（VMS Information） 

 

備考 
運航期間は、１年以内とすること。 

  

 

法人にあっては，名 

称及び代表者の氏名 
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様式第８号（第 103 条関係） 

 

 

備考 

 １ 斜線の部分は、黒であり、その他の部分は、黄である。 

２ この旗は、国際海事機関の採択した国際信号書に記載の「Ｌ」旗（あなた

は、すぐ停船されたい。）である。 

 ３ 数字は、センチメートルを示す。 

 

76.0

38.0

91.0

45.5
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次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ

る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄

に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
二
条
、
第
八
十
七
条
、
第
百
一
条
関
係
）

（
新
設
）

大
臣
許
可

海

域

期

間

漁

業

沖
合
底
び

北
緯
二
十
五
度
十
五
秒
東
経
百
二
十
八
度

き
網
漁
業

二
十
九
分
五
十
三
秒
の
点
か
ら
北
緯
二
十

五
度
十
七
秒
東
経
百
五
十
二
度
五
十
九
分

四
十
六
秒
の
点
に
至
る
直
線
以
北
、
次
に

掲
げ
る
線
か
ら
成
る
線
以
東
、
東
経
百
五

十
二
度
五
十
九
分
四
十
六
秒
の
線
以
西
の

太
平
洋
の
海
域

イ

北
緯
三
十
三
度
九
分
二
十
七
秒
以

北
の
東
経
百
二
十
七
度
五
十
九
分
五

十
二
秒
の
線

ロ

北
緯
三
十
三
度
九
分
二
十
七
秒
東

経
百
二
十
七
度
五
十
九
分
五
十
二
秒

の
点
か
ら
北
緯
三
十
三
度
九
分
二
十

七
秒
東
経
百
二
十
八
度
二
十
九
分
五

十
二
秒
の
点
に
至
る
直
線

ハ

北
緯
三
十
三
度
九
分
二
十
七
秒
東

経
百
二
十
八
度
二
十
九
分
五
十
二
秒

の
点
か
ら
北
緯
二
十
五
度
十
五
秒
東

経
百
二
十
八
度
二
十
九
分
五
十
三
秒

の
点
に
至
る
直
線

以
西
底
び

北
緯
十
度
二
十
秒
の
線
以
北
、
次
に
掲
げ

き
網
漁
業

る
線
か
ら
成
る
線
以
西
の
太
平
洋
の
海
域

イ

前
項
中
欄
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
線

ロ

北
緯
二
十
五
度
十
五
秒
東
経
百
二

十
八
度
二
十
九
分
五
十
三
秒
の
点
か
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ら
北
緯
二
十
五
度
十
五
秒
東
経
百
二

十
度
五
十
九
分
五
十
五
秒
の
点
に
至

る
直
線

ハ

北
緯
二
十
五
度
十
五
秒
以
南
の
東

経
百
二
十
度
五
十
九
分
五
十
五
秒
の

線

遠
洋
底
び

北
緯
十
度
二
十
秒
の
線
以
北
、
次
に
掲
げ

き
網
漁
業

る
線
か
ら
成
る
線
以
西
の
太
平
洋
の
海
域

以
外
の
海
域

イ

北
緯
二
十
五
度
十
七
秒
以
北
の
東

経
百
五
十
二
度
五
十
九
分
四
十
六
秒

の
線

ロ

北
緯
二
十
五
度
十
七
秒
東
経
百
五

十
二
度
五
十
九
分
四
十
六
秒
の
点
か

ら
北
緯
二
十
五
度
十
五
秒
東
経
百
二

十
八
度
二
十
九
分
五
十
三
秒
の
点
に

至
る
直
線

ハ

前
項
中
欄
ロ
及
び
ハ
の
線

東
シ
ナ
海

一

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国

は
え
縄
漁

と
の
間
の
協
定
第
九
条
２
に
定
め
る
海

業

域
二

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
と
中
華
人
民

共
和
国
と
の
間
の
協
定
第
七
条
１
に
定

め
る
海
域

三

北
緯
三
十
度
四
十
分
十
三
秒
の
線
以

北
、
東
経
百
二
十
四
度
四
十
四
分
五
十

四
秒
の
線
以
東
、
東
経
百
二
十
七
度
二

十
九
分
五
十
三
秒
の
線
以
西
の
東
シ
ナ

海
の
海
域
（
第
一
号
に
掲
げ
る
海
域
を

除
く
。
）

大
西
洋
等

大
西
洋
又
は
イ
ン
ド
洋
の
海
域
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は
え
縄
等

漁
業

太
平
洋
底

太
平
洋
の
公
海
（
排
他
的
経
済
水
域
及
び

刺
し
網
等

大
陸
棚
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律

漁
業

第
七
十
四
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す

る
排
他
的
経
済
水
域
及
び
外
国
の
排
他
的

経
済
水
域
を
除
く
。
）

か
じ
き
等

領
海
及
び
排
他
的
経
済
水
域
か
ら
成
る
海

流
し
網
漁

域
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
海
域
以

業

外
の
海
域

一

オ
ホ
ー
ツ
ク
海
、
日
本
海
及
び
東
シ

ナ
海

二

東
京
都
と
千
葉
県
と
の
最
大
高
潮
時

海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
か
ら
最
大
高

潮
時
海
岸
線
と
同
県
南
房
総
市
野
島
埼

灯
台
正
南
の
線
と
の
交
点
に
至
る
最
大

高
潮
時
海
岸
線
及
び
次
に
掲
げ
る
各
点

を
順
次
に
直
線
で
結
ぶ
線
か
ら
成
る
線

以
西
の
太
平
洋
の
海
域

イ

最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
千
葉
県
南

房
総
市
野
島
埼
灯
台
正
南
の
線
と
の

交
点

ロ

千
葉
県
南
房
総
市
野
島
埼
灯
台
正

南
三
十
海
里
の
点

ハ

北
緯
三
十
度
十
五
秒
東
経
百
四
十

六
度
五
十
九
分
四
十
七
秒
の
点

ニ

赤
道
と
東
経
百
四
十
六
度
五
十
九

分
四
十
九
秒
の
線
と
の
交
点

三

領
海
及
び
排
他
的
経
済
水
域
の
う
ち

、
そ
れ
ぞ
れ
東
京
都
小
笠
原
村
南
鳥
島

を
囲
む
部
分
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四

東
経
百
四
十
四
度
五
十
九
分
四
十
六

秒
の
線
、
北
緯
四
十
一
度
十
秒
の
線
、

東
経
百
四
十
二
度
五
十
九
分
四
十
七
秒

の
線
、
北
緯
三
十
八
度
十
一
秒
の
線
、

東
経
百
四
十
一
度
五
十
九
分
四
十
七
秒

の
線
、
次
の
イ
の
点
か
ら
ハ
の
点
ま
で

を
順
次
に
直
線
で
結
ぶ
線
、
次
の
ニ
の

点
か
ら
ヘ
の
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で

結
ぶ
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海

域
（
第
二
号
に
掲
げ
る
海
域
を
除
く
。

）イ

青
森
県
西
津
軽
郡
深
浦
町
艫
作
埼

突
端

ロ

北
海
道
松
前
郡
松
前
町
松
前
小
島

灯
台

ハ

北
海
道
松
前
郡
松
前
町
白
神
岬
突

端
ニ

最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
千
葉
県
南

房
総
市
野
島
埼
灯
台
正
南
の
線
と
の

交
点

ホ

千
葉
県
南
房
総
市
野
島
埼
灯
台
正

南
三
十
海
里
の
点

ヘ

北
緯
三
十
度
十
五
秒
東
経
百
四
十

六
度
五
十
九
分
四
十
七
秒
の
点

東
シ
ナ
海

東
経
百
二
十
七
度
五
十
九
分
五
十
二
秒
の

等
か
じ
き

線
以
西
の
日
本
海
及
び
東
シ
ナ
海
の
海
域

等
流
し
網

漁
業

北
太
平
洋

北
緯
三
十
四
度
五
十
四
分
六
秒
の
線
以
北

さ
ん
ま
漁

、
東
経
百
三
十
九
度
五
十
三
分
十
八
秒
の

業

線
以
東
の
太
平
洋
の
海
域
（
オ
ホ
ー
ツ
ク
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海
及
び
日
本
海
の
海
域
を
除
く
。
）

ず
わ
い
が

一

新
潟
県
と
富
山
県
と
の
最
大
高
潮
時

十
一
月
六
日

に
漁
業

海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
正
北
の
線
（

か
ら
翌
年
三

以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
甲
線
」
と
い

月
二
十
日
ま

う
。
）
以
西
の
日
本
海
の
海
域

で

二

甲
線
以
東
の
日
本
海
の
海
域
の
う
ち

十
月
一
日
か

、
北
緯
四
十
一
度
二
十
分
九
秒
の
線
以

ら
翌
年
五
月

南
の
海
域

三
十
一
日
ま

で

三

甲
線
以
東
の
日
本
海
の
海
域
の
う
ち

十
一
月
一
日

、
北
緯
四
十
一
度
二
十
分
九
秒
の
線
以

か
ら
翌
年
四

北
の
海
域

月
三
十
日
ま

で

四

北
海
道
稚
内
市
宗
谷
岬
突
端
か
ら
樺

十
月
十
六
日

太
西
能
登
呂
岬
突
端
に
至
る
線
以
東
の

か
ら
翌
年
六

オ
ホ
ー
ツ
ク
海
の
海
域
（
東
経
百
四
十

月
十
五
日
ま

八
度
五
十
九
分
四
十
一
秒
の
線
以
西
の

で

北
緯
五
十
三
度
三
十
分
五
秒
の
線
、
北

緯
五
十
三
度
三
十
分
五
秒
東
経
百
四
十

八
度
五
十
九
分
四
十
一
秒
の
点
か
ら
北

緯
四
十
六
度
九
秒
東
経
百
四
十
八
度
五

十
九
分
四
十
三
秒
の
点
に
至
る
直
線
及

び
東
経
百
四
十
八
度
五
十
九
分
四
十
三

秒
の
線
以
東
の
北
緯
四
十
六
度
九
秒
の

線
か
ら
成
る
線
以
南
の
海
域
に
限
る
。

）
五

青
森
県
下
北
郡
東
通
村
尻
屋
埼
突
端

十
二
月
十
日

か
ら
正
東
の
線
と
千
葉
県
南
房
総
市
野

か
ら
翌
年
三

島
埼
突
端
か
ら
正
東
の
線
と
の
両
線
間

月
三
十
一
日

に
お
け
る
太
平
洋
の
海
域

ま
で

日
本
海
べ

次
に
掲
げ
る
海
域
以
外
の
日
本
海
の
海
域
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に
ず
わ
い

一

北
緯
四
十
一
度
二
十
分
九
秒
の
線
以

が
に
漁
業

北
の
我
が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
、
領

海
及
び
内
水

二

北
緯
四
十
一
度
二
十
分
九
秒
の
線
以

南
、
次
に
掲
げ
る
線
か
ら
成
る
線
以
東

の
日
本
海
の
海
域

イ

北
緯
四
十
一
度
二
十
分
九
秒
東
経

百
三
十
七
度
五
十
九
分
四
十
八
秒
の

点
か
ら
北
緯
四
十
度
三
十
分
九
秒
東

経
百
三
十
七
度
五
十
九
分
四
十
八
秒

の
点
に
至
る
直
線

ロ

北
緯
四
十
度
三
十
分
九
秒
東
経
百

三
十
七
度
五
十
九
分
四
十
八
秒
の
点

か
ら
北
緯
三
十
七
度
三
十
分
十
秒
東

経
百
三
十
四
度
五
十
九
分
五
十
秒
の

点
に
至
る
直
線

ハ

北
緯
三
十
七
度
三
十
分
十
秒
東
経

百
三
十
四
度
五
十
九
分
五
十
秒
の
点

か
ら
北
緯
三
十
七
度
三
十
分
十
秒
東

経
百
三
十
三
度
五
十
九
分
五
十
秒
の

点
に
至
る
直
線

ニ

北
緯
三
十
七
度
三
十
分
十
秒
以
南

の
東
経
百
三
十
三
度
五
十
九
分
五
十

秒
の
線

別
表
第
二
（
第
二
条
、
第
七
十
条
関
係
）

（
新
設
）

大
臣
許
可

海

域

漁

業

沖
合
底
び

次
に
掲
げ
る
各
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ぶ
線
及
び
陸
岸
に

き
網
漁
業

よ
り
囲
ま
れ
た
海
域

北
緯
四
十
五
度
二
十
五
分
一
秒
東
経
百
四
十
一
度

(1)
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四
十
九
分
三
十
八
秒
の
点

北
緯
四
十
五
度
三
十
四
分
十
一
秒
東
経
百
四
十
一

(2)
度
四
十
三
分
七
秒
の
点

北
緯
四
十
五
度
三
十
五
分
五
十
五
秒
東
経
百
四
十

(3)
一
度
五
十
六
分
十
四
秒
の
点

北
緯
四
十
五
度
三
十
二
分
四
十
二
秒
東
経
百
四
十

(4)
二
度
十
七
分
五
十
秒
の
点

北
緯
四
十
五
度
十
九
分
三
十
六
秒
東
経
百
四
十
二

(5)
度
三
十
四
分
四
十
八
秒
の
点

北
緯
四
十
五
度
十
分
四
十
九
秒
東
経
百
四
十
二
度

(6)
四
十
分
二
十
九
秒
の
点

北
緯
四
十
四
度
四
十
六
分
八
秒
東
経
百
四
十
二
度

(7)
五
十
七
分
四
秒
の
点

北
緯
四
十
四
度
三
十
六
分
十
三
秒
東
経
百
四
十
三

(8)
度
十
二
分
三
十
一
秒
の
点

北
緯
四
十
四
度
三
十
五
分
四
秒
東
経
百
四
十
三
度

(9)
十
四
分
十
八
秒
の
点

北
緯
四
十
四
度
三
十
一
分
五
秒
東
経
百
四
十
三
度

(10)
二
十
三
分
三
十
五
秒
の
点

北
緯
四
十
四
度
二
十
九
分
十
九
秒
東
経
百
四
十
三

(11)
度
二
十
六
分
十
三
秒
の
点

北
緯
四
十
四
度
二
十
三
分
三
十
三
秒
東
経
百
四
十

(12)
三
度
三
十
九
分
三
十
三
秒
の
点

北
緯
四
十
四
度
二
十
一
分
二
十
三
秒
東
経
百
四
十

(13)
三
度
三
十
八
分
二
秒
の
点

北
緯
四
十
四
度
十
七
分
二
十
五
秒
東
経
百
四
十
三

(14)
度
五
十
分
十
九
秒
の
点

北
緯
四
十
四
度
十
八
分
五
十
五
秒
東
経
百
四
十
三

(15)
度
五
十
一
分
十
一
秒
の
点

北
緯
四
十
四
度
十
三
分
三
十
秒
東
経
百
四
十
四
度

(16)
五
分
の
点
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北
緯
四
十
四
度
十
二
分
四
十
三
秒
東
経
百
四
十
四

(17)
度
四
分
三
十
秒
の
点

北
緯
四
十
四
度
十
分
四
十
六
秒
東
経
百
四
十
四
度

(18)
十
分
二
十
二
秒
の
点

北
緯
四
十
四
度
九
分
五
十
二
秒
東
経
百
四
十
四
度

(19)
十
四
分
二
十
六
秒
の
点

北
緯
四
十
四
度
八
分
九
秒
東
経
百
四
十
四
度
二
十

(20)
分
の
点

北
緯
四
十
四
度
六
分
三
十
七
秒
東
経
百
四
十
四
度

(21)
二
十
分
の
点

北
緯
四
十
四
度
一
分
十
秒
東
経
百
四
十
四
度
三
十

(22)
二
分
三
十
二
秒
の
点

北
緯
四
十
四
度
三
十
四
秒
東
経
百
四
十
四
度
四
十

(23)
四
分
四
十
八
秒
の
点

北
緯
四
十
四
度
六
分
四
十
八
秒
東
経
百
四
十
四
度

(24)
五
十
八
分
四
十
九
秒
の
点

北
緯
四
十
四
度
十
三
分
九
秒
東
経
百
四
十
五
度
九

(25)
分
五
十
四
秒
の
点

北
緯
四
十
四
度
二
十
一
分
四
十
六
秒
東
経
百
四
十

(26)
五
度
十
八
分
五
十
二
秒
の
点

北
緯
四
十
四
度
二
十
一
分
五
十
秒
東
経
百
四
十
五

(27)
度
二
十
一
分
二
十
七
秒
の
点

北
緯
四
十
四
度
三
十
分
二
十
四
秒
東
経
百
四
十
五

(28)
度
二
十
九
分
五
秒
の
点

北
緯
四
十
四
度
三
十
分
九
秒
東
経
百
四
十
五
度
四

(29)
十
六
分
二
十
一
秒
の
点

北
緯
四
十
四
度
十
八
分
二
十
四
秒
東
経
百
四
十
五

(30)
度
三
十
六
分
四
十
五
秒
の
点

北
緯
四
十
四
度
十
七
分
三
十
九
秒
東
経
百
四
十
五

(31)
度
三
十
六
分
四
十
五
秒
の
点

北
緯
四
十
四
度
九
分
九
秒
東
経
百
四
十
五
度
三
十

(32)
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一
分
四
十
五
秒
の
点

北
緯
四
十
三
度
五
十
八
分
三
十
四
秒
東
経
百
四
十

(33)
五
度
二
十
分
四
十
三
秒
の
点

北
緯
四
十
三
度
五
十
二
分
五
秒
東
経
百
四
十
五
度

(34)
十
五
分
三
十
一
秒
の
点

北
緯
四
十
三
度
四
十
五
分
十
八
秒
東
経
百
四
十
五

(35)
度
十
四
分
四
十
九
秒
の
点

北
緯
四
十
三
度
四
十
四
分
九
秒
東
経
百
四
十
五
度

(36)
十
五
分
十
五
秒
の
点

北
緯
四
十
三
度
四
十
三
分
三
十
八
秒
東
経
百
四
十

(37)
五
度
十
五
分
五
十
三
秒
の
点

北
緯
四
十
三
度
四
十
一
分
六
秒
東
経
百
四
十
五
度

(38)
二
十
分
六
秒
の
点

北
緯
四
十
三
度
三
十
七
分
五
十
七
秒
東
経
百
四
十

(39)
五
度
二
十
四
分
五
十
九
秒
の
点

北
緯
四
十
三
度
三
十
七
分
三
十
九
秒
東
経
百
四
十

(40)
五
度
二
十
五
分
四
十
五
秒
の
点

北
緯
四
十
三
度
三
十
七
分
十
五
秒
東
経
百
四
十
五

(41)
度
二
十
六
分
四
秒
の
点

北
緯
四
十
三
度
三
十
七
分
九
秒
東
経
百
四
十
五
度

(42)
二
十
六
分
十
四
秒
の
点

北
緯
四
十
三
度
三
十
一
分
三
十
二
秒
東
経
百
四
十

(43)
五
度
三
十
七
分
五
十
八
秒
の
点

北
緯
四
十
三
度
三
十
二
分
九
秒
東
経
百
四
十
五
度

(44)
四
十
分
四
十
五
秒
の
点

北
緯
四
十
三
度
二
十
八
分
十
三
秒
東
経
百
四
十
五

(45)
度
四
十
五
分
二
十
一
秒
の
点

北
緯
四
十
三
度
二
十
七
分
十
六
秒
東
経
百
四
十
五

(46)
度
四
十
八
分
四
十
一
秒
の
点

北
緯
四
十
三
度
二
十
三
分
二
十
四
秒
東
経
百
四
十

(47)
五
度
五
十
分
九
秒
の
点
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北
緯
四
十
三
度
二
十
三
分
七
秒
東
経
百
四
十
五
度

(48)
四
十
九
分
二
秒
の
点

大
中
型
ま

北
海
道
恵
山
岬
灯
台
か
ら
青
森
県
尻
屋
埼
灯
台
に
至
る
直

き
網
漁
業

線
の
中
心
点
を
通
る
正
東
の
線
以
南
、
同
中
心
点
か
ら
尻

屋
埼
灯
台
に
至
る
直
線
の
う
ち
同
中
心
点
か
ら
同
直
線
と

青
森
県
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
の
最
初
の
交
点
ま
で
の

部
分
、
同
交
点
か
ら
最
大
高
潮
時
海
岸
線
を
千
葉
県
野
島

埼
灯
台
正
南
の
線
と
同
海
岸
線
と
の
交
点
に
至
る
線
及
び

同
点
正
南
の
線
か
ら
成
る
線
以
東
の
太
平
洋
の
海
域

か
つ
お
・

我
が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
、
領
海
及
び
内
水
並
び
に
我

ま
ぐ
ろ
漁

が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域
か
ら

業

成
る
海
域
（
東
京
都
小
笠
原
村
南
鳥
島
に
係
る
排
他
的
経

済
水
域
及
び
領
海
を
除
く
。
）

（
削
る
。
）

別
表
第
一
（
第
六
条
関
係
）

船
舶
の
総
ト
ン
数
の
区
分

最
高
限
度

新
ト
ン
数

旧
ト
ン
数

十
五
ト
ン
以
上
四
十
一

十
五
ト
ン
以
上
三
十
ト

六
百
七
十
キ
ロ
ワ

ト
ン
未
満

ン
未
満

ッ
ト

四
十
一
ト
ン
以
上
七
十

三
十
ト
ン
以
上
五
十
ト

七
百
四
十
キ
ロ
ワ

六
ト
ン
未
満

ン
未
満

ッ
ト

七
十
六
ト
ン
以
上
九
十

五
十
ト
ン
以
上
六
十
五

九
百
六
十
キ
ロ
ワ

六
ト
ン
未
満

ト
ン
未
満

ッ
ト

九
十
六
ト
ン
以
上
百
二

六
十
五
ト
ン
以
上
八
十

一
千
三
十
キ
ロ
ワ

十
六
ト
ン
未
満

五
ト
ン
未
満

ッ
ト

備

考
１

船
舶
の
総
ト
ン
数
の
区
分
の
欄
中
「
新
ト
ン
数
」
と
は
、
昭
和
五
十

七
年
七
月
十
八
日
以
降
に
建
造
に
着
手
さ
れ
た
船
舶
及
び
同
日
前
に
建

造
さ
れ
又
は
建
造
に
着
手
さ
れ
た
船
舶
で
同
日
以
降
に
特
定
修
繕
（
船

舶
の
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
四
十
号

）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
特
定
修
繕
を
い
う
。
）
が
行
わ
れ
た
も
の
に
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適
用
さ
れ
る
総
ト
ン
数
を
い
い
、
「
旧
ト
ン
数
」
と
は
、
新
ト
ン
数
が

適
用
さ
れ
る
船
舶
以
外
の
船
舶
に
適
用
さ
れ
る
総
ト
ン
数
を
い
う
。

２

船
舶
の
総
ト
ン
数
に
は
、
当
該
船
舶
の
安
全
性
若
し
く
は
居
住
性
又

は
船
員
の
安
全
若
し
く
は
衛
生
の
確
保
に
要
し
た
ト
ン
数
を
含
ま
な
い

。

別
表

第
３

（第
2
2
条

関
係

）

別
表

第
１

の
２

（第
1
6
条

関
係

）

大
臣

許
可

漁
業

表
示

場
所

表
示

様
式

指
定

漁
業

の
名

称
表

示
場

所
表

示
様

式

（略

）

（略

）

（略

）

遠
洋

底
び

き
網

漁
業

（略

）

（略

）

東
シ

ナ
海

は
え

縄
漁

業
同

上
東

海
は

え
１

２
３

（新
設

）

（新
設

）

（新
設

）

大
西

洋
等

は
え

縄
等

漁
同

上
西

は
え

１
２

３

（新
設

）

（新
設

）

（新
設

）

業太
平

洋
底

刺
し

網
等

漁
同

上
底

さ
し

１
２

３

（新
設

）

（新
設

）

（新
設

）

業

（略

）

（略

）

（略

）

大
中

型
ま

き
網

漁
業

（略

）

（略

）

（削
る

。

）

（削
る

。

）

（削
る

。

）

大
型

捕
鯨

業
ク

ロ

ース
・

ネ
ス

ト
の

大

両
側

一二三

基
地

式
捕

鯨
業

ク
ロ

ス
・

ネ
ス

ト
の

基
小

型
捕

鯨
業

同
上

小
ー

両
側

一
一

二
二

三
三

か
じ

き
等

流
し

網
漁

業
船

橋
の

両
側

面
か

じ
き

流
１

２
３

（新
設

）

（新
設

）

（新
設

）

東
シ

ナ
海

等
か

じ
き

等
同

上
東

海
か

じ
き

１
２

（新
設

）

（新
設

）

（新
設

）

流
し

網
漁

業
３

中
型

さ
け

・
ま

す
流

し
同

上

（略

）

中
型

さ
け

・
ま

す
流

し
船

橋
の

両
側

面

（略

）

網
漁

業
網

漁
業

ず
わ

い
が

に
漁

業
同

上
日

カ
１

２
３

（新
設

）

（新
設

）

（新
設

）
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（略

）

（略

）

（略

）

日
本

海
べ

に
ず

わ
い

が

（略

）

（略

）

に
漁

業
（略

）

（略

）

（略

）

い
か

釣
り

漁
業

（略

）

（略

）

備
考

備
考

１
・

２

（略

）

１
・

２

（略

）

別
表
第
四
（
第
二
十
三
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
十
七
条
関
係
）

大

臣

許

可

制

限

又

は

禁

止

指

定

漁

業

制

限

又

は

禁

止

の

措

置

漁

業

の

名

称

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

遠
洋
底
び
き

一
～
四

（
略
）

遠
洋
底
び
き

一
～
四

（
略
）

網
漁
業

（
削
る
。
）

網
漁
業

五

前
号
に
規
定
す
る
海
域
（
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
、
カ

ナ
ダ
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
二
百
海
里
水
域
を
除

く
。
）
に
お
い
て
、
網
目
の
内
径
が
百
三
十
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
未
満
の
網
（
麻
（
マ
ニ
ラ
麻
を
除
く
。
）
、

ポ
リ
ア
ミ
ド
及
び
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
の
繊
維
で
作
ら
れ

た
網
に
あ
つ
て
は
、
百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の

網
）
を
使
用
す
る
遠
洋
底
び
き
網
漁
業
に
よ
る
コ
ッ

ド
、
ハ
ド
ッ
ク
、
オ
ヒ
ョ
ウ
、
ウ
ィ
ッ
チ
、
イ
エ
ロ

ー
テ
ー
ル
フ
ラ
ウ
ン
ダ
ー
、
ア
メ
リ
カ
ン
プ
レ
ー
ス

、
カ
ラ
ス
ガ
レ
イ
、
ポ
ラ
ッ
ク
及
び
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
イ

ク
の
採
捕
は
、
禁
止
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
海
域
に

お
い
て
、
一
航
海
中
の
当
該
漁
具
を
使
用
し
た
場
合

に
お
け
る
こ
れ
ら
の
魚
種
の
漁
獲
量
の
合
計
が
、
い

ず
れ
の
魚
種
に
つ
い
て
も
、
二
千
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム

以
下
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
海
域
に
お
い
て
当
該
航

海
中
の
当
該
漁
具
を
使
用
し
た
場
合
の
総
漁
獲
量
の

十
分
の
一
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は

な
い
。

（
削
る
。
）

六

前
号
に
規
定
す
る
海
域
に
お
い
て
、
網
目
の
内
径

が
六
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
網
を
使
用
す
る
遠
洋
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底
び
き
網
漁
業
に
よ
る
マ
ツ
イ
カ
の
採
捕
は
、
禁
止

す
る
。
た
だ
し
、
当
該
海
域
に
お
い
て
、
一
航
海
中

の
当
該
漁
具
を
使
用
し
た
場
合
に
お
け
る
マ
ツ
イ
カ

の
漁
獲
量
の
合
計
が
、
二
千
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下

で
あ
る
場
合
又
は
当
該
海
域
に
お
い
て
当
該
航
海
中

の
当
該
漁
具
を
使
用
し
た
場
合
の
総
漁
獲
量
の
十
分

の
一
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は
な

い
。

（
削
る
。
）

七

次
に
掲
げ
る
海
域
（
カ
ナ
ダ
の
二
百
海
里
水
域
を

除
く
。
）
に
お
い
て
、
第
五
号
に
規
定
す
る
網
を
使

用
す
る
遠
洋
底
び
き
網
漁
業
に
よ
る
ア
カ
ウ
オ
の
採

捕
は
、
禁
止
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
海
域
に
お
い
て

、
一
航
海
中
の
当
該
漁
具
を
使
用
し
た
場
合
に
お
け

る
ア
カ
ウ
オ
の
漁
獲
量
の
合
計
が
、
二
千
五
百
キ
ロ

グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
海
域
に
お
い
て

当
該
航
海
中
の
当
該
漁
具
を
使
用
し
た
場
合
の
総
漁

獲
量
の
十
分
の
一
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限

り
で
は
な
い
。

イ

北
緯
四
十
九
度
十
五
分
の
線
と
ニ
ュ
ー
フ
ァ
ン

ド
ラ
ン
ド
島
の
海
岸
線
と
の
交
点
、
北
緯
四
十
九

度
十
五
分
西
経
四
十
六
度
三
十
分
の
点
、
北
緯
四

十
六
度
西
経
四
十
六
度
三
十
分
の
点
、
北
緯
四
十

六
度
西
経
五
十
四
度
三
十
分
の
点
及
び
ニ
ュ
ー
フ

ァ
ン
ド
ラ
ン
ド
島
の
セ
ン
ト
・
メ
リ
ー
岬
突
端
を

順
次
に
直
線
で
結
ぶ
線
並
び
に
ニ
ュ
ー
フ
ァ
ン
ド

ラ
ン
ド
島
の
海
岸
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域

ロ

北
緯
四
十
九
度
十
五
分
西
経
四
十
六
度
三
十
分

の
点
、
北
緯
四
十
九
度
十
五
分
西
経
四
十
二
度
の

点
、
北
緯
三
十
九
度
西
経
四
十
二
度
の
点
、
北
緯

三
十
九
度
西
経
四
十
六
度
三
十
分
の
点
及
び
北
緯

四
十
九
度
十
五
分
西
経
四
十
六
度
三
十
分
の
各
点
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を
順
次
に
結
ぶ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域

（
削
る
。
）

八

前
号
イ
に
掲
げ
る
海
域
（
カ
ナ
ダ
の
二
百
海
里
水

域
を
除
く
。
）
に
お
け
る
遠
洋
底
び
き
網
漁
業
に
よ

る
コ
ッ
ド
の
採
捕
は
、
禁
止
す
る
。
た
だ
し
、
当
該

海
域
に
お
い
て
一
航
海
中
の
コ
ッ
ド
の
漁
獲
量
の
合

計
が
千
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
場
合
又

は
当
該
海
域
に
お
い
て
当
該
航
海
中
の
コ
ッ
ド
の
漁

獲
量
の
合
計
が
総
漁
獲
量
の
二
十
分
の
一
以
下
で
あ

る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
削
る
。
）

九

次
に
掲
げ
る
海
域
に
お
け
る
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲

げ
る
魚
種
の
採
捕
を
目
的
と
す
る
遠
洋
底
び
き
網
漁

業
の
操
業
は
、
当
該
海
域
ご
と
及
び
当
該
魚
種
ご
と

に
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
日
か
ら
同
年
十
二
月
三

十
一
日
ま
で
の
期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁
止
す
る
。

イ

第
七
号
ロ
に
掲
げ
る
海
域

コ
ッ
ド
又
は
ア
メ

リ
カ
ン
プ
レ
ー
ス

ロ

次
に
掲
げ
る
海
域
（
カ
ナ
ダ
の
二
百
海
里
水
域

を
除
く
。
）

コ
ッ
ド
又
は
ウ
ィ
ッ
チ

北
緯
四
十
六
度
西
経
五
十
一
度
の
点
、
北
緯

(1)
四
十
六
度
西
経
四
十
六
度
三
十
分
の
点
、
北
緯

三
十
九
度
西
経
四
十
六
度
三
十
分
の
点
、
北
緯

三
十
九
度
西
経
五
十
度
の
点
、
北
緯
三
十
九
度

西
経
五
十
度
の
点
と
北
緯
四
十
三
度
三
十
分
西

経
五
十
五
度
の
点
と
を
結
ぶ
線
と
西
経
五
十
一

度
の
線
と
の
交
点
及
び
北
緯
四
十
六
度
西
経
五

十
一
度
の
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ぶ
線
に
よ
り

囲
ま
れ
た
海
域

北
緯
四
十
六
度
西
経
五
十
四
度
三
十
分
の
点

(2)
、
北
緯
四
十
六
度
西
経
五
十
一
度
の
点
、
西
経

五
十
一
度
の
線
と
北
緯
三
十
九
度
西
経
五
十
度

の
点
と
北
緯
四
十
三
度
三
十
分
西
経
五
十
五
度
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の
点
と
を
結
ぶ
線
と
の
交
点
、
北
緯
三
十
九
度

西
経
五
十
度
の
点
と
北
緯
四
十
三
度
三
十
分
西

経
五
十
五
度
の
点
と
を
結
ぶ
線
と
西
経
五
十
四

度
三
十
分
の
線
と
の
交
点
及
び
北
緯
四
十
六
度

西
経
五
十
四
度
三
十
分
の
点
を
順
次
に
直
線
で

結
ぶ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域

ハ

第
七
号
イ
に
掲
げ
る
海
域
及
び
ロ

に
掲
げ
る

(1)

海
域
（
カ
ナ
ダ
の
二
百
海
里
水
域
を
除
く
。
）

ア
カ
ウ
オ

ニ

第
七
号
イ
に
掲
げ
る
海
域
及
び
ロ
に
掲
げ
る
海

域

ア
メ
リ
カ
ン
プ
レ
ー
ス
又
は
イ
エ
ロ
ー
テ
ー

ル
フ
ラ
ウ
ン
ダ
ー

（
削
る
。
）

十

次
に
掲
げ
る
海
域
に
お
け
る
遠
洋
底
び
き
網
漁
業

に
よ
る
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
魚
種
の
採
捕
は
、

当
該
海
域
ご
と
及
び
当
該
魚
種
ご
と
に
農
林
水
産
大

臣
が
定
め
る
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の

期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁
止
す
る
。

イ

第
七
号
ロ
に
掲
げ
る
海
域

ア
カ
ウ
オ

ロ

前
号
ロ
に
掲
げ
る
海
域

シ
シ
ャ
モ

ハ

北
緯
五
十
二
度
十
五
分
の
線
と
カ
ナ
ダ
の
海
岸

線
と
の
交
点
、
北
緯
五
十
二
度
十
五
分
西
経
四
十

二
度
の
点
、
北
緯
三
十
九
度
西
経
四
十
二
度
の
点

、
北
緯
三
十
九
度
西
経
六
十
五
度
四
十
分
の
点
、

北
緯
四
十
二
度
西
経
六
十
五
度
四
十
分
の
点
、
北

緯
四
十
二
度
二
十
分
西
経
六
十
六
度
の
点
、
北
緯

四
十
二
度
二
十
分
西
経
六
十
七
度
四
十
分
の
点
、

北
緯
四
十
三
度
五
十
分
西
経
六
十
七
度
四
十
分
の

点
、
北
緯
四
十
三
度
五
十
分
西
経
六
十
六
度
五
十

四
分
十
一
秒
二
百
五
十
三
の
点
及
び
北
緯
四
十
四

度
四
十
六
分
三
十
五
秒
三
百
四
十
六
西
経
六
十
六

度
五
十
四
分
十
一
秒
二
百
五
十
三
の
点
を
順
次
に
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直
線
で
結
ぶ
線
並
び
に
カ
ナ
ダ
の
海
岸
線
に
よ
り

囲
ま
れ
た
海
域
（
カ
ナ
ダ
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

の
二
百
海
里
水
域
を
除
く
。
）

マ
ツ
イ
カ

五

（
略
）

十
一

（
略
）

大
中
型
ま
き

一

次
に
掲
げ
る
海
域
に
お
け
る
大
中
型
ま
き
網
漁
業

大
中
型
ま
き

一

次
に
掲
げ
る
海
域
に
お
け
る
大
中
型
ま
き
網
漁
業

網
漁
業

の
操
業
は
、
禁
止
す
る
。

網
漁
業

の
操
業
は
、
禁
止
す
る
。

イ
～
ヌ

（
略
）

イ
～
ヌ

（
略
）

ル

佐
賀
県
唐
津
市
波
戸
岬
灯
台
中
心
点
か
ら
長
崎

ル

佐
賀
県
唐
津
市
波
戸
岬
灯
台
中
心
点
か
ら
長
崎

県
南
島
原
市
早
崎
鼻
突
端
に
至
る
線
及
び
そ
の
延

県
南
島
原
市
早
崎
鼻
突
端
に
至
る
線
及
び
そ
の
延

長
線
並
び
に
同
灯
台
中
心
点
か
ら
同
県
壱
岐
市
長

長
線
並
び
に
同
灯
台
中
心
点
か
ら
同
県
壱
岐
市
長

者
原
崎
突
端
、
同
市
壱
岐
鳥
屋
鼻
突
端
及
び
同
県

者
原
崎
突
端
、
同
市
壱
岐
鳥
屋
鼻
突
端
及
び
同
県

対
馬
市
神
埼
灯
台
中
心
点
を
経
て
同
市
三
島
灯
台

対
馬
市
神
埼
灯
台
中
心
点
を
経
て
同
市
三
島
灯
台

中
心
点
に
至
る
線
並
び
に
同
灯
台
中
心
点
正
北
の

中
心
点
に
至
る
線
並
び
に
同
灯
台
中
心
点
正
北
の

線
か
ら
成
る
線
以
西
の
海
域
の
う
ち
同
県
及
び
佐

線
か
ら
成
る
線
以
西
の
海
域
の
う
ち
同
県
の
最
大

賀
県
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
沖
合
三
海
里
以

高
潮
時
海
岸
線
か
ら
沖
合
三
海
里
以
内
の
部
分

内
の
部
分

ヲ
～
ヰ

（
略
）

ヲ
～
ヰ

（
略
）

二
～
十

（
略
）

二
～
十

（
略
）

（
削
る
。
）

（
削
る
。
）

大
型
捕
鯨
業

沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
海
域
に

お
け
る
大
型
捕
鯨
業
の
操
業
は
、
禁
止
す
る
。

基
地
式
捕
鯨

沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
海
域
に

小
型
捕
鯨
業

沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
海
域
に

業

お
け
る
基
地
式
捕
鯨
業
の
操
業
は
、
禁
止
す
る
。

お
け
る
小
型
捕
鯨
業
の
操
業
は
、
禁
止
す
る
。

（
略
）

（
略
）

母
船
式
捕
鯨

（
略
）

業

か
じ
き
等
流

一

沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
海

（
新
設
）

（
新
設
）

し
網
漁
業

域
に
お
け
る
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
の
操
業
は
、
禁

止
す
る
。

二

次
に
掲
げ
る
各
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ぶ
線
に
よ

り
囲
ま
れ
た
海
域
に
お
け
る
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業

の
操
業
は
、
毎
年
五
月
一
日
か
ら
六
月
三
十
日
ま
で

の
期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁
止
す
る
。
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イ

北
緯
三
十
八
度
十
一
秒
東
経
百
四
十
一
度
五
十

九
分
四
十
七
秒
の
点

ロ

北
緯
三
十
八
度
十
一
秒
東
経
百
四
十
二
度
五
十

九
分
四
十
七
秒
の
点

ハ

北
緯
三
十
三
度
十
三
秒
東
経
百
四
十
二
度
五
十

九
分
四
十
七
秒
の
点

ニ

北
緯
三
十
三
度
十
三
秒
東
経
百
四
十
六
度
五
十

九
分
四
十
七
秒
の
点

ホ

北
緯
三
十
度
十
五
秒
東
経
百
四
十
六
度
五
十
九

分
四
十
七
秒
の
点

ヘ

千
葉
県
南
房
総
市
野
島
埼
灯
台
正
南
三
十
海
里

の
点
と
北
緯
三
十
度
十
五
秒
東
経
百
四
十
六
度
五

十
九
分
四
十
七
秒
の
点
を
結
ぶ
線
と
東
経
百
四
十

一
度
五
十
九
分
四
十
七
秒
の
線
と
の
交
点

ト

北
緯
三
十
八
度
十
一
秒
東
経
百
四
十
一
度
五
十

九
分
四
十
七
秒
の
点

三

北
緯
三
十
八
度
十
一
秒
の
線
、
東
経
百
四
十
六
度

五
十
九
分
四
十
六
秒
の
線
、
北
緯
三
十
三
度
十
三
秒

の
線
及
び
東
経
百
四
十
二
度
五
十
九
分
四
十
七
秒
の

線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
（
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
海

域
と
重
複
す
る
部
分
を
除
く
。
）
に
お
け
る
か
じ
き

等
流
し
網
漁
業
の
操
業
は
、
毎
年
五
月
一
日
か
ら
九

月
三
十
日
ま
で
の
期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁
止
す
る

。
四

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
に
よ
る
さ
け
、
ま
す
、
う

み
が
め
類
、
く
ろ
と
が
り
ざ
め
又
は
よ
ご
れ
の
採
捕

は
、
禁
止
す
る
。

東
シ
ナ
海
等

東
シ
ナ
海
等
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
に
よ
る
さ
け
、
ま

（
新
設
）

（
新
設
）

か
じ
き
等
流

す
又
は
う
み
が
め
類
の
採
捕
は
、
禁
止
す
る
。

し
網
漁
業

か
つ
お
・
ま

一

沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
海

遠
洋
か
つ
お

一

沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
海
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ぐ
ろ
漁
業

域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
の
操
業
は
、
禁

・
ま
ぐ
ろ
漁

域
に
お
け
る
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
の
操
業
は

止
す
る
。

業

、
禁
止
す
る
。

二

中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま

二

中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
遠
洋
か
つ
お

ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
く
ろ
と
が
り
ざ
め
の
採
捕
は
、
禁

・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
く
ろ
と
が
り
ざ
め
の
採
捕
は

止
す
る
。

、
禁
止
す
る
。

三

中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま

三

中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
遠
洋
か
つ
お

ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
よ
ご
れ
の
採
捕
は
、
禁
止
す
る
。

・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
よ
ご
れ
の
採
捕
は
、
禁
止
す

る
。

四

中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま

四

中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
遠
洋
か
つ
お

ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
め
ば
ち
の
採
捕
は
、
農
林
水
産
大

・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
め
ば
ち
の
採
捕
は
、
農
林
水

臣
が
定
め
た
期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁
止
す
る
。

産
大
臣
が
定
め
た
期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁
止
す

る
。

五

中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま

五

中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
遠
洋
か
つ
お

ぐ
ろ
漁
業
（
釣
り
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る

・
ま
ぐ
ろ
漁
業
（
釣
り
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
に

か
つ
お
の
採
捕
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
期
間

よ
る
か
つ
お
の
採
捕
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る

内
に
お
い
て
は
、
禁
止
す
る
。

期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁
止
す
る
。

六

中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま

六

中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
遠
洋
か
つ
お

ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
き
は
だ
の
採
捕
は
、
農
林
水
産
大

・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
き
は
だ
の
採
捕
は
、
農
林
水

臣
が
定
め
た
期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁
止
す
る
。

産
大
臣
が
定
め
た
期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁
止
す
る

。

七

南
緯
二
十
度
以
南
の
中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
に

七

南
緯
二
十
度
以
南
の
中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
に

お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
め
か
じ
き
の

お
け
る
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
め
か
じ

採
捕
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
た
期
間
内
に
お
い

き
の
採
捕
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
た
期
間
内
に

て
は
、
禁
止
す
る
。

お
い
て
は
、
禁
止
す
る
。

八

東
部
太
平
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ

八

東
部
太
平
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
遠
洋
か
つ
お
・

ろ
漁
業
に
よ
る
よ
ご
れ
の
採
捕
は
、
禁
止
す
る

ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
よ
ご
れ
の
採
捕
は
、
禁
止
す
る

。

。

九

東
部
太
平
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ

九

東
部
太
平
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
遠
洋
か
つ
お
・

ろ
漁
業
に
よ
る
め
ば
ち
の
採
捕
は
、
農
林
水
産
大
臣

ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
め
ば
ち
の
採
捕
は
、
農
林
水
産

が
定
め
た
期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁
止
す
る
。

大
臣
が
定
め
た
期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁
止
す
る
。

十

東
部
太
平
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ

十

東
部
太
平
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
遠
洋
か
つ
お
・
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ろ
漁
業
に
よ
る
い
と
ま
き
え
い
科
の
採
捕
は
、
禁
止

ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
い
と
ま
き
え
い
科
の
採
捕
は
、

す
る
。

禁
止
す
る
。

十
一

イ
ン
ド
洋
協
定
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ

十
一

イ
ン
ド
洋
協
定
海
域
に
お
け
る
遠
洋
か
つ
お
・

ろ
漁
業
に
よ
る
に
た
り
の
採
捕
は
、
禁
止
す
る
。

ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
に
た
り
の
採
捕
は
、
禁
止
す

る
。

十
二

イ
ン
ド
洋
協
定
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ

十
二

イ
ン
ド
洋
協
定
海
域
に
お
け
る
遠
洋
か
つ
お
・

ろ
漁
業
に
よ
る
は
ち
わ
れ
の
採
捕
は
、
禁
止
す
る
。

ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
は
ち
わ
れ
の
採
捕
は
、
禁
止
す

る
。

十
三

イ
ン
ド
洋
協
定
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ

十
三

イ
ン
ド
洋
協
定
海
域
に
お
け
る
遠
洋
か
つ
お
・

ろ
漁
業
に
よ
る
ま
お
な
が
の
採
捕
は
、
禁
止
す
る
。

ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
ま
お
な
が
の
採
捕
は
、
禁
止
す

る
。

十
四

イ
ン
ド
洋
協
定
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ

十
四

イ
ン
ド
洋
協
定
海
域
に
お
け
る
遠
洋
か
つ
お
・

ろ
漁
業
に
よ
る
よ
ご
れ
の
採
捕
は
、
禁
止
す
る
。

ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
よ
ご
れ
の
採
捕
は
、
禁
止
す
る

。

十
五

イ
ン
ド
洋
協
定
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ

十
四
の
二

イ
ン
ド
洋
協
定
海
域
に
お
け
る
遠
洋
か
つ

ろ
漁
業
に
よ
る
い
と
ま
き
え
い
科
の
採
捕
は
、
禁
止

お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
い
と
ま
き
え
い
科
の
採
捕

す
る
。

は
、
禁
止
す
る
。

十
六

大
西
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ

十
五

大
西
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
遠
洋
か
つ
お
・
ま

漁
業
に
よ
る
く
ろ
と
が
り
ざ
め
の
採
捕
は
、
禁
止
す

ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
く
ろ
と
が
り
ざ
め
の
採
捕
は
、
禁

る
。

止
す
る
。

十
七

大
西
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ

十
六

大
西
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
遠
洋
か
つ
お
・
ま

漁
業
に
よ
る
し
ゆ
も
く
ざ
め
科
（
う
ち
わ
し
ゆ
も
く

ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
し
ゆ
も
く
ざ
め
科
（
う
ち
わ
し
ゆ

ざ
め
を
除
く
。
）
の
採
捕
は
、
禁
止
す
る
。

も
く
ざ
め
を
除
く
。
）
の
採
捕
は
、
禁
止
す
る
。

十
八

大
西
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ

十
七

大
西
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
遠
洋
か
つ
お
・
ま

漁
業
に
よ
る
は
ち
わ
れ
の
採
捕
は
、
禁
止
す
る
。

ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
は
ち
わ
れ
の
採
捕
は
、
禁
止
す
る

。

十
九

大
西
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ

十
八

大
西
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
遠
洋
か
つ
お
・
ま

漁
業
に
よ
る
よ
ご
れ
の
採
捕
は
、
禁
止
す
る
。

ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
よ
ご
れ
の
採
捕
は
、
禁
止
す
る
。

二
十

大
西
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ

十
九

大
西
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
遠
洋
か
つ
お
・
ま

漁
業
に
よ
る
に
し
ね
ず
み
ざ
め
の
採
捕
は
、
禁
止
す

ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
に
し
ね
ず
み
ざ
め
の
採
捕
は
、
禁

る
。

止
す
る
。
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二
十
一

大
西
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ

二
十

大
西
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
遠
洋
か
つ
お
・
ま

ろ
漁
業
に
よ
る
体
重
二
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
め

ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
体
重
二
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の

か
じ
き
の
採
捕
は
、
禁
止
す
る
。
た
だ
し
、
体
重
二

め
か
じ
き
の
採
捕
は
、
禁
止
す
る
。
た
だ
し
、
体
重

十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
め
か
じ
き
の
漁
獲
尾
数
が

二
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
め
か
じ
き
の
漁
獲
尾
数

、
そ
の
航
海
中
の
当
該
海
域
に
お
け
る
め
か
じ
き
の

が
、
そ
の
航
海
中
の
当
該
海
域
に
お
け
る
め
か
じ
き

総
漁
獲
尾
数
の
百
分
の
十
五
を
超
え
な
い
場
合
は
、

の
総
漁
獲
尾
数
の
百
分
の
十
五
を
超
え
な
い
場
合
は

こ
の
限
り
で
な
い
。

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二
十
二

大
西
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ

二
十
一

大
西
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
遠
洋
か
つ
お
・

ろ
漁
業
に
よ
る
め
ば
ち
の
採
捕
は
、
農
林
水
産
大
臣

ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
め
ば
ち
の
採
捕
は
、
農
林
水
産

が
定
め
た
期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁
止
す
る
。

大
臣
が
定
め
た
期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁
止
す
る
。

二
十
三

大
西
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ

二
十
二

大
西
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
遠
洋
か
つ
お
・

ろ
漁
業
に
よ
る
ふ
う
ら
い
か
じ
き
の
採
捕
は
、
農
林

ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
ふ
う
ら
い
か
じ
き
の
採
捕
は
、

水
産
大
臣
が
定
め
た
期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁
止
す

農
林
水
産
大
臣
が
定
め
た
期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁

る
。

止
す
る
。

二
十
四

大
西
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ

二
十
三

大
西
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
遠
洋
か
つ
お
・

ろ
漁
業
に
よ
る
に
し
ま
か
じ
き
の
採
捕
は
、
農
林
水

ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
に
し
ま
か
じ
き
の
採
捕
は
、
農

産
大
臣
が
定
め
た
期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁
止
す

林
水
産
大
臣
が
定
め
た
期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁
止

る
。

す
る
。

二
十
五

大
西
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ

二
十
四

大
西
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
遠
洋
か
つ
お
・

ろ
漁
業
に
よ
る
に
し
く
ろ
か
じ
き
の
採
捕
は
、
農
林

ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
に
し
く
ろ
か
じ
き
の
採
捕
は
、

水
産
大
臣
が
定
め
た
期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁
止
す

農
林
水
産
大
臣
が
定
め
た
期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁

る
。

止
す
る
。

二
十
六

北
緯
五
度
の
線
以
南
の
大
西
洋
条
約
海
域
に

二
十
五

北
緯
五
度
の
線
以
南
の
大
西
洋
条
約
海
域
に

お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
び
ん
な
が
の

お
け
る
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
び
ん
な

採
捕
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
た
期
間
内
に
お
い

が
の
採
捕
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
た
期
間
内
に

て
は
、
禁
止
す
る
。

お
い
て
は
、
禁
止
す
る
。

二
十
七

北
緯
五
度
の
線
以
北
の
大
西
洋
条
約
海
域
に

二
十
六

北
緯
五
度
の
線
以
北
の
大
西
洋
条
約
海
域
に

お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
め
か
じ
き
の

お
け
る
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
め
か
じ

採
捕
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
た
期
間
内
に
お
い

き
の
採
捕
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
た
期
間
内
に

て
は
、
禁
止
す
る
。

お
い
て
は
、
禁
止
す
る
。

二
十
八

北
緯
五
度
の
線
以
南
の
大
西
洋
条
約
海
域
に

二
十
七

北
緯
五
度
の
線
以
南
の
大
西
洋
条
約
海
域
に
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お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
め
か
じ
き
の

お
け
る
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
め
か
じ

採
捕
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
た
期
間
内
に
お
い

き
の
採
捕
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
た
期
間
内
に

て
は
、
禁
止
す
る
。

お
い
て
は
、
禁
止
す
る
。

二
十
九

南
緯
四
十
度
以
北
の
大
西
洋
条
約
海
域
（
地

二
十
八

南
緯
四
十
度
以
北
の
大
西
洋
条
約
海
域
（
地

中
海
の
海
域
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
農
林
水
産
大

中
海
の
海
域
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
農
林
水
産
大

臣
が
定
め
た
期
間
内
に
当
該
海
域
に
新
た
に
入
域
し

臣
が
定
め
た
期
間
内
に
当
該
海
域
に
新
た
に
入
域
し

た
船
舶
を
使
用
し
て
行
う
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
の

た
船
舶
を
使
用
し
て
行
う
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁

操
業
は
、
当
該
期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁
止
す
る
。

業
の
操
業
は
、
当
該
期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁
止
す

る
。

三
十

北
緯
十
度
の
線
以
北
の
西
経
四
十
五
度
の
線
、

二
十
九

北
緯
十
度
の
線
以
北
の
西
経
四
十
五
度
の
線

北
緯
十
度
西
経
四
十
五
度
の
点
か
ら
北
緯
十
度
西
経

、
北
緯
十
度
西
経
四
十
五
度
の
点
か
ら
北
緯
十
度
西

三
十
五
度
の
点
に
至
る
直
線
、
北
緯
十
度
西
経
三
十

経
三
十
五
度
の
点
に
至
る
直
線
、
北
緯
十
度
西
経
三

五
度
の
点
か
ら
北
緯
五
度
西
経
三
十
五
度
の
点
に
至

十
五
度
の
点
か
ら
北
緯
五
度
西
経
三
十
五
度
の
点
に

る
直
線
、
北
緯
五
度
西
経
三
十
五
度
の
点
か
ら
北
緯

至
る
直
線
、
北
緯
五
度
西
経
三
十
五
度
の
点
か
ら
北

五
度
西
経
三
十
度
の
点
に
至
る
直
線
、
北
緯
五
度
西

緯
五
度
西
経
三
十
度
の
点
に
至
る
直
線
、
北
緯
五
度

経
三
十
度
の
点
か
ら
赤
道
と
西
経
三
十
度
の
線
と
の

西
経
三
十
度
の
点
か
ら
赤
道
と
西
経
三
十
度
の
線
と

交
点
に
至
る
直
線
、
赤
道
と
西
経
三
十
度
の
線
と
の

の
交
点
に
至
る
直
線
、
赤
道
と
西
経
三
十
度
の
線
と

交
点
か
ら
赤
道
と
西
経
二
十
五
度
の
線
と
の
交
点
に

の
交
点
か
ら
赤
道
と
西
経
二
十
五
度
の
線
と
の
交
点

至
る
直
線
及
び
赤
道
以
南
の
西
経
二
十
五
度
の
線
か

に
至
る
直
線
及
び
赤
道
以
南
の
西
経
二
十
五
度
の
線

ら
成
る
線
以
西
の
大
西
洋
条
約
海
域
（
次
号
か
ら
第

か
ら
成
る
線
以
西
の
大
西
洋
条
約
海
域
（
次
号
か
ら

三
十
二
号
ま
で
に
お
い
て
「
西
大
西
洋
の
海
域
」
と

第
三
十
二
号
ま
で
に
お
い
て
「
西
大
西
洋
の
海
域
」

い
う
。
）
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る

と
い
う
。
）
に
お
け
る
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業

体
重
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕

に
よ
る
体
重
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ

は
、
禁
止
す
る
。
た
だ
し
、
体
重
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム

の
採
捕
は
、
禁
止
す
る
。
た
だ
し
、
体
重
三
十
キ
ロ

未
満
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
漁
獲
重
量
が
、
そ
の
航
海
中

グ
ラ
ム
未
満
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
漁
獲
重
量
が
、
そ
の

の
当
該
海
域
に
お
け
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
総
漁
獲
重
量

航
海
中
の
当
該
海
域
に
お
け
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
総
漁

の
百
分
の
十
を
超
え
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

獲
重
量
の
百
分
の
十
を
超
え
な
い
場
合
は
、
こ
の
限

い
。

り
で
な
い
。

三
十
一

北
緯
三
十
五
度
の
線
以
北
の
西
経
四
十
五
度

三
十

北
緯
三
十
五
度
の
線
以
北
の
西
経
四
十
五
度
の

の
線
、
北
緯
三
十
五
度
西
経
四
十
五
度
の
点
か
ら
北

線
、
北
緯
三
十
五
度
西
経
四
十
五
度
の
点
か
ら
北
緯

緯
三
十
五
度
西
経
六
十
五
度
に
至
る
直
線
、
北
緯
三

三
十
五
度
西
経
六
十
五
度
に
至
る
直
線
、
北
緯
三
十
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十
五
度
西
経
六
十
五
度
の
点
か
ら
北
緯
二
十
度
西
経

五
度
西
経
六
十
五
度
の
点
か
ら
北
緯
二
十
度
西
経
六

六
十
五
度
の
点
に
至
る
直
線
、
北
緯
二
十
度
西
経
六

十
五
度
の
点
に
至
る
直
線
、
北
緯
二
十
度
西
経
六
十

十
五
度
の
点
か
ら
北
緯
二
十
度
西
経
八
十
度
に
至
る

五
度
の
点
か
ら
北
緯
二
十
度
西
経
八
十
度
に
至
る
直

直
線
、
北
緯
二
十
度
西
経
八
十
度
の
点
か
ら
北
緯
二

線
、
北
緯
二
十
度
西
経
八
十
度
の
点
か
ら
北
緯
二
十

十
六
度
三
十
分
西
経
八
十
度
の
点
に
至
る
直
線
、
北

六
度
三
十
分
西
経
八
十
度
の
点
に
至
る
直
線
、
北
緯

緯
二
十
六
度
三
十
分
西
経
八
十
度
の
点
及
び
北
緯
二

二
十
六
度
三
十
分
西
経
八
十
度
の
点
及
び
北
緯
二
十

十
六
度
三
十
分
の
線
と
フ
ロ
リ
ダ
半
島
東
岸
と
の
交

六
度
三
十
分
の
線
と
フ
ロ
リ
ダ
半
島
東
岸
と
の
交
点

点
を
結
ぶ
直
線
以
北
の
西
大
西
洋
の
海
域
に
お
け
る

を
結
ぶ
直
線
以
北
の
西
大
西
洋
の
海
域
に
お
け
る
遠

か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
の
操
業
は
、
農
林
水
産
大
臣

洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
の
操
業
は
、
農
林
水
産
大

が
定
め
た
期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁
止
す
る
。

臣
が
定
め
た
期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁
止
す
る
。

三
十
二

西
大
西
洋
の
海
域
以
外
の
大
西
洋
条
約
海
域

三
十
一

西
大
西
洋
の
海
域
以
外
の
大
西
洋
条
約
海
域

に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
体
重
三
十

に
お
け
る
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
体
重

キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
は
、
禁
止

三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
は
、

す
る
。
た
だ
し
、
体
重
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
三
十
キ

禁
止
す
る
。
た
だ
し
、
体
重
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
三

ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
漁
獲
尾
数
が
、
そ

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
漁
獲
尾
数
が

の
航
海
中
の
当
該
海
域
に
お
け
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
総

、
そ
の
航
海
中
の
当
該
海
域
に
お
け
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ

漁
獲
尾
数
の
百
分
の
五
を
超
え
な
い
場
合
は
、
こ
の

の
総
漁
獲
尾
数
の
百
分
の
五
を
超
え
な
い
場
合
は
、

限
り
で
な
い
。

こ
の
限
り
で
な
い
。

三
十
三

西
大
西
洋
の
海
域
以
外
の
大
西
洋
条
約
海
域

三
十
二

西
大
西
洋
の
海
域
以
外
の
大
西
洋
条
約
海
域

（
西
経
十
度
の
線
以
西
、
北
緯
四
十
二
度
の
線
以
北

（
西
経
十
度
の
線
以
西
、
北
緯
四
十
二
度
の
線
以
北

の
海
域
を
除
く
。
）
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁

の
海
域
を
除
く
。
）
に
お
け
る
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ

業
に
よ
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
は
、
毎
年
六
月
一
日

ろ
漁
業
に
よ
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
は
、
毎
年
六
月

か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
に
お
い

一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
に

て
は
、
禁
止
す
る
。

お
い
て
は
、
禁
止
す
る
。

三
十
四

北
緯
四
十
二
度
の
線
以
北
、
西
経
四
十
五
度

三
十
三

北
緯
四
十
二
度
の
線
以
北
、
西
経
四
十
五
度

の
線
以
東
、
西
経
十
度
の
線
以
西
の
大
西
洋
条
約
海

の
線
以
東
、
西
経
十
度
の
線
以
西
の
大
西
洋
条
約
海

域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
の
操
業
は
、
毎

域
に
お
け
る
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
の
操
業
は

年
二
月
一
日
か
ら
同
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間

、
毎
年
二
月
一
日
か
ら
同
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の

内
に
お
い
て
は
、
禁
止
す
る
。

期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁
止
す
る
。

三
十
五

北
緯
二
十
度
の
線
以
北
、
西
経
八
十
一
度
の

三
十
四

北
緯
二
十
度
の
線
以
北
、
西
経
八
十
一
度
の

線
以
西
の
メ
キ
シ
コ
湾
の
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・

線
以
西
の
メ
キ
シ
コ
湾
の
海
域
に
お
け
る
遠
洋
か
つ
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ま
ぐ
ろ
漁
業
の
操
業
は
、
毎
年
一
月
一
日
か
ら
同
年

お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
の
操
業
は
、
毎
年
一
月
一
日
か
ら

六
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁
止
す

同
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁

る
。

止
す
る
。

（
削
る
。
）

（
削
る
。
）

近
海
か
つ
お

一

沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
海

・
ま
ぐ
ろ
漁

域
に
お
け
る
近
海
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
の
操
業
は

業

、
禁
止
す
る
。

二

中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
近
海
か
つ
お

・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
く
ろ
と
が
り
ざ
め
の
採
捕
は

、
禁
止
す
る
。

三

中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
近
海
か
つ
お

・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
よ
ご
れ
の
採
捕
は
、
禁
止
す

る
。

四

中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
近
海
か
つ
お

・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
め
ば
ち
の
採
捕
は
、
農
林
水

産
大
臣
が
定
め
た
期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁
止
す
る

。
五

中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
近
海
か
つ
お

・
ま
ぐ
ろ
漁
業
（
釣
り
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
に

よ
る
か
つ
お
の
採
捕
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る

期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁
止
す
る
。

六

中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
近
海
か
つ
お

・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
き
は
だ
の
採
捕
は
、
農
林
水

産
大
臣
が
定
め
た
期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁
止
す
る

。

（
略
）

（
略
）

北
太
平
洋
さ

（
略
）

ん
ま
漁
業

ず
わ
い
が
に

次
に
掲
げ
る
海
域
に
お
け
る
ず
わ
い
が
に
漁
業
の
操
業

（
新
設
）

（
新
設
）

漁
業

は
、
禁
止
す
る
。

イ

沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
イ
に
規
定
す

る
水
域

ロ

北
緯
三
十
八
度
五
十
分
十
秒
の
線
、
東
経
百
三
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十
二
度
五
十
九
分
五
十
秒
の
線
、
北
緯
四
十
度
十

分
九
秒
の
線
及
び
東
経
百
三
十
五
度
五
十
九
分
四

十
九
秒
の
線
の
各
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域

い
か
釣
り
漁

一
～
三

（
略
）

い
か
釣
り
漁

一
～
三

（
略
）

業

四

南
緯
三
十
度
の
線
以
南
、
西
経
百
六
十
五
度
の
線

業

（
新
設
）

以
西
、
南
緯
五
十
五
度
の
線
以
北
、
東
経
百
六
十
度

の
線
以
東
の
海
域
に
お
け
る
い
か
釣
り
漁
業
の
操
業

は
、
毎
年
七
月
一
日
か
ら
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
期

間
中
は
、
禁
止
す
る
。

別
表
第
五
（
第
三
十
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
七
条
、
第
百

（
新
設
）

六
条
、
第
百
七
条
関
係
）

区

域

上
欄
に
掲
げ
る
区
域
内
に

立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
る
者

一

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
カ

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府

ナ
ダ
政
府
と
の
間
の
協
定
第
二
条
１

と
カ
ナ
ダ
政
府
と
の
間
の
協

に
規
定
す
る
海
域

定
第
二
条
３
に
定
め
ら
れ
た

カ
ナ
ダ
政
府
の
権
限
あ
る
当

局
が
発
給
し
た
許
可
証
を
有

す
る
者

二

ギ
ル
バ
ー
ト
諸
島
の
地
先
沖
合
に

ギ
ル
バ
ー
ト
諸
島
の
地
先
沖

お
け
る
漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府

合
に
お
け
る
漁
業
に
関
す
る

と
ギ
ル
バ
ー
ト
諸
島
政
府
と
の
間
の

日
本
国
政
府
と
ギ
ル
バ
ー
ト

協
定
第
一
条
に
規
定
す
る
海
域

諸
島
政
府
と
の
間
の
協
定
に

基
づ
い
て
キ
リ
バ
ス
政
府
の

許
可
を
受
け
た
者

三

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ソ

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府

ロ
モ
ン
諸
島
政
府
と
の
間
の
協
定
第

と
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
政
府
と
の

一
条
に
規
定
す
る
海
域

間
の
協
定
第
四
条
に
定
め
ら

れ
た
ソ
ロ
モ
ン
政
府
の
発
給

し
た
許
可
証
を
有
す
る
者
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四

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
フ

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府

ラ
ン
ス
共
和
国
政
府
と
の
間
の
取
極

と
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
政
府
と

１
に
規
定
す
る
海
域

の
間
の
取
極
２
に
定
め
ら
れ

た
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
権
限
の

あ
る
当
局
が
発
給
し
た
許
可

証
を
有
す
る
者

五

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
オ

か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
を
営

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
と
の
間
の
協
定

む
者
で
あ
っ
て
漁
業
に
関
す

第
二
条
１
に
規
定
す
る
海
域

る
日
本
国
政
府
と
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
政
府
と
の
間
の
協
定

第
二
条
１
に
定
め
ら
れ
た
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
の
許
可

を
受
け
た
者

六

マ
ー
シ
ヤ
ル
諸
島
の
地
先
沖
合
に

マ
ー
シ
ヤ
ル
諸
島
の
地
先
沖

お
け
る
漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府

合
に
お
け
る
漁
業
に
関
す
る

と
マ
ー
シ
ヤ
ル
諸
島
政
府
と
の
間
の

日
本
国
政
府
と
マ
ー
シ
ヤ
ル

協
定
第
一
条
に
規
定
す
る
海
域

諸
島
政
府
と
の
間
の
協
定
第

四
条
に
定
め
ら
れ
た
マ
ー
シ

ャ
ル
政
府
の
発
給
し
た
許
可

証
を
有
す
る
者

七

海
洋
漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府

日
本
国
の
漁
船
が
モ
ロ
ッ
コ

と
モ
ロ
ッ
コ
王
国
政
府
と
の
間
の
協

王
国
に
接
続
す
る
二
百
海
里

定
前
文
に
規
定
す
る
海
域

水
域
に
お
い
て
漁
獲
に
従
事

す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
た

め
モ
ロ
ッ
コ
政
府
の
発
給
し

た
許
可
証
を
有
す
る
者

八

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ト

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府

ゥ
ヴ
ァ
ル
政
府
と
の
間
の
協
定
前
文

と
ト
ゥ
ヴ
ァ
ル
政
府
と
の
間

に
規
定
す
る
海
域

の
協
定
第
四
条
に
定
め
ら
れ

た
ツ
バ
ル
政
府
の
発
給
し
た

許
可
証
を
有
す
る
者
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九

日
本
国
政
府
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会

日
本
国
政
府
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト

主
義
共
和
国
連
邦
政
府
と
の
間
の
両

社
会
主
義
共
和
国
連
邦
政
府

国
の
地
先
沖
合
に
お
け
る
漁
業
の
分

と
の
間
の
両
国
の
地
先
沖
合

野
の
相
互
の
関
係
に
関
す
る
協
定
第

に
お
け
る
漁
業
の
分
野
の
相

一
条
に
規
定
す
る
ロ
シ
ア
連
邦
の
北

互
の
関
係
に
関
す
る
協
定
第

西
太
平
洋
の
沿
岸
に
接
続
す
る
二
百

三
条
に
定
め
ら
れ
た
ロ
シ
ア

海
里
水
域

政
府
の
権
限
の
あ
る
機
関
が

発
給
し
た
許
可
証
を
有
す
る

者

十

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
セ

日
本
国
の
漁
船
が
セ
ネ
ガ
ル

ネ
ガ
ル
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定

共
和
国
に
接
続
す
る
二
百
海

前
文
に
規
定
す
る
セ
ネ
ガ
ル
共
和
国

里
水
域
に
お
い
て
漁
獲
に
従

に
接
続
す
る
二
百
海
里
水
域

事
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る

た
め
セ
ネ
ガ
ル
政
府
の
発
給

し
た
許
可
証
を
有
す
る
者

十
一

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓

協
定
第
四
条
１
に
定
め
ら
れ

民
国
と
の
間
の
協
定
（
以
下
こ
の
項

た
大
韓
民
国
の
権
限
の
あ
る

に
お
い
て
「
協
定
」
と
い
う
。
）
第

当
局
が
発
給
し
た
許
可
証
を

一
条
の
協
定
水
域
の
う
ち
、
大
韓
民

有
す
る
者

国
の
排
他
的
経
済
水
域
の
最
南
端
の

緯
度
線
以
北
、
次
に
掲
げ
る
線
か
ら

成
る
線
以
西
の
水
域
（
協
定
附
属
書

Ⅱ
の
３
の
⑴
の
点
か
ら
⑶
の
点
ま
で

を
順
次
に
直
線
で
結
ぶ
線
よ
り
北
西

側
の
我
が
国
排
他
的
経
済
水
域
を
除

く
。
）

イ

協
定
第
七
条
１
に
規
定
す
る
線

ロ

協
定
第
九
条
１
の
⑻
の
点
か
ら

⒃
の
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結

ぶ
線

ハ

協
定
第
九
条
２
の
⑴
の
線
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ニ

協
定
第
九
条
２
の
⑵
の
線

ホ

協
定
第
九
条
２
の
⑶
の
線

十
二

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
と
中
華

協
定
第
二
条
２
に
定
め
ら
れ

人
民
共
和
国
と
の
間
の
協
定
（
以
下

た
中
華
人
民
共
和
国
の
権
限

こ
の
項
に
お
い
て
「
協
定
」
と
い
う

の
あ
る
当
局
が
発
給
し
た
許

。
）
第
一
条
に
規
定
す
る
中
華
人
民

可
証
を
有
す
る
者

共
和
国
の
排
他
的
経
済
水
域
の
う
ち

、
黄
海
及
び
南
シ
ナ
海
の
海
域
並
び

に
次
に
掲
げ
る
線
か
ら
成
る
線
以
西

の
海
域

イ

北
緯
三
十
一
度
四
十
二
分
十
二

秒
東
経
百
二
十
一
度
五
十
三
分
五

十
五
秒
の
点
か
ら
北
緯
三
十
二
度

四
十
六
分
四
秒
東
経
百
二
十
四
度

四
十
四
分
五
十
四
秒
の
点
に
至
る

直
線

ロ

北
緯
三
十
二
度
四
十
六
分
四
秒

東
経
百
二
十
四
度
四
十
四
分
五
十

四
秒
の
点
か
ら
北
緯
三
十
度
四
十

分
十
三
秒
東
経
百
二
十
四
度
四
十

四
分
五
十
四
秒
の
点
に
至
る
直
線

ハ

北
緯
三
十
度
四
十
分
十
三
秒
東

経
百
二
十
四
度
四
十
四
分
五
十
四

秒
の
点
か
ら
協
定
第
七
条
１
の
(a)

の
点
に
至
る
直
線

ニ

協
定
第
七
条
１
の

の
点
か
ら

(a)

の
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結

(e)ぶ
線

ホ

東
経
百
二
十
一
度
五
十
七
分
十

九
秒
以
西
の
北
緯
二
十
七
度
十
四

秒
の
線
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別
表

第
６

（第
3
5
条

関
係

）

別
表

第
３

（第
3
1
条

の
３

関
係

）

（
表
略
）

（
表
略
）

別
表
第
七
（
第
五
十
六
条
関
係
）

（
新
設
）

船

舶

の

海

域

色

総
ト
ン
数

総
ト
ン
数

一

北
緯
五
十
度
の
線
、
次
に
掲
げ
る
イ
か
ら

白

色

百
二
十
ト

リ
ま
で
の
各
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ぶ
線
及

ン
未
満

び
東
経
百
度
の
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
（

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
政
府
と
の
間
の
協
定
第
二
条
１
に
規
定

す
る
海
域
を
除
く
。
）

イ

北
緯
五
十
度
西
経
百
五
十
度
の
点

ロ

南
緯
四
度
西
経
百
五
十
度
の
点

ハ

南
緯
四
度
西
経
百
三
十
度
の
点

ニ

南
緯
二
十
五
度
西
経
百
三
十
度
の
点

ホ

南
緯
二
十
五
度
東
経
百
五
十
五
度
の
点

ヘ

南
緯
十
一
度
三
十
分
東
経
百
二
十
九
度

の
点

ト

南
緯
十
一
度
三
十
分
東
経
百
十
三
度
二

十
八
分
の
点

チ

南
緯
十
度
東
経
百
十
三
度
二
十
八
分
の

点
リ

南
緯
十
度
東
経
百
度
の
点

二

前
号
に
掲
げ
る
海
域
の
う
ち
、
北
緯
五
十

黄
緑
色

度
の
線
、
北
緯
二
十
度
の
線
、
西
経
百
五
十

度
の
線
及
び
東
経
百
七
十
度
の
線
に
よ
り
囲

ま
れ
た
海
域
並
び
に
我
が
国
の
排
他
的
経
済

水
域
、
領
海
及
び
内
水
並
び
に
我
が
国
の
排

他
的
経
済
水
域
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域
か
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ら
成
る
海
域
（
東
京
都
小
笠
原
村
南
鳥
島
に

係
る
排
他
的
経
済
水
域
及
び
領
海
を
除
く
。

）
を
除
く
海
域

総
ト
ン
数

全
て
の
海
域

朱

色

百
二
十
ト

船
橋
の

ン
以
上

周
囲
を

一
メ
ー

ト
ル
の

幅
で
帯

状
に
塗

装
す
る

こ
と

別
表
第
八
（
第
五
十
九
条
、
第
九
十
七
条
関
係
）

別
表
第
四
（
第
五
十
九
条
関
係
）

（
表
略
）

（
表
略
）

（
削
る
。
）

別
表
第
五
（
第
三
十
一
条
の
五
、
第
七
十
五
条
関
係
）

区

域

上
欄
に
掲
げ
る
区
域
内
に

立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
る
者

一

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
カ

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府

ナ
ダ
政
府
と
の
間
の
協
定
第
二
条
１

と
カ
ナ
ダ
政
府
と
の
間
の
協

に
規
定
す
る
海
域

定
第
二
条
３
に
定
め
ら
れ
た

カ
ナ
ダ
政
府
の
権
限
あ
る
当

局
が
発
給
し
た
許
可
証
を
有

す
る
者

二

ギ
ル
バ
ー
ト
諸
島
の
地
先
沖
合
に

ギ
ル
バ
ー
ト
諸
島
の
地
先
沖

お
け
る
漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府

合
に
お
け
る
漁
業
に
関
す
る

と
ギ
ル
バ
ー
ト
諸
島
政
府
と
の
間
の

日
本
国
政
府
と
ギ
ル
バ
ー
ト

協
定
第
一
条
に
規
定
す
る
海
域

諸
島
政
府
と
の
間
の
協
定
に

基
づ
い
て
キ
リ
バ
ス
政
府
の

許
可
を
受
け
た
者
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三

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ソ

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府

ロ
モ
ン
諸
島
政
府
と
の
間
の
協
定
第

と
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
政
府
と
の

一
条
に
規
定
す
る
海
域

間
の
協
定
第
四
条
に
定
め
ら

れ
た
ソ
ロ
モ
ン
政
府
の
発
給

し
た
許
可
証
を
有
す
る
者

四

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
フ

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府

ラ
ン
ス
共
和
国
政
府
と
の
間
の
取
極

と
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
政
府
と

１
に
規
定
す
る
海
域

の
間
の
取
極
２
に
定
め
ら
れ

た
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
権
限
の

あ
る
当
局
が
発
給
し
た
許
可

証
を
有
す
る
者

五

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
オ

遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
と
の
間
の
協
定

を
営
む
者
で
あ
つ
て
漁
業
に

第
二
条
１
に
規
定
す
る
海
域

関
す
る
日
本
国
政
府
と
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
と
の
間
の

協
定
第
二
条
１
に
定
め
ら
れ

た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
の

許
可
を
受
け
た
者

六

マ
ー
シ
ヤ
ル
諸
島
の
地
先
沖
合
に

マ
ー
シ
ヤ
ル
諸
島
の
地
先
沖

お
け
る
漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府

合
に
お
け
る
漁
業
に
関
す
る

と
マ
ー
シ
ヤ
ル
諸
島
政
府
と
の
間
の

日
本
国
政
府
と
マ
ー
シ
ヤ
ル

協
定
第
一
条
に
規
定
す
る
海
域

諸
島
政
府
と
の
間
の
協
定
第

四
条
に
定
め
ら
れ
た
マ
ー
シ

ャ
ル
政
府
の
発
給
し
た
許
可

証
を
有
す
る
者

七

海
洋
漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府

日
本
国
の
漁
船
が
モ
ロ
ッ
コ

と
モ
ロ
ッ
コ
王
国
政
府
と
の
間
の
協

王
国
に
接
続
す
る
二
百
海
里

定
前
文
に
規
定
す
る
海
域

水
域
に
お
い
て
漁
獲
に
従
事

す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
た

め
モ
ロ
ッ
コ
政
府
の
発
給
し

た
許
可
証
を
有
す
る
者
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八

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ト

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府

ゥ
ヴ
ァ
ル
政
府
と
の
間
の
協
定
前
文

と
ト
ゥ
ヴ
ァ
ル
政
府
と
の
間

に
規
定
す
る
海
域

の
協
定
第
四
条
に
定
め
ら
れ

た
ツ
バ
ル
政
府
の
発
給
し
た

許
可
証
を
有
す
る
者

九

日
本
国
政
府
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会

日
本
国
政
府
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト

主
義
共
和
国
連
邦
政
府
と
の
間
の
両

社
会
主
義
共
和
国
連
邦
政
府

国
の
地
先
沖
合
に
お
け
る
漁
業
の
分

と
の
間
の
両
国
の
地
先
沖
合

野
の
相
互
の
関
係
に
関
す
る
協
定
第

に
お
け
る
漁
業
の
分
野
の
相

一
条
に
規
定
す
る
ロ
シ
ア
連
邦
の
北

互
の
関
係
に
関
す
る
協
定
第

西
太
平
洋
の
沿
岸
に
接
続
す
る
二
百

三
条
に
定
め
ら
れ
た
ロ
シ
ア

海
里
水
域

政
府
の
権
限
の
あ
る
機
関
が

発
給
し
た
許
可
証
を
有
す
る

者

十

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
セ

日
本
国
の
漁
船
が
セ
ネ
ガ
ル

ネ
ガ
ル
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定

共
和
国
に
接
続
す
る
二
百
海

前
文
に
規
定
す
る
セ
ネ
ガ
ル
共
和
国

里
水
域
に
お
い
て
漁
獲
に
従

に
接
続
す
る
二
百
海
里
水
域

事
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る

た
め
セ
ネ
ガ
ル
政
府
の
発
給

し
た
許
可
証
を
有
す
る
者

十
一

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓

協
定
第
四
条
１
に
定
め
ら
れ

民
国
と
の
間
の
協
定
（
以
下
こ
の
項

た
大
韓
民
国
の
権
限
の
あ
る

に
お
い
て
「
協
定
」
と
い
う
。
）
第

当
局
が
発
給
し
た
許
可
証
を

一
条
の
協
定
水
域
の
う
ち
、
大
韓
民

有
す
る
者

国
の
排
他
的
経
済
水
域
の
最
南
端
の

緯
度
線
以
北
、
次
に
掲
げ
る
線
か
ら

成
る
線
以
西
の
水
域
（
協
定
附
属
書

Ⅱ
の
３
の
⑴
の
点
か
ら
⑶
の
点
ま
で

を
順
次
に
直
線
で
結
ぶ
線
よ
り
北
西

側
の
我
が
国
排
他
的
経
済
水
域
を
除

く
。
）
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イ

協
定
第
七
条
１
に
規
定
す
る
線

ロ

協
定
第
九
条
１
の
⑻
の
点
か
ら

⒃
の
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結

ぶ
線

ハ

協
定
第
九
条
２
の
⑴
の
線

ニ

協
定
第
九
条
２
の
⑵
の
線

ホ

協
定
第
九
条
２
の
⑶
の
線

十
二

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
と
中
華

協
定
第
二
条
２
に
定
め
ら
れ

人
民
共
和
国
と
の
間
の
協
定
（
以
下

た
中
華
人
民
共
和
国
の
権
限

こ
の
項
に
お
い
て
「
協
定
」
と
い

の
あ
る
当
局
が
発
給
し
た
許

う
。
）
第
一
条
に
規
定
す
る
中
華
人

可
証
を
有
す
る
者

民
共
和
国
の
排
他
的
経
済
水
域
の
う

ち
、
黄
海
及
び
南
シ
ナ
海
の
海
域
並

び
に
次
に
掲
げ
る
線
か
ら
成
る
線
以

西
の
海
域

イ

北
緯
三
十
一
度
四
十
二
分
十
二

秒
東
経
百
二
十
一
度
五
十
三
分
五

十
五
秒
の
点
か
ら
北
緯
三
十
二
度

四
十
六
分
四
秒
東
経
百
二
十
四
度

四
十
四
分
五
十
四
秒
の
点
に
至
る

直
線

ロ

北
緯
三
十
二
度
四
十
六
分
四
秒

東
経
百
二
十
四
度
四
十
四
分
五
十

四
秒
の
点
か
ら
北
緯
三
十
度
四
十

分
十
三
秒
東
経
百
二
十
四
度
四
十

四
分
五
十
四
秒
の
点
に
至
る
直
線

ハ

北
緯
三
十
度
四
十
分
十
三
秒
東

経
百
二
十
四
度
四
十
四
分
五
十
四

秒
の
点
か
ら
協
定
第
七
条
１
の
(a)

の
点
に
至
る
直
線

ニ

協
定
第
七
条
１
の

の
点
か
ら

(a)
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の
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結

(e)ぶ
線

ホ

東
経
百
二
十
一
度
五
十
七
分
十

九
秒
以
西
の
北
緯
二
十
七
度
十
四

秒
の
線

別
表
第
九
（
第
七
十
七
条
、
第
七
十
九
条
関
係
）

（
新
設
）

届
出
漁
業

海

域

沿
岸
ま
ぐ

我
が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
、
領
海
及
び
内
水
並
び
に
我

ろ
は
え
縄

が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域
か
ら

漁
業

成
る
海
域
（
東
京
都
小
笠
原
村
南
鳥
島
に
係
る
排
他
的
経

済
水
域
及
び
領
海
並
び
に
北
海
道
稚
内
市
宗
谷
岬
突
端
を

通
る
経
線
以
西
、
長
崎
県
長
崎
市
野
母
崎
突
端
を
通
る
緯

線
以
北
の
日
本
海
の
海
域
を
除
く
。
）

小
型
す
る

我
が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
、
領
海
及
び
内
水
（
内
水
面

め
い
か
釣

を
除
く
。
）
か
ら
成
る
海
域

り
漁
業

暫
定
措
置

一

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定

水
域
沿
岸

第
九
条
１
に
定
め
る
海
域

漁
業
等

二

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定

第
九
条
２
に
定
め
る
海
域

三

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
と
中
華
人
民
共
和
国
と
の
間

の
協
定
第
七
条
１
に
定
め
る
海
域

四

北
緯
三
十
度
四
十
分
十
三
秒
の
線
以
北
、
東
経
百
二

十
四
度
四
十
四
分
五
十
四
秒
の
線
以
東
、
東
経
百
二
十

七
度
二
十
九
分
五
十
三
秒
の
線
以
西
の
東
シ
ナ
海
の
海

域
（
第
二
号
に
掲
げ
る
海
域
を
除
く
。
）

別
表
第
十
（
第
八
十
二
条
関
係
）

（
新
設
）

届
出
漁
業

制

限

又

は

禁

止

沿
岸
ま
ぐ

一

別
表
第
四
の
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
イ
に
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ろ
は
え
縄

掲
げ
る
水
域
に
お
け
る
沿
岸
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業
の
操

漁
業

業
は
、
禁
止
す
る
。

二

沿
岸
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業
に
よ
る
く
ろ
と
が
り
ざ
め

又
は
よ
ご
れ
の
採
捕
は
、
禁
止
す
る
。

三

沿
岸
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業
に
よ
る
め
ば
ち
の
採
捕
は

、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
た
期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁

止
す
る
。

四

沿
岸
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業
に
よ
る
き
は
だ
の
採
捕
は

、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
た
期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁

止
す
る
。

小
型
す
る

別
表
第
四
の
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
イ
に
掲
げ

め
い
か
釣

る
水
域
に
お
け
る
小
型
す
る
め
い
か
釣
り
漁
業
の
操
業
は

り
漁
業

、
禁
止
す
る
。

別
表
第
十
一
（
第
八
十
三
条
関
係
）

（
新
設
）

次
の
各
号
に
掲
げ
る
海
域
以
外
の
海
域

一

別
表
第
一
の
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
海
域

二

別
表
第
一
の
東
シ
ナ
海
等
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
の
項
の
中
欄
に

掲
げ
る
海
域

三

東
経
百
四
十
四
度
五
十
九
分
四
十
六
秒
の
線
、
北
緯
四
十
一
度
十

秒
の
線
、
東
経
百
四
十
二
度
五
十
九
分
四
十
七
秒
の
線
、
北
緯
三
十

八
度
十
一
秒
の
線
、
東
経
百
四
十
一
度
五
十
九
分
四
十
七
秒
の
線
、

次
の
⑴
の
点
か
ら
⒅
の
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結
ぶ
線
及
び
陸
岸

に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域

⑴

北
海
道
函
館
市
恵
山
岬
突
端

⑵

北
海
道
函
館
市
恵
山
岬
突
端
正
東
十
海
里
の
点

⑶

青
森
県
八
戸
市
鮫
角
突
端
正
東
三
十
五
海
里
の
点

⑷

岩
手
県
宮
古
市
魹
ヶ
崎
突
端
正
東
十
海
里
の
点

⑸

岩
手
県
大
船
渡
市
首
埼
突
端
正
東
十
海
里
の
点

⑹

宮
城
県
気
仙
沼
市
御
埼
突
端
正
東
十
海
里
の
点

⑺

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
埼
突
端
正
東
十
海
里
の
点
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⑻

宮
城
県
石
巻
市
金
華
山
頂
上
正
東
十
海
里
の
点

⑼

宮
城
県
と
福
島
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点

正
東
二
十
五
海
里
の
点

⑽

福
島
県
双
葉
郡
浪
江
町
請
戸
ノ
鼻
突
端
正
東
二
十
五
海
里
の
点

⑾

福
島
県
い
わ
き
市
塩
屋
埼
灯
台
正
東
二
十
五
海
里
の
点

⑿

茨
城
県
ひ
た
ち
な
か
市
磯
埼
突
端
正
東
二
十
五
海
里
の
点

⒀

千
葉
県
銚
子
市
銚
子
一
ノ
島
灯
台
正
東
二
十
五
海
里
の
点

⒁

千
葉
県
銚
子
市
銚
子
一
ノ
島
灯
台
南
東
二
十
五
海
里
の
点

⒂

千
葉
県
い
す
み
市
太
東
埼
突
端
南
南
東
三
十
海
里
の
点

⒃

千
葉
県
南
房
総
市
野
島
埼
灯
台
正
南
十
五
海
里
の
点

⒄

千
葉
県
南
房
総
市
野
島
埼
灯
台
正
南
三
十
海
里
の
点

⒅

北
緯
三
十
度
十
五
秒
東
経
百
四
十
六
度
五
十
九
分
四
十
七
秒
の

点

別
表
第
十
二
（
第
八
十
八
条
関
係
）

（
新
設
）

水

産

動

植

物

禁

止

区

域

ひ
め
う
み
が
め
（
そ
の
卵
を
含
む

北
緯
六
十
度
の
線
以
南
、
南
緯
四

。
）

十
度
の
線
以
北
の
海
域

お
さ
が
め
（
そ
の
卵
を
含
む
。
）

北
緯
七
十
度
の
線
以
南
、
南
緯
五

十
度
の
線
以
北
の
海
域

じ
ゅ
ご
ん

北
緯
三
十
度
の
線
以
南
、
南
緯
三

十
度
の
線
以
北
の
海
域

別
表
第
十
三
（
第
九
十
四
条
関
係
）

（
新
設
）

鯨

禁

止

区

域

し
ろ
な
が
す
鯨

赤
道
以
北
の
太
平
洋
の
海
域
、
赤

道
以
北
の
大
西
洋
の
海
域
、
赤
道

以
北
の
イ
ン
ド
洋
の
海
域
及
び
赤

道
以
南
の
海
域

ほ
っ
き
ょ
く
鯨

北
緯
四
十
五
度
の
線
以
北
の
海
域

こ
く
鯨

赤
道
以
北
の
太
平
洋
の
海
域
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す
な
め
り

北
緯
四
十
度
の
線
以
南
、
南
緯
四

十
度
の
線
以
北
の
海
域

別
表
第
十
四
（
第
百
一
条
関
係
）

（
新
設
）

区

域

成
熟
が
に
の

期

間

雌
雄
の
区
分

Ａ
海
域
（
別
表
第
一
の
ず
わ
い

雌
が
に

一
月
二
十
一
日
か
ら

が
に
漁
業
の
項
の
中
欄
第
一
号

十
一
月
五
日
ま
で

に
掲
げ
る
海
域
を
い
う
。
）

雄
が
に

三
月
二
十
一
日
か
ら

十
一
月
五
日
ま
で

Ｂ
海
域
（
別
表
第
一
の
ず
わ
い

雌
が
に
及
び

六
月
一
日
か
ら
九
月

が
に
漁
業
の
項
の
中
欄
第
二
号

雄
が
に

三
十
日
ま
で

に
掲
げ
る
海
域
を
い
う
。
）

Ｃ
海
域
（
別
表
第
一
の
ず
わ
い

雌
が
に

周
年

が
に
漁
業
の
項
の
中
欄
第
三
号

雄
が
に

五
月
一
日
か
ら
十
月

に
掲
げ
る
海
域
を
い
う
。
）

三
十
一
日
ま
で

Ｄ
海
域
（
別
表
第
一
の
ず
わ
い

雌
が
に

周
年

が
に
漁
業
の
項
の
中
欄
第
四
号

雄
が
に

六
月
十
六
日
か
ら
十

に
掲
げ
る
海
域
を
い
う
。
）

月
十
五
日
ま
で

Ｅ
海
域
（
別
表
第
一
の
ず
わ
い

雌
が
に
及
び

四
月
一
日
か
ら
十
二

が
に
漁
業
の
項
の
中
欄
第
五
号

雄
が
に

月
九
日
ま
で

に
掲
げ
る
海
域
を
い
う
。
）
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
九
十
五
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と

い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
漁
獲
量
の
制
限
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
第
三
十
四
条
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
六
条
、
第
五
十
七
条
、
第
七
十
一
条
、
第
九
十

一
条
の
三
及
び
九
十
一
条
の
四
の
規
定
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
水
産
動
植
物
が
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
漁
業
法
第
十
一
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
水
産
資
源
と
し
て
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
が
行
わ
れ
る
日
の
前
日

ま
で
の
間
は
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
及
び
み
な
み
ま
ぐ
ろ
が
同
号
に
規
定

す
る
特
定
水
産
資
源
と
し
て
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
が
行
わ
れ
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の

第
九
十
六
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
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お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
降
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
及
び
特
定
大
臣
許
可
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
及
び
特
定
大
臣
許
可
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
農
林
水
産
省
令
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
中
「
漁
業
法
」
を
「
漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
一
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
漁
業
法
」
に
、
「
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る

省
令
第
六
条
第
一
号
の
」
を
「
漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
漁
業
法
第
四
十

一
条
第
五
号
の
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
」
に
改
め
る
。
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○
農
林
水
産
省
令
第

号

漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
、
漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律

の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第

号
）
、
指
定
漁
業
の
許
可
及
び

取
締
り
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
元
年
農
林
水
産
省
令
第

号
）
及
び
漁
業
法
施
行
規
則
（
令
和

元
年
農
林
水
産
省
令
第

号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
農
林
水
産
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年

月

日

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓

漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
農
林
水
産
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令

（
「
タ
ラ
バ
」
蟹
類
採
捕
取
締
規
則
等
の
廃
止
）

第
一
条

次
に
掲
げ
る
省
令
は
、
廃
止
す
る
。

一

「
タ
ラ
バ
」
蟹
類
採
捕
取
締
規
則
（
昭
和
八
年
農
林
省
令
第
九
号
）

二

昭
和
十
八
年
農
林
省
令
第
二
十
三
号
（
臘
虎
膃
肭
獣
猟
獲
取
締
法
第
四
條
の
規
定
に
依
る
特
に
命
令
を
受
け
た
る
官
吏

資料５－４

mio_fukuda810
長方形
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の
携
帯
す
べ
き
証
票
に
関
す
る
件
）

三

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
の
選
挙
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
五
十
号
）

四

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
取
締
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
農
林
省
令
第
六
号
）

五

い
る
か
猟
獲
取
締
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
農
林
省
令
第
四
号
）

六

特
定
大
臣
許
可
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
（
平
成
六
年
農
林
水
産
省
令
第
五
十
四
号
）

七

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
八
年
農
林
水
産
省
令
第
三
十
一
号
）

八

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
漁
業
者
等
に
係
る
漁
業
手
数
料
の
納
付
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
農
林

水
産
省
令
第
四
十
号
）

九

大
臣
管
理
量
に
係
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
の
停
止
に
関
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
農
林
水
産
省
令
第
四
十
号
）

（
水
産
資
源
保
護
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

水
産
資
源
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
農
林
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応

す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
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る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
水
産
動
植
物
の
採
捕
等
の
禁
止
）

（
削
る
。
）

第
一
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
水
産
動
植
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
禁
止
区
域
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
試
験
研
究
そ
の
他
の
特
別
の
事
由
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
が
許
可
を
し

た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

水
産
動
植
物
の
名
称

禁
止
区
域

ひ
め
う
み
が
め
（
そ
の
卵
を
含

北
緯
六
十
度
の
線
以
南
、
南
緯
四
十

む
。
）

度
の
線
以
北
の
海
域

お
さ
が
め
（
そ
の
卵
を
含
む
。

北
緯
七
十
度
の
線
以
南
、
南
緯
五
十

）

度
の
線
以
北
の
海
域

し
ろ
な
が
す
く
じ
ら

赤
道
以
北
の
太
平
洋
の
海
域
、
赤
道

以
北
の
大
西
洋
の
海
域
、
赤
道
以
北

の
イ
ン
ド
洋
の
海
域
、
赤
道
以
南
、

西
経
百
二
十
度
の
線
以
東
、
西
経
六

十
度
の
線
以
西
の
海
域
、
赤
道
以
南

、
西
経
六
十
度
の
線
以
東
、
経
度
〇

度
の
線
以
西
の
海
域
、
赤
道
以
南
、

経
度
〇
度
の
線
以
東
、
東
経
七
十
度

の
線
以
西
の
海
域
、
赤
道
以
南
、
東

経
七
十
度
の
線
以
東
、
東
経
百
三
十

度
の
線
以
西
の
海
域
、
赤
道
以
南
、

東
経
百
三
十
度
の
線
以
東
、
西
経
百

七
十
度
の
線
以
西
の
海
域
及
び
赤
道

以
南
、
西
経
百
七
十
度
の
線
以
東
、

西
経
百
二
十
度
の
線
以
西
の
海
域

ほ
つ
き
よ
く
く
じ
ら

北
緯
四
十
五
度
の
線
以
北
、
北
緯
六

十
五
度
の
線
以
南
、
北
緯
四
十
五
度

、
東
経
百
五
十
五
度
の
点
、
北
緯
五
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十
度
、
東
経
百
五
十
五
度
の
点
及
び

北
緯
六
十
五
度
、
東
経
百
七
十
度
の

点
を
順
次
に
結
ぶ
線
以
西
、
東
経
百

三
十
五
度
の
線
以
東
の
海
域
、
北
緯

四
十
五
度
、
西
経
百
五
度
の
点
、
北

緯
六
十
五
度
、
西
経
百
五
度
の
点
、

北
緯
七
十
五
度
、
西
経
百
二
十
度
の

点
、
北
極
点
、
北
緯
六
十
五
度
、
東

経
百
三
十
五
度
の
点
、
北
緯
六
十
五

度
、
東
経
百
七
十
度
の
点
、
北
緯
五

十
度
、
東
経
百
五
十
五
度
の
点
、
北

緯
四
十
五
度
、
東
経
百
五
十
五
度
の

点
及
び
北
緯
四
十
五
度
、
西
経
百
五

度
の
点
を
順
次
に
結
ぶ
線
に
よ
り
囲

ま
れ
た
海
域
、
北
緯
四
十
五
度
の
線

以
北
、
北
緯
七
十
度
、
西
経
七
十
度

の
点
、
北
緯
七
十
度
、
西
経
八
十
五

度
の
点
、
北
緯
六
十
五
度
、
西
経
九

十
度
の
点
及
び
北
緯
六
十
五
度
、
西

経
百
五
度
の
点
を
順
次
に
結
ぶ
線
以

南
、
西
経
七
十
度
の
線
以
西
、
西
経

百
五
度
の
線
以
東
の
海
域
、
北
緯
四

十
五
度
、
西
経
四
十
五
度
の
点
、
北

緯
四
十
五
度
、
西
経
七
十
度
の
点
、

北
緯
七
十
度
、
西
経
七
十
度
の
点
、

北
緯
七
十
度
、
西
経
八
十
五
度
の
点

、
北
緯
六
十
五
度
、
西
経
九
十
度
の

点
、
北
緯
六
十
五
度
、
西
経
百
五
度

の
点
、
北
緯
七
十
五
度
、
西
経
百
二

十
度
の
点
、
北
極
点
及
び
北
緯
四
十

五
度
、
西
経
四
十
五
度
の
点
を
順
次
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に
結
ぶ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
並

び
に
北
緯
七
十
度
、
東
経
百
三
十
五

度
の
点
、
北
緯
四
十
五
度
、
経
度
〇

度
の
点
及
び
北
緯
四
十
五
度
、
西
経

四
十
五
度
の
点
を
順
次
に
結
ぶ
線
以

北
、
東
経
百
三
十
五
度
の
線
以
西
、

西
経
四
十
五
度
の
線
以
東
の
海
域

こ
く
く
じ
ら

赤
道
以
北
の
太
平
洋
の
海
域

す
な
め
り

北
緯
四
十
度
の
線
以
南
、
南
緯
四
十

度
の
線
以
北
の
海
域

じ
ゆ
ご
ん

北
緯
三
十
度
の
線
以
南
、
南
緯
三
十

度
の
線
以
北
の
海
域

２

前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
採
捕
さ
れ
た
水
産
動
植
物
は
、
所
持
し
、
又
は

販
売
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
輸
入
防
疫
対
象
疾
病
等
）

（
輸
入
防
疫
対
象
疾
病
等
）

第
一
条

水
産
資
源
保
護
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
一
項
の

第
一
条
の
二

水
産
資
源
保
護
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
の
二

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
輸
入
防
疫
対
象
疾
病
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
輸
入
防
疫
対
象
疾
病
は
、
次
の
表
の
上

る
水
産
動
物
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
伝
染
性
疾

欄
に
掲
げ
る
水
産
動
物
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

病
と
す
る
。

伝
染
性
疾
病
と
す
る
。

（
表
略
）

（
表
略
）

２

法
第
十
三
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
水
産
動
物
は
、
前
項
の

２

法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
水
産
動
物
は
、
前

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
水
産
動
物
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
水
産
動
物
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
輸
入
の
申
請
）

（
輸
入
の
申
請
）

第
二
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式

第
一
条
の
三

法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

第
一
号
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
十
三
条
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る

２

法
第
十
三
条
の
二
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
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事
項
と
す
る
。

げ
る
事
項
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
輸
入
許
可
証
の
交
付
）

（
輸
入
許
可
証
の
交
付
）

第
三
条

法
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
輸
入
許
可
証
の
様
式

第
一
条
の
四

法
第
十
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
輸
入
許
可

は
、
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
。

証
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
。

（
管
理
す
べ
き
期
間
）

（
管
理
す
べ
き
期
間
）

第
四
条

法
第
十
四
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
表

第
一
条
の
五

法
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
期
間
は

の
上
欄
に
掲
げ
る
水
産
動
物
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
水
産
動
物
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

げ
る
期
間
と
す
る
。

下
欄
に
掲
げ
る
期
間
と
す
る
。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
管
理
の
方
法
）

（
管
理
の
方
法
）

第
五
条

法
第
十
四
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
と

第
一
条
の
六

法
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
方
法
は

お
り
と
す
る
。

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

（
輸
入
防
疫
対
象
疾
病
の
検
査
）

（
輸
入
防
疫
対
象
疾
病
の
検
査
）

第
六
条

法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
検
査
を
受
け
る
者
は
、
あ
ら
か

第
一
条
の
七

法
第
十
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
検
査
を
受
け
る
者
は

じ
め
、
文
書
又
は
口
頭
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
農
林
水
産
大
臣
に
届

、
あ
ら
か
じ
め
、
文
書
又
は
口
頭
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
農
林
水
産

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

（
身
分
証
明
書
の
様
式
）

（
身
分
証
明
書
の
様
式
）

第
七
条

法
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
は
、

第
一
条
の
八

法
第
十
三
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の

別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
。

様
式
は
、
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
。

（
通
路
設
置
計
画
等
の
作
成
及
び
そ
の
承
認
）

（
通
路
設
置
計
画
等
の
作
成
及
び
そ
の
承
認
）

第
八
条

法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
は
、
当
該

第
二
条

法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
は
、
当
該

命
令
を
受
け
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
、
左
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
命
令
の
区

命
令
を
受
け
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
、
左
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
命
令
の
区
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分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
計
画
書
に

分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
計
画
書
に

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
、
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
、
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
除
害
工
事
命
令
）

（
除
害
工
事
命
令
）

第
九
条

法
第
二
十
七
条
第
四
項
の
利
害
関
係
人
が
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す

第
三
条

法
第
二
十
四
条
第
四
項
の
利
害
関
係
人
が
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す

る
除
害
工
事
の
命
令
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る

る
除
害
工
事
の
命
令
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

（
補
償
金
額
決
定
の
通
知
）

（
補
償
金
額
決
定
の
通
知
）

第
十
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
法
第
二
十
七
条
第
三
項
の
補
償
金
額
を
決
定
し

第
四
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
補
償
金
額
を
決
定
し

た
と
き
は
、
当
該
金
額
及
び
支
払
の
期
限
を
、
当
該
工
作
物
に
つ
い
て
権
利

た
と
き
は
、
当
該
金
額
及
び
支
払
の
期
限
を
、
当
該
工
作
物
に
つ
い
て
権
利

を
有
す
る
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

を
有
す
る
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
法
第
二
十
七
条
第
四
項
の
補
償
金
額
を
決
定
し
た
と

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
法
第
二
十
四
条
第
四
項
の
補
償
金
額
を
決
定
し
た
と

き
は
、
当
該
金
額
及
び
支
払
の
期
限
を
当
該
申
請
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に

き
は
、
当
該
金
額
及
び
支
払
の
期
限
を
当
該
申
請
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に

、
当
該
金
額
、
支
払
の
期
限
並
び
に
当
該
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

、
当
該
金
額
、
支
払
の
期
限
並
び
に
当
該
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

所
を
、
当
該
工
作
物
に
つ
い
て
権
利
を
有
す
る
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す

所
を
、
当
該
工
作
物
に
つ
い
て
権
利
を
有
す
る
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。

る
。

（
届
出
の
義
務
）

（
届
出
の
義
務
）

第
十
一
条

法
第
三
十
条
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
水
産
動
植
物
は
、
あ
ゆ

第
五
条

法
第
二
十
七
条
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
水
産
動
植
物
は
、
あ
ゆ

と
す
る
。

と
す
る
。

第
十
二
条

法
第
三
十
条
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
そ
の
業
を
開
始
し
よ

第
六
条

法
第
二
十
七
条
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
そ
の
業
を
開
始
し
よ

う
と
す
る
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
、
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
る
届
出
書
を
農

う
と
す
る
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
、
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
る
届
出
書
を
農

林
水
産
大
臣
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

林
水
産
大
臣
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
三
十
条
前
段
又
は
法
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は

２

法
第
二
十
七
条
前
段
又
は
法
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者

、
当
該
届
出
書
の
記
載
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
変
更
を

は
、
当
該
届
出
書
の
記
載
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
変
更
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し
よ
う
と
す
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け

を
し
よ
う
と
す
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な

れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条

法
第
三
十
条
後
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
そ
の
業
を
廃
止
し
た

第
七
条

法
第
二
十
七
条
後
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
そ
の
業
を
廃
止
し
た

日
か
ら
十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出

日
か
ら
十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出

し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
生
産
及
び
配
付
の
指
示
）

（
生
産
及
び
配
付
の
指
示
）

第
十
四
条

法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
指
示
は
、
水
産
動
植
物
の
生
産
に

第
八
条

法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
指
示
は
、
水
産
動
植
物
の
生
産
に
つ

つ
い
て
す
る
場
合
は
当
該
水
産
動
植
物
の
種
苗
の
種
類
及
び
生
産
数
量
又
は

い
て
す
る
場
合
は
当
該
水
産
動
植
物
の
種
苗
の
種
類
及
び
生
産
数
量
又
は
生

生
産
方
法
を
、
水
産
動
植
物
の
種
苗
の
配
付
に
つ
い
て
す
る
場
合
に
は
、
当

産
方
法
を
、
水
産
動
植
物
の
種
苗
の
配
付
に
つ
い
て
す
る
場
合
に
は
、
当
該

該
水
産
動
植
物
の
種
苗
の
種
類
及
び
配
付
価
格
、
配
付
方
法
、
配
付
先
別
数

水
産
動
植
物
の
種
苗
の
種
類
及
び
配
付
価
格
、
配
付
方
法
、
配
付
先
別
数
量

量
、
又
は
時
期
別
配
付
数
量
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
て
す
る
も
の
と
す

、
又
は
時
期
別
配
付
数
量
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
て
す
る
も
の
と
す

る
。

る
。

（
報
告
の
徴
収
）

（
報
告
の
徴
収
）

第
十
五
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

（
罰
則
）

（
削
る
。
）

第
十
条

第
一
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五

十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

（
削
る
。
）

第
十
一
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の

他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
前
条
の
違
反
行
為
を

し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
同
条

の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

第
一

条
の

三
関

係
第

二
条

関
係

第
一

条
の

四
関

係
第

三
条

関
係

第
条

別
記
様
式
第
一
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
号
中
「

」
を
「

」
に
、
「

1
3

」
を
「

1
3

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
三
号
中
「

」
を
「

」
に
、
「

1
3

」
を
「

1
6

」
に

の
２

第
条

第
一

条
の

八
関

係
第

七
条

関
係

第
条

の
５

第
１

項
第

条
第

１
項

、
「

4
0

」
を
「

4
6

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
四
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
条

第
条

第
六

条
関

係
第

十
二

条
関

係
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（
内
水
面
漁
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

内
水
面
漁
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
農
林
水
産
省
令
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が

あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正

前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応

す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
許
可
の
申
請
）

（
許
可
の
申
請
）

第
二
条

指
定
養
殖
業
に
つ
い
て
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
（
第
十
一
条

第
二
条

指
定
養
殖
業
に
つ
い
て
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
（
第
八
条
及

及
び
第
十
七
条
を
除
き
、
以
下
「
許
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る

び
第
十
四
条
を
除
き
、
以
下
「
許
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

者
は
、
養
殖
場
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
農
林
水

は
、
養
殖
場
ご
と
に
、
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書

産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

類
を
添
え
、
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者

一

養
殖
場
の
登
記
事
項
証
明
書

の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

申
請
に
係
る
指
定
養
殖
業
の
種
類

二

申
請
に
係
る
養
殖
場
を
使
用
す
る
権
利
が
所
有
権
以
外
の
場
合
に
は
、

当
該
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

三

使
用
す
る
養
殖
場
の
名
称
、
そ
の
所
在
地
及
び
そ
の
面
積

三

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
定
款
、
登
記
事
項
証
明
書
（
目
的
、

名
称
、
事
務
所
（
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
主
た
る
事
務
所
）
及
び
当
該

法
人
を
代
表
す
べ
き
者
の
氏
名
に
係
る
事
項
を
証
明
し
た
登
記
事
項
証
明

書
と
す
る
。
）
並
び
に
最
近
の
貸
借
対
照
表
及
び
財
産
目
録
、
法
人
以
外

の
者
で
あ
る
場
合
に
は
最
近
の
財
産
状
態
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

四

養
殖
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
水
産
動
植
物
の
種
類
及
び
そ
の
量

四

二
人
以
上
が
共
同
し
て
申
請
す
る
場
合
に
は
、
当
該
養
殖
業
に
関
す
る

各
共
同
者
の
権
利
義
務
の
関
係
を
記
載
し
た
書
面

（
削
る
。
）

五

申
請
が
法
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
漁
業
法
第
五
十
九
条
（
第
四

号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
っ
て
す
る
許
可
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
新
設
）

い
。

一

個
人
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

住
民
票
の
写
し

ロ

財
産
に
関
す
る
調
書

二

法
人
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

定
款

ロ

登
記
事
項
証
明
（
目
的
、
名
称
、
事
務
所
（
二
以
上
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
）
及
び
当
該
法
人
を
代
表
す
べ
き
者
の
氏
名
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に
係
る
事
項
を
証
明
し
た
登
記
事
項
証
明
書
に
限
る
。
）

ハ

申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表

、
損
益
計
算
書
及
び
当
該
事
業
年
度
末
の
財
産
目
録
又
は
こ
れ
ら
に
準

ず
る
も
の
（
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
設
立
時
に
お
け
る
財
産
目
録
）

三

登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
養
殖
場
の
所
在
地
を
証
明
す
る
こ
と
が
で

き
る
書
類

四

申
請
に
係
る
養
殖
場
を
使
用
す
る
権
利
が
所
有
権
以
外
の
場
合
に
は
、

当
該
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

五

二
人
以
上
が
共
同
し
て
申
請
す
る
場
合
に
は
、
当
該
養
殖
業
に
関
す
る

各
共
同
者
の
権
利
義
務
の
関
係
を
記
載
し
た
書
面

六

法
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二

百
六
十
七
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る

者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

３

（
略
）

２

（
略
）

（
許
可
証
）

（
許
可
証
の
様
式
）

第
三
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
許
可
を
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

第
三
条

法
第
二
十
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
許
可
証
の
様
式
は

載
し
た
許
可
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

、
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
。

一

指
定
養
殖
業
の
種
類

（
新
設
）

二

許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
の
番
号

（
新
設
）

三

氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所

（
新
設
）

の
所
在
地
）

四

養
殖
場
の
名
称
、
そ
の
所
在
地
及
び
そ
の
面
積

（
新
設
）

五

養
殖
場
に
お
い
て
養
殖
す
る
こ
と
が
で
き
る
水
産
動
植
物
の
種
類
及
び

（
新
設
）

量
六

許
可
の
有
効
期
間

（
新
設
）

七

許
可
の
条
件

（
新
設
）

（
指
定
養
殖
業
の
制
限
措
置
）
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第
五
条

法
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
漁
業
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
農

（
新
設
）

林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

許
可
を
す
べ
き
指
定
養
殖
業
に
係
る
水
産
動
植
物
の
総
量

二

養
殖
場
の
総
面
積

三

養
殖
場
の
数

（
申
請
す
べ
き
期
間
に
関
す
る
特
別
の
事
情
）

（
公
示
に
基
づ
く
許
可
の
申
請
期
間
に
関
す
る
特
別
の
事
情
）

第
六
条

法
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
漁
業
法
第
四
十
二
条
第
二
項
の
農

第
五
条

法
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
漁
業
法
第
五
十
八
条
第
二
項
た
だ

林
水
産
省
令
で
定
め
る
緊
急
を
要
す
る
特
別
の
事
情
は
、
国
際
交
渉
と
の
関

し
書
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
緊
急
を
要
す
る
特
別
の
事
情
は
、
指
定
養

係
上
水
産
動
植
物
の
総
量
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
指
定
養
殖
業
に
つ

殖
業
に
つ
い
て
許
可
を
す
べ
き
水
産
動
植
物
の
総
量
が
国
際
交
渉
と
の
関
連

い
て
、
三
月
以
上
の
申
請
期
間
を
定
め
て
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示

に
お
い
て
定
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
国
際
交
渉
と
の

を
す
る
と
す
れ
ば
指
定
養
殖
業
の
養
殖
の
時
機
を
失
し
、
当
該
指
定
養
殖
業

関
係
上
当
該
水
産
動
植
物
の
総
量
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
後
三
月
以

を
営
む
者
の
経
営
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
事
情
と
す
る
。

上
の
申
請
期
間
を
定
め
て
同
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
す
る
と
す
れ
ば
指
定

養
殖
業
の
養
殖
の
時
機
を
失
し
、
指
定
養
殖
業
を
営
む
者
の
経
営
に
著
し
い

支
障
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
事
情
と
す
る
。

（
養
殖
場
が
滅
失
し
た
場
合
の
許
可
の
申
請
）

第
七
条

許
可
の
申
請
の
後
に
、
当
該
申
請
に
係
る
養
殖
場
が
滅
失
し
た
場
合

（
新
設
）

に
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
者
が
当
該
滅
失
し
た
養
殖
場

に
代
え
て
他
の
養
殖
場
に
つ
い
て
法
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
漁
業
法

第
四
十
五
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
を
し
た
と
き
は
、
当
該
申

請
は
、
当
該
他
の
養
殖
場
に
つ
い
て
の
申
請
と
み
な
す
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
は
、
法
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す

る
漁
業
法
第
四
十
二
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
従
前
の
許
可

に
係
る
養
殖
場
と
同
一
の
養
殖
場
に
つ
い
て
し
た
申
請
と
み
な
す
。

４

従
前
の
許
可
に
係
る
養
殖
場
が
許
可
を
申
請
す
べ
き
期
間
の
満
了
日
の
前

六
月
以
内
に
滅
失
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
従
前
の
許
可
を
受
け
て
い
た

者
が
当
該
滅
失
し
た
養
殖
場
に
代
え
て
他
の
養
殖
場
に
つ
い
て
法
第
三
十
条

に
お
い
て
準
用
す
る
漁
業
法
第
四
十
五
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
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請
を
し
、
か
つ
、
当
該
他
の
養
殖
場
に
つ
い
て
許
可
の
申
請
を
し
た
と
き
も

、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

（
許
可
の
申
請
後
申
請
者
が
死
亡
し
、
又
は
解
散
し
、
若
し
く
は
分
割
を
し

た
場
合
）

第
八
条

許
可
の
申
請
を
し
た
者
が
当
該
申
請
を
し
た
後
に
死
亡
し
、
又
は
合

（
新
設
）

併
に
よ
り
解
散
し
、
若
し
く
は
分
割
（
当
該
申
請
に
係
る
養
殖
場
を
承
継
さ

せ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
相
続
人
又
は
当
該
合
併
後
存

続
す
る
法
人
若
し
く
は
当
該
合
併
に
よ
っ
て
成
立
し
た
法
人
若
し
く
は
当
該

分
割
に
よ
っ
て
当
該
養
殖
場
を
承
継
し
た
法
人
は
、
当
該
許
可
の
申
請
を
し

た
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
申
請
を
し
た
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
は
、

承
継
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、
そ
の

旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
許
可
を
す
べ
き
者
の
決
定
）

第
九
条

法
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
漁
業
法
第
四
十
二
条
第
五
項
又
は

（
新
設
）

第
六
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
す
る
者
を
定
め
な
い
と
き
は
、
当
該
指
定
養

殖
業
を
営
む
者
の
数
、
当
該
指
定
養
殖
業
に
係
る
養
殖
場
の
数
及
び
当
該
指

定
養
殖
業
の
実
態
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
許
可
の
基
準
を
定
め
、
こ

れ
に
従
っ
て
許
可
す
る
者
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
許
可
の
有
効
期
間
）

第
十
条

法
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
漁
業
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
農

（
新
設
）

林
水
産
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

（
許
可
の
特
例
）

（
削
る
。
）

第
六
条

法
第
三
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
漁
業
法
第
五
十
九
条

の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
許
可
養
殖
業
者
が
、
そ
の
許
可
を
受

け
た
養
殖
場
と
併
せ
て
他
の
養
殖
場
に
お
い
て
当
該
許
可
に
係
る
養
殖
業
を

営
む
場
合
に
お
い
て
、
当
該
他
の
養
殖
場
に
つ
い
て
許
可
を
申
請
し
た
と
き
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と
す
る
。

（
変
更
の
許
可
を
要
す
る
事
項
）

（
削
る
。
）

第
七
条

法
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
漁
業
法
第
六
十
一
条
の
農
林
水
産

省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
養
殖
場
に
お
い
て
養
殖
す
る
こ
と
が
で
き
る
水
産

動
植
物
の
量
の
増
加
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
申
請
を
す
る
許
可
養
殖
業
者

が
同
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
所
在
す
る
他
の
養
殖
場
に
お
い
て
許
可
を

受
け
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
都
道
府
県
に
お
い
て
養
殖
す
る
こ
と
が

で
き
る
水
産
動
植
物
の
量
の
合
計
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
十
一
条

法
第
三
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
漁
業
法
第
四
十
七

第
八
条

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
養
殖
場
に
つ
い
て
法
第
三

条
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
漁
業
法
第
六
十
一
条
の
変
更
の
許
可
（
以
下
「
変

書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

更
の
許
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
理
由
を
付
し
て
農
林

水
産
大
臣
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者

（
新
設
）

の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

申
請
に
係
る
指
定
養
殖
業
の
種
類

（
新
設
）

三

許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
の
番
号

（
新
設
）

四

変
更
の
内
容

（
新
設
）

五

変
更
の
理
由

（
新
設
）

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
書
の
ほ
か
、
変
更
の
許
可
を
す
る
か
ど

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て

う
か
の
判
断
に
関
し
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

必
要
が
あ
る
と
き
は
、
変
更
の
許
可
を
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
関
し
必
要

る
。

と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
相
続
又
は
法
人
の
合
併
若
し
く
は
分
割
の
届
出
）

第
十
二
条

法
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
漁
業
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の

（
新
設
）

規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
は
、
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を

証
す
る
書
面
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
許
可
証
の
書
換
交
付
の
申
請
）

（
許
可
証
の
書
換
交
付
の
申
請
）

第
十
三
条

許
可
養
殖
業
者
は
、
許
可
証
の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き

第
九
条

許
可
養
殖
業
者
は
、
許
可
証
の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
（

（
第
十
五
条
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
速

第
十
一
条
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
速
や

や
か
に
、
農
林
水
産
大
臣
に
許
可
証
の
書
換
交
付
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら

か
に
、
農
林
水
産
大
臣
に
許
可
証
の
書
換
交
付
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

な
い
。

い
。

（
許
可
証
の
再
交
付
の
申
請
）

（
許
可
証
の
再
交
付
の
申
請
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

（
許
可
証
の
書
換
交
付
及
び
再
交
付
）

（
許
可
証
の
書
換
交
付
及
び
再
交
付
）

第
十
五
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
許
可

第
十
一
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
許
可

証
を
書
き
換
え
て
交
付
し
、
又
は
再
交
付
す
る
。

証
を
書
き
換
え
て
交
付
し
、
又
は
再
交
付
す
る
。

一

第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
書
換
交
付
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
再
交
付

一

第
九
条
の
規
定
に
よ
る
書
換
交
付
（
第
七
条
た
だ
し
書
の
場
合
を
除

の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
。

く
。
）
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
再
交
付
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
。

二

法
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
漁
業
法
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定

（
新
設
）

に
よ
り
許
可
に
条
件
を
付
け
、
又
は
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
付
け
た
条
件
を
変
更
し
、
若
し
く
は
取
り
消
し
た
と
き
。

三

法
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
漁
業
法
第
四
十
七
条
の
許
可
を
し
た

二

法
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
漁
業
法
第
六
十
一
条
の
許
可
を
し
た

と
き
。

と
き
。

四

法
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
漁
業
法
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定

三

法
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
漁
業
法
第
六
十
二
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
。

に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
。

（
削
る
。
）

四

法
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
漁
業
法
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
に
制
限
若
し
く
は
条

件
を
付
け
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
付
け
た
制
限
若
し
く
は
条
件
を
変

更
し
、
若
し
く
は
取
り
消
し
た
と
き
。

五

法
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
漁
業
法
第
五
十
四
条
第
二
項
又
は
同

五

法
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
漁
業
法
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用

法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
変
更
し
た
と
き
。

す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
変
更

し
た
と
き
。

（
削
る
。
）

六

内
水
面
漁
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第

三
百
二
十
四
号
）
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
。
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（
許
可
証
の
返
納
）

（
許
可
証
の
返
納
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

（
指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
の
準
用
）

（
削
る
。
）

第
十
三
条

指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
八

年
農
林
省
令
第
五
号
）
第
五
条
の
二
、
第
五
条
の
三
及
び
第
十
条
の
規
定
は

、
許
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
五
条
の
二
第

一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
十
条
中
「
指
定
漁
業
」
と
あ
る
の
は
「

指
定
養
殖
業
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
許
可
手
数
料
）

（
許
可
手
数
料
）

第
十
七
条

法
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
漁
業
法
第
百
七
十
五
条
第
二
項

第
十
四
条

（
新
設
）

の
手
数
料
は
、
申
請
書
に
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
額
の
収
入
印
紙
を
貼
っ

て
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政

の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申

請
す
る
場
合
は
、
当
該
申
請
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
、
現
金
を

も
っ
て
納
め
る
も
の
と
す
る
。

２

手
数
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
漁
業
法
第
百
三
十
三
条
第
二
項
の
手
数

料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
養
殖
業
の
許
可
の
申
請

一

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
養
殖
業
の
許
可
の
申
請

四
千
四
百
五
十
円

四
千
四
百
円

二

法
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
漁
業
法
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る

二

法
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
漁
業
法
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
る

変
更
の
許
可
の
申
請

二
千
二
百
円

変
更
の
許
可
の
申
請

二
千
二
百
円

三

第
十
三
条
の
許
可
証
の
書
換
交
付
の
申
請
及
び
第
十
四
条
の
許
可
証
の

三

第
九
条
の
許
可
証
の
書
換
交
付
の
申
請
及
び
第
十
条
の
許
可
証
の
再
交

再
交
付
の
申
請

八
百
五
十
円

付
の
申
請

八
百
五
十
円

（
届
出
養
殖
業
の
届
出
）

（
届
出
養
殖
業
の
届
出
）

第
十
八
条

届
出
養
殖
業
に
つ
き
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

第
十
五
条

届
出
養
殖
業
に
つ
き
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
養
殖
場
ご
と
に
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載

を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
養
殖
場
ご
と
に
、
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
届
出



- 18 -

し
た
届
出
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

３

法
第
二
十
八
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

る
者
は
、
養
殖
場
ご
と
に
、
別
記
様
式
第
四
号
又
は
別
記
様
式
第
五
号
に
よ

な
ら
な
い
。

る
届
出
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者

（
新
設
）

の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

養
殖
場
の
届
出
番
号

（
新
設
）

三

変
更
の
内
容

（
新
設
）

四

変
更
の
理
由

（
新
設
）

五

変
更
が
あ
っ
た
年
月
日

（
新
設
）

４

法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

（
新
設
）

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者

の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

養
殖
場
の
届
出
番
号

三

廃
止
の
理
由

四

廃
止
し
た
年
月
日

（
届
出
養
殖
業
者
の
相
続
人
等
に
関
す
る
特
例
）

（
届
出
養
殖
業
者
の
相
続
人
等
に
関
す
る
特
例
）

第
十
九
条

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
養
殖
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
は
、
そ
の
承

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
養
殖
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
は
、
そ
の
承

継
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
に
そ

継
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、
別
記

の
事
実
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

様
式
第
六
号
に
よ
る
届
出
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ら
な
い
。

い
。

一

承
継
人
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た

（
新
設
）

る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

被
承
継
人
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主

（
新
設
）

た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

三

養
殖
場
の
届
出
番
号

（
新
設
）
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四

承
継
に
係
る
養
殖
場
の
名
称
、
そ
の
所
在
地
及
び
そ
の
面
積

（
新
設
）

五

承
継
の
年
月
日

（
新
設
）

六

承
継
の
原
因

（
新
設
）

（
届
出
番
号
の
決
定
等
）

（
届
出
番
号
の
決
定
等
）

第
二
十
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

（
実
績
報
告
書
の
提
出
）

（
う
な
ぎ
養
殖
業
に
係
る
実
績
報
告
書
の
提
出
）

第
二
十
一
条

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
実
績
報
告
書
は
、
当
該
報
告
に
係
る

第
十
八
条

う
な
ぎ
養
殖
業
に
係
る
許
可
を
受
け
た
者
は
、
法
第
二
十
九
条
第

月
の
翌
月
の
十
日
ま
で
に
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
毎
月
、
別
記
様
式
第
七
号
に
よ
る
実
績
報
告
書
を

作
成
し
、
当
該
報
告
に
係
る
月
の
翌
月
の
十
日
ま
で
に
農
林
水
産
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
実
績
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

（
新
設
）

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

許
可
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称

、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

許
可
の
番
号

三

養
殖
の
用
に
供
し
た
種
苗
の
種
類
別
の
量

四

養
殖
の
実
績

五

そ
の
他
必
要
な
事
項

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

第
二
十
二
条

法
第
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
証
明
書
の
様
式
は
、
別
記

第
十
九
条

法
第
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
証
明
書
の
様
式
は
、
別
記
様

様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

式
第
八
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
提
出
書
類
の
経
由
機
関
）

（
提
出
書
類
の
経
由
機
関
）

第
二
十
三
条

（
略
）

第
二
十
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
三
条

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
若
し

若
し
く
は
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
、
第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
第

く
は
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
、
第
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項

二
項
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
若
し
く
は
第
十
九
条

若
し
く
は
第
十
六
条
第
二
項
の
届
出
書
又
は
第
十
八
条
の
実
績
報
告
書
が
都

第
二
項
の
届
出
書
又
は
第
二
十
一
条
の
実
績
報
告
書
が
都
道
府
県
知
事
に
受

道
府
県
知
事
に
受
理
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
受
理
さ
れ
た
と
き
に
農
林
水
産
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理
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
受
理
さ
れ
た
と
き
に
農
林
水
産
大
臣
に
こ
れ
ら
の

大
臣
に
こ
れ
ら
の
書
類
の
提
出
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

書
類
の
提
出
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
添
付
書
類
の
省
略
）

第
二
十
二
条

法
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
同
時
に
二
以
上
の

（
新
設
）

申
請
書
そ
の
他
の
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
各
申
請
書
そ
の
他
の

書
類
に
添
付
す
べ
き
書
類
の
内
容
が
同
一
で
あ
る
と
き
は
、
一
の
申
請
書
そ

の
他
の
書
類
に
こ
れ
を
添
付
し
、
他
の
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
に
は
そ
の
旨

を
記
載
し
て
、
一
の
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
に
添
付
し
た
書
類
の
添
付
を
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
農
林
水
産
大
臣
は
、
特
に
必
要
が
な
い

と
認
め
る
と
き
は
、
法
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
そ

の
他
の
書
類
に
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
の
添
付
を
省
略
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
協
議
会
設
置
に
係
る
申
出
）

（
協
議
会
設
置
に
係
る
申
出
）

第
二
十
三
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
出
を
し
よ
う
と
す
る

第
二
十
一
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
出
を
し
よ
う
と
す
る

共
同
漁
業
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
都
道
府
県
知

共
同
漁
業
権
者
は
、
別
記
様
式
第
九
号
に
よ
る
申
出
書
を
都
道
府
県
知
事
に

事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

共
同
漁
業
権
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

（
新
設
）

地
二

共
同
漁
業
権
の
免
許
番
号

（
新
設
）

三

共
同
漁
業
権
に
係
る
漁
業
の
種
類
及
び
名
称

（
新
設
）

四

協
議
会
の
構
成
員
に
加
え
る
べ
き
者

（
新
設
）

五

協
議
内
容

（
新
設
）

別
記
様
式
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
削
り
、
別
記
様
式
第
八
号
中
「

（

」
を
「

（

」
に

別
記

様
式

第
八

号
第

十
九

条
関

係
別

記
様

式
第

二
十

一
条

関
係

）
）

改
め
、
「

」
を
削
り
、
同
様
式
を
別
記
様
式
と
し
、
別
記
様
式
第
九
号
を
削
る
。

平
成
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（
漁
業
手
数
料
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

漁
業
手
数
料
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が

あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正

前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応

す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
手
数
料
の
額
）

（
手
数
料
の
額
）

第
一
条

漁
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
七
十
五
条
第
二
項
の
手
数

第
一
条

漁
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
三
十
三
条
第
二
項
の
手
数

料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

漁
獲
割
当
割
合
に
係
る
も
の

（
新
設
）

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
漁
獲
割
当
割
合

の
設
定
の
申
請

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
漁
獲
割
当
割

船
舶
等
一
隻
に
つ
き

三
千
三
百
円

合
の
移
転
の
認
可
の
申
請

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
年
次
漁
獲
割

当
量
の
移
転
の
認
可
の
申

請
二

大
臣
許
可
漁
業
に
係
る
も
の

一

指
定
漁
業
に
係
る
も
の

法
第
三
十
六
条
第
一
項
の

法
第
五
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
大
臣
許
可
漁

規
定
に
よ
る
指
定
漁
業
の

業
の
許
可
の
申
請

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
未

二
千
二
百
円

許
可
の
申
請

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
未

千
八
百
五
十
円

法
第
四
十
七
条
の
規
定
に

満
の
船
舶
一
隻
に
つ
き

法
第
六
十
一
条
の
規
定
に

満
の
船
舶
一
隻
に
つ
き

よ
る
変
更
の
許
可
の
申
請

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
以

三
千
三
百
円

よ
る
変
更
の
許
可
の
申
請

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
以

二
千
八
百
円

漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り

上
百
ト
ン
未
満
の
船
舶

（
新
設
）

上
百
ト
ン
未
満
の
船
舶

等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和

一
隻
に
つ
き

一
隻
に
つ
き

三
十
八
年
農
林
省
令
第
五

総
ト
ン
数
百
ト
ン
以
上

四
千
四
百
五
十

総
ト
ン
数
百
ト
ン
以
上

三
千
七
百
五
十

号
。
以
下
「
省
令
」
と
い

の
船
舶
一
隻
に
つ
き

円

の
船
舶
一
隻
に
つ
き

円

う
。
）
第
十
一
条
の
規
定

に
よ
る
起
業
の
認
可
の
変

更
の
許
可
の
申
請

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
未

千
二
百
五
十
円

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
未

千
五
十
円



- 23 -

満
の
船
舶
一
隻
に
つ
き

満
の
船
舶
一
隻
に
つ
き

法
第
三
十
八
条
の
規
定
に

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
以

二
千
二
百
円

法
第
五
十
四
条
第
一
項
か

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
以

千
八
百
五
十
円

よ
る
起
業
の
認
可
の
申
請

上
百
ト
ン
未
満
の
船
舶

ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に

上
百
ト
ン
未
満
の
船
舶

一
隻
に
つ
き

よ
る
起
業
の
認
可
の
申
請

一
隻
に
つ
き

総
ト
ン
数
百
ト
ン
以
上

三
千
三
百
円

総
ト
ン
数
百
ト
ン
以
上

二
千
八
百
円

の
船
舶
一
隻
に
つ
き

の
船
舶
一
隻
に
つ
き

省
令
第
十
七
条
第
一
項
の

指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取

許
可
証
の
書
換
え
交
付
の

締
り
等
に
関
す
る
省
令
（

申
請

昭
和
三
十
八
年
農
林
省
令

第
五
号
。
以
下
「
省
令
」

一
件
に
つ
き

八
百
五
十
円

と
い
う
。
）
第
十
一
条
第

一
件
に
つ
き

七
百
二
十
円

一
項
の
許
可
証
の
書
換
え

交
付
の
申
請

､

省
令
第
十
八
条
の
許
可
証

省
令
第
十
二
条
の
許
可
証

の
再
交
付
の
申
請

の
再
交
付
の
申
請

省
令
第
二
十
九
条
第
四
号

省
令
第
二
十
七
条
第
四
号

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
未

二
千
二
百
円

（
省
令
第
三
十
条
に
お
い

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
未

千
八
百
五
十
円

（
省
令
第
二
十
八
条
に
お

満
の
船
舶
一
隻
に
つ
き

て
準
用
す
る
場
合
及
び
省

満
の
船
舶
一
隻
に
つ
き

い
て
準
用
す
る
場
合
及
び

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
以

三
千
三
百
円

令
第
五
十
九
条
（
省
令
第

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
以

二
千
八
百
円

省
令
第
五
十
九
条
に
お
い

上
百
ト
ン
未
満
の
船
舶

六
十
二
条
に
お
い
て
準
用

上
百
ト
ン
未
満
の
船
舶

て
適
用
す
る
場
合
を
含

一
隻
に
つ
き

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

一
隻
に
つ
き

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
漁

総
ト
ン
数
百
ト
ン
以
上

四
千
四
百
五
十

お
い
て
適
用
す
る
場
合
を

総
ト
ン
数
百
ト
ン
以
上

三
千
七
百
五
十

獲
物
又
は
そ
の
製
品
の
転

の
船
舶
一
隻
に
つ
き

円

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

の
船
舶
一
隻
に
つ
き

円

載
の
許
可
の
申
請

漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品
の

転
載
の
許
可
の
申
請

省
令
第
四
十
五
条
第
一
項

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
未

二
千
二
百
円

（
新
設
）

の
規
定
に
よ
る
鯨
体
処
理

満
の
船
舶
一
隻
に
つ
き

場
の
使
用
又
は
そ
の
変
更

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
以

三
千
三
百
円

の
許
可
の
申
請

上
の
船
舶
一
隻
に
つ
き

（
削
る
。
）

法
第
五
十
八
条
の
二
第
三

項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
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農
林
水
産
大
臣
の
認
定
の

申
請

（
削
る
。
）

省
令
第
二
十
六
条
の
規
定

に
よ
る
母
船
の
製
造
設
備

（
母
船
式
捕
鯨
業
に
あ
つ

て
は
、
鯨
体
処
理
設
備
を

含
む
。
）
又
は
冷
蔵
設
備

船
舶
一
隻
に
つ
き

四
千
四
百
五
十

の
改
造
又
は
撤
去
の
許
可

船
舶
一
隻
に
つ
き

三
千
七
百
五
十

円

の
申
請

円

省
令
第
四
十
七
条
の
規
定

省
令
第
二
十
七
条
の
規
定

に
よ
る
漁
獲
物
又
は
そ
の

に
よ
る
漁
獲
物
又
は
そ
の

製
品
の
輸
送
の
許
可
の
申

製
品
の
輸
送
の
許
可
の
申

請

請

（
削
る
。
）

省
令
第
三
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
鯨
体
処
理

場
の
使
用
又
は
そ
の
変
更

の
許
可
の
申
請

（
削
る
。
）

省
令
第
四
十
四
条
第
一
項

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
未

千
八
百
五
十
円

の
規
定
に
よ
る
鯨
体
処
理

満
の
船
舶
一
隻
に
つ
き

場
の
使
用
又
は
そ
の
変
更

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
以

二
千
八
百
円

の
許
可
の
申
請

上
の
船
舶
一
隻
に
つ
き

（
削
る
。
）

省
令
第
五
十
七
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
大
西
洋
く

ろ
ま
ぐ
ろ
又
は
み
な
み
ま

総
ト
ン
数
百
ト
ン
未
満

二
千
八
百
円

ぐ
ろ
の
年
間
の
漁
獲
量
の

の
船
舶
一
隻
に
つ
き

限
度
の
割
当
て
の
申
請

総
ト
ン
数
百
ト
ン
以
上

三
千
七
百
五
十

省
令
第
五
十
七
条
第
四
項

の
船
舶
一
隻
に
つ
き

円

の
規
定
に
よ
る
船
舶
別
の

年
間
の
漁
獲
量
の
限
度
の

変
更
の
申
請

三

あ
ざ
ら
し
等
の
猟
獲
等
に
係
る
も
の

二

あ
ざ
ら
し
等
の
猟
獲
等
に
係
る
も
の
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省
令
第
九
十
条
の
規
定
に

省
令
第
七
十
九
条
の
規
定

よ
る
あ
ざ
ら
し
及
び
お
つ

に
よ
る
あ
ざ
ら
し
及
び
お

と
せ
い
の
猟
獲
に
係
る
許

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
未

二
千
二
百
円

つ
と
せ
い
の
猟
獲
に
係
る

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
未

千
八
百
五
十
円

可
の
申
請

満
の
船
舶
一
隻
に
つ
き

許
可
の
申
請

満
の
船
舶
一
隻
に
つ
き

（
削
る
。
）

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
以

三
千
三
百
円

省
令
第
八
十
条
の
規
定
に

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
以

二
千
八
百
円

上
百
ト
ン
未
満
の
船
舶

よ
る
鯨
の
捕
獲
に
係
る
許

上
百
ト
ン
未
満
の
船
舶

一
隻
に
つ
き

可
の
申
請

一
隻
に
つ
き

（
削
る
。
）

総
ト
ン
数
百
ト
ン
以
上

四
千
四
百
五
十

省
令
第
九
十
一
条
の
二
の

総
ト
ン
数
百
ト
ン
以
上

三
千
七
百
五
十

の
船
舶
一
隻
に
つ
き

円

規
定
に
よ
る
高
度
回
遊
性

の
船
舶
一
隻
に
つ
き

円

魚
類
資
源
の
採
捕
に
係
る

許
可
の
申
請

四

鯨
体
処
理
場
に
係
る
も
の

三

鯨
体
処
理
場
に
係
る
も
の

省
令
第
百
九
条
第
一
項
の

省
令
第
八
十
三
条
第
一
項

規
定
に
よ
る
鯨
体
処
理
場

一
件
に
つ
き

三
千
三
百
円

の
規
定
に
よ
る
鯨
体
処
理

一
件
に
つ
き

二
千
八
百
円

の
設
置
の
許
可
の
申
請

場
の
設
置
の
許
可
の
申
請

省
令
第
百
九
条
第
一
項
の

省
令
第
八
十
三
条
第
一
項

規
定
に
よ
る
鯨
体
処
理
場

一
件
に
つ
き

八
百
五
十
円

の
規
定
に
よ
る
鯨
体
処
理

一
件
に
つ
き

七
百
二
十
円

の
設
備
の
変
更
の
許
可
の

場
の
設
備
の
変
更
の
許
可

申
請

の
申
請

五

法
第
百
八
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
が
免
許
を
行
う
漁
業

四

法
第
百
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
が
免
許
を
行
う
漁
業

権
に
係
る
も
の

権
に
係
る
も
の

法
第
六
十
九
条
第
一
項
の

法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る

規
定
に
よ
る
漁
業
権
の
免

漁
業
権
の
免
許
の
申
請

許
の
申
請

法
第
十
四
条
第
四
項
（
同

法
第
七
十
二
条
第
六
項
の

一
件
に
つ
き

四
千
四
百
五
十

条
第
七
項
に
お
い
て
準
用

一
件
に
つ
き

三
千
七
百
五
十

規
定
に
よ
る
漁
業
権
の
共

円

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

円

有
の
認
可
の
申
請

規
定
に
よ
る
漁
業
権
の
共

有
の
認
可
の
申
請

法
第
七
十
六
条
第
一
項
の

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
漁
業
権
の
分

規
定
に
よ
る
漁
業
権
の
分

割
又
は
変
更
の
免
許
の
申

割
又
は
変
更
の
免
許
の
申
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請

請

法
第
八
十
八
条
第
一
項
（

一
件
に
つ
き

二
千
二
百
円

法
第
三
十
六
条
第
一
項
（

一
件
に
つ
き

千
八
百
五
十
円

同
条
第
五
項
に
お
い
て
準

同
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
休
業
中
の

の
規
定
に
よ
る
休
業
中
の

漁
業
の
許
可
の
申
請

漁
業
の
許
可
の
申
請

法
第
七
十
八
条
第
二
項
の

法
第
二
十
四
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
抵
当
権
の
設

規
定
に
よ
る
抵
当
権
の
設

定
の
認
可
の
申
請

定
の
認
可
の
申
請

法
第
七
十
九
条
第
一
項
た

一
件
に
つ
き

八
百
五
十
円

法
第
二
十
六
条
第
一
項
た

一
件
に
つ
き

七
百
二
十
円

だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
漁

だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
漁

業
権
の
移
転
の
認
可
の
申

業
権
の
移
転
の
認
可
の
申

請

請

２

漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品
の
輸
送
又
は
転
載
の
許
可
の
申
請
に
係
る
手
数
料

２

漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品
の
輸
送
又
は
転
載
の
許
可
の
申
請
に
係
る
手
数
料

の
額
に
つ
い
て
の
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
手
数
料
の
額
を

の
額
に
つ
い
て
の
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
手
数
料
の
額
を

定
め
る
単
位
と
し
て
同
項
に
規
定
す
る
船
舶
は
、
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の

定
め
る
単
位
と
し
て
同
項
に
規
定
す
る
船
舶
は
、
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の

許
可
を
受
け
た
船
舶
を
い
う
も
の
と
す
る
。

許
可
を
受
け
た
船
舶
を
い
う
も
の
と
す
る
。

（
削
る
。
）

３

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
。
以
下
「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
」
と
い
う
。

）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を

使
用
し
て
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

、
同
項
中
「
千
八
百
五
十
円
」
と
あ
る
の
は
「
千
八
百
円
」
と
、
「
二
千
八

百
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
千
六
百
五
十
円
」
と
、
「
三
千
七
百
五
十
円
」
と

あ
る
の
は
「
三
千
六
百
円
」
と
、
「
千
五
十
円
」
と
あ
る
の
は
「
千
円
」
と

、
「
七
百
二
十
円
」
と
あ
る
の
は
「
六
百
五
十
円
」
と
す
る
。

（
納
付
の
方
法
）

（
納
付
の
方
法
）

第
二
条

手
数
料
は
、
申
請
書
に
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
額
の
収
入
印
紙
を

第
二
条

手
数
料
は
、
収
入
印
紙
を
申
請
書
に
ち
よ
う
付
し
て
納
め
な
け
れ
ば

貼
っ
て
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三

り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
を
す
る
場
合
は

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し

、
当
該
申
請
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
、
現
金
を
も
つ
て
納
め
る
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て
申
請
を
す
る
場
合
は
、
当
該
申
請
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
、

も
の
と
す
る
。

現
金
を
も
つ
て
納
め
る
も
の
と
す
る
。
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（
漁
船
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

漁
船
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
三
条

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
三
十
八
条
の

第
三
条

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
五
十
四
条
の

規
定
に
よ
り
漁
船
の
建
造
前
に
起
業
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
当

規
定
に
よ
り
漁
船
の
建
造
前
に
起
業
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
当

該
起
業
の
認
可
申
請
書
二
通
に
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

該
起
業
の
認
可
申
請
書
二
通
に
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
漁
船
の
建
造
許
可
を
申
請
す
る
旨
を
書
き
添
え
た
と
き
は
、
同
条
第
三
項

り
漁
船
の
建
造
許
可
を
申
請
す
る
旨
を
書
き
添
え
た
と
き
は
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
漁
船
検
査
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

漁
船
検
査
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
百
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が

あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正

前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応

す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
性
能
）

（
性
能
）

第
六
条

船
体
の
性
能
は
、
速
力
試
験
、
後
進
及
び
前
進
試
験
、
操
舵
試
験
、

第
六
条

船
体
の
性
能
は
、
速
力
試
験
、
後
進
及
び
前
進
試
験
、
操
舵
試
験
、

旋
回
力
試
験
、
連
続
航
走
試
験
、
最
低
速
試
験
、
ク
ラ
ッ
チ
か
ん
脱
試
験
及

旋
回
力
試
験
、
連
続
航
走
試
験
、
最
低
速
試
験
、
ク
ラ
ッ
チ
か
ん
脱
試
験
及

び
重
心
査
定
試
験
並
び
に
振
動
状
況
、
船
首
揺
動
及
び
副
漁
具
（
漁
具
を
操

び
重
心
査
定
試
験
並
び
に
振
動
状
況
、
船
首
揺
動
及
び
副
漁
具
（
漁
具
を
操

作
す
る
機
械
装
置
を
い
う
。
）
の
作
動
状
況
に
よ
り
判
定
す
る
も
の
と
し
、

作
す
る
機
械
装
置
を
い
う
。
）
の
作
動
状
況
に
よ
り
判
定
す
る
も
の
と
し
、

そ
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
各
試
験
は
、
当
該
漁
船
の

そ
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
各
試
験
は
、
当
該
漁
船
の

状
態
を
試
験
状
態
（
試
験
に
必
要
な
人
員
、
器
具
、
消
耗
物
資
及
び
ト
リ
ム

状
態
を
試
験
状
態
（
試
験
に
必
要
な
人
員
、
器
具
、
消
耗
物
資
及
び
ト
リ
ム

調
整
用
の
重
量
物
を
積
載
す
る
以
外
は
空
荷
の
状
態
）
と
し
て
行
う
も
の
と

調
整
用
の
重
量
物
を
積
載
す
る
以
外
は
空
荷
の
状
態
）
と
し
て
行
う
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一

速
力
試
験
は
、
試
験
状
態
に
お
け
る
平
均
喫
水
の
七
倍
以
上
の
水
深
が

一

速
力
試
験
は
、
試
験
状
態
に
お
け
る
平
均
喫
水
の
七
倍
以
上
の
水
深
が

あ
る
静
穏
な
水
面
で
第
五
十
条
第
一
号
に
掲
げ
る
負
荷
試
験
に
お
け
る
も

あ
る
静
穏
な
水
面
で
第
五
十
条
第
一
号
に
掲
げ
る
負
荷
試
験
に
お
け
る
も

の
と
同
様
の
各
負
荷
で
推
進
機
関
を
運
転
し
、
速
力
標
柱
間
を
そ
れ
ぞ
れ

の
と
同
様
の
各
負
荷
で
推
進
機
関
を
運
転
し
、
速
力
標
柱
間
を
そ
れ
ぞ
れ

一
往
復
し
て
行
う
も
の
と
し
、
全
負
荷
運
転
の
場
合
に
お
け
る
速
力
の
船

一
往
復
し
て
行
う
も
の
と
し
、
全
負
荷
運
転
の
場
合
に
お
け
る
速
力
の
船

の
長
さ
の
平
方
根
に
対
す
る
比
の
標
準
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分

の
長
さ
の
平
方
根
に
対
す
る
比
の
標
準
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
の
算
式
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
以
上
で
あ

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
の
算
式
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
以
上
で
あ

る
こ
と
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
た
め
平
均
喫
水
の
七
倍

る
こ
と
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
た
め
平
均
喫
水
の
七
倍

以
上
の
水
深
が
あ
る
場
所
又
は
速
力
標
柱
を
使
用
で
き
な
い
と
き
は
、
そ

以
上
の
水
深
が
あ
る
場
所
又
は
速
力
標
柱
を
使
用
で
き
な
い
と
き
は
、
そ

の
他
の
場
所
で
行
い
又
は
手
用
測
定
具
を
使
用
し
て
も
よ
い
。

の
他
の
場
所
で
行
い
又
は
手
用
測
定
具
を
使
用
し
て
も
よ
い
。

区
分

区
分

漁
船
の
種
類

船
の
長
さ
（

算

式

漁
船
の
種
類

船
の
長
さ
（

算

式

メ
ー
ト
ル
）

メ
ー
ト
ル
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

捕
鯨
船
（
母

一
五
未
満

（
略
）

小
型
捕
鯨
船

一
五
未
満

（
略
）

船
式
捕
鯨
業

、
突
棒
漁
船

の
用
に
供
す

一
五
以
上

一
五
以
上

る
も
の
を
除

五
五
未
満

く
。
以
下
同
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じ
）
、
突
棒

五
五
以
上

（
新
設
）

（
新
設
）

漁
船

（
削
る
。
）

（
削
る
。
）

（
削
る
。
）

大
型
捕
鯨
船

五
五
未
満

五
五
以
上

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

旋
回
力
試
験
は
、
規
定
回
転
数
で
前
進
中
に
行
う
も
の
と
し
、
舵
角
を

四

旋
回
力
試
験
は
、
規
定
回
転
数
で
前
進
中
に
行
う
も
の
と
し
、
舵
角
を

三
十
五
度
に
と
つ
て
回
頭
す
る
場
合
に
お
け
る
旋
回
に
要
す
る
時
間
及
び

三
十
五
度
に
と
つ
て
回
頭
す
る
場
合
に
お
け
る
旋
回
に
要
す
る
時
間
及
び

旋
回
圏
の
直
径
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

旋
回
圏
の
直
径
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
以
内
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
大
き
な
舵
力
が
発

表
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
以
内
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
大
き
な
舵
力
が
発

生
す
る
舵
を
装
備
し
て
い
る
場
合
は
、
規
定
回
転
数
に
よ
ら
ず
、
設
計
上

生
す
る
舵
を
装
備
し
て
い
る
場
合
は
、
規
定
回
転
数
に
よ
ら
ず
、
設
計
上

の
回
転
数
及
び
舵
角
で
旋
回
力
試
験
を
行
つ
て
も
差
し
支
え
な
い
。

の
回
転
数
及
び
舵
角
で
旋
回
力
試
験
を
行
つ
て
も
差
し
支
え
な
い
。

区
分

旋
回
に
要
す
る
時
間
（

旋
回
圏
の

区
分

旋
回
に
要
す
る
時
間
（

旋
回
圏
の

秒
）

直
径
（
船

秒
）

直
径
（
船

漁
船
の
種
類

船
の
長
さ

針
路
か
ら

針
路
か
ら

の
長
さ
の

漁
船
の
種
類

船
の
長
さ

針
路
か
ら

針
路
か
ら

の
長
さ
の

（
メ
ー
ト

一
五
度
回

三
六
〇
度

倍
数
）

（
メ
ー
ト

一
五
度
回

三
六
〇
度

倍
数
）

ル
）

頭
に
要
す

回
頭
に
要

ル
）

頭
に
要
す

回
頭
に
要

る
時
間

す
る
時
間

る
時
間

す
る
時
間

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

捕
鯨
船
、
突
棒
漁

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

小
型
捕
鯨
船
、
突

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

船

一
八
以
上

八

八
〇

三
・
五

棒
漁
船

一
八
以
上

八

八
〇

三
・
五

三
〇
未
満

三
〇
以
上

八

一
二
〇

四
・
〇

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

五
〇
未
満

五
〇
以
上

一
〇

一
四
〇

四
・
五

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
削
る
。
）

（
削
る
。

（
削
る
。

（
削
る
。

（
削
る
。

大
型
捕
鯨
船

五
〇
未
満

八

一
二
〇

四
・
〇

）

）

）

）

五
〇
以
上

一
〇

一
四
〇

四
・
五

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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四
の
二
～
七

（
略
）

四
の
二
～
七

（
略
）
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（
森
林
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

森
林
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
法
令
に
よ
り
立
木
の
伐
採
に
つ
き
制
限
が
あ
る
森
林
）

（
法
令
に
よ
り
立
木
の
伐
採
に
つ
き
制
限
が
あ
る
森
林
）

第
十
条

法
第
十
条
の
八
第
一
項
第
七
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
森
林
は

第
十
条

法
第
十
条
の
八
第
一
項
第
七
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
森
林
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
六
十
一
条
の

三

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
の
規

規
定
に
よ
り
除
去
を
制
限
さ
れ
た
立
木
に
係
る
森
林

定
に
よ
り
除
去
を
制
限
さ
れ
た
立
木
に
係
る
森
林

四
～
十
四

（
略
）

四
～
十
四

（
略
）
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（
瀬
戸
内
海
漁
業
取
締
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

瀬
戸
内
海
漁
業
取
締
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が

あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正

前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応

す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
瀬
戸
内
海
（
漁
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
瀬
戸
内
海
（
漁
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令

第
三
十
号
）
第
十
五
条
の
表
瀬
戸
内
海
の
項
下
欄
に
掲
げ
る
海
域
を
い
う
。

第
三
十
号
）
第
二
十
七
条
の
表
瀬
戸
内
海
の
項
下
欄
に
掲
げ
る
海
域
を
い

）
に
お
け
る
漁
業
の
取
締
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

う
。
）
に
お
け
る
漁
業
の
取
締
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。

（
藻
場
等
に
お
け
る
ひ
き
網
漁
業
の
禁
止
）

（
藻
場
等
に
お
け
る
ひ
き
網
漁
業
の
禁
止
）

も

も

第
二
条

何
人
も
、
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
海
域
に
お
い
て
は
、
農
林
水

第
二
条

農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
海
域
に
お
い
て
は
、
農
林
水
産
大
臣
の

産
大
臣
の
指
定
す
る
ひ
き
網
漁
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

指
定
す
る
ひ
き
網
漁
業
は
、
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
空
釣
こ
ぎ
漁
業
の
禁
止
）

（
空
釣
こ
ぎ
漁
業
の
禁
止
）

第
三
条

何
人
も
、
空
釣
こ
ぎ
に
よ
り
営
む
漁
業
（
以
下
「
空
釣
こ
ぎ
漁
業
」

第
三
条

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
五
条
第

と
い
う
。
）
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期

一
項
及
び
水
産
資
源
保
護
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
百
十
三
号
）
第
四

間
及
び
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
海
域
内
に
お
け
る
推
進
機
関
を
備
え
る
漁
船

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
空
釣
こ
ぎ
に
よ
り
営
む
漁
業
（
以
下
「
空
釣

（
以
下
「
動
力
漁
船
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
な
い
空
釣
こ
ぎ
漁
業
及
び
そ

こ
ぎ
漁
業
」
と
い
う
。
）
は
、
営
ん
で
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し

の
推
進
機
関
の
馬
力
数
が
四
十
八
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
な
い
動
力
漁
船
を
使

、
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
及
び
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
海
域
内
に
お
け

用
す
る
一
そ
う
び
き
空
釣
こ
ぎ
漁
業
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

る
推
進
機
関
を
備
え
る
漁
船
（
以
下
「
動
力
漁
船
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し

な
い
空
釣
こ
ぎ
漁
業
及
び
そ
の
推
進
機
関
の
馬
力
数
が
四
十
八
キ
ロ
ワ
ツ
ト

を
超
え
な
い
動
力
漁
船
を
使
用
す
る
一
そ
う
び
き
空
釣
こ
ぎ
漁
業
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

（
沖
縄
式
追
込
網
漁
業
の
禁
止
）

（
沖
縄
式
追
込
網
漁
業
の
禁
止
）

第
四
条

何
人
も
、
沖
縄
式
追
込
網
漁
業
（
沖
縄
式
追
込
網
に
よ
り
営
む
漁
業

第
四
条

漁
業
法
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
水
産
資
源
保
護
法
第
四
条
第
一
項

を
い
う
。
）
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

の
規
定
に
基
づ
き
、
沖
縄
式
追
込
網
漁
業
（
沖
縄
式
追
込
網
に
よ
り
営
む
漁

業
を
い
う
。
）
は
、
営
ん
で
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

（
削
る
。
）

第
五
条
及
び
第
六
条

削
除
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（
火
光
利
用
の
制
限
）

（
火
光
利
用
の
制
限
）

第
五
条

何
人
も
、
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
期
間
及
び
海
域
内
で
な
け
れ

第
七
条

火
光
を
利
用
す
る
漁
業
で
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
は
、
農

ば
、
火
光
を
利
用
す
る
漁
業
で
あ
っ
て
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
を

林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
期
間
及
び
海
域
内
で
な
け
れ
ば
、
営
ん
で
は
な
ら

営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
ま
だ
い
の
採
捕
制
限
）

（
ま
だ
い
の
採
捕
制
限
）

第
六
条

何
人
も
、
毎
年
七
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
は
、
全
長

第
八
条

全
長
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
ま
だ
い
は
、
毎
年
七
月
一
日
か

十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
ま
だ
い
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。

ら
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
は
、
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
漁
業
の
地
方
名
称
の
告
示
）

（
漁
業
の
地
方
名
称
の
告
示
）

第
七
条

第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
、
第
四
条
並
び
に
第
五
条
第
一
項
及
び
第

第
九
条

第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
、
第
四
条
並
び
に
第
七
条
第
一
項
及
び
第

二
項
に
規
定
す
る
漁
業
の
地
方
名
称
は
、
府
県
知
事
に
お
い
て
告
示
す
る
も

二
項
に
規
定
す
る
漁
業
の
地
方
名
称
は
、
府
県
知
事
に
お
い
て
告
示
す
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

（
検
査
の
た
め
の
て
い
泊
命
令
）

（
削
る
。
）

第
九
条
の
二

農
林
水
産
大
臣
は
、
漁
業
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
船
舶
に
臨
ん
で
検
査
を
行
な
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
船
舶
に
よ
り
漁
業

を
営
む
者
又
は
当
該
船
舶
の
船
長
、
船
長
の
職
務
を
行
な
う
者
若
し
く
は
操

業
を
指
揮
す
る
者
に
対
し
、
て
い
泊
港
及
び
て
い
泊
期
間
を
指
定
し
て
当
該

船
舶
の
て
い
泊
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
て
い
泊
期
間
は
、
十
日
間
を
こ
え
な
い
も
の
と
す

る
。

（
停
船
命
令
）

（
停
船
命
令
）

第
八
条

漁
業
監
督
官
は
、
漁
業
法
第
百
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検

第
九
条
の
三

漁
業
監
督
官
は
、
漁
業
法
第
七
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

査
又
は
質
問
を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
操
船
又
は
漁
ろ
う
を
指
揮

検
査
又
は
質
問
を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
漁
業
に
従
事
す
る
船
舶

監
督
す
る
者
に
対
し
、
停
船
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
船
長
、
船
長
の
職
務
を
行
う
者
又
は
操
業
を
指
揮
す
る
者
に
対
し
、
停
船

を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
停
船
命
令
は
、
同
項
の
検
査
又
は
質
問
を
す
る
旨
を

２

前
項
の
停
船
命
令
は
、
同
項
の
検
査
又
は
質
問
を
す
る
旨
を
告
げ
又
は
表
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告
げ
、
又
は
表
示
し
、
か
つ
、
国
際
海
事
機
関
が
採
択
し
た
国
際
信
号
書
に

示
し
、
か
つ
、
国
際
海
事
機
関
が
採
択
し
た
国
際
信
号
書
に
規
定
す
る
次
に

規
定
す
る
次
に
掲
げ
る
信
号
そ
の
他
の
適
切
な
手
段
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

掲
げ
る
信
号
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

る
。

一

別
記
様
式
に
よ
る
信
号
旗

を
掲
げ
る
こ
と
。

一

別
記
様
式
に
よ
る
信
号
旗

を
掲
げ
る
。

L

L

二

サ
イ
レ
ン
、
汽
笛
そ
の
他
の
音
響
信
号
に
よ
り

の
信
号
（
短
音
一
回

二

サ
イ
レ
ン
、
汽
笛
そ
の
他
の
音
響
信
号
に
よ
り

の
信
号
（
短
音
一
回

L

L

、
長
音
一
回
、
短
音
二
回
）
を
約
七
秒
の
間
隔
を
置
い
て
連
続
し
て
行
う

、
長
音
一
回
、
短
音
二
回
）
を
約
七
秒
の
間
隔
を
置
い
て
連
続
し
て
行

こ
と
。

う
。

三

投
光
器
に
よ
り

の
信
号
（
短
光
一
回
、
長
光
一
回
、
短
光
二
回
）
を

三

投
光
器
に
よ
り

の
信
号
（
短
光
一
回
、
長
光
一
回
、
短
光
二
回
）
を

L

L

約
七
秒
の
間
隔
を
置
い
て
連
続
し
て
行
う
こ
と
。

約
七
秒
の
間
隔
を
置
い
て
連
続
し
て
行
う
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
罰
則
）

（
罰
則
）

第
九
条

第
二
条
第
一
項
、
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
六
条
の

第
十
条

第
二
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
八
条
の

規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五
十
万
円
以
下
の
罰

規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五
十
万
円
以
下
の
罰

金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
十
条

第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
、
第
四
条
、
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第

第
十
一
条

第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
、
第
七
条
第
一
項
若

二
項
又
は
第
六
条
の
規
定
に
違
反
し
て
採
捕
し
た
漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品
で

し
く
は
第
二
項
又
は
第
八
条
の
規
定
に
違
反
し
て
採
捕
し
た
漁
獲
物
又
は
そ

あ
る
こ
と
を
知
つ
て
販
売
し
、
又
は
所
持
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
若

の
製
品
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
て
販
売
し
、
又
は
所
持
し
た
者
は
、
六
月
以
下

し
く
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

の
懲
役
若
し
く
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す

る
。

第
十
一
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の

第
十
二
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の

他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
又
は
財
産
に
関
し
て
、
第
九
条

他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
又
は
財
産
に
関
し
て
、
第
十
条

第
一
項
又
は
前
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、

第
一
項
又
は
前
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
の
外
、

そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
、
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
、
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

別
表
（
第
三
条
関
係
）

別
表
（
第
三
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二

毎
年
二

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
の
四
点
を
順
次
に
結
ん
だ
三
線

二

毎
年
二

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
の
四
点
を
順
次
に
結
ん
だ
三
線
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月
一
日
か

、
ニ
と
ホ
の
二
点
を
結
ん
だ
線
以
北
の
大
分
県
東
国
東

月
一
日
か

、
ニ
と
ホ
の
二
点
を
結
ん
だ
線
以
北
の
大
分
県
東
国
東

ら
七
月
十

郡
姫
島
村
姫
島
（
以
下
「
姫
島
」
と
い
う
。
）
の
周
辺

ら
七
月
十

郡
姫
島
村
姫
島
（
以
下
「
姫
島
」
と
い
う
。
）
の
周
辺

日
ま
で
及

最
大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
八
千
メ
ー
ト
ル
の
距
離
の
線

日
ま
で
及

最
大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
八
千
メ
ー
ト
ル
の
距
離
の
線

び
八
月
二

及
び
ホ
、
ヘ
、
ト
の
三
点
を
順
次
に
結
ん
だ
二
線
と
陸

び
八
月
二

及
び
ホ
、
ヘ
、
ト
の
三
点
を
順
次
に
結
ん
だ
二
線
と
陸

十
日
か
ら

岸
と
に
よ
つ
て
囲
ま
れ
た
海
域
（
イ
と
ロ
の
二
点
を
結

十
日
か
ら

岸
と
に
よ
つ
て
囲
ま
れ
た
海
域
（
イ
と
ロ
の
二
点
を
結

九
月
三
十

ん
だ
線
、
イ
の
点
か
ら
ト
の
点
に
至
る
最
大
高
潮
時
海

九
月
三
十

ん
だ
線
、
イ
の
点
か
ら
ト
の
点
に
至
る
最
大
高
潮
時
海

日
ま
で

岸
線
か
ら
千
五
百
メ
ー
ト
ル
の
距
離
の
線
、
ヘ
と
ト
の

日
ま
で

岸
線
か
ら
千
五
百
メ
ー
ト
ル
の
距
離
の
線
、
ヘ
と
ト
の

二
点
を
結
ん
だ
線
及
び
陸
岸
と
に
よ
つ
て
囲
ま
れ
た
海

二
点
を
結
ん
だ
線
及
び
陸
岸
と
に
よ
つ
て
囲
ま
れ
た
海

域
並
び
に
姫
島
の
周
辺
最
大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
千
五

域
並
び
に
姫
島
の
周
辺
最
大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
千
五

百
メ
ー
ト
ル
の
距
離
の
線
と
陸
岸
と
に
よ
つ
て
囲
ま
れ

百
メ
ー
ト
ル
の
距
離
の
線
と
陸
岸
と
に
よ
つ
て
囲
ま
れ

た
海
域
を
除
く
。
）

た
海
域
を
除
く
。
）

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

北
緯
三
十
三
度
四
十
八
分
二
十
一
秒
東
経
百
三
十

ハ

周
防
灘
航
路
第
三
号
灯
浮
標

一
度
二
十
九
分
三
十
三
秒
の
点
（
周
防
灘
航
路
第
三

号
灯
浮
標
）

ニ

姫
島
の
周
辺
最
大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
八
千
メ
ー

ニ

姫
島
の
周
辺
最
大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
八
千
メ
ー

ト
ル
の
距
離
の
線
と
、
ハ
の
点
と
北
緯
三
十
三
度
四

ト
ル
の
距
離
の
線
と
、
ハ
の
点
と
周
防
灘
航
路
第
四

十
七
分
十
八
秒
東
経
百
三
十
一
度
三
十
五
分
二
十
七

号
灯
浮
標
と
を
結
ん
だ
線
と
の
交
点

秒
の
点
と
を
結
ん
だ
線
と
の
交
点

ホ

（
略
）

ホ

（
略
）

ヘ

ホ
の
点
と
北
緯
三
十
三
度
三
十
七
分
四
十
八
秒
東

ヘ

ホ
の
点
と
伊
予
灘
西
航
路
第
三
号
灯
浮
標
と
を
結

経
百
三
十
一
度
四
十
七
分
三
十
八
秒
の
点
（
伊
予
灘

ん
だ
線
と
、
姫
島
三
ツ
石
鼻
突
端
と
伊
予
灘
西
航
路

西
航
路
第
三
号
灯
浮
標
）
と
を
結
ん
だ
線
と
、
姫
島

第
四
号
灯
浮
標
と
を
結
ん
だ
線
の
延
長
線
と
の
交
点

三
ツ
石
鼻
突
端
と
北
緯
三
十
三
度
四
十
二
分
三
十
三

秒
東
経
百
三
十
一
度
四
十
四
分
三
十
九
秒
の
点
（
伊

予
灘
西
航
路
第
四
号
灯
浮
標
）
と
を
結
ん
だ
線
の
延

長
線
と
の
交
点

ト

（
略
）

ト

（
略
）
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（
漁
業
登
録
令
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

漁
業
登
録
令
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
漁
業
権
行
使
の
停
止
又
は
解
除
の
登
録
）

（
漁
業
権
行
使
の
停
止
又
は
解
除
の
登
録
）

第
二
十
六
条

法
第
九
十
二
条
第
二
項
又
は
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

第
二
十
六
条

法
第
三
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
漁
業
権
の

る
漁
業
権
の
行
使
の
停
止
又
は
そ
の
解
除
の
登
録
を
す
る
場
合
に
は
、
表
示

行
使
の
停
止
又
は
そ
の
解
除
の
登
録
を
す
る
場
合
に
は
、
表
示
欄
に
当
該
停

欄
に
当
該
停
止
又
は
そ
の
解
除
に
係
る
事
項
、
原
因
、
年
月
日
及
び
停
止
又

止
又
は
そ
の
解
除
に
係
る
事
項
、
原
因
、
年
月
日
及
び
停
止
又
は
解
除
が
あ

は
解
除
が
あ
つ
た
旨
並
び
に
停
止
期
間
が
あ
る
と
き
は
そ
の
期
間
を
記
載
す

つ
た
旨
並
び
に
停
止
期
間
が
あ
る
と
き
は
そ
の
期
間
を
記
載
す
る
も
の
と
す

る
も
の
と
す
る
。

る
。
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（
漁
業
操
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
政
府
と
の
間
の
協
定
第
一
条

の
日
本
国
沿
岸

1

の
地
先
沖
合
の
公
海
水
域
に
お
け
る
漁
業
の
操
業
の
調
整
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

漁
業
操
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
政
府
と
の
間
の
協
定
第
一
条

の
日
本
国

1

沿
岸
の
地
先
沖
合
の
公
海
水
域
に
お
け
る
漁
業
の
操
業
の
調
整
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
年
農
林
省
令
第
四
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
停
船
等
）

（
停
船
等
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）

２

操
業
責
任
者
が
、
ソ
連
の
漁
船
に
よ
る
操
業
に
よ
り
漁
船
又
は
漁
具
に
損

２

操
業
責
任
者
が
、
ソ
連
の
漁
船
に
よ
る
操
業
に
よ
り
漁
船
又
は
漁
具
に
損

傷
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
ソ
連
の
漁
船
の
操
業
責
任
者
に
対
し
て
停
船

傷
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
ソ
連
の
漁
船
の
操
業
責
任
者
に
対
し
て
停
船

を
求
め
る
と
き
は
、
政
府
間
海
事
協
議
機
関
が
採
択
し
た
国
際
信
号
書
に
規

を
求
め
る
と
き
は
、
政
府
間
海
事
協
議
機
関
が
採
択
し
た
国
際
信
号
書
に
規

定
す
る
次
に
掲
げ
る
信
号
そ
の
他
の
適
切
な
手
段
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る

定
す
る
次
に
掲
げ
る
信
号
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

。一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）
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（
海
面
漁
業
生
産
統
計
調
査
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

海
面
漁
業
生
産
統
計
調
査
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
農
林
省
令
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分

の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
調
査
の
範
囲
）

（
調
査
の
範
囲
）

第
三
条

調
査
は
、
海
面
に
沿
う
市
区
町
村
及
び
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

第
三
条

調
査
は
、
海
面
に
沿
う
市
区
町
村
及
び
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
三
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大

律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣

臣
が
指
定
し
た
市
区
町
村
の
区
域
内
に
あ
る
海
面
漁
業
経
営
体
及
び
水
揚
機

が
指
定
し
た
市
区
町
村
の
区
域
内
に
あ
る
海
面
漁
業
経
営
体
及
び
水
揚
機
関

関
に
つ
い
て
行
う
。

に
つ
い
て
行
う
。

（
漁
獲
成
績
報
告
書
等
か
ら
の
漁
業
種
類
別
結
果
表
及
び
電
磁
的
記
録
の
作

（
漁
獲
成
績
報
告
書
等
か
ら
の
漁
業
種
類
別
結
果
表
及
び
電
磁
的
記
録
の
作

成
及
び
報
告
）

成
及
び
報
告
）

第
九
条

農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
場
合
に
は
、
海
面
漁
業
生
産
統
計
を
作
成

第
九
条

農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
場
合
に
は
、
海
面
漁
業
生
産
統
計
を
作
成

す
る
た
め
、
調
査
に
代
え
て
、
次
に
掲
げ
る
報
告
で
あ
つ
て
農
林
水
産
大
臣

す
る
た
め
、
調
査
に
代
え
て
、
次
に
掲
げ
る
報
告
で
あ
つ
て
農
林
水
産
大
臣

が
定
め
る
も
の
（
以
下
「
漁
獲
成
績
報
告
書
等
」
と
い
う
。
）
を
利
用
す
る

が
定
め
る
も
の
（
以
下
「
漁
獲
成
績
報
告
書
等
」
と
い
う
。
）
を
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

一

漁
業
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
年
次
漁
獲
割
当
量
設
定
者

一

漁
業
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
、

が
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
行
う
報
告

同
法
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
水
産
資
源
保
護
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
三
百
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
大
臣
若
し
く

は
都
道
府
県
知
事
の
許
可
若
し
く
は
漁
業
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
て
、
又
は
特
定
大
臣
許
可
漁
業
等

の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
（
平
成
六
年
農
林
水
産
省
令
第
五
十
四
号
）
第

十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
て
漁
業
を
営
む

者
が
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
漁
獲
成
績
又
は
事

業
成
績
に
関
す
る
報
告

二

漁
業
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
漁
獲
割
当
管
理
区
分
以
外
の

（
新
設
）

管
理
区
分
に
お
い
て
特
定
水
産
資
源
の
採
捕
（
漁
獲
努
力
量
の
総
量
の
管

理
を
行
う
管
理
区
分
に
あ
っ
て
は
、
当
該
漁
獲
努
力
量
に
係
る
漁
ろ
う
。

）
を
し
た
者
が
行
う
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
行
う
報
告

三

漁
業
法
第
三
十
六
条
第
一
項
又
は
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

（
新
設
）

農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
た
者
が
第
五
十
二
条

第
一
項
（
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
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よ
り
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
行
う
報
告

四

漁
業
法
第
九
十
条
の
規
定
に
よ
り
漁
業
権
者
が
都
道
府
県
知
事
に
行
う

（
新
設
）

報
告

五

漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
八
年
農
林
省

（
新
設
）

令
第
五
号
）
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
に
届
け

出
て
漁
業
を
営
む
者
が
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る

漁
獲
成
績
に
関
す
る
報
告

六

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
漁
業
法
第
百
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
漁
業
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
徴
す
る
漁
業
に
関
す
る
必

に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
徴
す
る
漁
業
に
関
す
る
必

要
な
報
告

要
な
報
告

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）
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（
輸
出
水
産
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

輸
出
水
産
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
農
林
省
令
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
登
録
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
）

（
登
録
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
）

第
三
条

法
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、

第
三
条

法
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、

次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

鯨
油
又
は
国
内
真
珠
の
製
造
の
用
に
供
す
る
事
業
場
が
鯨
体
処
理
場
（

三

鯨
油
又
は
国
内
真
珠
の
製
造
の
用
に
供
す
る
事
業
場
が
鯨
体
処
理
場
（

漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
八
年
農
林
省
令

指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
八
年
農
林

第
五
号
）
第
百
九
条
の
鯨
体
処
理
場
を
い
う
。
）
又
は
国
内
真
珠
の
穴
明

省
令
第
五
号
）
第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
鯨
体
処
理
場
を
い
う
。
）
又
は

け
作
業
の
み
を
行
な
う
事
業
場
で
あ
る
場
合

国
内
真
珠
の
穴
明
け
作
業
の
み
を
行
な
う
事
業
場
で
あ
る
場
合
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（
漁
業
セ
ン
サ
ス
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

漁
業
セ
ン
サ
ス
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
農
林
省
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
調
査
の
範
囲
）

（
調
査
の
範
囲
）

第
五
条

海
面
漁
業
調
査
は
、
海
面
に
沿
う
市
区
町
村
及
び
漁
業
法
（
昭
和
二

第
五
条

海
面
漁
業
調
査
は
、
海
面
に
沿
う
市
区
町
村
及
び
漁
業
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
三
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
農

十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林

林
水
産
大
臣
が
指
定
し
た
市
区
町
村
の
区
域
内
に
あ
る
海
面
漁
業
に
係
る
漁

水
産
大
臣
が
指
定
し
た
市
区
町
村
の
区
域
内
に
あ
る
海
面
漁
業
に
係
る
漁
業

業
経
営
体
及
び
漁
業
協
同
組
合
（
内
水
面
組
合
（
水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭

経
営
体
及
び
漁
業
協
同
組
合
（
内
水
面
組
合
（
水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和

和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
内
水
面
組
合
を

二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
内
水
面
組
合
を
い

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
市
区
町
村
の
区
域
外

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
市
区
町
村
の
区
域
外
に

に
あ
る
海
面
漁
業
に
係
る
漁
業
経
営
体
で
あ
つ
て
農
林
水
産
大
臣
が
必
要
と

あ
る
海
面
漁
業
に
係
る
漁
業
経
営
体
で
あ
つ
て
農
林
水
産
大
臣
が
必
要
と
認

認
め
る
も
の
に
つ
い
て
行
う
。

め
る
も
の
に
つ
い
て
行
う
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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（
漁
業
災
害
補
償
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

漁
業
災
害
補
償
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が

あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正

前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
令
第
六
条
第
一
号
の
大
臣
許
可
漁
業
）

第
四
十
三
条
の
二

令
第
六
条
第
一
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
漁
業
は
、

（
新
設
）

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
八
年
農
林
省

令
第
五
号
）
第
二
条
第
八
号
に
掲
げ
る
基
地
式
捕
鯨
業

二

漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
第
二
条
第
九
号
に
掲
げ
る

母
船
式
捕
鯨
業

（
可
分
養
殖
施
設
等
）

（
可
分
養
殖
施
設
等
）

第
七
十
八
条

法
第
百
三
十
六
条
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
養
殖
施
設
又
は

第
七
十
八
条

法
第
百
三
十
六
条
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
養
殖
施
設
又
は

漁
具
（
以
下
「
可
分
養
殖
施
設
等
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
養
殖
施

漁
具
（
以
下
「
可
分
養
殖
施
設
等
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
養
殖
施

設
及
び
漁
網
と
す
る
。

設
及
び
漁
網
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

定
置
網
（
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十

六

定
置
網
（
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
条

条
第
三
項
の
定
置
漁
業
以
外
の
定
置
漁
業
の
用
に
供
す
る
も
の
に
あ
つ
て

第
三
項
の
定
置
漁
業
以
外
の
定
置
漁
業
の
用
に
供
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

は
、
落
と
し
網
に
限
る
。
）

、
落
と
し
網
に
限
る
。
）

七

（
略
）

七

（
略
）

別
表
第
一
（
第
五
十
一
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
五
十
一
条
関
係
）

漁

業

の

区

分

割

合

漁

業

の

区

分

割

合

一

（
略
）

（
略
）

一

（
略
）

（
略
）

二

第
二
号
漁
業

二

第
二
号
漁
業

㈠
～

（
略
）

（
略
）

㈠
～

（
略
）

（
略
）

漁
業
法
第
六
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
定
置

百
分
の
百

漁
業
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
定
置
漁

百
分
の
百

漁
業
以
外
の
定
置
漁
業

業
以
外
の
定
置
漁
業

漁
業
法
第
六
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
定
置

百
分
の
百

漁
業
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
定
置
漁

百
分
の
百

漁
業

業

～

（
略
）

（
略
）

～

（
略
）

（
略
）
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別
表
第
三
（
第
五
十
二
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
五
十
二
条
関
係
）

漁

業

の

区

分

割

合

漁

業

の

区

分

割

合

一

（
略
）

（
略
）

一

（
略
）

（
略
）

二

第
二
号
漁
業

二

第
二
号
漁
業

㈠
～

（
略
）

（
略
）

㈠
～

（
略
）

（
略
）

漁
業
法
第
六
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
定
置

百
分
の
七
十
五

漁
業
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
定
置
漁

百
分
の
七
十
五

漁
業
以
外
の
定
置
漁
業

業
以
外
の
定
置
漁
業

漁
業
法
第
六
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
定
置

百
分
の
七
十
五

漁
業
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
定
置
漁

百
分
の
七
十
五

漁
業

業

～

（
略
）

（
略
）

～

（
略
）

（
略
）
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（
外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
農
林
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
停
船
命
令
）

（
停
船
命
令
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

前
項
の
停
船
命
令
は
、
同
項
の
検
査
又
は
質
問
を
す
る
旨
を
告
げ
、
又
は

２

前
項
の
停
船
命
令
は
、
同
項
の
検
査
又
は
質
問
を
す
る
旨
を
告
げ
又
は
表

表
示
し
、
か
つ
、
国
際
海
事
機
関
が
採
択
し
た
国
際
信
号
書
に
規
定
す
る
次

示
し
、
か
つ
、
国
際
海
事
機
関
が
採
択
し
た
国
際
信
号
書
に
規
定
す
る
次
に

に
掲
げ
る
信
号
そ
の
他
の
適
切
な
手
段
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
信
号
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

信
号
旗

を
掲
げ
る
こ
と
。

一

信
号
旗

を
掲
げ
る
。

L

L

二

サ
イ
レ
ン
、
汽
笛
そ
の
他
の
音
響
信
号
に
よ
り

の
信
号
（
短
音
一
回

二

サ
イ
レ
ン
、
汽
笛
そ
の
他
の
音
響
信
号
に
よ
り

の
信
号
（
短
音
一
回

L

L

、
長
音
一
回
、
短
音
二
回
）
を
約
七
秒
の
間
隔
を
置
い
て
連
続
し
て
行
う

、
長
音
一
回
、
短
音
二
回
）
を
約
七
秒
の
間
隔
を
置
い
て
連
続
し
て
行

こ
と
。

う
。

三

投
光
器
に
よ
り

の
信
号
（
短
光
一
回
、
長
光
一
回
、
短
光
二
回
）
を

三

投
光
器
に
よ
り

の
信
号
（
短
光
一
回
、
長
光
一
回
、
短
光
二
回
）
を

L

L

約
七
秒
の
間
隔
を
置
い
て
連
続
し
て
行
う
こ
と
。

約
七
秒
の
間
隔
を
置
い
て
連
続
し
て
行
う
。

３

（
略
）

３

（
略
）
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（
海
洋
水
産
資
源
開
発
促
進
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

海
洋
水
産
資
源
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
農
林
省
令
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
同
意
の
手
続
）

（
同
意
の
手
続
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
前
段
の
場
合
に
お
い
て
、
水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

３

前
項
前
段
の
場
合
に
お
い
て
、
水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
八
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二

律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
八
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二

十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
方
法
（
同
法
第
九
十
二
条
第
一
項
に

十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
方
法
（
同
法
第
九
十
二
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
一
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
を

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
一
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
議
決
権
を
行
う
こ
と
が
定
款
で
定
め
ら
れ
て

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
議
決
権
を
行
う
こ
と
が
定
款
で
定
め
ら
れ
て

い
る
と
き
は
、
当
該
書
面
に
よ
る
同
意
に
代
え
て
、
法
第
十
六
条
第
四
項
各

い
る
と
き
は
、
当
該
書
面
に
よ
る
同
意
に
代
え
て
、
法
第
十
六
条
第
四
項
各

号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
同
意
を
当
該
電
磁
的
方
法
に
よ
り
得
る
こ
と

号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
同
意
を
当
該
電
磁
的
方
法
に
よ
り
得
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
は
、
当
該

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
は
、
当
該

書
面
に
よ
る
同
意
を
得
た
も
の
と
み
な
す
。

書
面
に
よ
る
同
意
を
得
た
も
の
と
み
な
す
。

４

前
項
前
段
の
電
磁
的
方
法
（
水
産
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
第
一
項
に

４

前
項
前
段
の
電
磁
的
方
法
（
水
産
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
一
条
の
三
第
五
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
一
条
の
二
第
五
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る

方
法
を
除
く
。
）
に
よ
り
得
ら
れ
た
法
第
十
六
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事

方
法
を
除
く
。
）
に
よ
り
得
ら
れ
た
法
第
十
六
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

項
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
漁
業
協
同
組
合

機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
漁
業
協
同
組
合

連
合
会
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

連
合
会
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）
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（
漁
業
経
営
の
改
善
及
び
再
建
整
備
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

漁
業
経
営
の
改
善
及
び
再
建
整
備
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
農
林
省
令
第
二
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が

あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正

前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
農
林
水
産
大
臣
が
行
う
改
善
計
画
の
認
定
に
係
る
業
種
）

第
二
条

漁
業
経
営
の
改
善
及
び
再
建
整
備
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（

（
新
設
）

昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
三
十
二
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
業
種
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

遠
洋
底
び
き
網
漁
業
（
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
（

昭
和
三
十
八
年
農
林
省
令
第
五
号
。
以
下
「
漁
業
許
可
省
令
」
と
い
う
。

）
第
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
漁
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

二

か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
（
漁
業
許
可
省
令
第
二
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る

漁
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
総
ト
ン
数
百
二
十
ト
ン
以
上
の
動

力
漁
船
に
よ
る
も
の

（
改
善
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

（
改
善
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

第
三
条

令
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
は
、
別
記
様
式
第
二

第
二
条

漁
業
経
営
の
改
善
及
び
再
建
整
備
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（

号
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
は
、

別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

（
再
建
計
画
の
認
定
の
申
請
）

（
再
建
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
四
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

（
再
建
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

（
再
建
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

第
五
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

（
漁
業
の
整
備
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
業
種
）

第
六
条

令
第
六
条
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
業
種
は
、
次
の
と
お
り
と
す

（
新
設
）

る
。

一

沖
合
底
び
き
網
漁
業
（
漁
業
許
可
省
令
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
漁
業

を
い
う
。
）
の
う
ち
、
北
緯
四
十
三
度
の
線
以
北
、
東
経
百
三
十
九
度
の

線
以
東
の
太
平
洋
の
海
域
を
操
業
区
域
と
す
る
も
の
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二

以
西
底
び
き
網
漁
業
（
漁
業
許
可
省
令
第
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業

を
い
う
。
）

三

遠
洋
底
び
き
網
漁
業
の
う
ち
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
地
先
沖
合
に
お

い
て
操
業
す
る
も
の

四

大
中
型
ま
き
網
漁
業
（
漁
業
許
可
省
令
第
二
条
第
七
号
に
掲
げ
る
漁
業

を
い
う
。
）
の
う
ち
、
北
緯
二
十
一
度
の
線
以
北
、
東
経
百
四
十
度
の
線

以
東
、
東
経
百
七
十
九
度
の
線
以
西
の
太
平
洋
の
海
域
（
オ
ホ
ー
ツ
ク
海

及
び
日
本
海
の
海
域
を
除
く
。
）
を
操
業
区
域
と
す
る
も
の
、
北
緯
二
十

一
度
の
線
以
北
、
東
経
百
三
十
二
度
の
線
以
東
、
東
経
百
三
十
五
度
の
線

以
西
の
太
平
洋
の
海
域
（
日
本
海
の
海
域
を
除
く
。
）
を
操
業
区
域
と
す

る
も
の
並
び
に
島
根
県
と
山
口
県
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界

点
北
西
の
線
以
南
の
日
本
海
、
黄
海
、
東
シ
ナ
海
及
び
南
シ
ナ
海
の
海
域

を
操
業
区
域
と
す
る
も
の

五

か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
（
総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
二
十
ト
ン
未
満
の
動

力
漁
船
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）

六

中
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
（
漁
業
許
可
省
令
第
二
条
第
十
三
号
に

掲
げ
る
漁
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

七

小
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
（
漁
業
許
可
省
令
第
七
十
条
第
四
号
の

小
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
日
本

海
の
海
域
の
み
を
操
業
区
域
と
す
る
も
の

八

中
型
い
か
釣
り
漁
業
（
総
ト
ン
数
三
十
ト
ン
以
上
百
三
十
九
ト
ン
未
満

の
動
力
漁
船
に
よ
り
釣
り
に
よ
つ
て
い
か
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁

業
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
北
緯
二
十
度
の
線
以
北
、
東
経
百
六
十
九
度
の

線
以
西
の
太
平
洋
の
海
域
を
操
業
区
域
と
す
る
も
の

九

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
い
か
釣
り
漁
業
（
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
地
先
沖

合
に
お
い
て
総
ト
ン
数
百
三
十
九
ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
に
よ
り
釣
り
に

よ
つ
て
い
か
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
を
い
う
。
）

十

東
シ
ナ
海
は
え
縄
漁
業
（
北
緯
二
十
八
度
の
線
以
北
、
東
経
百
二
十
五

度
の
線
以
東
、
東
経
百
二
十
七
度
の
線
以
西
の
東
シ
ナ
海
の
海
域
に
お
い

て
総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
に
よ
り
は
え
縄
を
使
用
し
て
あ
ま

だ
い
又
は
ふ
ぐ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
を
い
う
。
）
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十
一

小
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
の
う
ち
、
第
七
号
に
掲
げ
る
も
の
以

外
の
も
の
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（
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
漁
業
等
に
関
す
る
主
権
的
権
利
の
行
使
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
漁
業
等
に
関
す
る
主
権
的
権
利
の
行
使
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
八
年
農

林
水
産
省
令
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
停
船
命
令
）

（
停
船
命
令
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

２

前
項
の
停
船
命
令
は
、
同
項
の
検
査
又
は
質
問
を
す
る
旨
を
告
げ
、
又
は

２

前
項
の
停
船
命
令
は
、
同
項
の
検
査
又
は
質
問
を
す
る
旨
を
告
げ
又
は
表

表
示
し
、
か
つ
、
国
際
海
事
機
関
が
採
択
し
た
国
際
信
号
書
に
規
定
す
る
次

示
し
、
か
つ
、
国
際
海
事
機
関
が
採
択
し
た
国
際
信
号
書
に
規
定
す
る
次
に

に
掲
げ
る
信
号
そ
の
他
の
適
切
な
手
段
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
信
号
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）
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（
農
林
水
産
省
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

農
林
水
産
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
農
林
水
産
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
海
外
病
検
査
課
の
所
掌
事
務
）

（
海
外
病
検
査
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
十
九
条
の
二

海
外
病
検
査
課
は
、
輸
出
入
動
物
そ
の
他
の
物
に
対
す
る

第
百
十
九
条
の
二

海
外
病
検
査
課
は
、
輸
出
入
動
物
そ
の
他
の
物
に
対
す
る

検
査
及
び
委
託
を
受
け
て
行
う
動
物
そ
の
他
の
物
に
対
す
る
検
査
の
う
ち
、

検
査
及
び
委
託
を
受
け
て
行
う
動
物
そ
の
他
の
物
に
対
す
る
検
査
の
う
ち
、

ウ
イ
ル
ス
、
細
菌
及
び
寄
生
虫
（
家
畜
伝
染
病
及
び
水
産
資
源
保
護
法
（
昭

ウ
イ
ル
ス
、
細
菌
及
び
寄
生
虫
（
家
畜
伝
染
病
及
び
水
産
資
源
保
護
法
（
昭

和
二
十
六
年
法
律
第
三
百
十
三
号
）
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
輸
入
防

和
二
十
六
年
法
律
第
三
百
十
三
号
）
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
輸

疫
対
象
疾
病
の
う
ち
国
内
に
常
在
し
な
い
も
の
の
病
原
体
で
あ
る
も
の
に
限

入
防
疫
対
象
疾
病
の
う
ち
国
内
に
常
在
し
な
い
も
の
の
病
原
体
で
あ
る
も
の

る
。
）
に
関
す
る
精
密
検
査
並
び
に
そ
の
技
術
の
改
善
に
関
す
る
調
査
及
び

に
限
る
。
）
に
関
す
る
精
密
検
査
並
び
に
そ
の
技
術
の
改
善
に
関
す
る
調
査

研
究
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

及
び
研
究
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
漁
業
調
整
事
務
所
の
所
掌
事
務
）

（
漁
業
調
整
事
務
所
の
所
掌
事
務
）

第
五
百
四
十
八
条

（
略
）

第
五
百
四
十
八
条

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
漁
業
調
整
事
務
所

２

前
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
漁
業
調
整
事
務
所

は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

九
州
漁
業
調
整
事
務
所

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十

六

九
州
漁
業
調
整
事
務
所

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十

七
号
）
第
百
八
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
漁
業
の
免
許
に
関
す
る
事
務
、
以

七
号
）
第
百
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
漁
業
の
免
許
に
関
す
る
事
務
、
以

西
底
び
き
網
漁
業
の
許
可
に
関
す
る
事
務
、
沿
岸
漁
業
の
振
興
及
び
漁
場

西
底
び
き
網
漁
業
の
許
可
に
関
す
る
事
務
、
沿
岸
漁
業
の
振
興
及
び
漁
場

の
保
全
の
指
導
に
関
す
る
事
務
、
日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員

の
保
全
の
指
導
に
関
す
る
事
務
、
日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員

会
に
関
す
る
事
務
（
九
州
漁
業
調
整
事
務
所
の
管
轄
区
域
の
み
に
係
る
も

会
に
関
す
る
事
務
（
九
州
漁
業
調
整
事
務
所
の
管
轄
区
域
の
み
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
並
び
に
玄
海
及
び
有
明
海
に
関
す
る
水
産
関
係
資
料
の
収

の
に
限
る
。
）
並
び
に
玄
海
及
び
有
明
海
に
関
す
る
水
産
関
係
資
料
の
収

集
及
び
整
理
並
び
に
玄
海
及
び
有
明
海
の
水
産
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る

集
及
び
整
理
並
び
に
玄
海
及
び
有
明
海
の
水
産
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る

事
務

事
務

（
沿
岸
課
の
所
掌
事
務
）

（
沿
岸
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
百
七
十
八
条

沿
岸
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
五
百
七
十
八
条

沿
岸
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

漁
業
法
第
百
八
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
漁
業
の
免
許
に
関
す
る
こ
と
。

二

漁
業
法
第
百
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
漁
業
の
免
許
に
関
す
る
こ
と
。

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）
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（
農
林
水
産
省
の
職
員
が
検
査
の
際
に
携
帯
す
る
身
分
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

農
林
水
産
省
の
職
員
が
検
査
の
際
に
携
帯
す
る
身
分
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
四
年
農
林
水
産
省

令
第
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
際
に
、
農
林
水
産
省
の
職

次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
際
に
、
農
林
水
産
省
の
職

員
が
携
帯
す
る
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
。

員
が
携
帯
す
る
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
百

三

水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
百

二
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
、
第
百
八
条
第
一
項
に
お
い

二
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
、
第
百
二
十
一
条
の
四
第
一

て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
四
の
規
定
、
水
産
業
協
同
組
合

項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
四
の
規
定
、
水
産
業

法
第
百
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
八
十

協
同
組
合
法
第
百
二
十
一
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第

一
の
規
定
及
び
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準

五
十
二
条
の
八
十
一
の
規
定
及
び
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
二
十
一
条
の

用
す
る
保
険
業
法
第
三
百
八
条
の
二
十
一
の
規
定

九
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
保
険
業
法
第
三
百
八
条
の
二
十
一
の
規
定

四
～
十
八

（
略
）

四
～
十
八

（
略
）
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（
農
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

農
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
農
林
水
産
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改
め
る
。



- 71 -

改

正

後

改

正

前

（
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
よ
う
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
個
人
）

（
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
よ
う
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
個
人
）

第
二
十
二
条
の
十
八

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二

第
二
十
二
条
の
十
八

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二

号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当

号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当

す
る
こ
と
と
す
る
。

す
る
こ
と
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
承
諾
日
に
お

二

取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
承
諾
日
に
お

け
る
申
出
者
の
資
産
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
合
計
額
が
三
億

け
る
申
出
者
の
資
産
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
合
計
額
が
三
億

円
以
上
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

円
以
上
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

法
第
十
一
条
の
五
に
規
定
す
る
特
定
貯
金
等
、
水
産
業
協
同
組
合
法

ハ

法
第
十
一
条
の
五
に
規
定
す
る
特
定
貯
金
等
、
水
産
業
協
同
組
合
法

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
十
一
条
の
十
一
に
規
定

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
十
一
条
の
九
に
規
定
す

す
る
特
定
貯
金
等
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭

る
特
定
貯
金
等
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
六
条
の
五
の
十
一
に
規
定
す
る

二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
六
条
の
五
の
十
一
に
規
定
す
る
特

特
定
預
金
等
、
信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号

定
預
金
等
、
信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）

）
第
八
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
、
長
期
信
用
銀
行
法
（

第
八
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
、
長
期
信
用
銀
行
法
（
昭

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
特

和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定

定
預
金
等
、
労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）

預
金
等
、
労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
第

第
九
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
、
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六

九
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
、
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年

年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
十
三
条
の
四
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
、
農

法
律
第
五
十
九
号
）
第
十
三
条
の
四
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
、
農
林

林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
五
十
九
条
の
三

中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
五
十
九
条
の
三
に

に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
及
び
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
（
平

規
定
す
る
特
定
預
金
等
及
び
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
（
平
成

成
十
九
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等

十
九
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等

ニ

特
定
共
済
契
約
、
消
費
生
活
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

ニ

特
定
共
済
契
約
、
消
費
生
活
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

二
百
号
）
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
共
済
契
約
、
水
産

二
百
号
）
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
共
済
契
約
、
水
産

業
協
同
組
合
法
第
十
五
条
の
十
二
に
規
定
す
る
特
定
共
済
契
約
、
中
小

業
協
同
組
合
法
第
十
五
条
の
七
に
規
定
す
る
特
定
共
済
契
約
、
中
小
企

企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
第
九
条

業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
第
九
条
の

の
七
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
共
済
契
約
及
び
保
険
業
法
第
三
百

七
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
共
済
契
約
及
び
保
険
業
法
第
三
百
条

条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
保
険
契
約
に
基
づ
く
共
済
金
、
保
険
金
、
返

の
二
に
規
定
す
る
特
定
保
険
契
約
に
基
づ
く
共
済
金
、
保
険
金
、
返
戻



- 72 -

戻
金
そ
の
他
の
給
付
金
に
係
る
権
利

金
そ
の
他
の
給
付
金
に
係
る
権
利

ホ
～
ト

（
略
）

ホ
～
ト

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

（
法
第
十
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
十
号
の
事
業
を
行
う
農
業
協
同
組
合
の

（
法
第
十
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
十
号
の
事
業
を
行
う
農
業
協
同
組
合
の

子
会
社
の
範
囲
等
）

子
会
社
の
範
囲
等
）

第
六
十
一
条

（
略
）

第
六
十
一
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

法
第
十
一
条
の
六
十
四
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
農
業
協
同
組
合
に
つ
い

４

法
第
十
一
条
の
六
十
四
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
農
業
協
同
組
合
に
つ
い

て
の
同
条
第
一
項
第
二
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
に
掲
げ

て
の
同
条
第
一
項
第
二
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
に
掲
げ

る
業
務
と
す
る
。

る
業
務
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

一
の
二

次
に
掲
げ
る
業
務
の
代
理
又
は
媒
介

一
の
二

次
に
掲
げ
る
業
務
の
代
理
又
は
媒
介

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

水
産
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
の
事
業
を
行
う
漁
業

ニ

水
産
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
の
事
業
を
行
う
漁
業

協
同
組
合
、
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
四
号
の
事
業
を
行
う
漁
業
協

協
同
組
合
、
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
四
号
の
事
業
を
行
う
漁
業
協

同
組
合
連
合
会
、
同
法
第
九
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
事
業
を
行
う
水

同
組
合
連
合
会
、
同
法
第
九
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
事
業
を
行
う
水

産
加
工
業
協
同
組
合
又
は
同
法
第
九
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
事
業
を

産
加
工
業
協
同
組
合
又
は
同
法
第
九
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
事
業
を

行
う
水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会
の
業
務
（
漁
業
協
同
組
合
に
あ
っ

行
う
水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会
の
業
務
（
漁
業
協
同
組
合
に
あ
っ

て
は
同
法
第
十
一
条
の
五
第
二
項
、
水
産
加
工
業
協
同
組
合
に
あ
っ
て

て
は
同
法
第
十
一
条
の
四
第
二
項
、
水
産
加
工
業
協
同
組
合
に
あ
っ
て

は
同
法
第
九
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
一
条
の
五

は
同
法
第
九
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
一
条
の
四

第
二
項
に
規
定
す
る
信
用
事
業
に
限
る
。
）

第
二
項
に
規
定
す
る
信
用
事
業
に
限
る
。
）

ホ

（
略
）

ホ

農
林
中
央
金
庫
の
業
務

一
の
三
～
二
十

（
略
）

一
の
三
～
二
十

（
略
）

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）
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（
森
林
法
施
行
令
別
表
第
三
林
道
の
開
設
に
要
す
る
費
用
の
項
第
六
号
等
に
規
定
す
る
林
道
網
の
枢
要
部
分
と
な
る
べ
き
林

道
の
開
設
又
は
拡
張
の
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
の
項
目
並
び
に
当
該
項
目
に
係
る
調
査
、
予
測
及
び
評
価
を
合
理
的
に

行
う
た
め
の
手
法
を
選
定
す
る
た
め
の
指
針
、
環
境
の
保
全
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
指
針
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正

）
第
二
十
二
条

森
林
法
施
行
令
別
表
第
三
林
道
の
開
設
に
要
す
る
費
用
の
項
第
六
号
等
に
規
定
す
る
林
道
網
の
枢
要
部
分
と
な

る
べ
き
林
道
の
開
設
又
は
拡
張
の
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
の
項
目
並
び
に
当
該
項
目
に
係
る
調
査
、
予
測
及
び
評
価
を

合
理
的
に
行
う
た
め
の
手
法
を
選
定
す
る
た
め
の
指
針
、
環
境
の
保
全
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
指
針
等
を
定
め
る
省
令
（

平
成
二
十
年
農
林
水
産
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
第
二
種
事
業
の
判
定
の
基
準
）

（
第
二
種
事
業
の
判
定
の
基
準
）

第
十
六
条

第
二
種
林
道
事
業
に
係
る
法
第
四
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
及
び

第
十
六
条

第
二
種
林
道
事
業
に
係
る
法
第
四
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
及
び

法
第
二
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

法
第
二
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
判
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
第
二
種
林
道
事
業
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず

る
判
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
第
二
種
林
道
事
業
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
環
境
影
響
の
程
度
が
著
し
い
も
の
と
な
る
お
そ

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
環
境
影
響
の
程
度
が
著
し
い
も
の
と
な
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
と
す
る
。

れ
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

当
該
第
二
種
林
道
事
業
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
区
域
又
は
そ
の
周
囲
に
次

三

当
該
第
二
種
林
道
事
業
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
区
域
又
は
そ
の
周
囲
に
次

に
掲
げ
る
一
定
の
環
境
要
素
に
係
る
環
境
の
保
全
を
目
的
と
し
て
法
令
、

に
掲
げ
る
一
定
の
環
境
要
素
に
係
る
環
境
の
保
全
を
目
的
と
し
て
法
令
、

条
例
又
は
法
第
五
十
三
条
の
行
政
指
導
等
（
以
下
「
法
令
等
」
と
い
う
。

条
例
又
は
法
第
五
十
三
条
の
行
政
指
導
等
（
以
下
「
法
令
等
」
と
い
う
。

）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
そ
の
他
の
対
象
が
存
在
し
、
か
つ
、
当
該
第

）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
そ
の
他
の
対
象
が
存
在
し
、
か
つ
、
当
該
第

二
種
林
道
事
業
の
内
容
が
当
該
環
境
要
素
に
係
る
相
当
程
度
の
環
境
影
響

二
種
林
道
事
業
の
内
容
が
当
該
環
境
要
素
に
係
る
相
当
程
度
の
環
境
影
響

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

イ
～
チ

（
略
）

イ
～
チ

（
略
）

リ

水
産
資
源
保
護
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
百
十
三
号
）
第
十
八

リ

水
産
資
源
保
護
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
百
十
三
号
）
第
十
五

条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
護
水
面
の
区
域

条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
護
水
面
の
区
域

ヌ
～
ヲ

（
略
）

ヌ
～
ヲ

（
略
）
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（
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
水
産
業
協
同
組
合
の
貸
借
対
照
表
及
び
会
計
帳
簿
に
計
上
す
る
繰
延
資
産
の
特
例
に

関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
水
産
業
協
同
組
合
の
貸
借
対
照
表
及
び
会
計
帳
簿
に
計
上
す
る
繰
延
資
産

の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
農
林
水
産
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
貸
借
対
照
表
に
計
上
す
る
繰
延
資
産
の
特
例
）

（
貸
借
対
照
表
に
計
上
す
る
繰
延
資
産
の
特
例
）

第
一
条

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
浸
水
、
流
失
、
滅
失
、
損
壊
そ
の
他
こ
れ
ら

第
一
条

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
浸
水
、
流
失
、
滅
失
、
損
壊
そ
の
他
こ
れ
ら

に
準
ず
る
損
害
を
受
け
た
事
業
用
資
産
に
係
る
損
失
が
多
額
で
あ
っ
て
そ
の

に
準
ず
る
損
害
を
受
け
た
事
業
用
資
産
に
係
る
損
失
が
多
額
で
あ
っ
て
そ
の

全
額
を
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
が
属
す
る
事
業
年
度
（
以
下
「
特
定
事

全
額
を
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
が
属
す
る
事
業
年
度
（
以
下
「
特
定
事

業
年
度
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
負
担
す
る
こ
と
が
困
難
な
水
産
業
協
同
組

業
年
度
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
負
担
す
る
こ
と
が
困
難
な
水
産
業
協
同
組

合
法
第
二
条
に
規
定
す
る
水
産
業
協
同
組
合
（
次
条
に
お
い
て
「
特
定
水
産

合
法
第
二
条
に
規
定
す
る
水
産
業
協
同
組
合
（
次
条
に
お
い
て
「
特
定
水
産

業
協
同
組
合
」
と
い
う
。
）
が
同
法
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ

業
協
同
組
合
」
と
い
う
。
）
が
同
法
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ

ら
の
規
定
を
同
法
第
八
十
六
条
第
二
項
、
第
九
十
二
条
第
三
項
、
第
九
十
六

ら
の
規
定
を
同
法
第
八
十
六
条
第
二
項
、
第
九
十
二
条
第
三
項
、
第
九
十
六

条
第
三
項
、
第
百
条
第
三
項
及
び
第
百
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

条
第
三
項
、
第
百
条
第
三
項
及
び
第
百
条
の
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
べ
き
貸
借
対
照
表
に
つ
い
て
は
、
水

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
べ
き
貸
借
対
照
表
に
つ
い
て
は
、

産
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
農
林
水
産
省
令
第
十
号
。
以
下

水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
農
林
水
産
省
令
第
十
号
。
以

「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
十
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
資
産
の
ほ
か
、

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
十
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
資
産
の
ほ
か

そ
の
損
失
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
行
政
庁
（
規
則
第
一
条
第
十
三
号
に

、
そ
の
損
失
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
行
政
庁
（
規
則
第
一
条
第
十
三
号

規
定
す
る
行
政
庁
を
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
た
も
の
（
次
条
に
お
い
て
「

に
規
定
す
る
行
政
庁
を
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
た
も
の
（
次
条
に
お
い
て

特
定
震
災
損
失
」
と
い
う
。
）
を
、
同
項
第
五
号
に
定
め
る
繰
延
資
産
に
属

「
特
定
震
災
損
失
」
と
い
う
。
）
を
、
同
項
第
五
号
に
定
め
る
繰
延
資
産
に

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
十

二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
水
産
資
源
保
護
法
施
行
規
則
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
り
交
付
さ

れ
た
輸
入
許
可
証
、
及
び
同
令
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
証
明
証
は
、
同
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
令
別
記
様
式
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
内
水
面
漁
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
記
様
式
第
八

号
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
証
明
書
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
令
別
記
様
式
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
証
明
書
と
み
な
す
。

４

改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
改
正
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止

前
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一

条
（
第
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

mio_fukuda810
長方形

mio_fukuda810
長方形

mio_fukuda810
長方形
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第
一
条
か
ら
第
五
条
ま
で
、
第
十
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
及
び
別
記
様
式
第
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
三
号
ま
で
並
び
に
第
一
条

（
第
九
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
大
臣
管
理
量
に
係
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
の
停
止
に
関
す
る
省

令
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

５

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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